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令和７年版｢環境白書｣の刊行にあたって

　私たちのふるさと青森県は、三方を海に囲まれ、東アジア

最大級の原生的なブナの天然林を有する世界自然遺産白神山

地をはじめ、十和田八幡平国立公園や三陸復興国立公園な

ど、四季の彩り美しい自然にあふれています。

　私たちは縄文時代の古（いにしえ）からこの雄大で深甚な

自然環境の恵みを受け、農業や漁業などの生業を営み、産業

を振興させ、ここ青森の地で暮らしてきました。各地域やそ

こで暮らす人たちが大切にしてきた自然環境は、世代を超え

て未来への財産となり得るものです。

　さて、県では、基本計画「『青森新時代』への架け橋」に

基づく各種施策に取り組み、人口減少に伴う様々な課題を乗

り越え、持続可能な社会をつくり、青森県の価値や魅力を次の世代に確実につな

いでいくこととしています。

　この基本計画の目標実現に向け、「青森県環境総合プラン」を令和６年３月に

策定し、2040（令和22）年の青森県がめざす姿に「自然との共生、脱炭素・循環

による持続可能な地域社会の形成」を掲げ、各種施策を積極的に推進していま

す。

　また、昨今、再生可能エネルギーの導入に起因する問題が全国で顕在化してい

ることから、本県では、全国に先駆けて、「青森県自然・地域と再生可能エネル

ギーとの共生に関する条例」「青森県再生可能エネルギー共生税条例」を本年３

月に制定しました。全国初となるこの制度により、自然環境、景観、歴史・文化

等を保全しながら、持続可能な形で再生可能エネルギーの円滑な導入を推進して

いくとともに、地球温暖化に伴う気候変動といった世界的課題にも挑戦する「青

森再エネ共生新時代」の幕開けを迎えました。

　この環境白書は、令和６年度の青森県の環境の状況と環境施策の概要を中心に

取りまとめたものです。本書が、県民の皆様に広く活用され、環境問題について

県民一人ひとりが関心を高め、青森らしい豊かで美しい自然環境と快適な生活環

境の保全・創造に向けた具体的な取組の契機となることを期待いたします。

　令和７年11月

青森県知事　宮下　宗一郎
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序章　　トピックス

令和６年度の環境保全、自然保護及び脱炭素・循環型社会づくり

に関連する県の取組からいくつかのトピックスをまとめました。

【環境政策課】

「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例」の制定

（令和７年３月）

　近年、再生可能エネルギーの導入が急速に拡大する中、風力発電所をはじめとし

た再生可能エネルギー事業に関する様々な問題が顕在化しています。無秩序な開発

による環境破壊を招くようなことはあってはならず、再生可能エネルギーは、自

然・地域との共生を前提として導入されるべきものです。

　このため、本県では、自然環境、景観、歴史・文化等と再生可能エネルギーとの

共生を図ることを目的に、「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関

する条例」を制定しました。

※第２部第１章第２節参照　

【ゾーニングマップ】



2

「青森県生物多様性戦略【2025-2030】」の策定

　様々な生き物たちが織り成す命の輪を守り、自然の恵みを授かりものと感謝し、

真の豊かさを実感できる、「いきものたちを育み恵みを授ける自然と共に生きるあ

おもり」を基本理念とした自然共生社会の構築を目指し、平成25年度に「青森県生

物多様性戦略」を策定しました。

　その後、国が2030年に向けた目標としてネイチャーポジティブ（自然再興）の

実現を掲げ、「生物多様性国家戦略2023-2030」を策定したこと及び本県の戦略の

計画期間が満了したことを受け、令和７年３月に「青森県生物多様性戦略【2025-

2030】」を策定しました。

【エネルギー・脱炭素政策課】

【自然保護課】

太陽光発電設備等共同購入事業の実施

（「みんなのおうちに太陽光」キャンペーン）

　令和７年３月26日に、アイチューザー株式会社と協力協定を締結し、住宅の屋根

等に設置する太陽光パネルや蓄電池の共同購入事業を開始しました（募集期間：４

月２日～８月27日）。太陽光パネル等の設備の購入を希望する県民の方が集まるこ

とで生まれるスケールメリットを活かし、これらの設備をお得に購入できるように

なりました。

※1　太陽光パネルの割引率は、資源エネルギー庁より公表されているシステム費用平均値及び株式会社資源総合システムの調査結果を基に、6.3kWの場合で算出しております。  
　　 また、蓄電池の割引率は、同社の調査結果を基に、10kWhの場合で算出しております。表示割引率は小数点第2位以下切り捨て。

青森県から県民の皆さまへ
　青森県では、2050年カーボンニュートラル（温室効果ガス排出実質ゼロ）の実現に向けて、住宅用太陽光パネル・蓄電池
の共同購入事業をスタートさせました。
　購入を希望する県民の皆様を多数募ることで、スケールメリットを生かし、よりお得に設備を購入することができます。
　この機会に、地球にやさしく、電気代の節約が期待できる太陽光パネル等のご自宅への設置を、ぜひご検討下さい。

青森県知事　宮下 宗一郎

※2　年間推定発電容量はパネルメーカーが使用しているシミュレーションソフトを基に算出したものです。各地域の電力会社の電気料金(一般家庭向けの従量電灯Bプラン)
　　　とFIT売電価格を基に年間の経済効果を算出しております。

共同購入のおトクな割引率で購入いただけます

29.3 %OFF約137 万円約194万円
市場価格 共同購入

お住まいの自治体等の補助金を利用できる場合がございます。

1.太陽光パネル

スケールメリットを活かした

お ト ク な 価 格
製 品・施 工 品 質 の 確 保

安 心 の 保 証

みんなのおうちに太陽光で、価格と安心のバランスを！

青
森

年間推定発電量

4,305kWh （試算値）

経済
効果 ¥98,355

共同購入でおトクに設置。気温が低い地域でも効果が期待できます※2

※1

年間推定
発 電 量

年間の
経済効果

節約した電気代

売電収入
+

ここが
ポイント

・4人家族の月間電力使用量 400kWh
・太陽光パネル設置容量4.8kW
・発電した電力の30％を自家消費
 70％を売電すると想定
・経済効果は当該地域の主要電力会社の
　料金体系に基づき試算 VS

気温が低い地域の発電効率は？！
太陽光パネルは、気温が高くなると
電気抵抗が増え、電圧が下がるた
め、発電効率が落ちます。気温が低
いとこの影響が小さくなり、効率が
上がります。

安心施工・保証付き！積雪対応の特殊架台等も含むおトクな青森県パッケージ価格！
※垂直積雪量150cm以上のエリアでは屋根調査後に適切な設備・費用をご案内します

募集
期間8/272025年 まで

まずは登録して、じっくりご検討ください

全
国

40
以上の自治体で実施

件突破

88,000

参

加登録累計

全
国

40
以上の自治体で実施

件突破

88,000

太
陽

光パ
ネル既設の

方

太
陽

光パ
ネル既設の

方

蓄電池だけでもOK蓄電池だけでもOK

初
期
費

用を
抑えて設置

も
可

ローンも活用可

初
期
費用

を抑えて設置
も
可

ローンも活用可

つくる、ためる、つかう。
共同購入で賢く導入、家計を助けるエコライフ。

太陽光パネル 蓄 電 池
住宅向け太陽光パネル・蓄電池等の共同購入事業 住宅用・事業用 10kW未満

青森県

太陽光パネル6.3kWの一例    パネルの大きさや設置枚数により価格や割引率は変動します。価格は税込金額です。

検 索

本事業は青森県とアイチューザー（株）が協定を締結して実施しています。

お問い合わせ窓口

みんなのおうちに太陽光事務局

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

参加登録・詳しい情報は事業サイトからご確認を

青森県　みんなのおうちに太陽光

https://group-buy.jp/solar/aomori/home0120-698-300

無料の参加登録 事前見積り
選ばれた製品と概算価格を確認

詳細なお見積りをご希望の方は
設置場所の調査にお申し込み

1 2

調査申込み
3

最終見積り
4

ご契約/施工
5

買う買わないは、各参加者が自由に選択

6月中旬から

まずは登録して、じっくりご検討ください

参加登録から設置までの流れ

登録は
まで8/272025年

・補助金などのお手続きもサポート
・ローンなどのお支払い方法にも対応

※ ※ ※

太陽光パネルや蓄電池の設置容量により、価格や割引率は変動します。価格は税込金額です。

太陽光パネル
蓄電池

蓄 電 池太陽光パネル

29.3%OFF 27.9%OFF 22.9%OFF
1,944,295円市場価格

6.3kW 6.3kW 10kWh 10kWh

1,373,286円

3,981,097円市場価格

2,868,286円

2,302,594円市場価格

1,773,469円

選べる施工費込みの設置プラン
蓄電池だけでも

ご参加いただけます！

　･月々の電気代削減に
　･電気代の高騰対策に
　･万が一の災害対策に

共同購入で、”安心“・”おトク“ に
蓄電池を設置しませんか？

「みんなのおうちに太陽光」について

簡単な無料登録で、安心・
おトクな見積りを確認い
ただけます。

安心の製品保証・施工/災害補償！

20 15 10 10 1020 15 10 10 10年年 年年 年年 年年 年年

施工を担う販売施工事業
者は、事前に厳しい審査
を通過しています。

ご検討から契約・設置まで、
一貫したサポートでお手間を
軽減します。

設置する建物が県内にあ
れば、どなたでもご参加
いただけます。

充実のオプション！

パネル ソーラー
カーポートシステム 蓄電池 施工 災害 エコキュート HEMS V2H 屋根修繕

青森県
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序　
章

災害廃棄物処理対応強化事業による訓練等の実施

（令和６年10月～７年２月）

　災害廃棄物処理に係る官民の連携、実践的能力の向上及び初動対応の強化を図る

ため、令和６年10月、八戸市において、廃棄物の種類ごとに区画した仮置場の設置

や、様々な廃棄物の持込み、受入れを想定した訓練を県内で初めて実施し、県内21

市町村、関係団体等から約100名が参加しました。

　また、令和６年11月には弘前市で、令和７年２月には八戸市で、分別・排出ルー

ルの徹底や広報の仕方などについて、住民やボランティア、廃棄物処理業者、市町

村等で認識を共有する地域ワークショップを実施しました。

世界自然遺産白神山地の活用推進に向けて

　白神山地の魅力を発信するため、アウトドアブランドのモンベルと連携して、サ

イクリングやトレッキングなどの新たなルートを開発し、ジャパンエコトラック

（人力による移動手段で日本各地の自然・歴史・文化・人々との交流を楽しむ新し

い旅のスタイル）に登録したほか、十二湖カヤックや冬の白神山地ファットバイク

＆スノーハイクツアーなど、新たなアクティビティを開発しました。

　また、俳優の松山ケンイチ氏、モンベルの辰野勇会長、宮下知事が白神山地の魅

力と未来を語り合う特別番組の制作などを行いました。

仮置場設置・運営訓練 地域ワークショップ

【資源循環推進課】

【自然保護課】
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第１章　環境問題の概況

【資源循環推進課】

ＰＣＢ廃棄物の期限内処分に向けた取組

　低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限が令和９年３月31日と差し迫っていることから、

「低濃度ＰＣＢ早期処理促進事業」として次の取組を実施しました。

・�自家用電気工作物（変圧器、コンデンサー）所有事業者を対象とした低濃度ＰＣ

Ｂ廃棄物保管等状況調査（令和５年度実施）の未回答事業者に対する立入検査等

による追加調査の実施

・�県や市町村等の庁舎等管理担当を対象とした低濃度ＰＣＢ廃棄物に係る説明会の

開催及び庁舎等における低濃度ＰＣＢ廃棄物の保管等に関する調査（令和５年度

実施）のフォローアップの実施

・�各地域県民局環境管理部（現環境管理事務所）に配置したＰＣＢ専門員による立

入検査等を通じた、低濃度ＰＣＢ廃棄物の保管事業者等に対する期限内処分徹底

の働きかけ

・�テレビや新聞、リーフレット等を活用した、低濃度ＰＣＢ廃棄物の期限内処分の

周知

※第２部第２章第２節参照　

県・市町村等庁舎等管理担当者向け説明会 新聞広告



第
１
部　
総　
　
　
説

第　1　部

総 説
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第１章　環境問題の概況

　科学技術の進歩は、人類に大きな繁栄をもたらしまし

たが、科学技術に支えられた人類の活動は地球の生態系

を大きく変化させ、オゾン層の破壊、地球の温暖化、酸

性雨、熱帯林の減少等の地球規模の環境問題を顕在化さ

せ、人類の生存基板に脅威を与えています。

　これらの地球環境問題の特徴としては、⑴影響が複雑

かつ広範囲に及び、十分な科学的解明を待って対策を講

じるのでは手遅れになる可能性があること、⑵解決には

一国だけではなく、世界各国の協力が必要であること、

⑶国際的な政治、経済、社会問題との関係が極めて強い

ことなどが挙げられ、国際的に取り組むべき重要な課題

の一つとして認識されています。

　地球環境問題における国際的取組については、1972（昭

和 47）年６月にストックホルムにおいて開催された「国

連人間環境会議」に端を発し、具体的な対応についての

国際的な取決めに関しては、1992（平成４）年６月にブ

ラジルのリオデジャネイロで約 180 か国が参加して開催

された「環境と開発に関する国連会議」（地球サミット）

が大きな契機となりました。同会議においては、人と国

家の行動原則を定めた「環境と開発に関するリオ宣言」、

そのための詳細な行動計画である「アジェンダ 21」が

採択され、広範な分野にわたり環境と開発に関する国際

的な枠組が成立しました。1993（平成５）年２月には、

国連加盟国 53 か国からなる持続可能な開発委員会（Ｃ 

ＳＤ）が地球サミットのフォローアップを行う中心機関

として設立されています。

第１章　環境問題の概況

第１節　地球環境問題

第２節　地球温暖化問題

１　国際的取組

　地球温暖化防止に係る国際的取組としては、1997（平

成９）年 12 月の「気候変動枠組条約第３回締約国会議（Ｃ

ＯＰ３）」において、2008（平成 20）年から 2012（平成

24）年までの平均的な温室効果ガスの排出量を 1990（平

成２）年と比較して先進国全体で５％、日本としては６％

削減するという目標を定めた「京都議定書」が採択され、

2005（平成 17）年２月に発効に至りました。

　2015（平成 27）年、フランスのパリで開催されたＣ

ＯＰ 21 において、全ての国が参加する公平で実効的な

2020（令和２）年以降の新たな国際枠組である「パリ協

定」が採択、2016（平成 28）年 11 月に発効されました。

パリ協定においては、世界共通の長期目標として、世界

の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低

く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することや、

主要排出国を含む全ての国が自国で決定する貢献（ＮＤ

Ｃ）を５年ごとに提出・更新する仕組みなどが規定され

ました。

　2018（平成 30）年に公表された国連気候変動に関す

る政府間パネル（ＩＰＣＣ）「1.5℃特別報告書」による

と、世界の平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、1.5℃

の水準に抑えるためには、二酸化炭素排出量を 2050 年

頃に正味ゼロとすることが必要とされています。この報

告書を受け、世界各国で 2050 年までのカーボンニュー

トラルを目標として掲げる動きが広がりました。

　2021（令和３）年 10 月から 11 月にかけてＣＯＰ 26

が開催されました。本会合内での決定文書では、最新の

科学的知見に依拠しつつ、今世紀半ばでの温室効果ガス

排出量実質ゼロ及びその経過点である 2030 年に向けて

野心的な緩和策及び更なる適応策を締約国に求める内容

となっています。特にこの 10 年における行動を加速さ

せる必要があることが強調されています。

　2023（令和５）年３月に国連気候変動に関する政府間

パネル（ＩＰＣＣ）第 58 回総会が開催され、ＩＰＣＣ

第６次評価報告書（ＡＲ６）統合報告書の政策決定者向

け要約（ＳＰＭ）が承認されるとともに、同報告書の本

体が採択されました。同報告書においては、人間活動が

主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こ

してきたことには疑う余地がないとされています。

　同年11月から12月にかけて開催されたＣＯＰ28では、

パリ協定で掲げられた目標達成に向けて、世界全体の進

捗状況を評価する「グローバル・ストックテイク」が初

めて実施され、世界の平均気温の上昇を 1.5 度に抑える

という目標まで隔たりがあるとの結果が示されました。

　2024（令和６）年 11 月に開催されたＣＯＰ 29 では、

気候資金に関する新規合同数値目標が合意されたほか、

国際的に協力して削減・除去対策を実施するパリ協定第

６条の詳細ルールが決定し、完全運用化が実現されまし

た。



6

第１章　環境問題の概況

２　国内の取組

　地球温暖化に係る国内対策としては、ＣＯＰ３終了後

の 1998（平成 10）年、「地球温暖化対策の推進に関する

法律（地球温暖化対策推進法）」を制定し、翌 1999（平

成 11）年には「地球温暖化対策に関する基本方針」を

閣議決定しました。

　そして、2005（平成 17）年２月の京都議定書の発効

を受け、同年４月に策定した「京都議定書目標達成計画」

に基づいて、国、地方公共団体、事業者、国民が一体と

なった取組を推進した結果、６％の削減目標を達成しま

した。

　2016（平成 28）年５月には、ＣＯＰ 21 における「パ

リ協定」を踏まえて、地球温暖化対策推進法に基づく

「地球温暖化対策計画」を策定し、2030（令和 12）年度

における温室効果ガス排出量を 2013（平成 25）年度比

26％減とする中期目標を掲げました。

　2020（令和２）年 10 月、政府は、2050（令和 32）年

までに温室効果ガス排出量実質ゼロ（カーボンニュート

ラル）を目指すことを表明し、2021（令和３）年５月、

地球温暖化対策推進法を改正するとともに、国・地方脱

炭素実現会議において「地域脱炭素ロードマップ」が決

定され、５年の間に政策を総動員し、人材・技術・情報・

資金を積極的に支援することで、2030 年までに少なく

とも 100 か所の「脱炭素先行地域」を創出する取組を実

施することなどが示されました。

　さらに、同年 10 月に改定された地球温暖化対策計画

では、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて気

候変動対策を着実に推進していくこと、中期目標とし

て、2030 年度において、温室効果ガス排出量を 2013 年

度から 46％削減することが掲げられ、2025（令和 7）年

２月には、2050 年カーボンニュートラルの実現に向け

た直線的な経路にある野心的な目標として、2035 年度、

2040 年度において、温室効果ガスを 2013 年度からそれ

ぞれ 60％、73％削減することを目指す、新たなＮＤＣ

が国連気候変動枠組条約事務局に提出されました。

　また、ＧＸ 2040 ビジョン、エネルギー基本計画及び

地球温暖化対策計画の改定が閣議決定され、ＧＸ実現に

向けた新たな産業構造や産業立地のあり方、脱炭素電源

の最大限活用、次期温室効果ガス削減目標とその達成に

向けた施策等が盛り込まれました。

　一方、2015（平成 27）年 11 月には気候変動の影響へ

の適応計画が閣議決定されたほか、2018（平成 30）年

６月には気候変動適応法が公布（同年 12 月施行）され、

同法により策定が義務づけられている気候変動適応計画

が 2018（平成 30）年 11 月に閣議決定されるなど、温室

効果ガスの排出削減対策（緩和策）と気候変動の影響に

よる被害の回避・軽減対策（適応策）の両方の取組が重

要となっています。

３　オゾン層の保護

　オゾン層の保護については、モントリオール議定書締約

国会合における決定に基づき、国際的に種々の取組がなさ

れてきており、国内対策については、「特定物質の規制等に

よるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）」、「フ

ロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フ

ロン排出抑制法）」により規制・適正化が行われています。
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第１章　環境問題の概況

　これまでの大量生産・大量消費型の社会経済活動は、

私たちに物質的な豊かさをもたらす一方、廃棄物の大量

排出や最終処分場の残余容量のひっ迫、不法投棄など深

刻な問題を引き起こしています。この解決のためには、

これまでの社会経済活動のあり方や私たちのライフスタ

イルを見直し、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使

用（リユース）、再生利用（リサイクル）を進め、循環

利用のできないものについては最終的に適正処分すると

いう「３Ｒ」を基調とした循環型社会を構築していかな

ければなりません。

　国では、2000（平成 12）年６月、循環型社会の形成

に向けた基本原則や施策の基本的枠組を示した「循環型

社会形成推進基本法」を制定し、2003（平成 15）年３

月には「循環型社会形成推進基本計画」を策定しました。

2024（令和６）年８月には「循環経済」を国家戦略とす

る「第５次循環型社会形成推進基本計画」を閣議決定し

ています。

　循環型社会形成推進基本法は、社会における物質循環

を通じて、製品などの使用・廃棄に伴う天然資源の消費

抑制と環境負荷の低減を目的とし、廃棄物処理について

①発生抑制、②製品・部品としての再使用、③原材料と

しての再生利用、④熱回収、⑤適正処分の順で優先順位

を定めています。また、製品の生産段階から廃棄物の発

生抑制や再使用時における環境配慮を進めるため、製品

の製造者や販売者が製品の使用後の段階においても一定

の責任を果たすよう「拡大生産者責任」を課しています。

　また、循環型社会の形成を推進するための個別法とし

て「容器包装リサイクル法」、「家電リサイクル法」、「建

設リサイクル法」、「食品リサイクル法」が新たに施行さ

れるとともに、「廃棄物処理法」及び「資源有効利用促

進法」が改正され、一連のリサイクル関連法が整備され

ました。その後、2003（平成 15）年１月に「自動車リ

サイクル法」が、2013（平成 25）年４月に「小型家電

リサイクル法」が施行されました。

　これら各種リサイクル法のほか、2019（令和元）年

10 月には、国民運動として食品ロスの削減推進を目的

とする「食品ロス削減推進法」が施行され、さらに、プ

ラスチック資源循環を総合的に推進するため、2022（令

和４）年４月には「プラスチック資源循環促進法」が施

行されました。（図１－１－１）。

第３節　循環型社会の構築に向けて
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図１-１-１　循環型社会形成の推進のための法体系

容器包装リサイクル法（1995年）

　○容器包装の市町村による分別収集

　○製造・利用業者に再商品化義務

家電リサイクル法（1998年）

　○廃家電を小売店が消費者から引取

　○製造業者等に再商品化義務

　○消費者がリサイクル費用負担

建設リサイクル法（2000年）

　○工事受注者が建築物の分別解体等

　○工事受注者が建設資材廃棄物の再資源化等

食品リサイクル法（2000年）

　○食品の製造・加工・販売業者が食品廃棄物の再生利用等

自動車リサイクル法（2002年）

　○関係業者が使用済み自動車の引取、フロン回収、解体、破砕

　○新車販売時にリサイクル料金を支払う

　○製造業者等がエアバック・シュレッダ一ダストの資源化、フロン破壊

小型家電リサイクル法（2012年）

　○使用済小型電子機器等を認定事業者等が再資源化

グリーン購入法（2000年）

　○国等による環境物品等の調達推進

食品ロス削減推進法（2019年）

　○国民運動として食品ロスの削減を推進

プラスチック資源循環促進法（2021年）

　○国がプラスチック使用製品設計指針を策定

　○特定プラスチック使用製品の提供事業者による使用の合理化

　○プラスチック製品の市町村による収集・再商品化

　○製造業者等による自主回収・再資源化

　○排出事業者による排出の抑制、再資源化計画

（廃棄物の適正処理） （3Rの推進）

循環型社会形成推進基本法（2000年）

環境基本法（1993年）

廃棄物処理法（1970年）
　○廃棄物の発生抑制

　○廃棄物の適正処埋

　○廃棄物処理施設の設置規制

　○廃棄物処理業者に対する規制

　○廃棄物処理基準の設定等

資源有効利用促進法（1991年）
　○再生資源のリサイクル

　○リサイクル容易な構造、材料等の工夫

　○分別回収のための表示

　○副産物の有効利用の促進

資料：県資源循環推進課
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第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

　20世紀後半からの大量生産・大量消費・大量廃棄型の

経済社会活動や生活様式の定着、都市化の進展により、

生活排水による河川等の汚染や廃棄物問題、化学物質に

よる環境汚染、更には身近な緑の減少など様々な形で環

境問題が顕在化しています。

　また、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地

球規模での環境問題も顕在化し、地球の生態系にも大き

な脅威を与えている状況にあります。

　これらの問題を解決していくためには、経済社会シス

テムの見直しやライフスタイルの変革に向けて、県民、

事業者、行政が共通の認識に立ち、それぞれの役割を果

たしていくことが重要であり、長期的な視野に立ち、各

種の環境施策を総合的、計画的に進めていく必要があり

ます。

第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

　本県の環境行政の基本的方向については、平成８年12

月に制定した「青森県環境の保全及び創造に関する基本

条例」において定められています。

　本条例は、本県の環境行政の基本理念、県民、事業

者、行政の役割を明らかにするとともに、環境の保全及

び創造に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び

将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること

を目的として、平成８年３月に策定した「青森県環境基

本構想」の考え方を踏まえ制定したものです（図１－２

－１）。

　本条例では、新たな環境施策を推進するために次の４

つを基本理念として定めています。

＜基本理念＞

１　健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承

２　人と自然との調和の確保

３　持続的発展が可能な社会の構築

４　地球環境の保全の推進

第１節　青森県環境の保全及び創造に関する基本条例

資料：県環境政策課
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１　計画の基本的な考え方

　「青森県基本計画『青森新時代』への架け橋」（計画

期間：2024～2028年度）は、県行政全般に係る政策及び

施策の基本的な方向性について総合的かつ体系的に示し

た県行政運営の基本方針です。

　急速に進行している人口減少は、現在、そして将来の

社会・経済システムをどのように維持し、社会をどのよ

うに発展させていくかを考える上で、非常に大きな課題

です。また、グローバル化やデジタル化の進展に伴い、

産業構造や社会システムが転換しつつあることに加え、

世界との距離がぐっと近づいたことにより、国際情勢の

緊迫化による物価高騰や新興感染症の流行、気候変動な

ど、世界各地で起きている出来事が、私たちの日常生活

にもますます大きな影響を及ぼすようになりました。

　このように急激に時代が変化し、将来の予測が困難な

時代にあっても、私たち青森県民が、人口減少に伴う

様々な課題を乗り越え、持続可能な社会をつくり、本県

の持つ価値や魅力を次の世代に確実につないでいくため

には、国内外における社会経済環境の変化にしっかりと

対応するとともに、これまで築いてきた社会基盤や地域

特性を生かしながら、あらゆる主体と連携・協働し、未

来を見据え、新しい青森県づくりを進めていくことが重

要です。

　そのため、将来の青森県のめざす姿を県民と共有しな

がら、その実現に向け進むべき方向性を示し、取り組ん

でいく指針として策定したものです。

２　青森県の2040年のめざす姿

　2040年には、県人口が100万人の大台を下回るととも

に、老年人口比率が40％を超え、全国に先んじてピーク

を迎えるなど、本県における人口構造の重要な局面を迎

えることとなります。

　また、2040年は、現在のこどもたちが大人になり、進

学や就職など、自身の将来に向けて人生の選択をする時

期です。そこで、本計画においては、2040年における本

県のあるべき姿をめざす姿として掲げ、そのための５年

間の取組の方向性を示します。

　人口減少の大きな要因は、若い世代の県外流出とこれ

に伴う少子化です。人口減少に伴う様々な課題を乗り越

え、美しい自然や文化を背景とした豊かな暮らしなど、

本県の有する価値を次の世代につないでいくためには、

一人でも多くの若者が、青森県で人生を送ることに多様

な可能性を見出し、「ここで暮らしたい」と思える魅力

ある青森県にしていくことが最も重要であり、支える若

い世代が増えることで、高齢者もより一層安心して暮ら

すことができるようになります。

　これらを踏まえ、本計画では、2040年のめざす姿とし

て、「若者が、未来を自由に描き、実現できる社会」を

掲げています。

　めざす姿の実現に向けて、県民が生活局面において重

要視しているもの、本県にとって今後一層重要になるも

の、更なる取組の推進が必要なものといった観点から、

７つの政策テーマ（「しごと」、「健康」、「こども」、 

「環境」、「交流」、「地域社会」、「社会資本」）に分類し、

これら７つの政策テーマに沿って、めざす姿を掲げ、政

策・施策を設定しています。

３　環境分野の政策・施策体系

　計画では、政策テーマ「環境」における2040年のめざ

す姿として、「環境と経済が好循環する社会」、「暮らし

と自然環境が守られている脱炭素社会」、「資源を有効活

用し、快適な生活環境が守られている循環型社会」、「恵

み豊かな自然と共生する社会」を掲げ、それぞれのめざす

姿の実現に向けて取り組むべき方向性を示しています。

　政策テーマ「環境」に掲げる５政策13施策は以下のと

おりです。

図１－２－２　政策テーマ「環境」の政策・施策体系

第２節　青森県基本計画「青森新時代」への架け橋
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４　ＳＤＧｓの理念を踏まえた各種施策の展開

　グローバル化が進展する中で、経済・社会・環境をめ

ぐる広範な課題を統合的に解決することをめざすＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）への取組が、国際社会全体で進

められています。ＳＤＧｓの17のゴール（目標）の達成

に向けては、一人ひとりが自分事として考え、行動する

ことが重要であるとともに、これら17のゴール（８つの

優先課題を含む）はこの計画における各政策・施策とも

関わりが深いものとなっていることから、計画の推進に

当たっては、ＳＤＧｓの17のゴールとの関連性を念頭に

各事業を企画・立案し、ＳＤＧｓの理念を踏まえながら

各種施策を展開します。

　また、ＳＤＧｓの取組主体となる市町村や企業、関係

団体等への情報発信や、「青森県ＳＤＧｓ取組宣言登録

制度」の運用等により、県民のＳＤＧｓに対する認知度

向上と主体的な取組を促していきます。

１　青森県環境計画の策定

　様々な環境問題が顕在化している中で、本県において

も、すべての県民の参加と連携による日常生活及び経済

活動と環境との調和を図りながら、良好な環境を保全

し、創造することによって将来世代に引き継いでいくと

ともに、地球規模の環境問題に地域レベルから適切に対

応していくため、平成８年12月に制定した青森県環境の

保全及び創造に関する基本条例第10条の規定に基づき、

平成10年５月に青森県環境計画を策定しました。

　平成19年３月に第二次青森県環境計画、平成22年３月

に第三次青森県環境計画、平成25年３月に第四次青森県

環境計画、平成28年３月に第５次青森県環境計画、そし

て令和２年３月に第６次青森県環境計画を策定しまし

た。

　また、第６次青森県環境計画の計画期間満了に伴い、

令和６年３月に青森県環境総合プラン（計画期間：令和

６～10年度）を策定し、各種施策を推進しています。

２　青森県環境総合プラン

　青森県環境総合プランでは、青森県基本計画の政策

テーマ「環境」における2040年のめざす姿の実現に取り

組むため、基本目標に「自然との共生、脱炭素・循環に

よる持続可能な地域社会の形成」を掲げるとともに、第

６次環境計画の取組結果を踏まえて、５つの施策を柱と

する20の施策を設定しています（図１－２－３）。

　第６次環境計画との主な変更点は、

①�　近年、社会情勢の変化とともに、環境に関する各分

野の計画が充実してきたことを踏まえ、これまでの事

業単位の記述を取りやめ、政策・施策レベルでの大き

な方向性を示す内容に改めるなど、内容を一新したこ

とから、名称を新たに「青森県環境総合プラン」とし

たこと。

②�　「目標設定指標」（目標値を設定・37指標）と「モ

ニタリング指標」（現状や経年推移を観測・27指標）

に分けて掲載していた「環境指標」を、「進行管理指

標」として分かりやすく整理したこと（５つの政策に

計28の指標を設定）となっています。

　�　なお、本計画は、「環境教育等による環境保全の取

組の促進に関する法律」に基づく環境教育等に関する

行動計画としても位置付けています。

第３節　青森県環境総合プラン



12

第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

図１－２－３　青森県環境総合プランにおける「2040年のめざす姿」と政策・施策の体系等

１　2040年のめざす姿

（１）基本目標

　　　自然との共生、脱炭素・循環による持続可能な地域社会の形成

（２）めざす社会像

　　　①暮らしと自然環境が守られている脱炭素社会

　　　②資源を有効活用し、快適な生活環境が守られている循環型社会

　　　③恵み豊かな自然と共生する社会

２　政策（５）・施策（20）の体系

　　　　　　　【政策】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【施策】

�温室効果ガスの排出抑制対策の推進

�自然・地域と共生する再生可能エネルギーの活用促進

�吸収源対策の推進

�気候変動への適応

�限りある資源を有効活用する３Ｒ＋の推進

�廃棄物の適正処理の推進

�大気環境の保全

�水環境の保全

�身近な生活環境の保全

�化学物質対策の推進

�オゾン層保護・酸性雨対策の推進

�環境影響評価の推進

�公害苦情・紛争処理の推進

�世界自然遺産白神山地や貴重な自然の保全と活用

�自然と共生する里地里山の保全と活用

�生活を支える健全な水循環の確保

�良好な景観の保全と創造

�歴史・文化の価値や魅力に対する理解の醸成と活用の促進

�子どもから大人まで、あおもりの環境を次世代へつなぐ人づくり

�環境に優しい行動を促進する仕組みづくり

Ⅰ�　カーボンニュートラルに向けた

脱炭素社会の実現

Ⅱ�　資源効率の高い循環型社会の実

現

Ⅲ　安全・安心な生活環境の保全

Ⅳ�　豊かな自然環境、景観、歴史・

文化の継承

Ⅴ�　青森の環境を守り育てる人財の

育成及び各主体との連携・協働の

推進
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１　計画策定の経緯

　本県では、2001（平成13）年４月に、県内における地球温

暖化対策を計画的・体系的に推進するための初めての計画

となる「青森県地球温暖化防止計画」を策定し、また、2011

（平成23）年３月には、二期目の計画として「青森県地球温

暖化対策推進計画」を策定しました。

　その後、2015（平成27）年のＣＯＰ21における「パリ協定」

の採択や、我が国における2016（平成28）年５月の地球温暖

化対策計画策定など、国内外の情勢を踏まえ、2018（平成

30）年３月に同計画を改定し、取組を進めてきました。

　2018（平成30）年に公表された気候変動に関する政府間

パネル（ＩＰＣＣ）の報告書では、世界の平均気温の上昇を

工業化以前に比べ1.5℃の水準に抑えるためには、二酸化炭

素排出量を2050（令和32）年頃には正味ゼロにする必要があ

ることが示され、この報告書を受け、世界各国で2050（令和

32）年までのカーボンニュートラルを目標として掲げる動きが

広がりました。

　我が国では、2020（令和２）年に「2050年カーボンニュート

ラル」を宣言し、2021（令和３）年に「地球温暖化対策の推

進に関する法律」を改正したほか、「地球温暖化対策計画」

を改定し、2030（令和12）年度において、温室効果ガス排出

量を2013（平成25）年度から46％削減することを目指し、さら

に、50％の高みに向け、挑戦を続けていくという新たな削減

目標が示されました。

　県では、2021（令和３）年２月には、県議会定例会におい

て、気候が危機的状況にあるとの認識のもと、「2050年まで

の温室効果ガス排出実質ゼロを目指して取り組む」ことを県

として表明しました。また、同年４月には、県民、事業者、各

種団体、行政機関等で構成する「もったいない・あおもり県

民運動推進会議」において、「あおもり脱炭素チャレンジ宣

言」を採択し、2050（令和32）年までの脱炭素社会の実現を

目指し、自ら考え、率先し、関係者が一丸となって、さらなる

チャレンジに取り組むこととしました。

　2023（令和５）年３月、このような国内外で生じた新たな動

向や現行計画の取組状況等を踏まえ、脱炭素社会の実現に

向けて更なる取組を進めるため、2030（令和12）年度までの

新たな温室効果ガスの削減目標を設定するなどの見直しを

行い、本計画を改定しました。

２　計画の概要

　改定計画では、豊かな暮らしと希望にあふれる脱炭素

社会の実現に向けて、環境と経済の好循環を生み出し、

本県が直面する経済・社会課題の解決と環境保全の両面

に資するよう施策を推進することとしています。

　計画期間は2023（令和５）～2030（令和12）年度の８

年間とし、温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年

度比で51.1％削減すること（図１－２－ ４）、再生可

能エネルギーを2030年度までに自家消費型等により1.34

億kWh相当導入することを計画の目標に掲げています。

　また、取組の基本方針として以下の４つを設定してい

ます。

　・方針１　徹底した省エネルギー対策の推進

　・方針２　再生可能エネルギー等の導入拡大

　・方針３　吸収源対策の推進

　・方針４　環境教育・県民運動の推進

図１－�２－４　青森県地球温暖化対策推進計画

における温室効果ガス排出量削減目標

第４節　青森県地球温暖化対策推進計画

2013年度（基準年度） 2030年度（BAU） 2030年度（対策後）

省エネ等対策

吸収源対策

削減目標
2013年度比51.1％減

注）BAU（Business as Usual）…現状から特段の対策を行わない

場合の将来予測

資料：環境政策課資料：県エネルギー・脱炭素政策課
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第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

表１－２－１　青森県地球温暖化対策推進計画における施策の体系

取組方針・主な施策 部門等

（１）徹底した省エネルギー対策の推進

【くらし】

①家庭における省エネルギーの推進

家庭

運輸
②住宅の省エネルギーの推進

③自動車の使用による環境負荷の低減

【しごと】

④脱炭素経営への取組支援

産業

業務その他

運輸

⑤事業活動における省エネルギーの推進

⑥建築物の省エネルギーの推進

⑦物流における省エネルギーの推進

【ま　ち】

⑧公共施設の脱炭素化

業務その他

運輸
⑨地域公共交通機関・自転車等の利用促進

⑩自動車交通における環境負荷の低減

（２）再生可能エネルギー等の導入拡大

①再生可能エネルギー（電気・熱）の導入促進
部門横断

②脱炭素燃料の利活用の促進

（３）吸収源対策の推進

①間伐や再造林等による適切な森林整備の促進
吸収源対策

②森林資源の循環利用の促進

（４）環境教育・県民運動の推進

①環境教育の推進
部門横断

②県民運動の推進

（５）その他温室効果ガス排出削減の推進 部門横断

　資料：県エネルギー・脱炭素政策課
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第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

３�　地域脱炭素化促進事業に係る促進区域設

定に関する県基準の策定

　国では、地球温暖化対策推進法の改正により、令和４

年４月から、地方公共団体実行計画制度を拡充し、「地

域脱炭素化促進事業」に関する制度を創設しました。

　地域脱炭素化促進事業制度は、円滑な合意形成を図り

ながら適正に環境に配慮し、地域のメリットにもつなが

る、地域と共生する再生可能エネルギーの導入を促進す

る制度です。

　市町村は、地球温暖化対策推進計画（区域施策編）を

策定する際、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域

（促進区域）等を定めることとされています。

　都道府県は、促進区域の設定に当たり、地域の自然

的・社会的条件に応じた環境保全の基準を定めることと

されています。

　このことから、県では、県内市町村が地域脱炭素化促

進事業を円滑に推進し、地域と共生した再エネ事業の導

入が適切に促進されるよう、青森県地球温暖化対策推進

計画の別冊として、「地域脱炭素化促進事業に係る促進

区域設定に関する県基準」を令和７年３月に策定しまし

た。

　なお、本基準については、令和７年３月に制定した

「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関

する条例」と併せて検討し、「促進区域に含めることが

適切でないと認められる区域（除外区域）」及び「促進

区域の設定に当たり考慮を要する区域（考慮区域）」の

ゾーニングは、共生条例の「保護地域」及び「保全地

域」と同一となっています。
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表１－２－２　地域脱炭素化促進事業に係る促進区域設定に関する県基準における除外区域及び考慮区域

促進区域に含めることが適切でないと認められる区域（除外区域）

自然環境保全地域（国指定）

　野生動植物保護地区、特別地区、普通地区
自然環境保全法

自然環境保全地域（県指定）

　野生動植物保護地区、特別地区、普通地区
青森県自然環境保全条例

国立公園・国定公園

　特別保護地区、第１種・第２種・第３種特別地域
自然公園法

県立自然公園

　第１種・第２種・第３種特別地域
青森県自然公園条例

国指定鳥獣保護区の特別保護地区 鳥獣保護管理法

県指定鳥獣保護区の特別保護地区 鳥獣保護管理法

世界文化遺産（緩衝区域を含む）

世界自然遺産（緩衝区域を含む）
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

ラムサール条約湿地 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約

国指定文化財等（史跡、名勝、天然記念物等）

県指定文化財（史跡、名勝、天然記念物）

文化財保護法

青森県文化財保護条例

保護林、緑の回廊 国有林野の管理経営に関する法律 他

促進区域の設定に当たり考慮を要する区域（考慮区域）

県開発規制地域、県緑地保全地域 青森県自然環境保全条例

国立公園・国定公園　　普通地域 自然公園法

県立自然公園　　　　　普通地区 青森県自然公園条例

国指定鳥獣保護区（特別保護地区以外） 鳥獣保護管理法

県指定鳥獣保護区（特別保護地区以外） 鳥獣保護管理法

保安林（保安施設地区を含む） 森林法

国有林（保安林、保安施設地区、保護林、緑の回廊を除く） 森林法

地域森林計画対象民有林（保安林、保安施設地区を除く） 森林法

ふるさとの森と川と海保全地域 青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例

　資料：県エネルギー・脱炭素政策課
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第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

１　計画の策定

　本県では、2018（平成30）年３月に改定した「青森県

地球温暖化対策推進計画」（以下「県温対計画」とい

う。）において、目指す姿として「あらゆる主体の連

携・協働による、青森県の地域特性を活かした、安全・

安心、快適で暮らしやすい低炭素社会の形成」を掲げ、

緩和策に加え、本県の適応に係る今後の方向性として、

施策の整理、進行管理の仕組みを検討した上で推進して

いくこととしました。これを踏まえ、2021（令和３）年 

３月、本県における気候変動への適応策を取りまとめた

「青森県気候変動適応取組方針」（計画期間：令和３～

７年度）を策定しました。

２　計画の内容

　本取組方針は、本県の気候の現状及び国の気候変動適

応計画等を踏まえ、本県で気候変動の影響が既に生じて

いる項目、もしくは、今後影響が生じると考えられる項

目について、その影響の回避・軽減に向けた適応策とし

て、県の現在の取組と今後の方向性を取りまとめたもの

です。

　取組方針の推進に当たっては、有識者などで構成する

「青森県地球温暖化対策推進協議会」において取組状況

を共有するとともに、知事を本部長とする「あおもり地

球温暖化対策庁内推進本部」において部局横断的な取組

を推進していきます。

第５節　青森県気候変動適応取組方針

表１－２－３　本県における気候変動の影響と適応策

〈７分野38小項目〉分野ごとの気候変動の影響と適応策(主なもの)

№ 分野 小項目
気候変動の影響

（○：現状、●：将来）
適応策

（◇：既存施策、◆：今後の方向性）

1

農業・
林業・
水産業
(12小項目)

水稲 ○夏季高温による胴割米の発生 ◇高温耐性品種の開発

野菜
○集中豪雨によるハウス等への浸水等に
よる生育不良や品質低下の発生

◆営農活動で可能な排水対策技術の開発

果樹
○気温上昇によるリンゴの日焼け果の発
生

◇早期適正着果・適切な葉摘みの実施

病害虫・雑草
○低温寡照によるいもち病や高温性病害
虫の多発

◆病害抵抗性品種の開発拡大・新たな防
除技術の開発拡大

木材生産
（人工林等）

○森林病害虫被害の発生（松くい虫被
害）

◇本県に適した優良品種、マツ材線虫病
抵抗性品種及び育種技術の開発

回遊性魚介類
○産卵場の水温変化によるスルメイカの
漁獲量の減少

◇スルメイカの代替魚種としてのアカイ
カの効率的な漁場探査手法の開発

増養殖等
●水温上昇によるホタテガイが深い水深
帯でしか養殖できなくなる可能性

◇高水温時のホタテガイ養殖作業（稚貝
分散や入替作業など）の改善

2
水環境・
水資源
（４小項目)

湖沼・ダム等 ●水温上昇による水質悪化の可能性 ◇公共用水域の水質調査

3
自然生態系
(10小項目)

野生鳥獣
○ニホンジカなど指定管理鳥獣の目撃数
の増加

◆第二種特定鳥獣管理計画に基づく順応
的管理の推進等

4
自然災害・
沿岸域
(４小項目)

(共通) （自然災害全般）
◇青森県地域防災計画に基づく各種訓練
の実施による関係機関との連携強化

5
健康
(３小項目)

熱中症等 ○熱中症による救急搬送者件数の増加
◇県立学校の普通教室等への冷房設備等
設置

節足動物媒介
感染症

○デング熱を媒介するヒトスジシマカの
生息域北限の北上

◇県ホームページでのデング熱に関する
情報提供

6
産業・
経済活動
(２小項目)

エネルギー需
給

○台風・集中豪雨等の自然災害を起因と
した大規模停電の発生

◇非常時における電源供給に対応した自
立分散型エネルギーシステムの導入促進

レジャー ○自然災害の発生
◇観光ウェブサイト等を活用した災害情
報の発信

7
国民生活・
都市生活
(３小項目)

水道、交通等
○記録的な豪雨による地下浸透、停電等
の発生

◇浸水対策、停電対策を含めた、計画的
な水道施設の強靱化

県民、事業者
等への普及啓
発

（適応に関する普及啓発が必要）
◇県民向け普及啓発パンフレットの作
成・配布、イベントの実施
◇市町村向け適応セミナーの実施

資料：県環境政策課
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１　計画の概要

　本県では、天然資源の消費を抑え、環境への負荷の低

減が図られるという、本県の地域性を生かした循環型社

会の形成を目指し、平成18年３月に「青森県循環型社会

形成推進計画（第１次計画）」を策定して以降、平成23

年３月に第２次計画、平成28年３月には第３次計画を策

定し、様々な取組を行ってきました。令和３年３月に

は、引き続き施策を効果的かつ計画的に進めるため「第

４次青森県循環型社会形成推進計画」（計画期間：令和

３～７年度）を策定しました。

　この計画は、目指すべき循環型社会のイメージ及び循

環型社会を実現するための目標を定め、県、市町村、事

業者、県民等の各主体が果たすべき役割と取組を示した

ものであり、次のように位置づけています。

　①廃棄物処理法に基づく「廃棄物処理計画」

　②�循環型社会形成推進基本法に基づく「循環型社会の

形成に関する施策を定める計画」

　③�食品ロス削減推進法に基づく「食品ロス削減推進計

画」

　④�本県におけるごみ処理の広域化及びごみ処理施設の

集約化に係る方針を示す「ごみ処理広域化・集約化

計画」

２　廃棄物の現状と目標

⑴　一般廃棄物

　　一般廃棄物についての本県の令和５年度の状況は、

　①　１人１日当たりの排出量が967g（全国851g）

　②　リサイクル率が12.6％（全国19.5％）

　③�　１人１日当たりの最終処分量が117g（全国69g）

となっています。

　�　「第４次青森県循環型社会形成推進計画」では、令

和７年度までに、①１人１日当たりの排出量940g、②

リサイクル率17％（民間回収を合わせた県全体のリサ

イクル率は34％）、③１人１日当たりの最終処分量

85gにするとの目標を掲げています。一般廃棄物の排

出状況等について、全国値との開きを縮小するため、

ごみの排出抑制、リサイクル率の向上、最終処分量の

削減に向け、市町村と連携した取組をさらに進めてい

く必要があります。

⑵　産業廃棄物

　�　産業廃棄物について令和５年度の状況を平成30年度

と比較すると、

　①�　排出量は、316万２千トンから261万１千トンと減

少しています。この理由として、排出量が多い建設

業と製造業の排出量が減少したことが要因と考えら

れます。令和７年度における目標は平成30年度より

約0.4％増の317万４千トンに抑制することとしてお

り、目標は達成していますが、今後も発生抑制の取

組を進める必要があります。

　②�　再生利用量は、152万トンから127万５千トンに減

少しています。この理由として、再生利用率の高い

建設業からの排出量の減少が主な要因と考えられ

ます。令和７年度までの目標は152万４千トンであ

り、目標達成に向け再生利用推進を図る必要があり

ます。

　③�　最終処分量は、７万１千トンから７万６千トンに

増加しています。この理由として、製造業の最終処

分の量が増加したことが要因と考えられます。令和

７年度における目標は７万トンとなっており、今後

もさらに３Ｒの取組を進め、最終処分の抑制を図る

必要があります。

３�　本県が目指す循環型社会のイメージと計

画の推進

　本県が目指す中長期的な循環型社会の姿を次のように

イメージし、その実現に努めます。

　①�　「もったいない」の考え方に即したライフスタイ

ル・ビジネススタイルへの転換

　②　地域の特性を活かした地域循環共生圏の形成

　③�　環境に配慮した事業活動とリサイクル製品の普及

拡大

　④　自然との共生と適正な物質循環の確保

　県は県内全体を対象とする広域的な視点から、また、

市町村は地域の特性を踏まえ、地域に密着した取組をす

ることを基本とし、それぞれの立場に応じたコーディ

ネーターとしての役割を果たしていく必要があります。

　また、循環型社会づくりの担い手である県民、事業

者、ＮＰＯ等の民間団体の各主体も、それぞれの役割の

下、県民総参加で主体的に循環型社会形成のための目標

実現を目指して取り組んでいくことが必要です（図１－

２－５）。

第６節　第４次青森県循環型社会形成推進計画
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第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

図１－２－５　本県が目指す循環型社会と各主体の役割・取組

行政（コーディネーター）

家　　庭 事業者

《県》
○重点取組の推進
○一般廃棄物の３Ｒの推進
○産業廃棄物の３Ｒの推進
○リサイクル関連産業の振興
○環境公共の推進
○廃棄物の適正処理の推進
○不法投棄等防止対策の推進
○環境教育・環境学習の推進

○発生抑制の推進
　・�マイバッグ・マイボトルの持参、使い捨

て容器の辞退
　・�詰替商品や長期間使用可能、修理可能な

商品を購入
　・�賞味期限・消費期限を意識し、食材使い

きり等を実践
　・�生ごみのコンポストによる堆肥化、水切

りの徹底
○再使用の推進
　・�フリーマーケット、リサイクルショップ

等の積極的活用
　・�リターナブル容器の使用
○再生利用の推進
　・リサイクル製品の購入
　・�使用後のリサイクル等にまで配慮された

製品の選択
　・�市町村のルールに従った分別
　・�地域の集団回収、店頭回収の上手な利用
　・�家電製品、小型電子機器等のリサイクル
○ごみの適正処理等の推進
　・地域の清掃活動等に参加

●�「もったいない」の考
え方に即したライフス
タイル・ビジネススタ
イルへの転換

●�地域の特性を活かした
地域循環共生圏の形成

●�環境に配慮した事業活
動とリサイクル製品の
普及拡大

●�自然との共生と適正な
物質循環の確保

○発生抑制の推進
　・�設計段階から、製品の長寿命化・省資源化

に配慮
　・�廃棄物が少なくなるよう生産工程等を工夫
　・梱包材や容器の削減
　・修理、機能性向上等のサービス提供
　・規格外品等の有効利用
　・�適正受注、消費者が使いきり（食べきり）

やすい工夫
○再使用の推進
　・使用済製品、部品の再使用
　・容器包装資材等は繰り返し使用
○再生利用の推進
　・�ごみを分別し、資源回収の仕組みを積極的

に活用
　・�リユース・リサイクルが容易な製品の開

発・製造
　・�循環資源、再生品を製品の原材料等として

使用
　・使用済製品の回収ボックス等設置
　・リサイクル製品の販売
○ごみの適正処理等の推進
　・環境への影響の少ない素材開発・転換
　・リサイクル困難品の適正処分
　・従業員に対する環境教育

《市町村》
○重点取組の推進
○地域特性に応じた３Ｒの推進
○一般廃棄物処理の計画的な取組の推進
○環境教育・環境学習の推進

●重点取組
・プラスチック資源循環の推進
・食品ロス削減対策の推進
・行政・民間事業者等各主体の連携強化

本県が目指す
循環型社会

１　環境マネジメントシステム

　今日の環境問題は、日常生活や事業活動と密接に関連

しており、その解決に向けて社会全体での取組が求めら

れています。

　環境マネジメントシステムは、事業者において毎日の

事業活動を行いつつ、事業活動から生じる環境への負荷

を継続的に低減していく仕組として、これまで多くの企

業や自治体で導入されています。

　本県では、平成13年３月にＩＳＯ14001の認証を取得

し、組織として環境保全に対する取組を推進してきまし

たが、平成22年３月でＩＳＯ14001の認証を終了し、平

成22年度からは、これまでのノウハウを生かし効率化を

図った環境マネジメントシステム（地球にやさしい青森

県行動プラン）を構築し、引き続き環境への負荷の低減

に努めています。

２　地球にやさしい青森県行動プラン

　平成11年４月に施行された地球温暖化対策推進法で

は、地方公共団体に対して自らの事務・事業における温

室効果ガス排出量の削減を目的とした実行計画の策定を

義務付けています。

　県では、平成10年３月に知事部局を対象として「青森

県環境保全率先行動計画」を策定し、自らの環境負荷低

減に向けた取組を進めてきたところですが、同法に基づ

く実行計画として、内容の充実強化を図るとともに、対

象範囲を県のすべての機関に拡大し、平成12年９月に新

たな行動計画となる「地球にやさしい青森県行動プラン

（第１期計画）」を策定しました。

　第１期計画（計画期間：平成12～16年度）では、県の

事務・事業から排出される温室効果ガスの排出量を平成

11年度を基準として平成16年度までに７％削減すること

を目標としていましたが、電気使用量の増加などにより

基準年度比2.4％の削減にとどまったことから、第２期

計画（計画期間：平成17～21年度）では、平成16年度を

基準として、温室効果ガスの排出量を平成21年度までに

4.7％削減（第１期計画の未達成分を削減）することを

目標とし、省エネルギー・省資源対策を推進した結果、

16.3％の削減となりました。

第７節　県の率先行動
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　第３期計画（計画期間：平成22～26年度）では、平成

21年度を基準として、温室効果ガスの排出量を平成26年

度までに5.0％削減することを目標として取組を進めた

結果、平成26年度実績では基準年度比5.7％の削減とな

りました。

　第４期計画（計画期間：平成27～令和元年度）では、

平成26年度を基準として、温室効果ガスの排出量を令和

元年度までに5.0％削減することを目標として取組を進

めた結果、令和元年度実績では基準年度比2.5％の削減

となりました。

　第５期計画（計画期間：令和２～６年度）では、令和

元年度を基準として、温室効果ガスの排出量を令和６年

度までに5.0%削減することを目標として取組を進めた結

果、令和４年度実績では基準年度比8.6％の削減となり

ました。

　第５期計画に基づき取組を推進してきましたが、国の

地球温暖化対策推進計画改定による温室効果ガス排出量

削減目標の引き上げ（△26％→△46％）や、2050年まで

に脱炭素社会実現をめざす「あおもり脱炭素チャレンジ

宣言」等を踏まえ、第５期計画を前倒しで見直し、令和

５年３月に第６期計画（令和５～12年度）を策定しまし

た。平成25年度を基準として、温室効果ガスの排出量を

令和12年度までに50％削減することを目標として取組を

進めた結果、令和６年度実績では基準年度比30.7％の削

減となりました（資料編表６）。

　また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律」（グリーン購入法）が平成13年４月に全面施行

されたことを受け、平成14年度から「青森県環境物品等

調達方針」を策定し、本プランで優先的購入に取り組ん

できた物品等に加え、国がグリーン購入法に基づき特定

調達品目として定めた物品、役務、設備、公共工事も新

たに対象として、これらの調達に取り組んでいます（資

料編表７）。

　青森県、岩手県及び秋田県の北東北の知事が一堂に会

し、共通の政策課題等について意見交換を行うことによ

り、相互の連携及び交流の促進を図り、もって本地域の

発展に資することを目的に、1997(平成９)年度から北東

北知事サミットが開催されています。2001(平成13)年度

の第５回知事サミットからは、さらに北海道も加わり４

道県の知事サミットとして開催されています。

　なお、これまで環境分野に係る合意がなされたサミッ

トの開催概要は表１－２－４、合意事項は表１－２－５

のとおりです。

第８節　北海道・北東北三県の連携

表１－２－４　知事サミット開催概要（関係分）

サミット名 開催時期 開催地 テーマ
環境関連
合意事項数

第２回北東北知事サミット（３県） Ｈ10.10.22 岩手県滝沢村 環　境 ６項目

第４回北東北知事サミット（３県） Ｈ12.10.16 青森県黒石市 食料・子ども １項目

第５回北海道・北東北知事サミット Ｈ13.９.14 岩手県花巻市 循環型社会形成に向けて ６項目

第６回北海道・北東北知事サミット Ｈ14.８.23 秋田県小坂町 21世紀型の健康 ２項目

第12回北海道・北東北知事サミット Ｈ20.８.29 青森県青森市 環境とエネルギー １項目

資料：県エネルギー・脱炭素政策課

表１－２－５　知事サミット合意事項一覧（関係分）

第２回北東北知事サミット合意事項　（平成10年度）

１�　３県の連携・協力に向けた仕組み
づくり

１　「北東北環境フォーラム｣の設置

２　共同研究開発に向けた仕組みづくり

３　環境情報ネットワークシステムの構築

２�　環境教育・自然とのふれあいの推
進

１　｢子ども環境サミット｣の開催

２　児童向け啓発冊子の作成等

３　自然とのふれあい促進
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３�　中山間地域の維持と｢環境の世紀｣
にふさわしい産業の確立

１　公益的機能の保持と国民的なコンセンサスの形成

２　環境調和型産業の振興

３　持続可能な森林経営に向けた調査・研究

４　多自然居住地域の形成

４�　北東北の恵まれた自然環境の保
全・創造

１　｢緑のグランドデザイン｣の策定

２　十和田湖の水質保全対策の推進

５　ゼロエミッション型社会の構築 １　３県の率先行動

２　廃棄物の再資源化・再利用の促進

６�　環境ホルモン等の環境問題への対
応

１　地球環境問題に関する共同研究等

２　いわゆる環境ホルモン等の化学物質に関する調査・研究

第４回北東北知事サミット合意事項（平成12年度）

１　産業廃棄物対策の広域的な対応 １　広域的な産業廃棄物対策を推進するための体制整備

２　３県連携による産業廃棄物不適正処理の監視指導

３　災害廃棄物等に備えた県境を越えた広域的な処理体制の構築

４　県境地域における不法投棄等情報ネットワークの構築

５　不法投棄等に関与する隣県の業者、施設等への立入検査等の連携

第５回北海道・北東北知事サミット合意事項（平成13年度）

１�　水と緑を守る条例の整備への取組
と税制研究

・森や川、海などにかかわる環境保全に関する条例の整備

・諸施策の財源確保等に係る新税の創設に関する共同研究

２　二酸化炭素削減目標への対応 二酸化炭素排出量及び吸収量の算定手法、削減対策の効果を検証する手法等
に関する調査研究

３�　農業用廃プラスチック問題への対応 農業用廃プラスチックのリサイクルの推進のための情報交換、共同の取組

４�　食品廃棄物のリサイクル問題への
対応

食品廃棄物の処理体制、リサイクル手法等の検討、情報ネットワークの構築

５�　地域資源のエネルギーとしての有
効利用

地域資源を活用したバイオマスエネルギーに係る研究情報の交換や成果の共
有化、共通課題の解決に向けた取組

６�　経済的手法等の活用による産業廃
棄物対策

産業廃棄物税や搬入課徴金による経済的手法を活用した制度整備、県外搬入
事前協議の義務化等の取組

第６回北海道・北東北知事サミット合意事項（平成14年度）

１�　｢十和田湖水質・生態系改善行動
指針｣に基づく取組の強化

汚濁負荷削減のための調査研究を行うなどの取組を推進

２�　経済的手法等の活用による産業廃
棄物対策

１　�産業廃棄物の埋立量に応じて課税する枠組みのもと、産業廃棄物減量
化・リサイクル促進税制に係る制度の整備を平成14年度中に行う。

２　�搬入事前協議の条例化及び環境保全協力金制度の整備を平成14年度中に
行う。

第12回北海道・北東北知事サミット合意事項（平成20年度）

１�　持続可能な社会の実現に向けた北
海道・北東北行動宣言

１　北海道・北東北地球温暖化対策推進本部（仮称）の設置

２　再生可能エネルギー導入先進地域の形成に向けた取組の推進

３　森林環境の整備促進に向けた情報の共有化

４　有用資源リサイクルの促進

資料：県エネルギー・脱炭素政策課
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第10節　公害防止協定

１　公害防止協定の意義

　公害防止協定は、公害の防止を主な目的として地方公

共団体又は地域住民と企業との間で締結されるもので、

協定書、覚書、確約書等その名称は様々です｡

　公害防止協定は、法律及び条例による一律的な規制に

比べ地域の実情に即したきめ細かな公害防止対策が実施

できること、法律や条例による規制だけでは不十分と認

められるときにそれを補完するものとして有効であるこ

となどから、その機能が重要視されています。

　本県においても、市町村等と企業との公害防止協定締

結を推進するとともに、県自ら、公害防止のため必要と

認められる企業と公害防止協定を締結しています｡

２　公害防止協定の締結状況

　令和７年３月31日現在の県内の公害防止協定の締結件

数は159件であり、このうち県、市村及び企業の３者が

当事者となっているものが13件、市町村と企業が当事者

となっているものが134件、地域住民等と企業が当事者

となっているものが８件、市町村、地域住民等及び企業

の３者が当事者となっているものが４件となっています

（資料編表８）。

第11節　公害防止管理者等

　「特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律」は､特定工場において､公害防止に関する専門的知識

及び技能を有する公害防止管理者と業務を統括管理する

公害防止統括者等からなる公害防止組織の設置を義務付

けています｡

　令和７年３月31日における特定工場数は80工場であ

り、公害防止管理者等の選任に係る届出状況は､資料編

表９のとおりです｡

　都市・生活型公害及び地球環境問題に象徴される現在

の環境問題は、我々の日常生活及び社会経済活動に深く

関わっているため、個人、企業、団体等社会を構成する

あらゆる主体が、それぞれの役割を理解し、環境に配慮

した取組を積極的に推進する必要があります｡

　このため、県民に対する環境保全に関する知識の普及

啓発及び地域住民が行う環境保全のための実践活動に対

する支援等により環境の保全を図ることを目的として、

県では、平成２年３月に２億円の国庫補助を得て、４億

円の「青森県環境保全基金」を設置しました｡

　その後、平成４年11月に６億円、平成５年３月に５億

円、平成５年４月に５億円、平成７年３月に10億円を積

み増して総額30億円とし、その運用益を原資とした事業

の充実・拡大を図り、地域に根差した様々な環境保全活

動を展開してきました｡

　さらに、平成21年度からは、県の厳しい財政状況を踏

まえるとともに、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出

削減、廃棄物のリサイクルなどの取組の一層の強化や、

県境不法投棄事案への対応など、県として喫緊の課題で

ある環境保全対策に重点的に取り組むため、従来の運用

益を原資とする果実運用型から、基金そのものを処分す

ることができる取崩型の基金に転換したところであり、

平成25年度までに緊急の環境保全対策として、あおもり

の環境を創造する人づくり、省エネルギー型の地域社会

づくり、廃棄物の３Ｒの推進、廃棄物の適正処理などの

各種事業に活用するため、10億円を処分しました。

　平成30年１月に、地域環境保全基金の適正な管理等に

ついて環境大臣から通知が発出され、この中で基金事業

の終了時期について「2028年３月31日（2027年度末）を

超えない範囲内」と示されたことから、平成30年６月に

青森県環境保全基金実施計画書を作成し、基金を2027年

度末までに全額活用することとしました。

　令和６年度は、この計画に基づいて86,318千円を取り

崩し、事業に充当しました。

第９節　環境保全基金事業
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第12節　各種審議会等

１　青森県環境審議会

　本県における公害防止対策に関する重要事項を調査審

議するため、昭和41年７月に青森県附属機関に関する条

例により青森県公害対策審議会が設置され、昭和42年８

月の公害対策基本法の施行に伴い、同法に基づく附属機

関とされました。

　昭和60年７月には、地方公共団体の事務に係る国の関

与等の整理合理化等に関する法律が公布されたことに

よって、水質汚濁防止法の一部改正が行われたことか

ら、昭和61年１月12日に青森県水質審議会が青森県公害

対策審議会へ統合されました。

　また、平成５年11月19日に公布・施行された環境基本

法及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律により、青森県附属機関に関する条例及び規則の

一部改正を行い、平成６年８月１日をもって青森県公害

対策審議会を廃止し、新たに青森県環境審議会を設置し

ました。

　さらに、平成18年９月１日には、青森県環境審議会と

青森県自然環境保全審議会との統合により、新たに青森

県環境審議会を設置しました。

　青森県環境審議会の担当する事務は、環境基本法第43

条第１項の規定による環境の保全に関する基本的事項の

調査審議等をすること、自然環境保全法第51条第２項の

規定により、温泉法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律の規定に基づきその権限に属させ

られた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県

における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議す

ることです。

　同審議会は、令和７年３月31日現在、学識経験を有す

る者30人、温泉に関する事業に従事する者１人の計31人

で組織しています。

　令和６年度の開催状況は、表１－２－６のとおりです｡

表１－２－６　青森県環境審議会の開催状況

回　次 開催年月日 区分 審　　議　　等　　事　　項

第45回 Ｒ６.９.10 報告 （1）青森県環境総合プランに係る取組状況等点検・評価結果について

（2）自然・地域と再生可能エネルギーとの共生制度検討状況について

第46回 Ｒ６.12.25 諮問 （1）�青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例（仮称）案の

骨子について

（2）�地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素促進事業制度に係る

促進区域の設定に関する県基準（案）について

報告 （1）令和６年版環境白書について

（2）�水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部改

正について

第47回 Ｒ７.２.17 諮問 （1）令和７年度公共用水域の水質の測定に関する計画（案）について

（2）令和７年度地下水の水質の測定に関する計画（案）について

報告 （1）青森県生物多様性戦略改定案について

（2）青森・岩手県境不法投棄事案について

資料：県環境政策課
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３　青森県公害審査会

　公害紛争処理法の規定により、昭和45年11月に青森県

附属機関に関する条例に基づき設置されており、公害に

係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行いま

す。

　同審査会は、令和７年３月31日現在、学識経験者12人

で組織しています。

　令和６年度に同審査会が受け付けた事件はありません

でした。

　なお、令和６年度までに処理された事件は、調停事件 

８件、仲裁事件１件の計９件で、処理結果は調停成立３

件、調停打切り５件、和解による仲裁申請取下げ１件と

なっています。

２　青森県環境影響評価審査会

　青森県環境影響評価条例の規定により環境影響評価に

関する事項を調査審議するため、平成11年12月から青森

県附属機関に関する条例に基づき設置されています｡

　同審査会は、令和７年３月31日現在、学識経験者20人

で組織しています｡

　令和６年度の開催状況は、表１－２－７のとおりです｡

表１－２－７　青森県環境影響評価審査会部会の開催状況

回次 開催年月日 区分 審　　議　　等　　事　　項

第１回 Ｒ６.５.16 諮問

答申

（仮称）青森津軽南洋上風力発電事業計画段階環境配慮書について

第２回 Ｒ６.６.28 諮問

答申

(1)（仮称）東通村陸上風力発電事業計画段階環境配慮書について

(2)（仮称）十和田深持風力発電事業環境影響評価方法書について

第３回 Ｒ６.７.３ 諮問

答申

(1)（仮称）東通白糠風力発電事業環境影響評価方法書について

(2) むつ小川原港洋上風力発電事業環境影響評価方法書について

第４回 Ｒ６.７.18 諮問

答申

（仮称）三戸風力発電事業環境影響評価方法書について

第５回 Ｒ６.７.24 諮問

答申

（仮称）下北西部風力発電事業環境影響評価方法書について

第６回 Ｒ６.８.９ 諮問

答申

（仮称）野辺地風力発電事業更新計画環境影響評価準備書について

第７回 Ｒ６.11.22 諮問

答申

（仮称）むつ風力発電事業環境影響評価方法書について

第８回 Ｒ６.12.12 諮問

答申

(1)（仮称）小田野沢Ⅲ風力発電事業計画段階環境配慮書について

(2)（仮称）北野沢風力発電事業更新計画環境影響評価準備書について

第９回 Ｒ７.３.21 諮問

答申

（仮称）横浜町風力発電事業環境影響評価準備書について

資料：県自然保護課
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第１章　カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現

１　地球温暖化の現況

�　地球温暖化とは

　�　地球温暖化は、人間の活動により発生する二酸化炭

素(ＣＯ２)、メタン(ＣＨ４)、一酸化二窒素(Ｎ２Ｏ)、

代替フロン等の温室効果ガスの大気中の濃度が上昇す

ることにより温室効果が強められ、その結果、自然の

気候変動の範囲を超えて、地表面の気温が上昇する現

象です｡

　�　現在の状態で推移すると、急激な気温の上昇が懸念

され、この影響として、海面水位の上昇に伴う陸域の

減少、豪雨や干ばつなどの異常気象の増加、生態系へ

の影響や砂漠化の進行、農業生産や水資源への影響、

マラリアなど熱帯性感染症の発生数の増加といった問

題が挙げられており、私たちの生活へ甚大な被害が及

ぶ可能性が指摘されています｡

�　地球温暖化の現状と将来予測

　�　気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）は、気

候変動に関して科学的及び社会経済的な見地から包括

的評価を行っており、本報告書は、地球温暖化に対す

る国際的な取組に科学的根拠を与える重要な資料とさ

れています。令和５年に公表された第６次評価報告書

統合報告書は、第１から第３の各作業部会報告書及び

関連する特別報告書を取りまとめたものであり、その

概要は以下のとおりとなっています。

　○観測された変化及びその原因

　・�継続的な温室効果ガスの排出は更なる地球温暖化を

もたらす。

　・�温室効果ガス排出量が非常に少ないシナリオにお

いてさえ、地球温暖化が1.5℃に達する可能性が高

く、より排出量が多いシナリオにおいては1.5℃を

超える可能性が高い。

　・�更なる温暖化に伴い、すべての地域において熱波、

干ばつ、海面水位変動、熱帯低気圧及び温帯低気圧

の強化、乾燥度の増加や火災の発生しやすい気象条

件の増加等の気候影響要因の同時多発的な変化が増

加すると予想される。

　・�急速に大幅で持続的な温室効果ガスの排出削減を行

うと、約20年以内に地球温暖化が減速し、数年以内

に大気構成に変化をもたらすだろう。

　○適応及び緩和

　・�実現可能で、効果的かつ低コストの緩和と適応のオ

プションは既に利用可能だが、システム及び地域に

渡って差異がある。

　・�コストが20米ドル/t-CO2以下の太陽光、風力、エネ

ルギー効率改善、石炭、石油、ガス等に起因するメ

タン削減が排出削減に大きく貢献する。

�　日本における影響

　①　砂浜の浸食と低地の水没

　　�　四方を海に囲まれた日本においては、温暖化によ

る海面上昇の影響により砂浜の浸食が懸念されてい

ます。

　　�　また、海面が上昇すると、浸水等の被害を受ける

可能性がある地域が広がり、堤防や護岸の補強な

ど、その対策には多額の資金が必要となります。

　②　水不足や水害の深刻化

　　�　温暖化により降雪が雨になったり融雪時期が早

まったりするようになると、河川の流量が冬場に増

加し春先に減少するようになり、農業利水などで水

不足が発生すると予測されています。

　　�　また、温暖化は気候の極端化を招くとされていま

すが、近年は全国的に渇水や集中豪雨の発生が増加

しています。

　③　食料不足の懸念

　　�　温暖化により世界の農作物の需給がひっ迫する

と、食料の多くを輸入に依存する日本にとって大き

な影響が考えられます。

　　�　二酸化炭素の増加や気温の上昇が生じると、米の

生産にとって耕作適期が広がるなどプラスの効果も

ありますが、国内では東北地方以外での減収や収量

の不安定化が予測されています｡また、西南日本で

は、米の品種をインディカ米に切り替える必要が生

じたり、米の食味が落ちたりすることが予測されて

います｡

　　�　ムギやトウモロコシについては、北海道で増収に

なるものの、その他の地域では減収する地域が増え

ると予測されています。

　④　健康への影響

　　�　日平均気温が27℃、日最高気温が32℃を超える

と、熱射病などの患者が急増するとともに、高齢者

の死亡率が増加することが分かっています。

第１章　カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現

第１節　温室効果ガスの排出抑制対策の推進
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二酸化炭素（エネルギー起源） 二酸化炭素（非エネルギー起源） メタン

一酸化二窒素 代替フロン等 １人当たり温室効果ガス排出量（t-CO2）
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基準年度比
排出量

95.2% 100.7% 100.0% 96.2% 89.5% 88.5% 87.3% 87.0% 84.9% 77.0% 78.9% 75.2%

16,684 17,634 17,517 16,851 15,681 15,497 15,286 15,249 14,880 13,491 13,827 13,170

　　�　また、死亡率の高い熱帯性マラリアについて、最

悪の場合、2100年に西日本一帯が流行危険地域に入

る可能性が指摘されています。

�　青森県における影響

　�　地球温暖化による日本への影響は、そのまま青森県

への影響であると考えることができます。

　�　例えば、海面上昇による砂浜の浸食は、三方海に囲

まれ、美しい海岸線を有する本県にとっては大きな損

失です。

　�　また、温暖化による気象の変化は市民生活、そして

本県の主要産業である農業をはじめとする第一次産業

へ影響を与えるとともに、急速な温暖化による生態系

の崩壊により貴重な自然資源が失われていくなど、地

球の温暖化は本県に大きな影響を与えることになりま

す。

�　青森県における温室効果ガス排出量の現況

　�　2022(令和４)年度における本県の温室効果ガス排出

量は、13,901千t-CO2であり、その内訳は、図２－１

－１のとおり二酸化炭素が89.9％となっており、エネ

ルギー消費に伴う排出が大部分を占めています｡

　�　なお、青森県からの温室効果ガス排出量は、全国排

出量1,135百万t-CO2の1.2％を占めています｡

　�　人口１人当たりの温室効果ガス排出量について比較

すると、青森県は10.6t-CO2/人で全国9.1t-CO2/人の

1.20倍となります｡

　�　温室効果ガス排出量の推移については、図２－１－ 

２のとおりであり、2021(令和３)年度の排出量は、前

年度に比べ4.8％減少し、基準年度としている2013(平

成25)年度と比較すると24.8％の減少となっていま

す。

資料：県エネルギー・脱炭素政策課

図２－１－１　青森県の温室効果ガス排出量

　　　（2022(令和４)年度）

二酸化炭素
89.9%
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資料：県エネルギー・脱炭素政策課

図２－１－２　青森県の温室効果ガス排出量の推移

�　青森県における二酸化炭素排出量

　�　本県の二酸化炭素排出量は、11,837千t-CO2であ

り、その内訳及び推移については、図２－１－３、図

２－１－４及び表２－１－１のとおりです。

　�　2022(令和４)年度の排出量は、前年度より5.0％の

増加となっています。

　�　部門別に見ると、排出量の割合の大きい順に、産業

部門、運輸部門、家庭部門、業務その他部門となって

おり、基準年度としている2013（平成25）年度の排出

量と比較すると、26.7％の減少となっています。

　［�資料：図２－１－３～図２－１－４及び表２－１－

１　県エネルギー・脱炭素政策課］
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図２－１－３　青森県の二酸化炭素排出量

　　　　（2022年(令和４)年度)

図２－１－４　青森県の部門別二酸化炭素排出量の推移

（千t-CO2）

表２－１－１　青森県の二酸化炭素排出量集約表
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年度

廃棄物

工業プロセス

運輸部門

家庭部門

業務その他部門

産業部門

エネルギー転換部門

１人当たり二酸化炭素

排出量（t-CO2 ）

区　分

排出量(千t-CO2) 増加率（%）

2012 2013
（基準年度）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
(年度)

前年度比
基準
年度比

二
酸
化
炭
素

産
業
部
門

製造業 4,491 4,568 4,066 4,346 4,030 4,179 4,186 4,044 3,329 3,646 3,012 -17.4% -34.1%

農林水産業 481 415 452 400 497 485 447 452 508 405 409 1.0% -1.5%

鉱業他 65 67 65 58 46 59 54 44 52 70 67 -4.7% 0.0%

建設業 125 108 108 109 107 109 103 95 102 111 99 -11.0% -8.1%

計 5,162 5,158 4,692 4,913 4,681 4,832 4,790 4,635 3,990 4,233 3,587 -15.3% -30.4%

業務その他部門 2,743 2,557 2,495 2,160 2,032 1,812 1,964 1,819 1,627 1,852 1,767 -4.6% -30.9%

家庭部門 3,739 3,768 3,668 3,354 3,518 3,286 3,119 3,139 2,813 2,734 2,897 6.0% -23.1%

運
輸
部
門

自動車 3,254 3,228 3,213 2,539 2,515 2,499 2,479 2,456 2,422 2,430 2,372 -2.4% -26.5%

鉄道 95 92 90 85 82 78 78 76 50 54 57 6.4% -37.5%

船舶 179 172 170 166 168 166 169 171 161 172 189 10.1% 9.8%

航空 40 41 48 49 50 52 55 59 28 37 53 42.9% 28.6%

計 3,568 3,533 3,521 2,839 2,816 2,794 2,780 2,762 2,661 2,693 2,672 -0.8% -24.4%

エ
ネ
ル
ギ
ー

転
換
部
門

電気事業者 26 22 34 25 19 16 15 17 16 15 17 16.5% -21.0%

ガス事業者 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8% -7.1%

計 26 22 34 25 20 16 16 17 16 15 17 16.3% -20.8%

工業プロセス 863 906 965 930 915 1,012 1,018 941 806 733 690 -5.9% -23.9%

廃棄物 203 205 202 193 206 177 196 186 186 205 206 0.4% 0.5%

合計 16,304 16,149 15,576 14,414 14,187 13,929 13,884 13,499 12,100 12,465 11,837 -5.0% -26.7%
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２　青森県地球温暖化対策推進計画の推進

�　脱炭素型ライフスタイルの推進

　�　家庭部門からの二酸化炭素排出量（2022年度）は、 

2013年度比で23.1％減少しています。家庭部門からの

二酸化炭素排出量を削減するためには、今後私たち一

人ひとりのライフスタイルを脱炭素型に転換していく

必要があります。

　�　2024(令和６)年度は「住まいのエコ活プロジェク

ト」として、ホームセンターと連携し、断熱ＤＩＹの

実践等を促す普及啓発活動を行いました。

⑵　事業者における省エネルギーの推進

　�　本県の二酸化炭素排出量の約５割を占める産業部門

及び業務その他部門における対策が急務となっている

ことから、中小事業者の省エネ対策を促進するため、

主に以下の取組を実施しました。

　①　省エネ活動の優先度を高める取組

　　�　事業者における省エネ活動の優先度を高めるた

め、環境経営セミナーを開催しました。

　②　省エネ診断と伴走型サポート

　　�　国の省エネ診断事業を活用し、個別事業者を対象

に専門家による省エネ診断を実施し、具体的な省エ

ネ対策を提案しました。

　　�　また、省エネ対策提案後は、技術的課題等の解決

を支援するため、再度専門家を派遣し、活用可能な

補助金情報を提供するなど、省エネ対策実施のため

の支援を行いました。

⑶�　事業者におけるグリーントランスフォーメーション

（ＧＸ）の推進

　�　カーボンニュートラル実現に向けた対応を成長の機

会として捉え、中小企業の社会経済システムの変革へ

の取組を先行して推進するため、「中小企業等グリー

ントランスフォーメーション推進事業」により、以下

の取組を実施しました。

　①　ＧＸに向けた意識啓発

　　�　ＧＸに向けた意識啓発を図ることを目的に、県内

中小企業の経営層を対象としたセミナー、産業支援

機関等を対象としたセミナーを開催しました。

　②　ＧＸ経営戦略の策定、設備導入支援

　　�　県内中小企業のＧＸを推進するためのアドバイ

ザーを派遣し、経営戦略の策定に関する助言を行い

ました。

　　�　また、策定した経営戦略に基づき、高効率な生産

設備等の導入により脱炭素化と生産性向上の両立に

取り組む県内中小企業に対して、導入に要する経費

の一部を補助しました。

　③　グリーン成長戦略関連産業参入支援

　　�　国が策定した「2050年カーボンニュートラルに伴

うグリーン成長戦略」に掲げる成長が期待される産

業への県内企業の参入可能性調査に基づき、県内企

業を対象に参入可能性が高い産業への参入に関する

知識習得等を目的とした研修会を開催しました。

⑷　環境金融の推進

　�　県民及び事業者の省エネ対策を加速させるために

は、それらに係る初期投資費用（イニシャルコスト）

の負担が大きな課題となっています。

　�　そこで、これら経済的課題に対して地域金融機関等

との連携した取組を進めるため、2011(平成23)年４月

に県及び金融機関等で構成する「環境金融検討会」を

設置するとともに、同年11月には、県と地元５金融機

関（青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、東奥

信用金庫、青森県信用組合）との間で、「青森県にお

ける地球温暖化対策推進のための連携・協働に関する

協定」を締結しました。

　�　2024(令和６)年度は、金融機関及び県内企業を対象

に、脱炭素やＥＳＧ金融に関するセミナーを開催しま

した。

⑸　建築物の省エネルギーの推進

　�　建築物の省エネルギー対策を推進するためには、建

築物の新築や改修の際に、十分な省エネ性能を確保し

たものとすることが特に有効とされています。具体的

には、断熱・気密性能に優れた外壁や窓などの設置、

省エネ性能に優れた空調・給湯設備や照明器具の選

定、建築物全体のエネルギー管理の実施などです。

○建築物省エネ法による適合義務、届出等の制度

　�　建築物部門のエネルギー消費量は、他部門が減少す

るなか2013(平成25)年度には全体の消費量の約３分の

１を占めるまでに増加したことなどから、建築物の

エネルギー消費性能の向上を図ることを目的とし、

2015(平成27)年７月に「建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律（建築物省エネ法）」が公布され

ました。

　�　これにより、2016(平成28)年４月から省エネ性能の

表示制度等が始まり、2017(平成29)年４月からは、新

築工事等をする際に、大規模な非住宅は省エネ基準へ

の適合義務が、大規模な住宅や中規模な建築物は届出

義務が課され、2021（令和３）年４月からは、中規模

な非住宅に省エネ基準への適合義務が課されました。

　�　また、2025（令和７）年４月からは、原則すべての

新築住宅・新築非住宅に省エネ基準への適合義務が課
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されました（図２－１－５）。

�　物流における省エネルギーの推進

　�　本県における温室効果ガス排出量の約22%を占める運

輸部門からの排出量削減に向けては、輸送を担う事業者

だけでなく、送り手・受け手も含めた取組が重要です。

　�　2024（令和６）年は、「運輸部門の脱炭素クール

チョイス促進事業」にて、主要宅配便事業者と構成す

る「青森県再配達削減による脱炭素推進会議」の開催

（３回）、再配達削減に向けた県民の意識を醸成する

ため、多様な受取方法の活用による再配達の削減を普

及啓発する「青森県再配達削減普及啓発キャンペー

ン」を実施しました。

�　スマートムーブ（エコで賢い移動）の普及啓発

　�　運輸部門、特に自動車からの二酸化炭素排出量の

削減を図るため、県民・事業者総参加によるエコド

ライブの取組や、公共交通機関の利用を中心とした

低炭素型交通社会の仕組みづくりを推進しています。

　�　2024(令和６)年度は、「スマートムーブ」（エコ

で賢い移動）をキーワードに、全ての県民・事業

者が無理なく参加できる集中広報・普及啓発イベ

ントを９月から11月に展開し、SNS広告やメルマガ

等のメディアを通し啓発をすることで、エコドライ

ブとノーマイカーの一体的な取組拡大を行いました。

　�　また、環境に優しい移動に取り組むきっかけづくり

として10月に「スマートムーブ通勤月間」を実施しま

した。

�　青森県地球温暖化防止活動推進員

　�　地球温暖化対策推進法に基づく制度として、2002(平

成14)年４月に青森県地球温暖化防止活動推進員(通

称：あおもりアースレンジャー)を委嘱しています。

　�　現在、2024(令和６)年４月に委嘱した第12期目とな

る推進員49名が、県内各地域において普及啓発活動を

行っています。

�　青森県地球温暖化防止活動推進センター

　�　京都議定書発効後の2005(平成17)年５月に、県民の

関心をより一層深め、地球温暖化防止に向けた取組を

促進していくため、地球温暖化対策推進法に基づき、

県内の地球温暖化対策の拠点となる青森県地球温暖化

防止活動推進センターとしてＮＰＯ法人青森県環境

パートナーシップセンターを指定し、センターとの協

働による普及啓発を実施しています。

図２－１－５　建築物省エネ法の新築に係る措置

資料：国土交通省資料より県建築住宅課作成
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表２－１－２　ＦＩＴ・ＦＩＰ制度に認定されている県内の太陽光発電・バイオマス発電・水力発電の導入量

Ｒ３年３月末 Ｒ４年３月末 Ｒ５年３月末 Ｒ６年３月末 Ｒ７年３月末

太 陽 光 発 電
導入量（kW） 766,527 821,571 894,921 959,457 978,945 

件　数（件） 16,544 17,761 19,133 20,415 21,643 

バイオマス発電
導入量（kW） 101,836 101,836 102,147 102,147 104,727 

件　数（件） 9 9 9 9 10 

水 力 発 電
導入量（kW） 2,505 3,985 3,985 4,160 4,160 

件　数（件） 10 12 12 12 12 

資料：県エネルギー・脱炭素政策課

１　環境・エネルギー産業の振興

　本県では、原子力関連施設の立地に加え、風力発電施

設の立地やバイオマス資源の活用など、複合的なエネル

ギー開発・供給拠点が形成され、世界的にも稀にみるエ

ネルギー分野での豊かなポテンシャルを有しています｡

　再生可能エネルギー発電については、国のＦＩＴ・Ｆ

ＩＰ制度により、本県でも導入が進んでいます（表２－

１－２）。

　主なエネルギー分野毎の取組としては、次のようなも

のがあります。

⑴　風力発電の関連産業の振興

　�　風況に恵まれた本県は、全国でも有数の風力発電の

適地であり、令和７年３月末現在のＦＩＴ・ＦＩＰ制

度による導入量は、943,615キロワットとなっていま

す。

　�　県では、その恵まれたポテンシャルをメンテナンス

などの風力発電関連産業の振興につなげていくため、

六ヶ所村にある実機を備えた風力発電トレーニングセ

ンターを活用した研修を実施しています。

　�　また、令和５年10月に「海洋再生可能エネルギー発

電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律

（再エネ海域利用法）」に基づき青森県沖日本海（南

側）が「促進区域」の指定を経た後、令和６年１月か

ら７月まで事業者の公募が行われ、同年12月、㈱ＪＥ

ＲＡ、㈱グリーンパワーインベストメント、東北電力

㈱を構成企業とするつがるオフショアエナジー共同体

が事業者として選定されました。

⑵　地域エネルギー事業の導入促進

　�　地域のエネルギー資源を地域が主体となって有効に

活用する地域エネルギー事業の導入を促進するため、

平成30年度から２か年で県内事業者と大学等による地

域エネルギー事業に関する調査研究や県内大学生等を

対象とした研修講座を開催したほか、令和２年度から

は、県内事業者や市町村等からの提案による地域エネ

ルギー事業モデルの検討に取り組みました。

第２節　自然・地域と共生する再生可能エネルギーの活用促進
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２�　青森県自然・地域と再生可能エネルギー

との共生に関する条例

　県では、令和７年３月に「青森県自然・地域と再生可

能エネルギーとの共生に関する条例」を制定しました。

⑴　制定の背景

　私たちのふるさと青森県は、本州の最北端に位置

し、三方を海に囲まれ、陸奥湾を抱え込むように東に

下北半島、西に津軽半島が北方に伸び、変化に富んだ

美しい海岸線を擁しています。また、原生的なブナ林

が広がる世界自然遺産白神山地をはじめとする多種多

様な動植物が生息する緑の山々、そして、豊かな森林

にはぐくまれた水を源とする多くの清流や湖沼など、

豊穣で美しい自然に恵まれています。

　四季折々の変化に富んだ豊かで美しい自然と私たち

の先人のたゆまぬ努力は、悠久の歴史の中で特色ある

北国の文化をはぐくんできました。私たちは、各地に

存在する縄文の遺跡、中世及び近世の城跡、寺社及び

工芸品など、そして、各地の郷土色豊かな風俗慣習、

民俗芸能などに心の安らぎや郷土への誇りと愛着を感

ずることができます。

　本県の豊かで美しい自然環境、景観、歴史・文化等

は、県民共通の財産であり、今を生きる私たちだけが

その恵沢を享受するのではなく、これらを良好な状態

で未来の世代に継承していくことが重要です。

　一方、地球温暖化の急速な進行により地球環境が危

機的な状況にある中、本県が有するポテンシャルを活

かしながら再生可能エネルギーの導入を推進すること

は、地球温暖化対策において極めて重要であるととも

に、エネルギー源の安定供給の観点からも重要性が高

く、地域社会の健全な発展にも寄与するものです。

　しかしながら、近年、再生可能エネルギーの導入が

急速に拡大する中、風力発電所をはじめとした再生可

能エネルギー事業に関する様々な問題が顕在化してい

ます。

　無秩序な開発による環境破壊を招くようなことは

あってはならず、再生可能エネルギーは、自然・地域

との共生を前提として導入されるべきものです。

　このため、本県では、令和５年９月に「自然環境と

再生可能エネルギーとの共生構想」を策定し、立地地

域と再生可能エネルギーとが持続可能な形で向き合

い、共存共栄していくためのルールづくりなど、自

然・地域と再生可能エネルギーとの共生を図っていく

にあたっての今後の方向性を示しました。

　「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生

に関する条例」は、この共生構想に基づき、自然・地

域と再生可能エネルギーとが持続可能な形での共生に

向けた新たな制度をつくるため制定したものです。

⑵　共生条例の主な概要

　①　地域区分の設定（ゾーニング）

　　�　広域的な視点で守るべき環境を保全するため、あ

らかじめ本県の再生可能エネルギーに対する保護・

保全の地域区分を明示し、設置計画の立案段階か

ら、地域区分に応じた配慮を求めます。

　②　合意形成の手続（合意形成プロセス）

　　�　再生可能エネルギー発電施設の設置にあたり、事

業者に対してあらかじめ地域との合意形成に向けた

手続を義務付けます。

　③　設置計画の認定

　　�　上記①及び②を踏まえ、自然・地域との共生が図

られると認められる再生可能エネルギー発電施設の

設置計画を認定することにより、再生可能エネル

ギー発電施設の円滑な設置を促進します。

図２－１－６　地域区分の設定（ゾーニング）

区分 地域の概要

調整地域
保護地域、保全地域以外の地域

共生区域
自然環境・地域との共生を図りながら、再エネの導入を促進する区域（自然環境・地域と
再生可能エネルギーとの共生が図られると知事が認めた区域）

保全地域 自然環境、景観、歴史・文化等を良好な状態で未来に継承するために保全する地域（共生
区域となる場合を除き、再生可能エネルギー事業を計画できない地域）

保護地域
自然環境、景観、歴史・文化等を良好な状態で未来に継承するために保護する特別な地域
（再生可能エネルギー事業を計画できない地域）※原則として、事業の実施不可。

資料：県環境政策課
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３　道路施設への再生可能エネルギーの導入

　融雪施設や照明等の道路施設の稼働に必要な維持管理

コストの縮減及び地球環境負荷の軽減を目的として、道

路敷地内への再生可能エネルギー（太陽光・風力等）の

導入について検討し、環境負荷の少ない循環型社会を目

指していきます。

４　バイオマスの利活用の推進

　県では、「第４次青森県循環型社会形成推進計画」

(計画期間：令和３～７年度)に基づき、市町村や民間団

体の取組を支援しているほか、「青森県環境負荷低減事

業活動の促進に関する基本的な計画」（計画期間：令和

５～９年度）を新たに作成し、更なるバイオマスの利用

向上を図っています。

　平成29年度までに、12市町村がバイオマスの具体的な

活用推進ビジョンである「バイオマスタウン構想」を策

定したほか、平成28年10月に平川市が、平成29年10月に

西目屋村が国のバイオマス産業都市に認定されました。

　りんご剪定枝、間伐材を利用したペレットや廃食油の

暖房燃料への再利用、未利用木材や長いも残さを利用し

た発電、食物残さ等を利用した飼料など、各地域の特色

を生かした取組が生まれてきています。
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第１章　カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現

１　社会全体で支える森林整備の推進

　二酸化炭素を吸収する森林は、地球温暖化の防止に重

要な役割を担っていますが、その機能を十分に発揮させ

るためには、間伐や再造林などの森林整備を適切に実施

することが重要です。しかし林業採算性が低位で推移し

ている現状では、森林所有者の負担が多く、思うように

進まない状況にあります。

　このため、森林整備を社会全体で支える仕組みづくり

に向けて、次の取組を行っています。

・�県が経営する森林において、Ｊ－クレジット制度によ

り発行したクレジットを企業等に販売し、得た収入で

森林整備を進める取組を普及・推進します。

・�企業が社会貢献の一環として森林整備を行う「企業の

森づくり」を推進するほか、新たな林業の担い手として

期待される「林業ベンチャー」の参入を促進します。

２　森林整備及び再造林の推進

　緑豊かな森づくりによる二酸化炭素吸収力の強化を図

るため、森林整備や青森新時代「農林水産力」強化パッ

ケージに基づいた再造林の取組を進めています。

　本県の森林は、本格的な利用期を迎えており、伐採量

が増加していく中で、二酸化炭素の吸収源として、その

機能を維持していくためには、伐採後の再造林を着実に

進め、森林を適切に更新していくことが重要です。

　このため、再造林の推進においては、作業の省力化に

つながるコンテナ苗の導入や、伐採や搬出までの一連の

作業を連続して行う「一貫作業システム」の普及、青い

森づくり推進機構との連携による経費への助成に加え、

森林経営計画が作成されていない森林を対象に行う低コ

スト再造林に対して、定額補助に取り組んでいます。

３　県産材の利用促進

　間伐などで伐採された木材を積極的に利用すること

は、「植える」→「育てる」→「収穫する」→「利用す

る」→「また植える」という、循環型林業の促進と地球

温暖化防止に大きく貢献します。

　このため、次の取組により県産材の利用促進を行って

います。

・�ホームページやＳＮＳ等の活用、県産材及び県産材

住宅のPR動画やウェブカタログの提供、地産地消情報誌

の作成支援により、県産材に関する情報を発信します。

・�施設整備に県産材を利用した企業等を県が認定する制

度を設けるほか、県内の活用事例等を掲載したガイド

ブックの作成により、民間商業施設等における県産材

利用を推進します。

・�県産材を利用した建築物に対し、利用量に応じた助成

を行います。

４　松くい虫等被害対策

　松くい虫・ナラ枯れ被害は、原因となるマツノザイセ

ンチュウやナラ菌を、媒介昆虫であるマツノマダラカミ

キリやカシノナガキクイムシが運ぶことによって樹木を

枯らす感染症で、令和５年シーズンにおいては、松くい

虫被害は深浦町で、ナラ枯れ被害は深浦町を含む８市町

で発生しており、被害の拡大が懸念されています。

　このため、県内全域において、巡視員等による巡視活

動やマツノマダラカミキリの生息調査、各種広報媒体を

用いた枯死木等の情報提供の呼びかけや住民理解の醸成

などに取り組み、被害木の早期発見に努めています。

　また、松くい虫被害が増加傾向にあることから、薬剤

散布による媒介昆虫の生息密度低下を図ります。

　ナラ枯れ被害については、更新伐による若いナラ林へ

の誘導を図るほか、公益性の高い「守るべきナラ林」を

選定し、被害対策を重点的に実施します。

５　藻場整備の推進

　コンブやホンダワラなどの海藻類が繁茂する藻場は、

アイナメやヤリイカなど沿岸性魚種の産卵・生育の場と

なるほか、ウニやアワビなどの餌場となるなど、水産資

源の回復に重要な役割を果たしています。

　また、藻場に繁茂した海藻類は、光合成によって海中

の二酸化炭素を吸収した後、海底へ有機物として堆積さ

れることで、ブルーカーボンと呼ばれる海洋由来の炭素

吸収源となっています。

　このため、県内全ての海域において、水産資源の回復

に向けた藻場の整備に取り組み、カーボンニュートラル

にも貢献していきます。

第３節　吸収源対策の推進
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第２章　資源効率の高い循環型社会の実現

１　青森県気候変動適応取組方針の推進

　県では、2021(令和３)年３月、本県の気候の現状及び

国の気候変動適応計画等を踏まえ、本県で気候変動の影

響が既に生じている項目、もしくは、今後影響が生じる

と考えられる項目について、その影響の回避・軽減に向

けた適応策として、県の現在の取組と今後の方向性を取

りまとめた「青森県気候変動適応取組方針」（計画期

間：令和３～７年度）を策定しました。

　取組方針の推進に当たっては、有識者などで構成する

「青森県地球温暖化対策推進協議会」において取組状況

を共有するとともに、知事を本部長とする「あおもり地

球温暖化対策庁内推進本部」において部局横断的な取組

を推進していきます。

２　地域における適応の取組の推進

�　気候変動適応法の改正と本県の対応

　�　近年、熱中症による死亡者数の増加傾向が続いてお

り、今後も極端な高温の発生リスクが増加すると見込

まれるなど、熱中症対策の強化が喫緊の課題となって

います。

　�　このため、2023（令和５）年４月に気候変動適応法

が改正され、同年５月には熱中症対策実行計画の策定

と気候変動適応計画の一部変更が閣議決定されました。

　�　気候変動への適応策として重要な熱中症対策につい

ては、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全

機構法の一部を改正する法律（令和５年法律第23号）

が同年５月に公布され、熱中症特別警戒情報及び指定

暑熱避難施設（クーリングシェルター：市町村長が指

定する、熱中症特別警戒情報発表期間中に暑さをしの

ぐため開放する施設）の制度等が創設されました。

　�　これを受けて、県では、環境大臣から熱中症特別警

戒情報発表の通知を受けた際、市町村長に対して通知

するための連絡体制の構築を行うとともに、庁内各部

局にも情報共有し、関係団体等を通じた県民への注意

喚起や県が管理する施設を涼み処として開放するな

ど、必要な対応を実施するための体制を整備しました。

　�　また、日本郵便株式会社と、包括連携協定に基づ

き、「熱中症予防に関する郵便局施設の活用」とし

て、簡易郵便局を除く青森県内すべての郵便局（267

局）において、涼み処としての活用を協力して進める

こととしました。

�　流域治水のさらなる推進

　�　近年、本県においても立て続けに大雨災害が発生

し、気候変動の影響により、今後これまで以上に水
みず

災

害が激甚化・頻発化することが懸念されています。

　�　県では、このような水災害に対し、流域のあらゆる

関係者が協働し、ハード・ソフト一体となった対策に

多層的に取り組む「流域治水」を推進するため、これ

までに、国や県、関係市町村等からなる「流域治水協

議会」を設置し、全ての県管理河川において「流域治

水プロジェクト」を策定し、各機関がプロジェクトに

基づいた取組を実施しています。

　�　特に、令和４年８月の大雨により、甚大な浸水被害

が発生した鰺ヶ沢町の中村川では、流域関係者で構成

される中村川流域治水緊急対策推進会議において、概

ね10年間で緊急的に取り組む具体的な対策を策定・公

表し、鋭意実施しているところです。

　�　今後も引き続き、流域治水プロジェクトを着実に推

進するとともに、県民にも流域治水について広く知っ

ていただく機会を創出し、自らの水災害リスクを認識

し、自
じ

分
ぶん

事
ごと

として捉え、行動につなげていただく「総

力戦の流域治水」を目指して取り組んでいきます。

�　新たな時代に適応した優れた青森県産品づくり

　�　農林水産分野は、温暖化の影響を受けやすく、気候

変動による農林水産物の品質の低下や収量の減少等が

懸念されています。

　�　このような状況にあっても、農林水産業が持続的に

発展する社会の実現を目指して、令和６年３月に「青

森新時代『農林水産力』強化パッケージ（令和６～10

年度）」を策定し、環境にやさしい農業の拡大や気候

変動等に対応した安定生産技術の開発・普及などに取

り組んでいます。

　�　令和６年度は、夏から秋にかけての陸奥湾の海水温

の上昇によるホタテガイの大量へい死のほか、冬の記

録的な豪雪により、りんご樹や農業・畜産関係施設等

で約215億円の被害が発生しました。

　�　このため、県では、生産者が将来に希望を持って生

産活動を継続できるよう、ホタテガイ大量へい死への

対応として、親貝確保対策などを行う「陸奥湾ホタテ

ガイ総合対策」を実施しているほか、雪害への対応と

して、被害を受けたりんご樹等の修復・撤去や農業用

ハウス・畜舎等の修繕・再建に係る費用などを支援し

ています。

第４節　気候変動への適応
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第２章　資源効率の高い循環型社会の実現

１　廃棄物処理

　大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型

の社会を形成し、環境保全と健全な物質循環を阻害する

側面を有するとともに、温室効果ガスの排出による地球

温暖化問題、天然資源の枯渇の懸念、大規模な資源採取

による自然破壊など様々な環境問題にも密接に関係して

います。

　このため本県では、天然資源の消費を抑制し、環境

への負荷ができる限り低減される「循環型社会」の形成

を目指し、令和３年３月に「第４次青森県循環型社会形

成推進計画」（計画期間：令和３～７年度）を策定し、

循環型社会の実現に向けた取組を推進しています。

�　一般廃棄物対策

　�　本県では、ごみの減量やリサイクルなど３Ｒを推進

するため、平成20年度から県民や事業者、各種団体、

行政など多様な主体と連携・協働し、「もったいな

い・あおもり県民運動」を展開しているほか、青森県

循環型社会形成推進計画に基づき各種施策を展開して

います。

　①　「もったいない・あおもり県民運動」の推進

　　ア　古紙リサイクルの推進

　　　�　生活系紙ごみのリサイクルを推進するため、平

成21年度と22年度の２年間、スーパーなどの事業

者、子ども会、町内会、ＰＴＡ等の民間団体が古

紙の回収施設(古紙リサイクルエコステーション)

を設置する際に要する経費を補助し、令和７年３

月31日現在、30ヵ所に38台のエコステーションが

設置されています。

　　　�　また、事業系紙ごみのリサイクルを推進するた

め、平成21年度から古紙リサイクルシステム（オ

フィス町内会）の構築に取り組み、これまでに

「青森オフィス町内会」「西北五オフィス町内

会」「弘前地区オフィス町内会」「十和田地区オ

フィス町内会」が設立されています。

　　　�　さらに、市町村や古紙回収業者と連携し、青森

市、弘前市、十和田市、むつ市、つがる市及び鶴

田町の計14ヵ所の古紙回収事業所に一般家庭や事

業所からの古紙を受け入れる古紙リサイクルセン

ターを設置しています。

　　イ　衣類のリユース・リサイクルの促進

　　　�　県では、平成26～27年度に市町村が行う衣類回

収ボックス設置に対する補助を実施する等、衣類

回収を促進しています。現在、24市町村で衣類回

収を行っているほか古紙リサイクルセンターにお

いても衣類回収が行われています。

　　ウ�　もったいない・あおもり県民運動推進会議の開

催等

　　　�　県民運動の着実な推進を図るため、もったいな

い・あおもり県民運動推進会議・同行政部会合同

会議を開催しているほか、令和６年度からは県の

環境配慮行動に関する施策を「あおもり環境配慮

行動支援パッケージ」として取りまとめ、各構成

団体の取組を促進実践しています。

　②　３Ｒ推進に向けた重点施策

　　ア　県民、事業者、市町村等各主体の取組促進

　　　�　１人１日当たりのごみ排出量及びリサイクル率

の改善に向け、県民、事業者、市町村等各主体の

３Ｒの取組促進に取り組んでいます。

　　　�　令和６年度は、事業系廃棄物のリサイクル促進

のため、事業系のプラスチック・食品廃棄物のリ

サイクル業者情報（回収拠点、品目、分別方法な

ど）のデータベースを作成するとともに、３Ｒの

実践手順等をまとめた「事業者のための３Ｒ推進

マニュアル」を作成し、公開しました。

　　　�　さらに、地域課題となっているホタテ養殖残さ

及び食品廃棄物の活用に向けて、課題を抱える市

町村等に対して、循環資源の活用に必要な情報の

調査や関係主体との調整等の支援を行いました。

　　　�　このほか、民間事業者と市町村等が連携して３

Ｒの取組を検討する３Ｒ推進地域連携会議を県内

６地域で開催するとともに、市町村向けのごみ処

理最適化研修会を実施しました。

　　　�　食品ロス・生ごみの削減に向けては、平成30年

度に創設した「あおもり食べきり推進オフィス・

ショップ制度」の普及に努めたほか、３つの「き

る」、3010運動の普及のため、リーフレットやス

ウィングポップを配布しました。

第２章　資源効率の高い循環型社会の実現

第１節　限りある資源を有効活用する３Ｒ＋の推進
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第２章　資源効率の高い循環型社会の実現

　　イ　プラスチックごみ対策

　　　�　海洋プラスチックごみによる地球規模での環境

汚染に対する懸念等を受けて、プラスチックごみ

発生抑制のため、県民のライフスタイルを見直す

ことを呼びかけるため、令和２年５月に「あおも

りプラごみゼロ宣言」を行いました。

　　　�　また、海岸漂着ごみの発生抑制のため、ごみの

ポイ捨て禁止や海岸清掃への参加を呼びかけるポ

スターや、鉄道車両の中吊り広告等による啓発を

実施しました。

�　産業廃棄物対策

　�　「青森県循環型社会形成推進計画策定に係る基礎調

査業務報告書」（令和７年３月）によると、事業活動

に伴って発生する産業廃棄物については、排出量と再

生利用量は減少、最終処分量は増加しています。

　�　一方、不法投棄や不適正処理等廃棄物処理に対する

不安・不信感から、産業廃棄物処理施設の立地につい

て地域住民の理解を得ることが全国的に困難となって

います。このような状況が続くと、不法投棄の増大等

による生活環境への影響や産業活動に支障を生ずるこ

とが懸念されることから、引き続き、産業廃棄物の適

正処理及び減量化・リサイクルの一層の推進を図って

いく必要があります。

　�　また、依然として後を絶たない不法投棄に対応する

ため、行政・県民・関係団体が一体となった全県的な

監視・通報、意識啓発体制を構築し、不法投棄の未然

防止と早期解決を図ることとしています。

２　一般廃棄物(ごみ)の処理状況

　一般廃棄物（ごみ）は、家庭から排出される生活系一般 

廃棄物と、事務所・商店街から排出される産業廃棄物以外の 

紙類、生ごみ等の事業系一般廃棄物に区別されます。一 

般廃棄物の処理は、廃棄物処理法により市町村の事務と

されていることから、市町村では一般廃棄物処理計画を

策定し、計画的な処理を実施しています。

　県では、市町村における一般廃棄物の処理が適正かつ円

滑に行えるよう、情報提供や技術的援助を行っています。

　一般廃棄物処理事業実態調査結果（令和５年度実績）

によると、本県のごみ排出量は427,952tであり、前年度

と比較して約3.8％減少しています。１人１日当たりの

ごみ排出量は967gと、全国値と比較して116g多くなって

いますが、令和７年度までの目標値である940gまであと

27gという状況です。

　本県の資源化量は54,291tであり、前年度と比較して

約12.6％減少しています。リサイクル率（市町村回収

分）は12.6％であり、全国と比較した場合6.9ポイント

低い状況となっていますが、県が独自に調査した民間回

収分を含めたリサイクル率は28.2％でした。

［資料：図２－２－１～図２－２－３及び表２－２－１

県資源循環推進課］

３　産業廃棄物の処理等の状況

　令和５年度に県内で発生した産業廃棄物の処理の流れ

及び種類別にみる本県の産業廃棄物の資源化、減量化及

び最終処分の状況は、図２－２－３及び表２－２－１に

示すとおりです。

図２－２－１　�ごみ総排出量と１人１日当たりのごみ排

出量の推移

図２－２－２　資源化量とリサイクル率の推移
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図２－２－３　本県の産業廃棄物の処理の流れ

(令和５年度)

（単位：千トン/年）

表２－２－１　種類別に見る本県の産業廃棄物の資源化、減量化及び最終処分状況（令和５年度）

（単位：千トン/年）

※動物のふん尿及び鉱業汚泥を除く

注）　表中の燃え殻の資源化量、最終処分量には、汚泥、木くず、廃プラ等の焼却灰を含めて集計している｡

発生量 有償物量 資源化量

3,095 484 1,759

直接再生利用量 再生利用量

0 1,275

排　出　量 (0.0%) (48.8%)

2,611 保管等:0

(100.0%) 処理後再生利用量

処理残渣量 1,274

中間処理量 1,329 (48.8%)

2,589 (50.9%)

(99.2%) 処理後最終処分量

減量化量 54

1,261 (2.1%)

保管等:0 (48.3%)

直接最終処分量 最終処分量

22 76

(0.8%) (2.9%)

発生量 減量化量 資源化量 最終処分量 保管等量
合計 3,095 1,261 (100%） 1,759 (100%） 76 (100%） 0
燃え殻 12 0 (0.0%） 20 (1.1%） 4 (5.3%） 0
汚泥 1,319 1,206(95.6%） 84 (4.8%） 20(26.3%） 0
廃油 11 7 (0.6%） 4 (0.2%） 0 0
廃酸 7 1 (0.1%） 6 (0.3%） 0 0
廃アルカリ 12 5 (0.4%） 7 (0.4%） 0 0
廃プラスチック類 40 13 (1.0%） 18 (1.0%） 8(10.5%） 0
紙くず 6 1 (0.1%） 5 (0.3%） 0 0
木くず 122 10 (0.8%） 108 (6.1%） 4 (5.3%） 0
繊維くず 1 1 (0.1%） 0 (0.0%） 0 0
動植物性残さ 53 6 (0.5%） 46 (2.6%） 1 (1.3%） 0
動物系固形不要物 3 0 (0.0%） 3 (0.2%） 0 0
ゴムくず 0 0 (0.0%） 0 (0.0%） 0 0
金属くず 29 0 (0.0%） 28 (1.6%） 1 (1.3%） 0
ガラス陶磁器くず 69 0 (0.0%） 52 (3.0%） 17(22.4%） 0
鉱さい 444 0 (0.0%） 443(25.2%） 1 (1.3%） 0
がれき類 906 0 (0.0%） 894(50.8%） 11(14.5%） 0
ばいじん 31 0 (0.0%） 31 (1.8%） 1 (1.3%） 0
動物の死体 5 0 (0.0%） 4 (0.2%） 0 0
その他の産業廃棄物 24 10 (0.8%） 7 (0.4%） 6 (7.9%） 0
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４　資源循環の推進

　近年の社会経済活動の拡大や産業構造の高度化、消費

生活の多様化に伴い、ごみの大量排出や質的多様化が進

んでいます｡このため、ごみを収集し、焼却と埋立をす

るといった従来の処理だけでは、最終処分場のひっ迫を

招き、限りある資源の浪費にもつながることから、資源

の循環的利用を促進する取組が行われています。

�　容器包装リサイクルの推進

　�　平成７年６月に｢容器包装に係る分別収集及び再商

品化の促進等に関する法律｣(容器包装リサイクル法)

が公布され、平成12年４月から完全施行されています。

　�　令和４年６月に県内全市町村で、令和５年度から５

年間を期間とした「第10期市町村分別収集計画」が策

定され、県では「市町村分別収集計画」を集約し、県

全体の容器包装廃棄物の排出量、収集量、分別収集の

促進等に関する県の基本的方向を示す「第10期青森県

分別収集促進計画」を令和４年８月に策定しました｡

この計画に基づいた分別収集を実施することによっ

て、容器包装廃棄物の排出抑制やリサイクルを一層促

進していくこととしています。

　�　令和６年度における容器包装廃棄物の収集量及び再

商品化量の実績については、表２－２－２のとおり

です｡ガラス類、ペットボトル、スチール缶、アルミ

缶、ダンボールについては全市町村で分別収集が実施

されていますが、本県のリサイクル率及び全体の再資

源化量から見ても、再資源化の一層の推進を図ってい

く必要があります。

�　家電リサイクルの推進

　�　平成13年４月に、｢特定家庭用機器再商品化法｣(家

電リサイクル法)が完全施行されたことから、県で

は、排出者となる県民に対して、この法律の趣旨や仕

組み、不法投棄防止についての広報・啓発を行ってい

ます。

　�　過去３年間に県内７か所の指定引取場所において引

き取られた家電の台数は、表２－２－３のとおりです。

�　パソコンリサイクルの推進

　�　「資源の有効な利用の促進に関する法律｣(資源有効

利用促進法)に基づき、事業所から排出されるパソコ

ンについては平成13年４月から、家庭から排出される

パソコンについては平成15年10月から、それぞれメー

カーによる自主回収・再資源化が行われています。

　�　県では、メーカーによる自主回収・再資源化が円滑

に行われるよう、パソコンリサイクル制度について市

町村や県民に対して、広報・啓発を行っています。

�　小型家電リサイクルの推進

　�　「使用済小型電子機器等の資源化の促進に関する法

律」（小型家電リサイクル法）に基づき、平成25年４

月から小型家電のリサイクルが行われています。

　�　この法律は、資源の有効利用と環境汚染の防止を目

的とし、関係者が協力して自発的に回収方法やリサイ

クル実施方法を工夫しながら、各市町村の実情に合わ

せた形でリサイクルを実施する促進型となっているこ

とから、順次、各市町村において回収が始まりました

が、近年、一部市町村で回収を行っていないことか

ら、県では、回収量の増加に向けて市町村に対し技術

的援助を行うとともに県民に対しても広報・啓発を行

うこととしています。

�　自動車リサイクルの推進

　�　「使用済自動車の再資源化等に関する法律｣(自動車

リサイクル法)に基づき、平成17年１月から、自動車

のリサイクルが本格的に実施されました。

　�　自動車メーカー・輸入業者は、この法律に基づき、

シュレッダーダスト及びエアバッグ類のリサイクル、

カーエアコンのフロン類の破壊を行いますが、リサイ

表２－２－２　令和６年度分別収集実績

(単位：トン)

(注)�再商品化量には前年度に収集されたものを含む場

合がある。

資料：県資源循環推進課

収集量 再商品化量
実施市
町村数

無色ガラス 2,054.48 1,872.88 40
茶色ガラス 2,590.35 2,365.88 40
その他ガラス 2,934.57 2,539.67 40
ペットボトル 3,555.14 3,323.46 40
その他プラスチック 2,922.14 2,801.49 23
紙製容器包装 1,056.92 864.34 29
スチール缶 1,431.59 1,414.71 40
アルミ缶 1,869.22 1,853.29 40
紙パック 44.43 36.13 35
ダンボール 4,527.58 4,522.26 40

合計 22,986.42 21,594.11 —

表２－２－３　指定引取場所での引取台数

(単位：台)

R４年度 R５年度 R６年度

エアコン 17,541 21,009 18,636

テレビ 45,473 42,095 39,448

冷蔵庫・冷凍庫 38,386 38,497 34,477

洗濯機・衣類乾燥機 35,533 37,151 34,655

合計 136,933 138,752 127,216

資料：県資源循環推進課
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クルに必要な料金については、自動車の所有者が原則

として新車購入時又は継続検査時に負担することと

なっています。

　�　この法律により、自動車のリサイクルに関わる事業

者として、使用済自動車を所有者から引き取る｢引取

業者｣とフロン類の回収を行う｢フロン類回収業者｣は

県等への登録が、使用済自動車から部品を取る｢解体

業者｣と解体後の自動車を破砕して金属等を回収する 

｢破砕業者｣は県等の許可が必要となります。

　�　県では、関係事業者の登録・許可を円滑に進めると

ともに、県民に対し、この法律の趣旨や制度内容を周

知するため、ホームページにおける情報提供などの広

報・啓発を行っています。

　�　なお、青森市は平成18年10月１日から、八戸市は平成29

年１月１日から、それぞれ中核市に移行したことに伴い、

両市内で業を行う者に係る自動車リサイクル法の登録･

許可業務については、それぞれの市が実施しています。

�　農業用使用済プラスチックの回収とリサイクルの促進

　�　ビニールハウスやマルチ等に使用された農業用プラ

スチックを適正に処理するために、農協や市町村協議

会の回収組織が使用済プラスチックの回収とリサイク

ルに取り組んでいます｡

�　食品リサイクルの推進

　�　「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」

（食品リサイクル法）に基づき、平成13年５月から製造・

流通・外食等の食品関連事業者が食品廃棄物の発生

の抑制、再生利用、減量に取り組むこととされています｡

　�　このため、食品製造業者や食品流通業者等に対する

情報提供を行っています｡

�　有機質資源を活用した健康な土づくりの推進

　�　平成19年度から県内すべての農業者が健康な土づく

りに取り組むことを目指す｢日本一健康な土づくり運

動｣を展開し、土壌診断に基づく適正施肥や稲わら・

家畜排せつ物など地域の有機質資源の有効活用等によ

る土づくりを進めながら、持続可能な土づくり体制の

構築に取り組んでいます。

�　木質バイオマスの有効利用の推進

　�　未利用間伐材等を活用した木質バイオマスのエネル

ギー利用が円滑に進むよう、県では、木質バイオマス

関連施設の整備に対する支援、木質バイオマスの利用

等に関する相談・サポートを行っています。また、森

林所有者が自ら間伐・運搬を行い、地域通貨で買い取

る「木の駅プロジェクト」運営に係る助言を行ってい

ます。

�　建設副産物のリサイクル推進

　�　建設副産物の排出量の抑制、再利用、再生利用等を

推進するため、建設副産物対策に取り組んでいます｡

　�　原材料として利用の可能性があるもの（コンクリー

ト塊、アスファルト塊、建設発生木材、建設汚泥、建

設混合廃棄物）及びそのまま原材料となるもの（建設

発生土、スクラップ等有価物）のリサイクルを推進

し、利用していこうというものです。

　�　平成14年５月30日からは、建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律（建設リサイクル法）が完全施

行され、一定規模以上の建設工事から排出されるコン

クリート塊、アスファルト塊、建設発生木材につい

て、分別と再資源化が義務付けられました。

　�　このため、県民や建設関係事業者の方々に対する分

別解体と再資源化に関する広報啓発活動を行っている

ほか、県発注工事では「青森県建設リサイクル推進行

動計画」を策定（令和３年３月最終改正）し、数値目

標を掲げてリサイクルを推進しています。

　�　本県における令和６年度のリサイクル率達成基準値

は、表２－２－４のとおりです。

�　橋梁の長寿命化の推進

　�　高度経済成長期以降に大量に建設された橋梁の老朽

化による大量更新時代の到来に備えて、県では、橋梁

の維持管理を計画的に行うため、アセットマネジメン

トの手法を導入し、長期的な視点から橋梁を効率的・

効果的に管理し、維持更新コストの最小化・平準化を

図っていく取組を実施しています。

　�　これまでの「傷んでから直す、または作り替える」とい

う対症療法的な橋梁の維持管理手法を、「傷む前に直

して、できるだけ長く使う」という予防保全型へ方向転換

し、長寿命化の推進により将来の維持更新コスト（ライ

フサイクルコスト）の大幅削減を図ることとしています。

表２－２－４　令和６年度のリサイクル率達成基準値

資料：県整備企画課

対象品目
実績値 達成基準値

Ｈ30年度 Ｒ６年度

建設廃棄物 再資源化・縮減率 98.80% 99％以上

アスファルト・

再資源化率
100.00% 99％以上

コンクリート塊

コンクリート塊 99.90% 99％以上

建設発生木材 再資源化・縮減率 97.00% 97％以上

建設汚泥 再資源化・縮減率 95.50% 90％以上

建設混合廃棄物

再資源化・縮減率

（参考値）
56.30% ―

排出率 0.50% 3.0％以下

建設発生土 有効利用率 73.10% 80％以上
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　�　また、市町村においても橋梁の長寿命化の取組が積

極的に行われるよう、橋梁に関する技術力向上のため

の各種研修の開催などにより市町村を支援していま

す。

　�　橋梁の長寿命化の推進によって、高度経済成長期以

降に建設された橋梁の更新が少なく抑えられることと

なるため、建設廃棄物の大量発生､コンクリート・鉄

等の資源の大量使用による環境負荷の軽減が図られる

こととなります。

�　農業水利施設の長寿命化の推進

　�　基幹的な農業水利施設の多くは高度経済成長期に整

備され、老朽化の進行により、近年、更新を必要とす

る時期を迎える施設が増加してきており、施設の効率

的な保全管理を推進することが重要となっています。

　�　そのため県では、対象施設の諸元や整備履歴を整理

するとともに、施設の劣化状況等を調べる機能診断を

行い、その結果に基づき、補修や補強、更新整備を適

切に実施する「ストックマネジメント」に取り組み、

これにより、施設の長寿命化とライフサイクルコスト

の低減を図ることとしています。

�　県有施設の長寿命化の推進

　　県有施設においても老朽化が進行しています。

　�　県では、施設・設備等をはじめとする財産を総合

的かつ長期的観点から、コストと便益の最適化を図

り、戦略的かつ適正に管理・活用していくという手法

（ファシリティマネジメント）を推進するなかで、適

正な維持保全による施設の長寿命化を図っています。

５　資源循環の環境づくり

��　地域資源を活用した環境負荷低減技術の研究開発及

び支援

　�　地方独立行政法人青森県産業技術センター工業総合

研究所では、木質バイオマスなどの材料に加え、熱エ

ネルギーや再生可能エネルギーも「資源」と捉え、地

域に眠る未利用資源の有効活用に関する試験研究や技

術支援に取り組んでいます。

　�　令和６年度は、環境負荷の低減や資源の有効活用の

ため、化石資源由来材料の代替材料として県産バイオ

マス資源を利活用したバイオプラスチック素材の開発

に取り組み、素材の評価と選定を行ったのちに複合材

料の試作及び特性の評価を行いました。

　�　令和７年度は、引き続きバイオプラスチック素材の

研究開発を実施するとともに、県内企業による商品化

に向けた技術支援を行います。

�　健康食品・化粧品の素材開発及び技術支援

　�　地方独立行政法人青森県産業技術センター弘前工業

研究所では、県産農林水産物について、美容・健康機

能を有する素材開発に取り組んでいます。

　�　令和６年度から、農産物加工残渣などの未利用資源

を活用した食品及び化粧品アップサイクル素材の開発

研究を開始し、令和７年度も引き続き素材化条件の検

討や美容健康機能性評価を実施するとともに、県内企

業に対し、これらの県産素材を配合した美容健康製品

に関する支援を行います。

�　リサイクル製品認定制度

　�　資源の循環的な利用と廃棄物の減量を促進するとと

もにリサイクル産業の育成を図るため、県内から発生

する循環資源を原材料としたリサイクル製品を知事が

認定する「青森県リサイクル製品認定制度」を平成17

年３月に新設し、令和７年３月31日現在で307製品を

認定しています｡

　�　また、県が行う工事又は物品の調達において認定リ

サイクル製品を優先使用するための指針を作成し、平

成20年度から運用を開始しています。

�　アップサイクルによる新ビジネスの推進

　�　本県由来の未利用資源を活用した新たなビジネスの

創出を図るため、県では令和４年５月、産学官で構成

するフォーラム組織「青森県アップサイクルフォーラ

ム」を設立し、事業化に向けた情報共有やネットワー

クの形成に係る取組を推進しています。

　�　令和６年度は、未利用資源の活用手法・加工技術の

勉強会等を開催し、業界動向や事業化に向けた参考情

報等の発信を行うなど、県内企業等による新たな事業

展開を促進しました。
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１　一般廃棄物の処理体制

　一般廃棄物の収集運搬は市町村（一部事務組合含

む。）、市町村の委託を受けた事業者及び市町村の許可

を受けた事業者により行われていますが、令和５年度に

おける収集運搬能力は、収集運搬車両4,815台、総積載

量14,041トンとなっています。

　収集運搬された一般廃棄物は、分別収集されたものを

除き、主に焼却を中心に処理が行われており、市町村等

の焼却施設は、令和５年度において16施設（休止中を除

く。）が稼働しています。

　焼却施設において処理した後に残る残さや不燃ごみに

ついては、主に最終処分場への埋立処理が行われてお

り、令和５年度において28施設が稼働しています。

２　空き缶等散乱防止対策

　空き缶等のポイ捨て・散乱が良好な生活環境や景観を

損なっていることから、県では、平成９年12月に｢青森

県空き缶等散乱防止条例｣を制定し、平成10年４月から

施行しています。

　本条例では、自然公園や都市公園等、特に重点的に空

き缶等の散乱防止を図る必要がある地区について、市町

村の申請に基づき、｢空き缶等散乱防止重点地区｣として

指定しています｡現在、三内丸山遺跡、白神山地周辺、

十和田湖周辺、津軽国定公園、下北半島国定公園等の28

地区（18市町村）を指定しています（資料編表89）。

　また、本条例に基づき、毎年５月と９月を空き缶等散

乱防止月間として、同月間を中心に県民に対する広報・

啓発を行っています。

３　海岸漂着ごみ対策

　平成21年７月に海岸漂着物処理推進法が施行され、国

や県など各関係主体の役割や処理責任が明示されるとと

もに、漂着ごみの処理に必要な財源措置を国が行うこと

とされました。

　また、海洋プラスチックごみ問題等を背景として、平

成30年６月に同法が改正され、令和元年５月には、同法

に基づく国の基本方針が変更されたほか、国の海洋プラ

スチックごみ対策アクションプランが策定されました。

　県では、有識者、民間団体、行政機関で構成する青森

県海岸漂着物対策推進協議会を設置し、本県における海

岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための青森

県海岸漂着物対策推進地域計画を平成23年３月（令和５

年３月に変更）に策定し、国による財源措置を活用し

て、県及び市町村の管理区域における回収・処理事業を

実施しています。

　令和６年度は、県内19市町村に対して海洋ごみの回

収・処理のための補助事業を実施するとともに、海岸漂

着ごみの発生を抑制するため、県民に対し広報・啓発を

実施しました。

　また、近年、朝鮮半島からとみられる漂着木造船等が

確認されており、これらの回収・処理にあたっても同補

助金が活用されています。

４　災害廃棄物対策

　県では、災害廃棄物が人の健康や生活環境に重大な影

響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、災害廃棄物の適

正処理の確保、円滑かつ迅速な処理の推進を図るため、

平成30年３月に「青森県災害廃棄物処理計画」を策定し

ました。

　平成30年度からは、災害廃棄物処理対応能力を高める

ために、市町村職員等を対象とした研修会を実施してお

り、令和６年度は、これに加えて仮置場の設置・運営訓

練を実施しました。

　また、災害発生時には、広域処理の調整や、処理方法

の助言など、被災市町村に対し災害廃棄物処理への技術

的支援を行っています。

　なお、市町村災害廃棄物処理計画については、令和６

年度末までに34市町村が策定済みであり、残る市町村に

ついても計画策定の支援をしていきます。

５　産業廃棄物処理業者の状況

　事業活動に伴い発生する産業廃棄物は、排出事業者が

自らの責任で適正に処理することが原則です｡本県にお

いては、発生量の約73％が排出事業者により自己処理さ

れ、残り約27％は処理業者に委託処理されています（令

和５年度）。

　このように産業廃棄物処理の重要な役割を担っている

産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者の

数は、表２－２－５のとおりです。

第２節　廃棄物の適正処理の推進
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６　産業廃棄物処理施設の状況

　産業廃棄物の処理施設には、焼却施設、汚泥の脱水施

設等の中間処理施設と埋立処分を行う最終処分場があ

り、県内の設置許可を受けた施設数は、表２－２－６及

び表２－２－７のとおりとなっています｡

７　産業廃棄物処理業者等立入検査・指導

�　令和６年度取組状況

　�　産業廃棄物の適正処理の推進を図るため、産業廃棄

物処理業者・処理施設、排出事業者等に立入検査・指

導等を実施しており、令和６年度の県内の実績は表２

－２－８のとおりです｡

�　令和７年度取組方針

　�　令和７年度においても、適正処理を推進するため次

のとおり立入検査・指導を行います｡

　①　産業廃棄物処理業者立入検査・指導

　　�　処分業者及び積替え保管施設を有する収集運搬業

者の半数以上について立入検査を実施し、処理状

況、委託契約の状況、マニフェスト交付･管理状況

及び帳簿記載状況等の確認･指導を行います｡

　　�　上記以外の業者については、適宜立入検査・指導

を行います。

　②　産業廃棄物処理施設適正管理指導

　　�　最終処分場については、立入検査及び地下水の水

質調査等を実施します｡

　　�　中間処理施設については、立入検査を実施し、施

設の稼働状況、維持管理の記録・閲覧制度への対応

等の確認・指導を行います｡

　③　排出事業者立入検査・指導

　　�　不法投棄等の不適正処理は、建設系廃棄物が大半

を占め、次いで製造業関係の廃棄物が多いことか

ら、主に建設業者（解体業者）等を対象に立入検査

を実施し、産業廃棄物の排出、保管、処理の状況、

委託の実態等の確認・指導を行います｡

　　�　また、感染性産業廃棄物、重金属を含む特定有害

産業廃棄物などの特別管理産業廃棄物を排出する事

業者についても、立入検査・指導を実施します｡

表２－２－５　産業廃棄物処理業許可及び特別管理産業廃棄物処理業許可数

※同一業者であっても、県と青森市又は八戸市の許可をそれぞれ受けている場合がある。

※１つの処理業者が複数の許可を受けている場合がある。

資料：県資源循環推進課、青森市廃棄物・リサイクル課、八戸市環境保全課

区　　　　分
産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業

合計
収集運搬業 処分業 計 収集運搬業 処分業 計

R６.３.31現在

県所管分 1,804 145 1,949 288 6 294 2,243

青森市所管分 52 43 95 9 5 14 109

八戸市所管分 28 63 91 9 7 16 107

計 1,884 251 2,135 306 18 324 2,459

R７.３.31現在

県所管分 1,828 143 1,971 290 6 296 2,267

青森市所管分 50 46 96 8 5 13 109

八戸市所管分 28 63 91 9 7 16 107

計 1,906 252 2,158 307 18 325 2,483

表２－２－６　�産業廃棄物中間処理施設数（設置許可が

必要なもの）

施設の種別
施設数

(R6.3.31現在)
施設数

(R7.3.31現在)

焼却 23 24

汚泥の脱水 28 27

汚泥の乾燥 3 3

廃油の油水分離 2 2

廃プラスチック類の破砕 27 27

木くず又はがれき類の破砕 475 469

シアン化合物の分解 1 1

計 559 553

※上記施設数は設置済の施設で、未設置、建設中は含まない｡

資料：県資源循環推進課、青森市廃棄物・リサイクル課、

　　　八戸市環境保全課

表２－２－７　産業廃棄物最終処分場施設数

施設の種別
施設数

(R6.3.31現在)
施設数

(R7.3.31現在)

安定型 7 7

管理型 8 8

遮断型 0 0

計 15 15

※�上記施設数は稼働中の施設（旧規模未満最終処分場を含む｡）

で、建設中、埋立終了は含まない｡

資料：県資源循環推進課、青森市廃棄物・リサイクル課、

　　　八戸市環境保全課

表２－２－８　産業廃棄物処理業者等立入検査状況

　　　　　　　(令和６年度)

検査対象 立入検査件数 指導件数

産業廃棄物処理業者 309 100

産業廃棄物処理施設 151 38

産業廃棄物排出事業者 379 309

計 839 447

資料：県資源循環推進課、青森市廃棄物・リサイクル課、

　　　八戸市環境保全課
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８　優良産廃処理業者認定制度の活用

　産業廃棄物処理における排出事業者の責任は年々強化

されており、排出事業者が自ら信頼できる処理業者を選

択することは、事業を適正に運営していく上での重要な

要素となります。

　また、廃棄物処理業者においても、排出事業者に対し

て、自身が優良な産業廃棄物処理業者であることをア

ピールすることで、排出事業者からの処理委託先として

の選択の機会が増えることにつながります。

　このような背景を踏まえ、国は、優良産廃処理業者認

定制度を創設しました。この制度は、優良な産業廃棄物

処理業者に優遇措置を講じるとともに、排出事業者が優

良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備する

ことで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、廃棄物

の適正処理を積極的に推進することを目的としたもの

で、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニ

フェストの使用及び財務体質の健全性の５つからなる優

良基準に適合するとして認定を受けると、通常５年と

なっている産業廃棄物処理業の許可の有効期間が７年に

なり、また、優良な産業廃棄物処理業者である旨を記載

した許可証が交付されるなどの特例が付与されます。

　優良産廃処理業者認定制度は、廃棄物処理全体の適正

化につながるものであり、今後認定事業者のさらなる増

加が期待されます。

９　経済的手法の活用による産業廃棄物対策

　循環型社会の構築に向け、廃棄物の発生抑制やリサイ

クルの促進が強く求められており、また、県外からの産

業廃棄物の無秩序な流入は不法投棄につながる懸念があ

ることなどから、その適正処理が求められています｡

　このような状況の中、平成13年９月に開催された北

海道・北東北知事サミットにおいて、北東北３県で取

り組む広域的な産業廃棄物対策の一つとして、「産業

廃棄物の発生抑制を図り、リサイクルを促進するとと

もに県外からの産業廃棄物の流入を抑制するため、産

業廃棄物税や搬入課徴金（環境保全協力金）による経

済的手法を活用した制度の整備、搬入事前協議の義務

化などに向け、共同歩調による取組みを進める」こと

が合意されました｡

　更に、導入する制度の枠組について３県で検討を進め

た結果、平成14年８月の北海道・北東北知事サミットに

おける３県合意事項として平成14年中に制定することが

合意され、本県においては、平成14年12月に「青森県産

業廃棄物税条例」及び「青森県県外産業廃棄物の搬入に

係る事前協議等に関する条例」を制定しました｡

�　青森県産業廃棄物税条例

　�　近年、環境問題への住民の関心が高まってきてお

り、循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の発生抑制

やリサイクルの促進が強く求められていること、また、

県外からの産業廃棄物の流入に対しては、最終処分

場がひっ迫していることや不法投棄につながる懸念が

あることなどから、その抑制が強く求められています｡

　�　このような状況を踏まえ、産業廃棄物の発生の抑制

及びその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に

関する施策に要する費用に充てるため、平成14年12月

に｢青森県産業廃棄物税条例｣を制定し、平成16年１月

から実施しています｡

　�　この産業廃棄物税は、都道府県が独自に実施する法

定外目的税ですが、産業廃棄物が広域的に移動するこ

とや不適正処理があった場合には環境への影響が広範

囲に及ぶことなども考慮し、岩手県及び秋田県と連携

して、同一の課税の仕組みにより実施しています(図

２－２－４)｡

＜産業廃棄物税条例の概要＞

　◆納める人

　　�　産業廃棄物の最終処分を委託した事業者又は自ら設

置する最終処分場で最終処分を行う事業者の方です｡

　◆課税の対象

　　�　最終処分場に搬入される産業廃棄物の搬入量に応

じて課税します｡

　◆税率

　　　産業廃棄物の重量１トンにつき1,000円です｡

　◆徴収の方法

　　�　最終処分業者の方が産業廃棄物の搬入量に応じて

税を徴収し、申告納入します｡

　　�　また、自ら設置する最終処分場で最終処分を行

う場合には、最終処分を行う事業者の方が申告納

付します｡

　◆納税の時期

　　�　最終処分場に産業廃棄物が搬入された日の翌月末日

　◆税収の使途

　　�　産業廃棄物の発生の抑制及びその減量化、再生利

用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費

用に充てます。

��　青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関

する条例

　�　「青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に

関する条例」は、県外産業廃棄物の適正処理の推進と
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生活環境の保全を図ることを目的に、

　・�事業者に対して、県外産業廃棄物を県内で処分する

ために搬入しようとするときに、あらかじめ、当該

県外産業廃棄物の種類、量、搬入期間等について、

その事業場ごとに協議を義務付けること。

　・�協議を行った事業者に対して、県外産業廃棄物の適

正な処理の推進、環境保全協力金の納付等必要な事

項を内容とする協定の締結の申入れをすることがで

きること。

　�を主な内容とし、平成16年１月１日から施行、平成16

年４月以後の県外産業廃棄物の搬入から適用していま

す（図２－２－５）。

　�　なお、令和５年度の県外産業廃棄物の搬入に係る事

前協議等の状況は表２－２－９のとおりです｡

10　不法投棄等防止対策

�　不法投棄等の現状

　�　過去５年間における県内の産業廃棄物の不法投棄等

（野焼きを含む）の発見・解決件数は、表２－２－10

のとおりです｡

　�　廃棄物が長期にわたり放置されると生活環境に重大

な影響を及ぼすおそれがあることから、発見後速やか

に投棄実行者の調査を行い、廃棄物の撤去等を指導す

るなど早期解決に努めていますが、投棄実行者が不明

の場合や資力不足の場合には、事案が長期化し、早期

解決が困難となる傾向にあります。

　�　不法投棄された産業廃棄物に家庭から排出されたと

思われるごみ袋や廃家電などの一般廃棄物が混在して

いる場合は、市町村と連携を図りながら、投棄実行者

の把握と廃棄物の撤去指導に努めています｡

図２－２－４　産業廃棄物税の課税の仕組み

資料：県税務課

図２－２－５　�県外産業廃棄物の搬入に係る

事前協議の流れ

表２－２－９　�県外産業廃棄物の搬入に係る　

事前協議等の状況（令和６年度）

協議の件数
事前協議 548件

協議内容の変更協議 23件

県外産業廃棄物の量 259,080トン

環境保全協力金の額 20,805,300円

資料：県資源循環推進課
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�　不法投棄等防止対策

　�　県では、不法投棄等の未然防止及び早期発見・早期

解決のため各種対策を実施しており、令和７年度にお

いても、引き続き次の事業を実施します｡

　�　また、本県における不法投棄等の新規発見事案の大

半が建設系廃棄物によるものであるという状況を踏ま

え、平成29年４月に創設した建設資材廃棄物の引渡完

了報告制度を運用するとともに、建設系廃棄物に係る

各主体が取り組むべき事項を明示した「青森県建設系

廃棄物適正処理推進行動指針」を平成30年12月に策定

したほか、ドローンによる不法投棄等に対する監視体

制の強化を図るなど、建設系廃棄物の不法投棄等の抑

止に向けた取組を重点的に展開しています。

　　①　未然防止対策

　　　ア　意識啓発広報活動

　　　　�　県の広報番組、野焼き・不法投棄防止チラシ

の配布等を通じ、意識啓発を図ります｡

　　　イ　説明会の開催

　　　　�　排出事業者に対する廃棄物処理法等の説明会

を県内６地区で実施します｡

　　②　監視体制

　　　ア　環境管理事務所による監視

　　　　�　各環境管理事務所において、定期的に管内の

監視を行い、不法投棄等の早期発見及び未然防

止を図ります｡

　　　　�　また、平成13年度から、警察官ＯＢ等を環境

管理専門員として配置し、そのノウハウを活用

することにより、監視体制を強化しています｡

　　　　�　更に、平成19年度から不法投棄監視カメラの

運用を開始しており、市町村と連携しながら効

果的に活用することにより、不法投棄等の監視

体制の強化に努めています｡

　　　イ　休日監視

　　　　�　悪質な事案に対処するため、チームを組んで

休日監視を実施します。

　　　ウ　廃棄物不法投棄監視員による監視

　　　　�　県では、全市町村（青森市及び八戸市を除く｡）

に配置している廃棄物不法投棄監視員（定員69

名）が巡回監視を行い、不法投棄等の早期発見

と未然防止に努めています。

　　　　�　また、青森市では職員による巡回監視、八戸

市では外部委託による不法投棄調査を行ってお

り、それぞれ県と同様に不法投棄等の早期発見

と未然防止に努めています。

　　　エ　廃棄物積載車両調査

　　　　�　警察や国土交通省と連携して、廃棄物積載車

両の調査を行い、廃棄物処理業許可の有無、排出

元・搬入先、マニフェストの使用状況等を確認

し、産業廃棄物の適正な取扱いを指導します。

　　　オ　上空監視

　　　　�　地上からの確認が困難な山間部・森林部の不

法投棄について、警察や海上保安庁と連携した

ヘリコプターによる上空からの監視を行います。

�　循環型社会協働促進事業

　�　不法投棄については、これを全県的な問題としてと

らえ、一人でも多くの県民が協働して、解決していこ

うとする環境づくりや機運の醸成を図る必要がありま

す。

　�　このため、県では、産業界や関係団体・市町村等で

構成された「あおもり循環型社会推進協議会」が行う

不法投棄防止撤去推進キャンペーン実施事業に対して

助成しています。

11　�ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物対策

　ＰＣＢは､電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体な

ど、様々な用途で使用されてきましたが、昭和43年に発

生した「カネミ油症事件」を契機に、その毒性がクロー

ズアップされ、昭和47年以降、その新たな製造が禁止さ

れました。

　その後、平成13年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ特別措置法）

が制定され、ＰＣＢ廃棄物の処理が進められてきました

が、当初予定されていた平成28年３月までの処分完了が

困難な状況となったことなどを受け、平成28年に同法が

改正され、高濃度ＰＣＢ廃棄物等の処分期限の見直しな

どが行われました。

　県では、ＰＣＢ廃棄物の期限内処分を徹底させるた

め、ＰＣＢ専門員の配置によるＰＣＢ廃棄物の保管事業

者等に対する立入検査、テレビや新聞等を活用した広報

表２－２－10　�不法投棄等新規発見及びその解決件数

R2 R3 R4 R5 R6

発見件数

不 法 投 棄 33 13 31 35 22

不適正処理 30 19 25 28 12

野 焼 き 6 4 7 15 10

計 69 36 63 78 44

解決件数

不 法 投 棄 13 2 9 16 12

不適正処理 6 4 12 13 3

野 焼 き 5 2 5 14 8

計 24 8 26 43 23

資料：県資源循環推進課、青森市環境保全課、

　　　八戸市環境保全課
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などの取組を行っています。

　なお、ＰＣＢ廃棄物等の処分期限は、表２－２－11の

とおりです。

12　県境不法投棄対策

�　経緯

　�　田子町と岩手県二戸市との県境における不法投棄事

案は、平成11年11月に青森・岩手県警察合同での強制

捜査により発覚しました。

　�　本事案では、八戸市の産業廃棄物処理業者である法

人が埼玉県の産業廃棄物処理業者である法人と共謀

し、事業地内に大量の産業廃棄物を不法投棄したこと

により、平成12年６月に両法人及びその代表者が起訴

され、県では、同年６月から不法投棄の原因者に対して、

不法投棄された産業廃棄物の撤去及び周辺環境への汚染

拡散防止対策を講ずるよう措置命令を行いました｡

　�　また、汚染の実態把握及び周辺環境への影響を検討

するため、平成12年度及び平成13年度に汚染実態調査

を、平成13年度からは周辺環境等モニタリング調査を

継続して実施し、平成14年度には遮水壁設置のための

地盤の透水性調査、水処理施設設置予定地の地盤調査

等を実施しました｡

　�　これらの調査では、次のことが明らかになりました｡

　・�廃棄物は、堆肥様物、焼却灰、汚泥及びＲＤＦ（ご

み固形化燃料）様物等が主体であること｡

　・�本県側の廃棄物の推定量は、約67万１千ｍ3である

こと（平成25年３月に国の同意を得た変更実施計画

で約77万８千ｍ3に変更）｡

　・�現場は広い範囲にわたって、揮発性有機化合物に

よって汚染されていること｡

　・�一部区域にダイオキシン類に汚染された廃棄物が投

棄されていること｡

　・�現場内からの浸出水による周辺環境への影響が懸念

されるが、周辺環境の水質調査の結果は、環境基準

を概ね下回っていること｡

　・�現場の地盤は、難透水性であり、周辺を遮水壁で囲

むことによって汚染拡散防止対策に利用可能である

こと｡

　�　一方、両法人は、廃棄物の撤去及び周辺環境への汚

染拡散防止の措置を講ずる見込がないことから、県が

代執行により原状回復措置を講ずることとし、その方

針については、岩手県と合同で学識経験者、地元住民

等を構成員とする合同検討委員会、更に委員会の下に

設置した技術部会において検討され、次の提言があり

ました｡

　・�危険性の高い特別管理産業廃棄物相当の廃棄物は、

優先的に、かつ、早期に撤去すること｡

　・�原状回復の目標としては、環境基準の達成とすべき

であること｡

　・�周辺環境への汚染拡散防止に十分に配慮し、必要な

汚染拡散防止措置を講ずること｡

　�　県では、上記合同検討委員会の提言や住民の意見、

更には県議会の意見等を踏まえ、次の原状回復方針を

掲げた実施計画を平成16年１月に策定し、国からの財

政支援を受けて具体的な事業に着手しました｡

　（原状回復方針）

　○�本県の原状回復対策については、馬淵川水系の環境

保全を目的とし、汚染拡散の防止を最優先すること

を基本方針とする｡

　○�不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原

状回復対策を早急に実施するため、廃棄物及び汚染

土壌は全量撤去を基本とする｡

　○�なお、撤去に当たっては、その内容を十分に情報公

開しながら、住民や学識経験者等で組織する「原状

回復対策推進協議会」などにおいて十分説明をし、

その有効な再利用の方途について検討していただ

き、住民の方々のコンセンサスが得られる場合に

は、土壌環境基準を満たす汚泥や堆肥様物など最終

的に土壌に還元される性質のものについて、現地で

有効活用することも可能であると考えている｡

⑵　汚染拡散の防止と廃棄物の撤去

　①　汚染拡散の防止

　　�　不法投棄現場においては、汚染拡散防止に向けた

緊急対策として、仮設浄化プラントの設置や表面遮

水シートの敷設等を行い、これらの措置と併行して

長期的対策に着手し、平成17年５月に、不法投棄現

場において廃棄物と接触し汚染された浸出水を処理

するために浸出水処理施設及び関連施設である浸出

水貯留池等を、平成18年９月には、不法投棄現場か

ら浸出水が場外へ流出することを防ぐために鉛直遮

水壁を設置しました。

　　�　浸出水処理施設については、浸出水の水質が周辺

表２－２－11　ＰＣＢ廃棄物等の処分期限

ＰＣＢ廃棄物等の種類 処分期限

高濃度ＰＣＢ廃棄物
(使用中の製品を含む)

変圧器・コン
デンサー等

令和４(2022)年３月31日
【終了】

安定器・
汚染物等

令和５(2023)年３月31日
【終了】

低濃度ＰＣＢ廃棄物 令和９(2027)年３月31日

資料：県資源循環推進課
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環境に影響を与えることのない水準まで改善したこ

とから、令和４年度に稼働を停止し撤去しました。

　②　廃棄物の撤去

　　�　廃棄物の撤去については、鉛直遮水壁等の長期的

対策が完成する平成18年度末までの期間を一次撤去

期間とし、地下水の汚染に影響のない遮水シート上に

仮置きされた廃棄物及び鉛直遮水壁工事の際に掘削

し仮置きしていた廃棄物を対象として実施しました｡

　　�　平成19年度からは、長期的対策が完成し、地中掘

削が可能となったことから、本格撤去に着手し、廃

棄物本格撤去計画書（マニュアル）により安全かつ

計画的に廃棄物等の撤去を進め平成25年12月に総量

約115万トンの撤去を完了しました｡

　③　現場内地下水の浄化

　　�　廃棄物の撤去完了後も現場内に残る汚染地下水に

ついては、注水井戸から清浄な水を注水しつつ、揚

水井戸から汚染地下水を汲み上げる方法により浄化

を進めています。

�　環境モニタリング

　�　現場内の汚染地下水の状況確認及び周辺の生活環境

への汚染拡散がないことを継続的に監視・確認するた

め、環境モニタリング調査を実施しています｡

　�　なお、令和７年度の環境モニタリング計画は次のと

おりとなっています｡

　○　遮水壁内地下水13地点

　　　周辺地下水６地点、周辺河川・湧水等８地点

�　排出事業者等の責任追及

　�　法の安定的な施行を確保し、不法投棄の未然防止を

図るため、排出事業者等で廃棄物処理法に違反した者

に対して、厳しく責任を追及してきました｡

　�　これまでに12,003社の排出事業者に対し、廃棄物処

理法に基づき報告を求め、無許可の収集運搬業者への

委託など、法違反の有無について審査してきました｡

そして、審査の過程で法違反が疑われた場合、立入検

査・聴聞などを経て、違法性が確認された排出事業者

等に対しては、青森・岩手の両県知事の連名で廃棄物

の撤去を命ずる措置命令を行いました｡平成15年度に

６社、平成16年度に11社、平成17年度に１社に対して

措置命令を発出し、全て履行されています｡

　�　平成17年６月以降は、平成16年度の代執行により実

施した不法投棄産業廃棄物の撤去に要した費用が確定

したことから、措置命令から代執行費用を徴収する納

付命令に移行し、平成17年度に４社、平成18年度に１ 

社に対して納付命令を発出し、全て履行されています｡

　�　このほか、平成17年度から平成29年度までの間に24

社から自主撤去（撤去に代えて費用の拠出）の申出が

あり、これを認め、拠出を受けました｡

�　環境再生計画の推進

　�　平成22年３月に策定した環境再生計画に基づく環境

再生の取り組みは、不法投棄現場を負（マイナス）の

状態から元（ゼロ）の状態へ復旧するための原状回復

事業等で培われてきたこれらの経験等を埋没させるこ

となく、貴重な財産として次に続く世代に引き継ぎ、

また国内外で活用すること（プラスの創出）を基本的

な考え方とします。

　�　そして、そのための施策を３つの方向性（①自然再

生、②地域の振興、③情報発信）から展開し、本事案

のような不幸な出来事を二度と起こさせてはならない

というメッセージへとつなげていきます。

　①　自然再生

　　�　「森林整備計画」に基づく現場跡地の植樹が平成

27年度に完了しました。植樹に当たっては、住民等

の植樹ボランティアのほか、㈱青森銀行、㈱みちの

く銀行、環境再生の森づくり実行委員会（原状回復

事業に携わった24社で構成）及びＤＣＭホーマック

(株)の協力をいただきました。

　　�　平成28年度からは、下草刈りや剪定等による植栽

地の管理を行っています。

　②　地域の振興

　　�　現場内地下水の浄化終了後における一部跡地の利

活用に当たり、岩手県側跡地との一体的な利活用が

可能である場合には両県で共同検討していくことと

しています。

　③　情報発信

　　�　原状回復事業の記録等であるウェブアーカイブを

随時更新し公開しているほか、田子町立上郷公民館

及び田子町立図書館での資料展示も行っています。
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13　環境犯罪の取締り状況

�　環境犯罪の検挙状況の推移

　�　過去５年間の環境犯罪の検挙状況の推移は、表２－

２－12のとおりです。令和６年中は、60件73人を検挙

しています｡

�　環境犯罪の取締り

　�　環境犯罪は、後の世代に引き継ぐべき生活環境を破

壊する悪質な行為であることから、警察では廃棄物事

犯等の早期発見、早期検挙に努めています。

　�　次の事犯等については、県民生活を脅かす悪質なも

のとして取締りを強化しています｡

　○県民の安全・安心を著しく脅かす事犯

　○暴力団が関与する事犯

　○行政指導等を無視して行われる事犯

　○大規模な事犯

表２－２－12　環境犯罪の検挙状況の推移

年別
区分

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

廃棄物処理法 33 41 31 34 55 57 42 47 60 73

産業廃棄物 5 6 5 6 11 13 8 11 14 20

一般廃棄物 28 35 26 28 44 44 34 36 46 53

資料：県警察本部生活保安課
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１　大気汚染の現況

　本県の大気環境は、過去に八戸地域において、大気汚

染が原因となった健康被害が発生しましたが、総合的な

公害防止対策を実施してきたことにより改善され、現在

の大気環境は概ね環境基準を達成し良好な状態にありま

す（大気汚染に係る環境基準：資料編表37）。

　県内の大気汚染状況については、常時監視測定局を県

内に設置して常時監視しています。また、低濃度であっ

ても継続的な摂取により人の健康を損なうおそれがある

有害大気汚染物質についても、モニタリング調査を行っ

ています。これら大気環境に関する令和６年度調査結果

は、環境基準が定められている物質のうち、光化学オキ

シダント（６地点）を除き環境基準を達成しています。

光化学オキシダントについては、全国的に環境基準値を

超過しており、成層圏オゾンの沈降による影響のほか、

アジア大陸からの越境汚染の影響も原因として考えられ

ています。

　大気環境保全のため、大気汚染防止法及び青森県公害

防止条例に基づき、工場及び事業場から排出されるばい

煙、粉じん等を規制しており、県では発生源に対して立

入検査・指導を行っています。なお、令和３年９月に大

気汚染防止法施行令が改正され、大気汚染防止法による

ボイラーの規模要件のうち伝熱面積が撤廃されたことか

ら、伝熱面積を規模要件としている青森県公害防止条例

におけるボイラーの規制を行わないこととし、令和５年

３月に青森県公害防止条例の一部を改正しました。

　また、ばい煙排出量の多い工場等と公害防止協定を締

結し、法令の排出基準より厳しい協定値を設定し、地域

の実情に応じた効果的な公害防止対策を講じています。

　さらに、近年、社会問題化したアスベスト問題につい

ては、青森県アスベスト問題対策本部を中心として、使

用実態の調査や情報提供などを行い、県民の不安解消と

健康被害の防止対策に取り組むとともに、大気汚染防止

法の規制に基づく特定粉じん（アスベスト）排出等作業

に対する立入検査及び周辺濃度調査、一般環境の濃度調

査を行っています。

２　環境監視体制

　本県では、令和６年度は、一般環境大気測定局16局

（県測定８局、青森市測定４局、八戸市測定４局）及び

自動車排出ガス測定局３局（県測定１局、青森市測定１

局、八戸市測定１局）の計19局で常時監視測定を行い、

そのデータをテレメータシステムにより収集しています

（資料編表38）。

３　汚染物質別大気汚染の現況

�　硫黄酸化物

　�　硫黄酸化物の測定は、二酸化硫黄を対象として、自

動測定機により県内６地点で実施しています（資料編

表39）。

　�　硫黄酸化物濃度は、昭和46年度をピークに年々減少

し、昭和56年度以降は二酸化硫黄に係る環境基準を達

成しています。

　�　測定結果の年度別環境基準達成状況は表２－３－１

のとおりであり、令和６年度は全地点で環境基準を達

成しています。

　�　また、各測定局における年平均値の推移、各市村の

経年変化は、それぞれ表２－３－２、図２－３－１に

示すとおり、ほぼ横ばいとなっています。

　�　［資料：表２－３－１～表２－３－12及び図２－３

－１～図２－３－６　県環境政策課］

第３章　安全・安心な生活環境の保全

第１節　大気環境の保全
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�　窒素酸化物

　�　窒素酸化物の測定は、一酸化窒素及び二酸化窒素を

対象として、自動測定機により県内17地点で実施して

います(資料編表40)。

　�　測定結果の年度別の環境基準達成状況は表２－３－

３のとおりであり、令和５年度は全地点で環境基準を

達成しています。

　�　また、各測定局における二酸化窒素の年平均値の推

移、各市村における経年変化は、それぞれ表２－３－

４、図２－３－２に示すとおり、ほぼ横ばいとなって

います。

表２－３－１　二酸化硫黄に係る環境基準の達成状況

表２－３－２　二酸化硫黄年平均値の推移

図２－３－１　二酸化硫黄の経年変化(年平均値の算術平均)

区　

分
市村名 測　定　局　名

R６年度１日
平均値の
２％除外値

(ppm)

短期的評価による
適(○)、否(×)

長期的評価による
適(○)、否(×)

年　　度 年　　度

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青森市 堤 小 学 校 0.002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八戸市

八 戸 小 学 校 0.002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八戸特別地域
気 象 観 測 所

0.002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

根 岸 小 学 校 0.006 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

桔梗野小学校 0.002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

六ヶ所村 六ヶ所村尾駮 0.000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）	１　�短期的評価による適（○）は、すべての有効測定日（欠測が４時間以内であること。）において１日平均値が0.04ppm

以下であり、かつ、すべての測定時間において１時間値が0.1ppm以下である場合

	 ２　�長期的評価による適（○）は、１日平均値の上位２％除外値が0.04ppm以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が

0.04ppmを超える日が２日以上連続しない場合

	 ３　青森市の測定局については、青森市が測定を実施

	 ４　八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施

区　

分
市村名 測　定　局　名

二酸化硫黄年平均値
(ppm)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市 堤 小 学 校 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001

八 戸 市

八 戸 小 学 校 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

八戸特別地域気
象 観 測 所

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

根 岸 小 学 校 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

桔 梗 野 小 学 校 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

0.002

0.004

0.006

R2 R3 R4 R5 R6

（ppm）

（年度）

青森市

八戸市

六ケ所村
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表２－３－３　二酸化窒素に係る環境基準の達成状況

表２－３－４　二酸化窒素年平均の推移

（注）１ 環境基準の適(○)は、１日平均値の年間98%値が0.06ppm以下である場合

	 ２ 青森市の測定局については、青森市が測定を実施

	 ３ 八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施

	 ４ 八戸小学校及局び六ヶ所村尾駮局については、年間における測定時間が6,000時間未満であるため、環境基 

準による大気汚染の評価の対象とならない。そのため、令和６年度の１日平均値の98%値は、参考値である。

（注）　八戸小学校局及び六ヶ所村尾駮局については、令和６年度の年平均値は、参考値である。

区
分

市村名 測　定　局　名
R６年度１日
平均値の

98％値(ppm)

環境基準の適(○)、否(×)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 0.022 ○ ○ ○ ○ ○

甲 田 小 学 校 0.022 ○ ○ ○ ○ ○

旧 大 栄 小 学 校 0.009 ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.018 ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市

八 戸 小 学 校 (0.010) ○ ○ ○ ○ －

八戸特別地域気象観測所 0.014 ○ ○ ○ ○ ○

根 岸 小 学 校 0.012 ○ ○ ○ ○ ○

桔 梗 野 小 学 校 0.006 ○ ○ ○ ○ ○

黒 石 市 ス ポ カ ル イ ン 黒 石 0.012 ○ ○ ○ ○ ○

五 所 川 原 市 五所川原第三中学校 0.009 ○ ○ ○ ○ ○

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 0.008 ○ ○ ○ ○ ○

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 0.007 ○ ○ ○ ○ ○

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.010 ○ ○ ○ ○ ○

六 ケ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 (0.006) ○ ○ ○ ○ －

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.024 ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.016 ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 0.021 ○ ○ ○ ○ ○

区
分

市村名 測　定　局　名
二酸化窒素年平均値　(ppm)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006

甲 田 小 学 校 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006

旧 大 栄 小 学 校 0.003 0.006 0.004 0.003 0.003

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.006 0.005 0.006 0.005 0.005

八 戸 市

八 戸 小 学 校 0.006 0.006 0.006 0.005 (0.006)

八 戸 特 別 地 域 気 象
観 測 所

0.007 0.006 0.007 0.007 0.007

根 岸 小 学 校 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006

桔 梗 野 小 学 校 0.005 0.005 0.004 0.004 0.002

黒 石 市 ス ポ カ ル イ ン 黒 石 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004

五 所 川 原 市 五所川原第三中学校 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003

六 ケ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.002 0.002 0.003 0.002 (0.002)

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.006 0.008 0.008 0.007 0.008

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005

八 戸 市 六 日 町 0.011 0.010 0.011 0.010 0.010

図２－３－２　二酸化窒素の経年変化（年平均値の算術平均）

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

R2 R3 R4 R5 R6

（ppm）

（年度）

青森市
弘前市
八戸市
黒石市
五所川原市
十和田市
三沢市
むつ市
六ケ所村
自排局
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�　光化学オキシダント

　�　光化学オキシダントの測定は、自動測定機により県

内６地点で実施しています(資料編表41)。

　�　測定結果の年度別の環境基準達成状況は表２－３－

５のとおりであり、令和６年度は昨年度までと同様に、

昼間の１時間値の最大値が全地点で0.06ppmを超えて

おり、環境基準を達成していませんが、緊急時の注意

報発令基準である0.12ppmまでには至っていません。

　�　一方、年平均値に係る経年変化については、表２－

３－６及び図２－３－３に示すとおり、ほぼ横ばいと

なっています。

　�　本県の光化学オキシダントは、春季に県内全域で高

い濃度が観測されていることから、主に成層圏オゾン

の沈降によるものと考えられていますが、最近の研究

報告では、アジア大陸からの越境汚染の影響も考えら

れています。

表２－３－５　光化学オキシダントに係る環境基準の達成状況

表２－３－６　光化学オキシダントの経年変化(昼間１時間値の年平均値)

図２－３－３　光化学オキシダントの経年変化(昼間の年平均値の算術平均)

区
分 市町村名 測　定　局　名

R６年度昼間の１時間
値の最高値（ppm）

環境基準の適(○)、否(×)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市 堤 小 学 校 0.083 × × × × ×

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.081 × × × × ×

八 戸 市 八 戸 小 学 校 0.087 × × × × ×

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.079 × × × × ×

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.073 × × × × ×

鰺 ヶ 沢 町 鰺 ヶ 沢 町 舞 戸 0.080 × × × × ×

区分 市町村名 測　定　局　名
光化学オキシダントの昼間の１時間値の年平均値（ppm）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市 堤 小 学 校 0.031 0.038 0.031 0.034 0.033

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.032 0.042 0.034 0.043 0.035

八 戸 市 八 戸 小 学 校 0.028 0.039 0.029 0.038 0.032

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.033 0.040 0.037 0.043 0.036

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.035 0.042 0.036 0.043 0.037

鰺 ヶ 沢 町 鰺 ヶ 沢 町 舞 戸 0.032 0.042 0.035 0.043 0.035

0.000

0.020

0.040

0.060

R2 R3 R4 R5 R6

（ppm）

（年度）

青森市

弘前市

八戸市

むつ市

六ヶ所村

鯵ケ沢町

（注）環境基準の適（○）は、１時間値が0.06ppm以下である場合



第
３
章

53

第３章　安全・安心な生活環境の保全

表２－３－７　一酸化炭素に係る環境基準の達成状況

表２－３－８　一酸化炭素の経年変化(年平均値)

図２－３－４　一酸化炭素の経年変化（年平均値の算術平均）

�　一酸化炭素

　�　一酸化炭素の測定は、自動測定機により県内３地点

で実施しています(資料編表42)。測定結果の年度別の

環境基準達成状況は表２－３－７のとおりであり、令

和６年度は、全地点で環境基準を達成しています。

　また、各測定局における一酸化炭素の年平均値の推

移、各市の算術平均の経年変化は、それぞれ表２－３－

８、図２－３－４に示すとおり、ほぼ横ばいとなってい

ます。

�　浮遊粒子状物質

　�　浮遊粒子状物質の測定は、自動測定機により県内18

地点で実施しています（資料編表43）。

　�　測定結果の年度別の環境基準達成状況は表２－３－

９のとおりであり、令和６年度は、年間にわたる測定

結果を長期的に観察した上で評価を行う長期的評価で

は、全地点で環境基準を達成しました。また、短期間

の特殊事情が反映されることがある短期的評価では、

全地点で環境基準を達成しました。

　�　各市村及び自動車排出ガス測定局の年平均値の経年

変化は表２－３－10、図２－３－５のとおりであり、

ほぼ横ばいとなっています。

　�　浮遊粒子状物質の発生源としては、工場、事業場、

自動車、稲わらの焼却等の人為的なもののほか、大陸

からの黄砂や風による土砂の舞い上がり等の自然的な

ものがあり、発生源の究明に努める必要があります。

区　

分
市名 測　定　局　名

R６年度１日平均値の

２％除外値(ppm)

短期的評価による
適（○）、否（×）

長期的評価による
適（○）、否（×）

年　　度 年　　度

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 0.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

区 分 市名 測　定　局　名
一酸化炭素年平均値(ppm)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

八 戸 市 六 日 町 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

（注）１	�短期的評価による適（○）は、すべての有効測定日（欠測が４時間以内であること。）において１日平均値が
10ppm以下であり、かつ、１時間値の８時間平均値が20ppm以下である場合

	 ２	�長期的評価による適（○）は、１日平均値の上位２％除外値が10ppm以下であり、かつ、年間を通じて１日平均
値が10ppmを超える日が２日以上連続しない場合

	 ３	青森市の測定局については、青森市が測定を実施
	 ４	八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施
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表２－３－９　浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況

表２－３－10　浮遊粒子状物質の経年変化（年平均値）

図２－３－５　浮遊粒子状物質の経年変化（年平均値の算術平均）

区　

分
市村名 測　定　局　名

R６年度１日平均
値の２％除外値

(mg/m3)

短期的評価による
適（○）、否（×）

長期的評価による
適（○）、否（×）

年　　度 年　　度

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 0.024 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲 田 小 学 校 0.023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 城 中 央 小 学 校 0.024 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

旧 大 栄 小 学 校 0.024 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市

八 戸 小 学 校 0.022 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 気 象 観 測 所 0.029 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

根 岸 小 学 校 0.028 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

桔 梗 野 小 学 校 0.028 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

黒 石 市 スポカルイン黒石 0.024 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

五所川原市 五所川原第三中学校 0.035 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 0.035 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 0.025 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.026 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.025 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.029 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 0.027 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）１	�短期的評価による適（○）は、すべての有効測定日（欠測が４時間以内であること。）において１日平均値が0.10㎎/m3以下であり、
かつ、すべての測定時間において１時間値が0.20㎎/m3以下である場合

	 ２	�長期的評価による適（○）は、１日平均値の上位２％除外値が0.10㎎/m3以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が0.10㎎/m3を超
える日が２日以上連続しない場合

	 ３	青森市の測定局については、青森市が測定を実施
	 ４	八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施

区分 市村名 測　定　局　名
浮遊粒子状物質年平均値(mg/m3)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008

甲 田 小 学 校 0.014 0.009 0.009 0.009 0.009

新 城 中 央 小 学 校 0.013 0.008 0.009 0.009 0.009

旧 大 栄 小 学 校 0.016 0.008 0.010 0.009 0.008

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.008 0.007 0.007 0.007 0.008

八 戸 市

八 戸 小 学 校 0.008 0.006 0.006 0.007 0.007

八戸特別地域気象観測所 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011

根 岸 小 学 校 0.011 0.011 0.012 0.011 0.011

桔 梗 野 小 学 校 0.011 0.008 0.009 0.010 0.009

黒 石 市 ス ポ カ ル イ ン 黒 石 0.005 0.004 0.005 0.006 0.009

五 所 川 原 市 五 所 川 原 第 三 中 学 校 0.012 0.013 0.016 0.017 0.016

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 0.015 0.014 0.016 0.015 0.016

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 0.012 0.009 0.010 0.009 0.009

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.009 0.007 0.008 0.008 0.008

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.013 0.012 0.013 0.013 0.011

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.010 0.009 0.008 0.011 0.010

八 戸 市 六 日 町 0.011 0.008 0.009 0.010 0.009
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�　炭化水素

　�　炭化水素の測定は、自動測定機(メタン、非メタン

の分離測定)により県内６地点で実施しています。(資

料編表44及び45)。

　�　測定結果の経年変化は表２－３－11、図２－３－６

のとおりであり、令和６年度における非メタン炭化水

素の午前６時から午前９時までの３時間平均値の年平

均値は0.01～0.11ppmCの範囲でした。

表２－３－11　炭化水素濃度の年度別推移図

図２－３－６　非メタン炭化水素（午前６時～９時の年平均値）の経年変化

�　微小粒子状物質

　�　微小粒子状物質の測定は、自動測定機により県内５

地点で実施しています(資料編表46)。測定結果の年度

別環境基準達成状況は表２－３－12のとおりであり、

令和６年度は全地点で環境基準を達成しています。

　�　また、微小粒子状物質やその前駆物質は、大気中で

の挙動等に関する知見が十分ではなく、効果的な微小粒

子状物質対策の検討及び実施に当たっては、微小粒子状

物質及びその前駆物質の大気中の挙動等の科学的知見の

集積が必要であることから、県内３地点で微小粒子状物

質の成分分析を実施しています。

区分 市村名 測定局名 項目／年度
測定値（ppmC）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市 旧大栄小学校

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.17 0.03 0.02 0.02 0.01

６時～９時 0.17 0.04 0.02 0.02 0.01

メタン（年平均値） 1.96 1.98 1.98 1.99 2.01

全炭化水素（年平均値） 2.12 2.01 2.00 2.01 2.02

八 戸 市 八 戸 小 学 校

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.28 0.13 0.13 0.10 0.10

６時～９時 0.29 0.13 0.14 0.10 0.10

メタン（年平均値） 1.97 1.99 2.01 1.94 2.00

全炭化水素（年平均値） 2.25 2.12 2.12 2.05 2.10

六ヶ所村 六ヶ所村尾駮

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05

６時～９時 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05

メタン（年平均値） 1.95 1.97 1.98 1.98 1.99

全炭化水素（年平均値） 2.01 2.03 2.03 2.03 2.04

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.02 0.06 0.05 0.04 0.04

６時～９時 0.02 0.07 0.06 0.05 0.04

メタン（年平均値） 1.98 1.98 2.00 2.00 2.02

全炭化水素（年平均値） 2.00 2.05 2.05 2.04 2.05

弘 前 市 文 京 小 学 校

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07

６時～９時 0.06 0.06 0.06 0.05 0.08

メタン（年平均値） 1.98 2.00 2.01 2.01 2.02

全炭化水素（年平均値） 2.03 2.05 2.06 2.05 2.08

八 戸 市 六 日 町

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.12 0.14 0.15 0.13 0.13

６時～９時 0.09 0.11 0.13 0.11 0.11

メタン（年平均値） 1.99 2.00 2.01 2.01 2.03

全炭化水素（年平均値） 2.11 2.13 2.16 2.14 2.15

（注）１	 �炭化水素については、環境基準が設定されていないが、環境省の指針として光化学オキシダントの生成に関係がある
とされる非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ）について、午前６時から午前９時までの３時間の平均値0.20～0.31ppmＣが示
されている。

	 ２	青森市の測定局については、青森市が測定を実施
	 ３	八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施
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⑻　有害大気汚染物質

　�　有害大気汚染物質のうち、人の健康に係る被害を防

止するため、その排出又は飛散を早急に抑制しなけれ

ばならない指定物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン及びジクロロメタン）を含む有機

化合物（15物質）及び金属類（６物質）について、県内

５地点（うち、根岸小学校局は環境省測定、堤小学校

局及び橋本小学校局は青森市測定、八戸小学校局は

八戸市測定）で大気環境中の濃度を測定しました。

　�　令和６年４月～７年３月まで毎月１回（合計12回）

実施した調査結果において、環境基準が設定されてい

るベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レン及びジクロロメタンの４物質については、いずれ

も環境基準を達成しています。

　�　また、大気の汚染に係る指針値が設定されているア

クリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノ

マー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタ

ン、1,3-ブタジエン、ニッケル化合物、ヒ素及びその

化合物、水銀及びその化合物、マンガン及びその化合

物については、全測定地点において指針値を下回って

います（資料編表47）。

⑼　八戸地域における重金属類

　�　有害大気汚染物質モニタリング調査の結果、八戸地

域において重金属類の濃度が全国平均値を上回ってい

ることから、県では、重金属類の大気中濃度を詳細に

把握することを目的として、大気を常時採取するロー

ボリウムエアサンプラー法による調査を平成18年７月

から平成28年12月まで実施しました。平成29年１月以

降は、八戸市が継続して実施しています。令和６年度

の調査結果において、ニッケル化合物は、大気の汚染

に係る指針値を下回っています。今後も調査を継続

し、八戸地域における大気中重金属類濃度が低減され

るよう、事業者に情報提供し排出削減対策を促すこと

としています（表２－３－13）。

４　大気汚染防止対策

⑴　法令による規制

　�　大気汚染防止法（以下「法」という。）及び青森県

公害防止条例（以下「条例」という。）に基づき、工

場及び事業場から排出されるばい煙、粉じん等につい

て各種の規制が実施されています。

　�　ばい６煙に関する規制は、法及び条例に基づく「ば

い煙発生施設」及び「ばい煙関係施設」の排出口から

排出されるばい煙について排出量又は排出濃度の排出

基準が定められており、この基準に違反した事業者に

対しては、改善命令等の行政処分を経ることなく、直

ちに罰則を適用することができるようになっていま

す。事業者は、ばい煙発生施設等を設置し、又は構造

等の変更をする際、知事へ事前に届出することになっ

ており、これに対し、排出基準に適合しないと認める

ときは、計画変更命令等の措置ができ、規制基準の遵

守が担保される仕組みとなっています。

　�　粉じん規制については、石綿（アスベスト）その他の人

の健康に係る被害を及ぼすおそれのある物質を「特定

粉じん」に定め、「特定粉じん発生施設」を設置する工場

又は事業場の敷地の境界線における濃度の許容限度と

して規制基準が定められています。また、特定粉じん以

外の「一般粉じん発生施設」及び条例に基づく「粉じん

関係施設」については、粉じん飛散防止のための施設の

構造、使用及び管理に関する基準が定められています。

さらに、特定粉じんについては、石綿を含有する建築材

料が使用された建築物等の解体等の作業を「特定粉じ

ん排出等作業」に定め、作業基準が定められています。

表２－３－12　微小粒子状物質に係る環境基準の達成状況

表２－３－13　�八戸地域における大気中重金属類�

調査結果（令和６年度）

（単位：ng/m3）

測定対象物質 八戸小学校局 根岸小学校局 指針値

ニッケル化合物 0.80 0.77 25以下

区分 市村 測定局名

短期基準に関する評価
による適（○）・否（×）

長期基準に関する評価
による適（○）・否（×）

年　　度 年　　度

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

 一般環境
大気測定局

青 森 市 甲 田 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 根 岸 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

五所川原市 五所川原第三中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車排出
ガス測定局

弘 前 市 文 京 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）１　短期基準に関する評価による適（○）は、測定結果の年間98パーセンタイル値が35㎍/m3以下である場合
　　　２　長期基準に関する評価による適（○）は、測定結果の１年平均値が15㎍/m3以下である場合
　　　３　青森市の測定局については、青森市が測定を実施
　　　４　八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施
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　�　そのほか、法ではアンモニア、ふっ化水素等28物質を

「特定物質」として定めており、特定物質を発生する施

設及びばい煙発生施設で事故が発生した場合に、知事

は事業者に対し、事故の拡大防止又は再発防止策をと

るべきことを命ずることができることになっています。

　�　移動発生源については、法に基づき、環境大臣が自

動車から排出される一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化

物等について、許容限度を定めるとともに、国土交通大

臣が道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基

準によりこれを確保することになっています。また、法で

は、自動車排出ガスによる大気汚染が著しい地区につ

いて、知事が県公安委員会に対して交通規制の要請を

行うとともに、必要に応じ道路管理者等に対して道路構

造の改善等について意見を述べることになっています。

　①　固定発生源の状況

　　�　令和６年度末における法等に基づく届出施設は、

資料編表48及び表49のとおりです。

　　�　また、令和６年度における届出書の受理件数は、

法対象が327件、条例対象が48件となっており、内

訳は資料編表50のとおりです。

　②　移動発生源の状況

　　�　移動発生源としては、自動車、航空機及び船舶等

があり、自動車は窒素酸化物等の大きな発生源と

なっています。

　　�　本県における自動車保有台数は、令和６年度末に

おいて約100万台となっています。また、ガソリン

及び軽油の販売量は、令和６年度末において、合わ

せて約98万kLとなっています（図２－３－７）。

　③　発生源規制指導

　　�　法及び条例に基づき、県、青森市及び八戸市がば

い煙発生施設等を設置している工場・事業場に対

し、規制基準の適合状況を把握するため、立入検査

を行っています。令和６年度は、ばい煙関連は延べ

174工場・事業場477施設、粉じん関連は延べ51工

場・事業場、376施設、水銀等関連は30工場・事業

場、57施設について、施設の稼動状況、燃料の使用

状況、ばい煙の排出状況等を調査しています。

　　�　また、ばい煙関連施設に係るばい煙の測定は、21

施設について実施しました。

⑵　大気汚染物質別対策

　①　硫黄酸化物対策

　　�　硫黄酸化物に関する排出規制は、一般排出基準

（Ｋ値規制）、特別排出基準、総量規制基準及び季

節的な燃料使用規制基準があり、本県では一般排出

基準、いわゆるＫ値による規制が行われています。

　　�　Ｋ値規制とは、政令で定める地域区分ごとに、対

象施設の排出口の高さに応じて定める許容限度であ

り、Ｋ値が小さいほど厳しい基準となります。

　　�　これまでＫ値は、表２－３－14のとおり、順次強化

されており、現在、本県に適用されるＫ値は、八戸市

（旧南郷村を除く。）が6.0（16ランク中第６ランク）、

青森市（旧浪岡町を除く。）が14.5（同第15ランク）、

その他の地域が17.5（同第16ランク）となっています。

　②　窒素酸化物対策

　　�　ばい煙発生施設に対する窒素酸化物の規制は、昭

和48年８月の１次規制以降、昭和58年までの５次に

わたり、排出基準の強化及び対象施設の拡充が行わ

れたことから、県では対象施設の実態を把握し、低

窒素酸化物バーナーの導入、燃焼管理の適正化等の

対策指導を行っています。

　　�　移動発生源に対する窒素酸化物の規制は、昭和48

年度以降順次規制が強化され、ガソリン又はＬＰＧ

を燃料とする自動車、ガソリンを燃料とする二輪

車、軽油を燃料とする特殊自動車（ディーゼル特殊

自動車）及びガソリン又はＬＰＧを燃料とする特殊

自動車について、大気汚染防止法に基づく告示「自

動車排出ガスの量の許容限度」により許容限度が定

められています。

　③　ばいじん及び有害物質対策

　　�　大気汚染防止法では、物の燃焼、電気の使用に

伴い発生する物質を「ばいじん」とし、物の破砕、

資料：�国土交通省東北運輸局「自動車統計」及び青森県石油商

業協同組合「石油製品販売実績」より県環境政策課作成

適用年月日

地域
S45.2.1 S46.6.24 S47.1.5 S49.4.1 S50.4.15 S51.9.28

八 戸 市 26.3 26.3 14.0 11.7 8.76 6.0

青 森 市 － 26.3 22.2 17.5 17.5 14.5

そ の 他 の 地 域 － 26.3 22.2 17.5 17.5 17.5

図２－３－７　�県内の自動車保有台数�

及びガソリン等販売量

表２－３－14　硫黄酸化物排出基準(Ｋ値)改定状況
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選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、

又は飛散する物質を「粉じん」としてそれぞれ規制

しています。なお、「粉じん」は「一般粉じん」と「特

定粉じん」(石綿：アスベスト)に区分されています。

　　�　ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排

出基準が定められていますが、本県においては、アス

ファルトプラントの骨材乾燥炉や廃棄物の焼却炉等

において基準を超えるおそれがあることから、これら

の施設について集じん装置の設置を指導しています。

　　�　有害物質（窒素酸化物を除く。）の排出基準につ

いては、有害物質の種類ごとに、特定のばい煙発生

施設に対して設定されています。

⑶　公害防止協定による排出抑制

　�　公害防止協定は、法令による画一的な規制を補完

し、地域の実情に応じた効果的な対策を講じるととも

に、企業側の公害防止に対する姿勢を示し、住民の理

解を得るために有効なものです。

　�　本県では、東北電力㈱八戸火力発電所等の主要工場

（合計13企業）と関係市村の３者間で公害防止協定を締

結しています。この公害防止協定において、大気汚染防止

対策として、各協定工場から排出される硫黄酸化物やばい

じん、窒素酸化物等について、法令の排出基準より厳しい

基準を設定し、大気汚染物質の排出を抑制しています。

⑷　常時監視

　①　テレメータシステムによる発生源監視

　　�　本県では、八戸地区の大手７工場の主要施設につ

いて、県、八戸市及び事業者の３者間で「八戸地区

大気汚染発生源テレメータシステムの設置等に関す

る協定」を締結し、テレメータシステムにより燃料

使用量、硫黄酸化物排出量等の常時監視の実施及び

データ収集を行っています。監視項目については資

料編表51のとおりです。

　②　緊急時対策

　　�　気象条件の悪化等により大気汚染が著しくなった

場合に、大気汚染防止法に基づく緊急時の措置を迅

速かつ適切に行う必要があります。

　　�　近年、大気汚染物質の一つである光化学オキシダ

ント濃度が全国的に上昇傾向にあるという状況を踏

まえ、県では、県民の健康を守り、生活環境に係る

被害を防止するため、平成20年５月に「青森県大気

汚染緊急時対策要綱」を制定しました。

　　�　また、八戸市内の大手５工場と、緊急時の措置に

関する協定等を締結し、要綱に基づき注意報等を発

令した際には、大気汚染の状況に応じ、工場に対し

ばい煙量の削減等を要請するとともに、県民に対し

注意を呼びかけるなど、速やかに大気汚染の改善を

図ることとしています。

　　�　なお、現在まで、要綱に基づく注意報等の発令に

至る緊急事態は発生していません。

⑸　奥入瀬渓流自然環境の活用

　�　奥入瀬渓流に並行する国道102号では、秋の紅葉時

期など観光シーズン時にマイカーや観光バスが多く訪

れ、排気ガスや騒音等による自然環境への影響が懸念

されています。

　�　この問題を解決する方策の一つとして、奥入瀬渓流

を迂回する国道103号奥入瀬（青橅山）バイパスの整

備事業が進められており、バイパス完成後の奥入瀬渓

流の自然保護と利活用を両立する新たな交通システム

を構築するため有識者による奥入瀬渓流利活用検討委

員会（委員長：石田東生筑波大学名誉教授）を設立

し、検討を進めているところです。

　�　令和５年度（2023年度）には、青橅山バイパス開通

後を見据え、官民連携した、奥入瀬十和田利活用協議

会（協議会長：青森県知事）が発足し、奥入瀬・十和

田湖地域の高付加価値化や、オールシーズン型滞在型

観光を目指した事業構想を官民一体となって作成して

います。

５　アスベスト対策

⑴　青森県におけるアスベスト対策

　�　平成17年６月に大手機械メーカーからアスベストに

係る健康被害状況について公表され、その後相次いで

関係企業等から同様の内容が公表され、アスベストに

よる健康被害が社会問題化し、国民のアスベストによ

る健康や環境への不安が高まりました。

　�　この問題を受けて、国では、同年７月29日に関係閣僚

による会合を開き、アスベスト問題への当面の対応をと

りまとめて以降、大気汚染防止法をはじめ関係法令の改

正やアスベストによる健康被害者の救済制度の創設など

「アスベスト問題に係る総合対策」に取り組んでいます。

　�　本県では、同年７月14日にアスベスト問題庁内連絡

会議を設置し、関係部局が情報を共有し、相談窓口の

設置や相談事例等に関する情報交換、アスベスト問題

に関する県民への情報提供、県有施設等における吹付

けアスベスト等使用実態調査の実施などの取組を行っ

てきました。

　�　また、同年10月６日には、アスベスト問題に関する

総合的な対策の推進等を目的とする青森県アスベスト

問題対策本部を設置し、県有施設等における除去等の
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対策に着手するとともに、12月には、青森県アスベス

ト問題対策アクションプログラムを策定・公表し、平

成18年２月には、使用実態調査の最終結果を公表する

などにより、県民の不安解消と健康被害の防止対策に

取り組んでいます。

　�　更に、大気汚染防止法に基づく特定粉じん（アスベス

ト）排出等作業実施届出があった場合、立入検査や除去

作業場所周辺のアスベスト濃度の測定を行っています。

⑵　大気汚染防止法に基づく規制等

　①　特定粉じん排出等作業の届出状況

　　�　令和６年度における大気汚染防止法に基づく特定

粉じん排出等作業の届出件数は、表２－３－15のと

おりです。

　②　アスベスト濃度調査

　　�　令和６年度は、住宅地域２地点、商工地域１地に

おいて、環境大気中のアスベスト濃度調査を実施し

ました（表２－３－16）。

　　�　また、特定粉じん排出等作業場所周辺の19地点に

おいて、アスベスト濃度調査を実施しました（表２

－３－17）。

　③　アスベスト監視強化の取組

　　�　大気汚染防止法の改正により、平成18年から特定

粉じん排出等作業の規制対象が拡大されたことか

ら、これに対応し一層の監視強化を図るため、平成

17年度にはアスベスト濃度調査に係る試料採取用機

材・分析機器を整備し、以降、次の取組を行ってい

ます。

　　　ア　建築物の解体等に対する監視

　　　　�　特定粉じん排出等作業に対して、地域県民局

環境管理部が立入検査を実施し、必要に応じて

労働基準監督署と合同で立入検査を実施してい

ます。

　　　イ　特定粉じん排出等作業周辺調査

　　　　�　特定粉じん排出等作業に対して、当該建築物

等の敷地境界において、アスベスト濃度調査を

実施しています。

　　　ウ　一般環境調査

　　　　�　住宅地域等において、アスベスト濃度調査を

実施しています。

６　公害健康被害対策

　�　八戸市の一部地区住民を対象に、同市が昭和45年か

ら昭和49年にかけて公害健康被害調査を実施した結

果、大気汚染によると認められる呼吸器症状の有症率

が比較的高かったことを契機として、同市は昭和52年

６月１日から独自の救済制度（八戸市公害健康被害者

の救済に関する条例）により、小中野地区（面積7.1 

k㎡、地域内人口約３万人）を中心とする指定地域内

の公害健康被害者に対し、医療費、療養手当、障害補

償費等を支給し、その救済を行っています。

　�　これに要する財源は、八戸市内に立地する一定規模

以上の工場・事業場からの拠出金等を充てています。

　�　八戸市の救済制度に基づく指定疾病別認定患者数は

表２－３－18のとおり４人となっています。

表２－３－15　大気汚染防止法に基づく

特定粉じん排出等作業届出件数(令和６年度)

表２－３－16　環境大気中のアスベスト濃度

　　　　調査結果(令和６年度)

表２－３－17　特定粉じん排出等作業場所周辺

　　　　　　　　アスベスト濃度調査(令和６年度)

県受付分 青森市受付分 八戸市受付分 合計

31 14 11 56

※調査結果は総繊維数濃度を示している。

資料：県環境政策課

※調査結果は総繊維数濃度を示している。

資料：県環境政策課

区分
調　査
地点数

調査結果(本/Ｌ) (参考)特定粉じん発

生施設に係る敷地

境界基準(本/Ｌ)最小 最大
幾何
平均

住宅地域 2 ＜0.056 0.17 0.073
10

道路沿線 1 　0.11 0.16 0.132

調　査
地点数

調査結果(本/Ｌ) (参考)特定粉じん発生
施設に係る敷地境界基
準(本/Ｌ)最小 最大

幾何
平均

22 ＜0.056 0.96 0.20 10

疾　病 計

慢性気管支炎 0

気管支ぜん息 4

ぜん息性気管支炎 0

計 4

表２－３－18　指定疾病別認定患者数

（令和７年３月31日現在）
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７　悪臭対策

�　悪臭は、騒音、振動とともに日常生活と関連の深い感

覚公害の一つです。

�　近年では、従来の畜産農業に係る悪臭苦情の他、家 

庭生活における苦情が多く、悪臭に関する苦情の内容も

多種多様なものとなっています。

�　悪臭の現況

　�　令和５年度の悪臭苦情件数は43件であり、苦情発生

状況を発生源別にみると流出・漏洩が２件、家庭生活

（その他）８件などとなっています。

　�　また、令和５年度（５年７月１日～６年６月30日）

の畜産における業種別の苦情発生状況は、肉用牛（５

件)、乳用牛（１件）、豚（２件）、その他（馬）

（２件）で肉用牛経営の悪臭に関する苦情が多くなっ

ています（表２－３－21）。

　�　家畜排せつ物については、平成16年に｢家畜排せつ

物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律｣が施

行され、これまでに管理基準を満たした処理施設等の

整備が進められてきました。

　�　しかしながら、畜産経営の大規模化の進行、住宅地

との混住化、高齢化に伴う労働力不足等を背景に、一

部不適正な処理や堆肥の滞留等により地域住民から、

依然として悪臭に関する苦情が寄せられています。

　�　なお、飼養戸数、頭羽数(県計)の推移は資料編表56

のとおりです。

�　悪臭防止対策

　�　悪臭防止法に基づく規制地域の指定については、昭

和48年から順次行われ、令和６年度末で県内10市22町

５村計37市町村に規制地域が指定されています(資料

編表54)。

　�　また、規制基準の設定についても、昭和48年から順

次行われ、敷地境界、気体排出口及び排出水につい

て、規制基準が設定されています(資料編表55)。

　�　これらの規制地域における悪臭防止法に基づく立入検

査、悪臭の測定等は市町村長が行うこととされています。

８　稲わら焼却防止活動

�　稲わらの焼却防止については、平成19年度から、わら

焼きが集中している地域を重点指導地区とし、県、市町

村職員が直接農家を訪問して、稲わらの有効利用を指導

してきたほか、平成20年度には、稲わらの広域流通を進

めるため、稲わら流通促進商談会を開催し、畜産農家等

への稲わらのあっせんを始めました。

�　また、平成22年６月には「青森県稲わら有効利用の促

進及び焼却防止に関する条例」を制定し、関係機関が一

体となって、稲わらの焼却防止活動を展開しています。

�　これらの結果、稲わらの焼却は、水稲作付面積の１％

前後まで減ってきましたが、津軽地域の一部で依然とし

て行われており、貴重な有機質資源の損失のみならず、

健康への悪影響や交通の妨げが心配されるほか、本

県のマイナスイメージとなることが懸念されています。

�　このため、平成31年２月に稲わら収集者、畜産農家、

家畜市場、農協、市町村等を構成員に、稲わら流通促進

会議を設置し、稲わら広域流通システムを構築して、収

集・販売・利用の好循環を確立するための検討を行い、

令和３年２月には、稲わら販売の経営モデルや、高品質

な稲わらロールづくりのための収集・保管技術を示した

マニュアルを作成しました。

�　本マニュアルを活用した稲わらの更なる利用拡大や、

新たに稲わらサイレージの普及検討に取り組んでいま

す。

９　畜産業対策

�　畜産環境問題の現況

　�　畜産経営については、年々規模拡大が進む一方、市

街地の拡大や農村地域の混住化の進行に伴い、畜産経

営に起因する悪臭等の環境問題が発生しています。

　�　令和５年度の畜産経営に起因する環境問題の苦情発

生件数は10件であり、前年と比べ減少しました（表２

－３－19)。

　�　苦情発生件数を経済地帯別にみると、平地農業地域

３件(30.0％)、中山間農業地域７件(70.0％)でした

(表２－３－20)。

　�　なお、家畜の種類別苦情発生件数は表２－３－21、

経済地帯別苦情発生に伴う指導及び処理内容は表２－

３－22のとおりです。
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⑵　畜産環境保全対策

　�　地域農業や生活環境と調和のとれた環境保全型畜産

の確立を推進するため、家畜排せつ物の適正な処理や

耕種部門における堆肥利用の促進に努めるとともに、

補助事業やリース事業及び融資制度の活用による処理

機械・施設の整備を推進しました。

　①　畜産環境保全対策事業

　　�　家畜排せつ物の適正処理による環境汚染防止によ

り地域の環境に対応した畜産経営の確立を促進する

ため、「家畜排せつ物法」及び「青森県における家

畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」に基づ

き、個別経営に対する巡回指導、家畜排せつ物処理

施設整備の促進、良質堆肥の生産と利用促進活動を

行いました。

　②　草地畜産基盤整備事業

　　�　将来的にも畜産主産地としての発展が期待される

地域において、畜産経営における総合的な環境整備

対策として、平成29年度から令和４年度まで「つが

る北部地区（つがる市）」が同事業を活用して、家

畜排せつ物を適正に処理・利用するための施設整備

を実施しています。

　③　畜産環境整備リース事業

　　�　家畜排せつ物処理の適正化に資するため、一般財

団法人畜産環境整備機構が畜産経営者に対して処理

施設機械の貸付を行う事業を推進しています。

　④　融資制度

　　�　家畜排せつ物処理施設の整備のために畜産経営が

活用できる制度資金の周知を図りました。

　　ア�　農業近代化資金（１号資金）：畜舎、堆肥舎等

農業用建物構築物の改良又は取得に必要な資金の

融資。また、原動機、耕うん整地用機械、畜産用

機具等の農機具の取得に必要な資金の融資

　　イ�　畜産経営環境調和推進資金：家畜排せつ物処理

高度化施設整備計画の認定を受けた畜産経営を対

象に処理施設の整備に必要な資金の融資

　　ウ�　農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）：認

定農業者を対象に経営改善計画に則した処理施設

等の整備に必要な資金の融資

表２－３－19　苦情発生件数の推移

(単位:件）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

件数 20 11 7 12 17

年度 R元 R2 R3 R4 R5

件数 11 10 10 15 10

資料：県畜産課

表２－３－20　経済地帯別苦情発生件数(令和５年度)

(単位:件）

区分

苦情内容別発生件数

水
質
汚
濁

悪
臭

害
虫
発
生

水
質
汚
濁
と

悪
臭

水
質
汚
濁
と

害
虫
発
生

悪
臭
と

害
虫
発
生

水
質
汚
濁
と

悪
臭
と
害
虫

そ
の
他計

都市的地域 3
平地農業地域 1 1 1
中間農業地域 4 1 1 1 7
山間農業地域

計 1 5 1 1 1 1 10

資料：県畜産課

表２－３－21　家畜の種類別苦情発生件数(令和５年度)

(単位:件）

区分

苦情内容別発生件数

水
質
汚
濁

悪
臭

害
虫
発
生

水
質
汚
濁
と

悪
臭

水
質
汚
濁
と

害
虫
発
生

悪
臭
と

害
虫
発
生

水
質
汚
濁
と

悪
臭
と
害
虫

そ
の
他計

豚 1 1 2
採卵鶏
ブロイラー
乳用牛 1 1
肉用牛 1 2 1 1 5
その他 1 1 2

計 1 5 1 1 1 1 10

資料：県畜産課

表２－３－22　経済地帯別苦情発生に伴う指導等

　　　　　　　　（令和５年度)

(単位:件）

区分

指導・対策別件数
施
設
助
成

技
術
指
導

移
転
の
斡
旋

紛
争
の
仲
介

そ
の
他計

都市的地域
平地農業地域 3 3
中間農業地域 7 7
山間農業地域

計 10 10

資料：県畜産課



62

第３章　安全・安心な生活環境の保全

１　赤石川等の河川環境の保全

　赤石川（鰺ヶ沢町）、追良瀬川、笹内川、小峰沢川

（深浦町）の各河川から取水し発電を行っている大池系

発電所の流水は、各河川に戻ることなく直接日本海へ放

流されています。このため、県では平成13年度に、学識

経験者や地元住民などから構成される「大池系発電所の

水利使用に係る検討協議会」を開催し、夏場の４ヶ月間

は各河川の取水地点から下流河川への放流量を約３倍に

増量することなどを決定し、河川環境の改善に取り組ん

できており、令和５年度の検討協議会において、この取

組を継続的に実施することとしています。

２　十和田湖・奥入瀬川の河川環境の保全

　十和田湖・奥入瀬川の水は、昭和12年に策定された

「奥入瀬川河水統制計画」に基づき、かんがい・発電の

ために利用されており、地域の発展に大きな役割を果た

してきました。

　しかし、十和田湖の水をかんがい・発電に利用するた

めに、奥入瀬渓流への放流が限定されていたことなどか

ら、地元からは奥入瀬渓流への放流の見直しについて強

い要望がありました。また、奥入瀬渓流の下流では、発

電のための取水により10㎞以上の区間で水が少ない状態

となっており、河川が本来持っている豊かな自然環境が

失われていました。

　県では、このような状況を改善するために、平成18年

度から学識経験者や地域住民などから構成される「十和

田湖・奥入瀬川の水環境・水利用検討委員会」を開催し

検討を続けた結果、平成20年度に新たな水利用方法（奥

入瀬渓流への放流量の見直し、減水区間への放流）が決

定され、平成25年度の検討委員会において、この取組を

継続的に実施することとしています。

３　十和田湖水質保全対策

　十和田湖の水質については、昭和46年に湖沼で最も厳

しい環境基準類型「ＡＡ」に指定し、常時監視を実施し

てきました。しかし、その水質は、昭和61年度以降環境

基準を達成できない状態が続いています。平成16年度に

はＣＯＤが1.9㎎/Lと一時的に悪化し、その後は回復し

ましたが、令和６年度はＣＯＤが1.4㎎/Lと依然として

環境基準値を超過しています。透明度についても、昭和

61年度以降12ｍを下回る状態が続いており、平成16年度

には7.5ｍと悪化しましたが、その後は回復し、平成27

年度、平成28年度には12ｍを上回りました。平成29年度

以降については、令和３年度は12ｍを上回りましたが、

令和６年度は11.8ｍでした（図２－３－８）。また、ヒ

メマス漁獲量は昭和60年代に急激に落ち込み、その後一

時的に回復した年もありましたが、平成４～８年度及び

平成12～14年度にかけ再び落ち込むなど不安定な状態が

続いています。このため、県では、平成７～９年度にか

けて環境庁（当時）と共同で水質の汚濁原因解明調査を

実施し、さらには、平成10年度及び平成11年度に環境庁

（当時）、水産庁及び秋田県と共同で水質改善及びヒメ

マス資源回復を目的とした調査を実施しました。

　これらの調査結果により、ワカサギとヒメマスが、餌

である大型動物プラクントンをめぐって強い競争関係を

引き起こし、湖内の生態系が変化したことが水質の汚

濁及びヒメマス不漁の要因の一つであると考えられました。

　また、湖への流入汚濁負荷に関する県の取りまとめ

（平成23年度）では、降雨時の流入河川からの汚濁負荷

等自然的要因がほとんどを占め、人為的要因は極めて小

さいと考えられました。

　県は、十和田湖の水質改善等に向けた取組を推進する

ため、平成13年８月に秋田県と共同で、行政、関係機

関、事業者及び住民が実践すべき取組について「十和

田湖水質・生態系改善行動指針」として取りまとめました。

　平成27年３月には、これまでの調査・研究結果及び取

組状況を踏まえて本指針を改定し、秋田県及び関係機関

等と連携して、本指針に掲げる水質・生態系改善のため

の各種取組をより一層推進し、水質の改善に努めていく

こととしています。

第２節　水環境の保全
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　さらに、青森・秋田両県では、十和田湖の水質及びそ

の周辺地域における環境を適正に保全することを目的と

して、両県の事業者及び住民等が参加する「十和田湖環

境保全会議」を開催（令和６年度は11月に開催）し、環

境保全に係る意識啓発に努めています。

４　小川原湖水質保全対策

　小川原湖の水質は、平成18年度以降環境基準を達成で

きない状況が続いており、近年は急速に水質悪化が進行

する傾向を示しています（図２－３－９）。

　このため、小川原湖を管理している国土交通省は、水

質悪化の原因について検討するとともに、平成24年３月

に行政の関係機関（国土交通省、県及び流域市町村）で

構成する「小川原湖水環境対策協議会」を設置し、平成

25年２月には水質改善に係る施策などを取りまとめた

「小川原湖水環境改善計画」を策定しました。

　同計画に基づき、国土交通省は塩水遡上抑制に係る実

証試験や覆砂などの湖内対策に、県及び市町村は生活排

水対策などの流域対策に取り組んでいます。

　また、県は、流域対策をさらに促進することを目的と

して、平成27年10月に小川原湖流域の行政（県及び流域

市町村）、関係団体及び有識者などで構成する「小川原

湖流域水環境対策協議会」を設置し、平成29年１月に

は、流域の行政、事業者、住民等の各主体が実施してい

くべき取組の具体的な方向性を「小川原湖水環境改善行

動指針」として取りまとめました。

　令和元年度から２か年で実施した「小川原湖水質改善

緊急対策事業」では、小川原湖に接続する姉沼、内沼の

水質等に係る詳細な調査を行うとともに、小川原湖流域

における事業者及び住民等に対して水質保全に係る意識

啓発等を行いました。

　今後も同行動指針を広く周知し、水質改善に向けた各

主体の具体的な取組の促進を図っていくとともに、姉

沼、内沼の水質調査や生活排水対策に係る普及啓発等を

行うこととしています。

図２－３－８　十和田湖におけるＣＯＤ（75% 値）と透明度の経年変化
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図２－３－９　小川原湖におけるＣＯＤ（75％値）の経年変化

５　陸奥湾水質保全対策

　陸奥湾は、比較的清澄な状態にありますが、閉鎖性の

強い水域であるため、いったん汚濁が顕在化するとその

回復に多大な経費、時間を要し、また、完全な回復も難

しくなります（図２－３－10）。

　このため、県では、陸奥湾の良好な水質環境を将来に

わたって維持していくために、平成８年度から「むつ湾

アクアフレッシュ事業」を実施し、平成９年５月には、

総合的かつ長期的な展望に立った陸奥湾の環境保全の基

本指針となる「むつ湾アクアフレッシュ計画」を策定し

ました。

　また、「むつ湾アクアフレッシュ協議会」（県、関係

市町村及び関係団体等で構成）を設立し、生活排水対策

として下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽の設

置の推進、海岸防災林の造成、漁民の森づくり活動推進

事業及びエコ･クッキング発表会等の水質保全活動を実

施してきました。

　なお、同計画は平成17年度で終了し、陸奥湾の水質保

全施策については、平成18年度からは青森県環境計画な

どにより実施しています。
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図２－３－ 10　陸奥湾におけるＣＯＤ、全窒素及び全燐の経年変化
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陸奥湾の全燐の経年変化

環境基準：0.02mg/L以下

（年度）

資料：県環境政策課

資料：県環境政策課
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６　工業用水道保全対策

　県では、青森県八戸工業用水道（八戸市）を昭和41年

６月から運営をしています。

　青森県八戸工業用水道で供給している水は、じん芥、

土砂を除去した原水であり、水質については各事業所で

使用目的に応じ浄化処理を行い使用しています。

　除去した土砂は、土砂処理池で天日乾燥の上、土砂分

析（有害物質含有量試験及び溶出試験）を行い、安全性

を確認の上、再利用に努めています。

　なお、県営工業用水道給水状況は、表２－３－23のと

おりです。

７　農業用水保全対策

　農村地域では、農業用水路が生活雑排水の受け入れ先

となっていることから、水質汚濁解消と生活環境の向上を

図るため、汚水処理施設の整備が必要とされています。

　都市地域に比較して人口密度が低く、経済的に都市型

の下水道事業による整備が困難な農村地域では、集落の

形態に適した小規模集合処理方式の汚水処理システムを

整備する、農業集落排水事業を進めています。

８　漁場保全対策

　本県の日本海・津軽海峡・太平洋ではいか釣り、定置など 

の漁業が、陸奥湾ではホタテガイ養殖業が主に営まれてお

り、海面漁業・養殖業の生産量は全国第７位となっていま

す。また、小川原湖、十三湖等ではシジミ、ワカサギ、シラウ

オ等を対象とした漁業が営まれており、内水面漁業・養殖業

の生産量は全国第８位となっています（農林水産省「令和５

年漁業・養殖業生産統計」）。このように全国有数の水産物

の産地である本県の海面・内水面漁場の環境保全を図るた

め、県では昭和48年から「漁業公害調査指導事業」を実施

し、水質のモニタリングを行うとともに各漁業協同組合の協

力を得ながら漁場被害発生時における緊急処置体制を整備

しています。

　また、「陸奥湾漁場保全対策基礎調査事業」では、ホタテ

ガイ養殖漁場としての陸奥湾の持続的な環境保全のための

調査を行っています。

９　水質汚濁の現況

　本県では、県、青森市、八戸市、国土交通省が、主要公共用

水域において水質汚濁の状況を継続的に監視しています。

　令和６年度の水質調査の結果については、公共用水域

の水質は総合的に見て概ね良好な状況にあります。その

要因は主に、工場・事業場排水の規制及び処理施設の整

備、下水道の普及等によるものですが、一部の中小都市

河川や湖沼及び閉鎖性海域では水質の改善の停滞が見ら

れます。これは、生活排水が未処理のまま公共用水域に

放流されることなどが主な原因と考えられます。

　生活排水対策としては、下水道の整備を更に促進する

ほか、農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽の設置

等の各種生活排水処理施設の整備を進めることとしてい

ますが、下水道の整備には長い年月と莫大な費用を要す

るため、県民の水質保全意識の一層の高揚を図ることを

目的として、家庭でできる生活排水対策に関する講習会

の開催等、各種普及啓発事業を実施しています。今後と

も、行政と県民が一体となって取り組むことが必要です。

　水質汚濁防止法では、特に生活排水対策の実施を

推進することが必要な水域を生活排水対策重点地域

に指定して計画的な対策の推進を図ることとされてお

り、県は平成５年12月に新井田川河口水域に係る地域

（八戸市）を、平成９年１月に古間木川流域（三沢市）

をそれぞれ生活排水対策重点地域に指定しました。

　工場・事業場からの排水については、水質汚濁防止法

等による排水規制の強化及び立入検査による指導等によ

り水質が改善されてきています。

　また、地下水は身近にある貴重な水資源として広く利

用されていますが、揮発性有機化合物や硝酸性窒素によ

る汚染が全国的に問題となっており、県でもその状況の

把握に努めています。

表２－３－23　県営工業用水道給水状況

（令和７年３月31日現在）

名　　　称 給水地域
給水能力
（㎥/日）

給水事業者数
令和６年度給水実績

（㎥/日）

青森県八戸工業用水道 八戸臨海工業地帯 350,000 10 303,010

資料：県整備企画課
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10　公共用水域の水質等の現況

⑴　環境基準の達成状況等

　�　環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、人

の健康を保護するとともに、生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準として定められており、

水質保全対策を推進する上での目標となっています。

　�　「人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）」

では、カドミウム、全シアン等有害物質について環境基 

準が定められており、平成５年３月の改正でトリクロロ

エチレン等15物質が追加されたほか、鉛、砒素につい

て、より厳しい基準値への見直しや有機燐の項目の削

除が行われ、また、平成11年２月の改正では、ふっ素、

ほう素並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の３項目、

平成21年11月の改正では、1,4-ジオキサンが追加さ

れ、現在27項目について基準値が定められています。

　�　さらに、人の健康の保護に関連する物質ではあるも

のの、公共用水域等における検出状況等から見て、現時

点では直ちに健康項目とはせず、引き続き知見の集積に

努めるべきものとしてクロロホルム等27項目を「要監視

項目」とし、うち25項目に指針値が定められています。

　�　また、「生活環境の保全に関する環境基準（生活環

境項目）」は、河川、湖沼、海域ごとにその利用目的

に応じて水域類型が定められることとなっており、県

では、ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ（ＣＯＤ）等に関しては42

河川（56水域）、５湖沼（５水域）、８海域（28水

域）について、全窒素及び全燐に関しては１湖沼（１

水域）、１海域（１水域）について、類型指定を行

い、環境基準の維持・達成に努めています（資料編表

10及び表11）。また、令和４年４月の改正では、大腸

菌群数が大腸菌数に見直され、令和５年４月１日から

施行されています。

　�　国は平成15年以降、「水生生物の保全に係る環境基

準」の項目として、全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ（直

鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）を順次追加

しており、県では平成27年度から順次類型指定を行って

います。このほか、水道水源水域の水質保全を図るた

め、平成６年５月10日に施行された「特定水道利水障

害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関す

る特別措置法」の中で、特定項目として位置付けら

れているトリハロメタン生成能を測定しています。

　�　以上のことを踏まえて、県、青森市、八戸市、国

土交通省では、公共用水域の水質について環境基準の

達成状況を継続して調査しており、令和６年度は岩木

川、新井田川、十和田湖、陸奥湾等63河川、９湖沼、

８海域の総計196地点について監視を行いました。調査

河川等数及び測定項目数は資料編表15のとおりです。

　①　健康項目

　　�　カドミウム、全シアン等、人の健康の保護に関す

る環境基準（健康項目）について、46河川、７湖

沼、３海域において延べ1,538項目の調査を実施し

ました。その結果、蟹田川及び田名部川におけるほ

う素、正津川における砒素が環境基準非達成でし

た。その原因として、蟹田川及び田名部川において

は、感潮域であるため海水の流入によるもの、正津

川においては、砒素を含む温泉の湧出に由来する自

然要因によるものであると考えられます。各項目に

おける測定地点数は資料編表16のとおりです。

　②　生活環境項目

　　�　ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ（ＣＯＤ）等、生活環境の保

全に関する環境基準（生活環境項目）について、63

河川、９湖沼、８海域において延べ7,952項目の調

査を実施しました。

　　�　その結果、有機性汚濁の代表的指標であるＢＯＤ

（又はＣＯＤ）で見ると、環境基準の水域類型指定

が行われている89水域のうち81水域で環境基準を達

成しており、達成率は91％（河川95％、湖沼40％、

海域93％）で、近年は図２－３－11のとおり推移し

ています。

［資料：表２－３－24～表２－３－44県環境政策課］

図２－３－11　水質環境基準達成の推移
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　　ア　河　　　川

　　　�　県内の63河川において、ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、

ＳＳ、大腸菌数等の項目について延べ3,963項目

の調査を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの環境基準達成状況は表２－３－24のと

おりであり、類型指定している56水域のうち53水

域で環境基準を達成し、達成率は95％でした。

　　　�　全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳの水生生物

の保全に係る環境基準の達成状況は、表２－３－

25のとおりであり、類型指定している41水域全て

で３項目とも環境基準を達成し、達成率は100％

でした。

　　イ　湖　　　沼

　　　�　十和田湖、小川原湖及び浅瀬石川ダム貯水池等

において、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌数

等の項目について延べ2,235項目の調査を実施し

ました。

　　　�　ＣＯＤの環境基準達成状況は表２－３－26のと

おりであり、類型指定している５水域のうち２水

域で環境基準を達成し、達成率は40％でした。

　　　�　全亜鉛、ノニルフェノール、LASの水生生物の

保全に係る環境基準の達成状況は、表２－３－27

のとおりであり、類型指定している５水域全てで

水域環境基準を達成し、達成率は100％でした。

　　ウ　海　　　域

　　　�　陸奥湾など８海域において、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯ

Ｄ、ｎ-ヘキサン抽出物質、大腸菌数等の項目に

ついて延べ1,754項目の調査を実施しました。

　　　�　ＣＯＤの環境基準の達成状況は表２－３－28の

とおりであり、類型指定している28水域のうち26水

域で環境基準を達成し、達成率は93％でした。

　③　特殊項目

　　�　特殊項目については、銅、クロム等５項目につい

て延べ550項目の調査を実施しました。測定結果は

表２－３－29のとおりです。

　　�　なお、クロムは検出されませんでした。

表２－３－24　河川の環境基準達成状況（ＢＯＤ）

表２－３－25　�河川の環境基準達成状況（全亜鉛、ノニ

ルフェノール、ＬＡＳ）

表２－３－26　湖沼の環境基準達成状況（ＣＯＤ）

表２－３－27　�湖沼の環境基準達成状況（全亜鉛、ノニ

ルフェノール、ＬＡＳ）

表２－３－28　海域の環境基準達成状況（ＣＯＤ）

表２－３－29　特殊項目の調査結果（令和６年度）

（単位：㎎/L）

類　型

河　　　　川
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

AA 3 3 100 67
A 39 36 92 95
B 13 13 100 100
C 1 1 100 100

合計/平均 56 53 95 95

類　型

河　　　　川
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

生物特A 3 3 100 100 
生物A 35 35 100 100
生物Ｂ 3 3 100 100 

合計/平均 41 41 100 100

類　型

湖　　　　沼
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

AA 1 0 0 0
A 4 2 50 25

合計/平均 5 2 40 20

類　型

湖　　　　沼
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

生物A 5 5 100 100
合計/平均 5 5 100 100

類　型

海　　　　域
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

A 9 8 89 100
B 11 10 91 91
C 8 8 100 100

合計/平均 28 26 93 96

区分
項目

河　川 湖　沼 海　域

フェノール類
＜0.02
～0.02

＜0.02 ＜0.02

銅
＜0.005
～0.042

＜0.005
～＜0.02

＜0.005
～0.007

溶解性鉄 ＜0.1～2.1 ＜0.1～0.3 ＜0.1

溶解性マンガン
＜0.02
～0.32

＜0.02
～0.63

＜0.02

クロム ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
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　④　要監視項目

　　�　要監視項目については、イソキサチオン、クロロ

タロニル、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ、全マンガンの４

項目について延べ144項目の調査を実施しました。

測定結果は表２－３－30のとおりです。

　⑤　その他の項目

　　�　生活排水による都市河川の汚濁と関わりが深い塩

化物イオン、硫酸イオン、アンモニア性窒素、藻類

増殖の指標であるクロロフィル-a等について延べ

1,601項目の調査を実施しました。測定結果は表２

－３－31のとおりです。

　⑥　特定項目（トリハロメタン生成能）

　　�　特定項目(トリハロメタン生成能)については、県

内８水域11地点において、延べ44項目の調査を実施

しました。

　　�　測定結果（地点ごとの年間平均値）は表２－３－

32のとおりです。

表２－３－30　要監視項目の調査結果（令和６年度）

（単位：㎎/L）

表２－３－31　その他の項目等の調査結果（令和６年度）

区分
項目

河　川 湖　沼 海　域

イソキサチオン <0.0005 - -

クロロタロニル
<0.0002
～<0.0008

<0.0008

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ
<0.0000006

～
0.0000072

<0.0000006
～

0.000023
-

全マンガン - 0.46 -

区分
項目

河　川 湖　沼 海　域

塩化物イオン(mg/L) 7～12,000 15～17,000
4500～
21,000

硫酸イオン(mg/L) 7～18 - -

アンモニア性窒素(mg/L)
<0.02～
1.3

<0.005～11 -

リン酸性リン(mg/L)
<0.003～
0.055

<0.003～
1.2

-

クロロフィル-ａ(μg/L) 0.4～88 0.2～130 <0.2～64

表２－３－32　トリハロメタン生成能調査結果

（令和６年度）

水域名 測定地点名
トリハロメタン生成能

平均値（mg/L）

津 刈 川 鍋倉 0.084

山 田 川 新小戸六ダム 0.082

堤 川 下湯ダム下 0.028

横 内 川 水道取水口上流 0.028

奥 入 瀬 川 幸運橋 0.043

馬 淵 川
梅泉橋 0.032

名久井橋 0.033

岩 木 川
上岩木橋 0.043

乾橋 0.055

浅瀬石川ダム貯水池 ダムサイト 0.056

世 増 ダ ム 貯 水 池 ダムサイト 0.024
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⑵　水域別水質汚濁の現況

　①　河　　　川

　　ア　日本海岸水域河川

　　　�　笹内川、赤石川等６河川の６地点において調査

を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化は表２－３－33のとおりで、

当該水域には大きな汚濁発生源が存在しないこと

から、全般的に水質は良好で、類型指定されてい

る５水域全てで環境基準を達成しました。

　　イ　岩木川水域河川

　　　�　岩木川、平川、浅瀬石川等15河川36地点におい

て調査を実施しました。

　　　�　主要地点のＢＯＤ経年変化の状況は表２－３－

34のとおりで、類型指定されている10水域のうち

８水域で環境基準を達成しましたが、岩木川、山

田川では環境基準非達成でした。

表２－３－33　日本海岸水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

笹 内 川 ○ 笹 内 橋 Ａ 2 0.8 1.0 0.6 1.2 0.9

吾 妻 川 ○ 板 前 橋 Ａ 2 0.7 0.8 0.8 0.8 1.2

追 良 瀬 川 ○ 追 良 瀬 橋 Ａ 2 ＜0.5 0.9 ＜0.5 0.9 1.2

赤 石 川 ○ 基 橋 Ａ 2 0.6 1.6 0.9 0.9 0.9

中 村 川 ○ 中 村 橋 Ａ 2 0.8 1.2 ＜0.5 0.9 0.9

鳴 沢 川 鳴 沢 橋 - - 0.9 1.9 1.0 1.0 1.4

（注）○印：環境基準点

表２－３－34　岩木川水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

岩 木 川

○ 鷹 ノ 巣 橋 A 2 0.8 1.2 0.5 0.9 0.8
上 岩 木 橋 A 2 0.6 0.8 0.7 0.6 0.9
安 東 橋 A 2 0.7 0.7 0.6 0.5 0.8

○ 幡 龍 橋 A 2 1.7 1.7 1.3 1.8 1.9
鶴 寿 橋 A 2 1.9 2.2 2.3 2.3 2.6

○ 乾 橋 A 2 1.7 2.0 2.0 2.0 2.2
三 好 橋 A 2 1.9 1.5 1.5 1.8 1.7
神 田 橋 A 2 1.5 1.5 1.6 1.1 1.4

○ 津 軽 大 橋 B 3 1.7 1.5 1.3 2.5 1.9
十三湖大橋岩木川河口 B 3 1.0 1.6 1.3 1.5 1.2
十 三 湖 １ 中 央 B 3 1.6 1.5 1.1 1.5 2.8
十三湖2山田川河口 B 3 1.9 2.0 1.1 1.5 2.9
十三湖3鳥谷川河口 B 3 1.3 1.7 0.8 1.0 2.0

湯 ノ 沢 川 滝 野 沢 橋 － - ＜0.5 1.5 0.9 ＜0.5 ＜0.5
大 秋 川 ○ 国 吉 橋 A 2 0.5 1.1 0.6 0.8 0.5

平 川
○ 板 沢 橋 A 2 0.6 1.2 1.0 1.0 0.8

豊 平 橋 A 2 0.8 0.8 1.3 1.1 1.0
○ 平 川 橋 A 2 1.1 0.8 1.1 0.8 0.9

津 刈 川
鍋 倉 － - 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
二 の 渡 橋 － - 0.5 0.9 1.0 1.1 1.0

大 落 前 川 ○ 延 命 橋 A 2 0.8 0.6 ＜0.5 0.9 0.7

虹 貝 川
新 早 瀬 野 橋 A 2 1.0 1.0 0.7 1.1 0.8

○ 第 二 清 川 橋 A 2 0.8 1.1 1.0 0.9 1.0
土 淵 川 西 田 橋 － - 0.9 1.6 1.3 1.3 1.2

浅 瀬 石 川

○ 四 十 巻 橋 AA 1 0.8 0.7 ＜0.5 1.1 0.8
○ 中 島 橋 A 2 0.9 1.0 0.7 1.3 1.2
○ 千 年 橋 A 2 1.1 1.2 0.6 0.9 1.4
○ 朝 日 橋 A 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9

温 川 沢 温 川 橋 － - 0.6 1.1 ＜0.5 0.9 0.8
新 十 川 湊 　 橋 － - 2.2 1.8 1.6 1.7 4.3
旧 十 川 鳴 戸 橋 － - 2.0 1.8 3.5 1.9 4.2
飯 詰 川 ○ 飯 詰 ダ ム A 2 1.0 1.3 1.2 1.3 1.7
金 木 川 蒔 田 橋 － - 1.1 0.8 1.0 1.2 1.1

山 田 川
○ 新 小 戸 六 ダ ム A 2 0.6 0.9 1.3 3.1 1.7

田 光 沼 中 央 A 2 4.4 2.7 2.7 2.7 5.6
○ 車 力 橋 A 2 4.4 3.0 3.2 3.4 5.5

（注）○印：環境基準点
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表２－３－35　津軽半島北側水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

長 川 ○ 新 長 川 橋 A 2 0.7 0.6 ＜0.5 0.8 0.6

今 別 川 ○ あ す な ろ 橋 A 2 0.5 0.6 ＜0.5 0.7 0.8

（注）○印：環境基準点

表２－３－36　陸奥湾西側水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

蟹 田 川 ○ 蟹 田 橋 A 2 1.0 0.9 ＜0.5 0.6 0.9
高 石 川 ○ 高 石 股 橋 A 2 0.6 0.7 ＜0.5 0.7 0.6

新 城 川
戸 建 沢 橋 B 3 4.2 1.2 1.3 1.2 1.2

○ 新 井 田 橋 B 3 4.2 1.9 1.7 1.6 1.4

沖 館 川
○ 沖 館 橋 C 5 2.0 1.4 1.3 1.3 1.0

西 滝 川 滝 内 橋 C 5 2.2 1.6 1.8 1.5 1.2

堤 川
○ 下 湯 ダ ム 下 A 2 1.0 1.1 0.9 0.7 0.5
○ 荒 川 橋 A 2 ＜0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
○ 甲 田 橋 B 3 1.5 0.9 ＜0.5 1.0 0.6

横 内 川
○ 水 道 取 水 口 上 流 AA 1 1.1 0.6 0.5 0.6 ＜0.5
○ ね ぶ た の 里 入 口 A 2 1.1 0.6 0.7 0.6 0.6

駒 込 川
○ 駒 込 川 頭 首 工 A 2 0.5 0.6 0.8 0.7 0.5
○ 八 甲 橋 B 3 0.8 0.5 ＜0.5 1.0 0.6

野 内 川
○ 滝 沢 橋 A 2 0.6 ＜0.5 0.8 0.9 0.6
○ 野 内 橋 A 2 1.1 0.6 0.5 0.7 0.6

浅 虫 川 鉄 橋 下 － － 3.3 1.3 0.9 1.9 1.2

（注）○印：環境基準点

表２－３－37　陸奥湾東側水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

小 湊 川 ○ 雷 電 橋 A 2 0.7 1.0 0.6 1.1 0.8

野 辺 地 川
○ 清 水 目 橋 A 2 0.6 0.5 1.0 ＜0.5 0.7
○ 野 辺 地 橋 B 3 0.6 1.1 0.9 ＜0.5 0.6

田 名 部 川
○ 荷 橋 A 2 0.7 0.7 1.2 0.6 1.1

赤 坂 橋 B 3 0.8 0.9 1.8 1.3 1.8
○ 下 北 橋 B 3 1.7 1.6 2.0 1.5 1.4

新田名部川 む つ 大 橋 － － 0.9 1.8 2.5 2.5 1.5

小 荒 川
○ せ せ ら ぎ 橋 A 2 ＜0.5 0.6 0.6 ＜0.5 0.5
○ 小 荒 川 橋 B 3 1.3 1.6 1.9 1.0 1.7

宇 曽 利 川 ○ 宇 曽 利 川 橋 A 2 ＜0.5 0.6 0.8 0.5 0.7
永 下 川 ○ 永 下 橋 A 2 ＜0.5 0.7 0.6 ＜0.5 ＜0.5

川 内 川
湖 鏡 大 橋 A 2 0.6 ＜0.5 0.5 ＜0.5 0.7

○ 矢 櫃 大 橋 A 2 ＜0.5 0.6 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5
○ 川 内 橋 A 2 0.6 0.8 0.6 ＜0.5 0.7

葛 沢 川 葛 沢 橋 － － ＜0.5 0.6 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5
小 沢 川 国 道 下 － － 1.1 0.7 1.5 0.5 0.6
境 川 河 口 － － 1.6 1.8 1.1 0.7 1.6

（注）○印：環境基準点

　　ウ　津軽半島北側水域河川

　　　�　長川、今別川の２河川２地点において調査を実

施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－35のとお

りで、類型指定されている２水域とも環境基準を

達成しました。

　　エ　陸奥湾西側水域河川

　　　�　堤川、駒込川、野内川、蟹田川等９河川16地点

において調査を実施しました｡

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－36のとお

りで、類型指定されている11水域全てで環境基準

を達成しました。

　　オ　陸奥湾東側水域河川

　　　�　野辺地川、田名部川、川内川等11河川17地点に

おいて調査を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－37のとお

りで、類型指定されている11水域全てで環境基準

を達成しました。
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　　カ　下北半島西側水域河川

　　　�　古佐井川、奥戸川の２河川２地点において調査

を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－38のとお

りで、類型指定されている２水域とも環境基準を

達成しました。

　　キ　下北半島北側水域河川

　　　�　大畑川、正津川の２河川２地点において調査を

実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－39のとお

りで、類型指定されている大畑川は、環境基準を

達成しました。

　　ク　東通り水域河川

　　　�　七戸川、砂土路川等10河川15地点において調査

を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－40のとお

りで、類型指定されている５水域全てで環境基準

を達成しました。

表２－３－38　下北半島西側水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

古 佐 井 川 ○ 古 佐 井 橋 A 2 ＜0.5 0.6 0.7 ＜0.5 1.0

奥 戸 川 ○ 奥 戸 橋 A 2 ＜0.5 0.6 1.2 ＜0.5 1.1

（注）○印：環境基準点

表２－３－39　下北半島北側水域河川におけるBOD（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

大 畑 川 ○ 小 目 名 橋 A 2 ＜0.5 0.6 ＜0.5 0.5 1.3

正 津 川 正 津 川 橋 － － 0.5 1.4 0.8 0.7 0.5

（注）○印：環境基準点

表２－３－40　東通り水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

小 老 部 川 小 老 部 橋 － - 0.6 0.6 ＜0.5 ＜0.5 1.0

七 戸 川

大 浦 橋 A 2 0.8 1.3 0.9 2.1 0.8
○ 上 野 A 2 0.9 1.0 0.8 1.2 0.7

作 田 川 水 道 上 流 A 2 ＜0.5 0.5 ＜0.5 0.7 0.5
坪 川 立 石 沢 A 2 ＜0.5 ＜0.5 0.6 0.7 ＜0.5
　 〃 　 鉱 山 終 A 2 0.5 ＜0.5 0.6 0.5 ＜0.5
　 〃 　 天 間 ダ ム A 2 0.6 0.7 0.6 0.7 ＜0.5
　 〃 　 榎 林 橋 A 2 1.1 1.1 0.9 1.4 0.7
小坪川坪川流入前 A 2 0.5 ＜0.5 0.6 1.1 ＜0.5
赤 川 赤 川 橋 A 2 1.3 2.3 1.6 2.1 1.8

土 場 川 ○ 鳥 口 橋 A 2 0.7 0.5 0.5 2.2 0.7
砂 土 路 川 ○ 砂 土 路 橋 A 2 0.8 0.9 1.4 0.8 0.6
姉 沼 川 ○ 姉 沼 橋 B 3 1.1 1.4 1.3 0.8 0.6

古 間 木 川
古 間 木 陸 橋 下 B 3 2.5 2.1 2.5 2.2 2.9

○ 第 二 境 橋 B 3 1.5 1.5 2.1 2.1 1.6

（注）○印：環境基準点
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　　ケ　新井田川河口水域河川

　　　�　新井田川、馬淵川、奥入瀬川等６河川19地点に

おいて調査を実施しました｡

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－41のとお

りで、類型指定されている９水域のうち８水域で

環境基準を達成しましたが、新井田川では環境基

準非達成でした。

　②　湖　　　沼

　　�　十和田湖、小川原湖等９湖沼23地点において調査

を実施しました｡

　　�　主要地点のＣＯＤの経年変化は表２－３－42のと

おりで、類型指定されている５水域のうち３水域で

環境基準非達成でした。

　　�　また、世増ダム貯水池については、全窒素及び全

燐に係る環境基準の水域類型を指定していますが、

いずれも環境基準非達成でした。

　③　海　　　域

　　�　陸奥湾、八戸前面海域等８海域58地点において調

査を実施しました。

　　�　ＣＯＤの経年変化の状況は表２－３－43のとおり

で、類型指定されている28水域のうち26水域で環境

基準を達成しましたが、日本海岸地先海域及び河口

海域（甲）で環境基準非達成でした。

　　�　また、陸奥湾については、全窒素及び全燐の環境

基準の類型指定がなされており、その経年変化の状

況は表２－３－44のとおりであり、両項目とも環 

境基準を達成しました。

表２－３－41　新井田川河口水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

奥 入 瀬 川

○ 馬 門 橋 AA 1 0.5 0.7 0.5 0.7 0.8
○ 十 和 田 橋 A 2 0.6 ＜0.5 ＜0.5 0.7 ＜0.5

御 幸 橋 A 2 1.0 0.5 0.5 0.8 0.7
○ 幸 運 橋 A 2 1.4 1.0 1.4 1.0 1.1
○ 開 運 橋 B 3 1.0 1.0 1.4 1.0 1.0

五 戸 川
○ 戌 橋 A 2 0.8 0.7 0.7 1.2 0.6
○ 尻 引 橋 B 3 1.3 1.7 1.2 1.8 2.3

馬 淵 川

梅 泉 橋 A 2 1.0 0.9 0.5 0.7 0.7
○ 名 久 井 橋 A 2 1.3 0.8 0.8 1.1 0.8
○ 櫛 引 橋 A 2 0.8 0.8 1.0 0.8 1.0
○ 尻 内 橋 B 3 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0

大 橋 B 3 0.8 0.9 0.7 1.0 1.2
熊 原 川 留 ヶ 崎 橋 － - 0.9 0.7 0.5 0.9 0.8
浅 水 川 な か の 橋 － - 1.7 2.3 2.1 2.2 3.5

新 井 田 川

鷹 ノ 巣 橋 A 2 1.5 2.3 1.3 1.6 1.4
○ 長 館 橋 A 2 1.3 1.9 1.2 1.8 2.4

新 井 田 橋 B 3 1.1 1.6 1.1 1.6 1.3
○ 塩 入 橋 B 3 1.3 1.5 0.8 1.8 2.0
○ 湊 橋 B 3 1.2 1.7 1.2 2.0 2.3

（注）○印：環境基準点

表２－３－42　湖沼におけるＣＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

市 柳 沼 中央（St.２）　　 － - 12 19 28 24 13
田 面 木 沼 中央（St.３）　　 － - 10 11 12 15 14

小 川 原 湖

○ 姉 沼 川 前 面 C A 3 3.8 5.3 6.4 11 13
○ 中 央 G A 3 14 24 35 27 32
○ 総 合 観 測 所 H A 3 4.1 11 19 16 24

姉 沼 （ 中 央 ） A 3 6.2 11 9.2 10 16
内 沼 （ 中 央 ） A 3 10 10 14 9.9 9.7

十 和 田 湖
○ 中 央 （ S t . ５ ） AA 1 1.4 1.8 1.7 1.7 1.4
○ 子ノ口前面（St.９） AA 1 1.4 1.7 1.7 1.7 1.6

浅瀬石川ダム貯水池 ○ ダ ム サ イ ト A 3 2.6 3.2 3.3 3.8 2.6
世増ダム貯水池 ○ ダ ム サ イ ト A 3 3.3 2.6 3.1 3.3 3.1
津軽ダム貯水池 ○ ダ ム サ イ ト A 3 ― ― 5.4 2.8 2.4

（注）○印：環境基準点
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表２－３－43　海域におけるＣＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準
類　　型

基準値
年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

日 本 海 岸
地 先 海 域

○ 深 浦 港 中 央 B 3 1.6 1.5 1.6 1.7 2.0

○ 屏 風 岩 １ ㎞ 沖 A 2 1.5 1.2 1.2 1.3 1.3

○ 十 三 湖 １ ㎞ 沖 A 2 1.9 2.3 2.1 1.8 2.7

○ 鯵 ヶ 沢 １ ㎞ 沖 A 2 1.5 1.2 1.3 1.4 1.6

○ 追 良 瀬 １ ㎞ 沖 A 2 1.5 1.4 1.3 1.1 1.5

○ 岩 崎 １ ㎞ 沖 A 2 1.4 1.4 1.4 1.2 2.0

津 軽 半 島
北 側 海 域

○ 袰 月 １ ㎞ 沖 A 2 1.3 1.2 0.9 1.1 1.4

○ 今 別 １ ㎞ 沖 A 2 1.4 1.3 1.1 1.2 1.3

陸 奥 湾

○ 青森港（西）�（St.1） C 8 2.1 1.8 1.6 1.6 1.3

○ 青森港（東）�（St.2） C 8 1.9 1.8 1.5 1.6 1.1

○ 堤川１㎞沖�（St.3） B 3 2.2 2.2 1.5 1.6 1.3

○ 青森湾中央�（St.4） A 2 1.5 1.4 1.1 1.3 1.4

○ 蟹田沖�（St.5） A 2 1.4 1.3 1.1 1.3 1.4

○ 平舘沖�（St.5） A 2 1.4 1.1 0.9 1.3 1.6

○ 小湊港中央�（St.7） B 3 2.0 1.7 1.2 1.7 2.0

○ 野辺地港中央�（St.10） B 3 1.7 1.5 1.0 1.5 2.0

○
大湊港�（St.15）
（田名部川河口）

C 8 2.0 1.9 1.5 1.5 2.1

○ 大湊港�（芦崎）（St.14） B 3 2.0 1.9 1.8 1.8 2.2

○ 川内港中央�（St.9） B 3 2.0 1.6 1.2 1.5 2.1

○ 陸奥湾中央�（St.8） A 2 1.4 1.2 1.0 1.2 1.6

○ 野辺地湾中央�（St.11） A 2 1.5 1.2 1.0 1.5 1.6

○ 横浜沖�（St.12） A 2 1.6 1.2 1.2 1.3 1.5

○ 大湊湾中央�（St.13） A 2 1.6 1.4 1.2 1.3 1.7

下 北 半 島
西 側 海 域

○ 大 間 港 中 央 B 3 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1

○ 大 間 １ ㎞ 沖 A 2 1.0 1.0 1.0 0.9 1.2

○ 福 浦 １ ㎞ 沖 A 2 1.2 1.0 1.4 1.1 1.1

下 北 半 島
北 側 海 域

○ 尻 屋 岬 港 中 央 B 3 1.0 1.2 1.0 1.1 1.1

○ 尻 屋 １ ㎞ 沖 A 2 0.7 1.1 1.0 0.9 1.1

○ 大 畑 １ ㎞ 沖 A 2 1.0 1.2 1.4 0.8 1.1

○ 易 国 間 １ ㎞ 沖 A 2 0.9 1.0 1.1 0.8 1.1

東 通 り 海 域

○ Ｄ ― ２ A 2 1.0 0.9 1.0 0.9 1.3

二 川 目 １ ㎞ 沖 A 2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.5

○ 四 川 目 １ ㎞ 沖 A 2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.4

○ 砂 ケ 森 １ ㎞ 沖 A 2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1

Ｆ － １ A 2 1.0 0.9 1.0 1.5 1.4

○ 白 糠 １ ㎞ 沖 A 2 1.1 1.1 1.2 1.0 1.2

○ 小 田 野 沢 １ ㎞ 沖 A 2 1.0 1.2 1.1 1.1 1.2

むつ小川原港（１） C 8 6.7 7.7 8.0 7.5 8.6 

○ むつ小川原港（１） C 8 1.4 1.2 1.5 1.0 1.7 

○ むつ小川原港（２） C 8 3.7 3.3 2.9 3.2 4.0 

○ むつ小川原港(３)(Ｃ－1.5) B 3 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 

○ むつ小川原港(３)(Ｄ－0.5) B 3 1.0 1.0 1.0 1.5 1.4 

八戸前面海域

○ 第一工業港･１�(St.１) C 8 2.6 2.8 3.4 5.2 3.5

○ 第一工業港･２�(St.２) C 8 3.1 3.8 5.9 6.7 3.5

○ 第二工業港･１�(St.８) C 8 2.2 1.8 2.4 2.5 3.0

○ 第二工業港･２�(St.７) C 8 2.2 2.2 2.5 2.9 2.9

○ 第三工業港� (St.６) C 8 2.1 2.4 2.0 2.7 2.3

○ 海域(甲)・１�(St.３) B 3 2.9 2.4 3.0 5.1 3.3

○ 海域(甲)・２�(St.５) B 3 2.7 2.4 2.7 3.7 3.0

○ 海域(甲)・３�(St.４) B 3 2.5 2.4 2.3 3.2 2.9

海域(甲)・４�(St.15) B 3 2.7 2.5 2.9 3.9 2.9

○ 海域(乙)・１�(St.13) B 3 1.3 2.1 2.6 2.3 2.2

○ 海域(乙)・２�(St.９) B 3 1.6 1.8 3.6 2.2 2.6

○ 海域(乙)・３�(St.10) B 3 1.8 1.7 2.2 1.9 2.0

○ 海域(丙)・１�(St.12) A 2 0.8 1.5 1.8 2.0 1.5

○ 海域(丙)・２�(St.11) A 2 1.6 1.8 1.8 2.0 1.9

南 浜 海 域
○ 小 舟 渡 平 １ ㎞ 沖 A 2 0.6 0.9 1.3 1.8 1.2 

○ 種 差 １ ㎞ 沖 A 2 0.7 0.6 1.6 1.7 1.8 

（注）○印：環境基準点
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⑶　地下水質の現況

　�　トリクロロエチレン等の有害物質による地下水質の

汚染の状況を監視するため、平成元年度から測定計画

を定めて水質調査を実施しています。

　�　令和６年度は、県、青森市、八戸市が、３市８町１

村の19本の井戸について概況調査を、２市３町の19本

の井戸について汚染井戸周辺地区調査を、10市13町２

村の103本の井戸について継続監視調査を実施しまし

た（資料編表18）。

　①　概況調査

　　�　19本の井戸について調査を実施したところ、１本

の井戸から環境基準値を超えるふっ素及びほう素が

検出されました。

　②　汚染井戸周辺地区調査

　　�　砒素について、青森市浪岡杉沢・浪岡五本松地区

の２本、むつ市川内町の２本、藤崎町福館地区の２

本、鶴田町廻堰地区の６本、東北町横志多・鶴ケ

崎・大久保地区の７本の計19本の井戸を調査したと

ころ、10本の井戸で検出されましたが、環境基準値

を下回っていました。

　③　継続監視調査

　　ア　鉛

　　　�　八戸市根城地区の２本、平内町清水川地区の２

本、蓬田村郷沢地区の１本、深浦町驫木・追良瀬

地区の３本、大鰐町宿川原地区の１本、南部町下

名久井地区の１本の計10本の井戸を調査したとこ

ろ、４本の井戸で検出されましたが環境基準値を

下回っていました。

　　イ　砒素

　　　�　青森市野内・新町・牛館・問屋町・新町野・浪

岡徳才子・浪岡北中野地区の８本、八戸市田面木

地区の１本、黒石市下山形地区の３本、三沢市三

沢地区の１本、むつ市田名部・本町・柳町地区の

４本、蓬田村郷沢地区の２本、藤崎町榊・水木・

増館地区の６本、田舎館村畑中地区の１本、板柳

町辻地区の１本、野辺地町中屋敷・久田地区の３

本、五戸町川原町・扇田地区の４本、南部町小向

地区の３本の計37本の井戸を調査したところ、36

本の井戸で検出され、うち９本の井戸で環境基準

値を超えていました。

　　ウ　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

　　　�　八戸市市川町・鮫町・妙・上野・櫛引・八幡・

豊崎町・内丸・湊町・新井田地区の17本、十和田

市大沢田地区の３本、三沢市桜町地区の１本、平

川市金屋地区の１本、野辺地町浜掛地区の１本、

六戸町折茂地区の５本、東北町乙部地区の１本、

おいらせ町豊原地区の１本、五戸町天満後・上市

川・鍜冶屋窪地区の４本、田子町田子地区の１

本、南部町下名久井地区の１本の計36本の井戸を

調査したところ、全ての井戸で検出され、うち12

本の井戸で環境基準値を超えていました。

　　エ　ふっ素

　　　�　弘前市五代・神田地区の２本、八戸市石堂地区

の１本、五所川原市一ツ谷・鎌谷町・錦町・大町

地区の５本、つがる市木造千代町・木造曙・木造

清水・木造森山・柏桑野木田地区の５本、藤崎町

藤崎地区の２本、大鰐町長峰地区の１本、東北町

上北南地区の１本、大間町大間地区の１本の計18

本の井戸を調査したところ、全ての井戸で検出さ

れ、うち15本の井戸で環境基準値を超えていまし

た。

　　オ　ほう素

　　　�　八戸市築港街・田面木地区の２本、五所川原市

中平井町・大町・一ツ谷地区の４本の計６本の井

戸を調査したところ、全ての井戸で検出され、う

ち２本の井戸で環境基準値を超えていました。

表２－３－44　陸奥湾における全窒素及び全燐の経年変化

（単位：㎎/L）

項　目 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

全 窒 素 湾内15環境基準点 Ⅰ 0.2 0.14 0.15 0.13 0.14 0.15

全 燐 湾内15環境基準点 Ⅰ 0.02 0.012 0.017 0.009 0.009 0.011

（注）全ての基準点の平均値により評価する。
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⑷　水浴場の水質の現況

　�　水浴場の水質保全対策の一環として、令和６年度

は、年間の遊泳人口が概ね１万人以上（湖水浴場は概

ね５千人以上）又は市町村が利用実態に基づき調査が

必要と認めた20水浴場（県実施16水浴場、青森市実施

２水浴場、八戸市実施２水浴場）について水質調査を

実施し、各水浴場とも『適』又は『可』と判定されま

した（資料編表21及び表22）。

　�　また、一部水浴場を対象に、病原性大腸菌Ｏ157の

調査を実施した結果、いずれの水浴場においても検出

されませんでした。

　�　環境省は、平成10年３月に水質が良好で快適な水浴

場が広く普及することを目的に、「日本の水浴場55

選」という顕彰制度を設け、全国の水浴場の中から

「水質・自然環境・景観」、「コミュニティ・クリー

ン」、「安全性」、「利便性」等の基準に照らして、

特に優れた55水浴場を選定しました。本県からは、深

浦町の「千畳敷」が選定されました。

　�　同様に、平成13年３月には、平成13年選定「日本の

水浴場88選」として深浦町の「岡崎海岸」が選定され

ました。

　�　また、平成18年５月には、「美しい」、「清ら

か」、「安らげる」、「優しい」、「豊か」という新

たな評価軸に基づき、人々が水に直接触れることがで

きる個性ある水辺を選定した「快水浴場百選」に「八

戸市白浜海水浴場」が選ばれました（資料編表23）。



76

第３章　安全・安心な生活環境の保全

11　水質汚濁防止対策

⑴　環境基準の水域類型指定

　�　県内の主要公共用水域については、昭和46年５月に

新井田川河口水域について公害対策基本法第９条に基

づく環境基準の水域類型指定をして以来、順次、類

型指定を行ってきました。令和６年３月31日現在、 

ｐＨ、ＢＯＤ（ＣＯＤ）等については42河川、５湖

沼、８海域で、全窒素・全燐については１湖沼、１海

域で、全亜鉛・ノニルフェノール・ＬＡＳについては

41河川、５湖沼で、それぞれ類型指定しています（資

料編表11）。

⑵　規制指導

　①　上乗せ排水基準

　　�　新井田川河口水域（新井田川、馬淵川、五戸川、

相坂川（奥入瀬川）、十和田湖、八戸前面海域）に

ついては、新井田川下流部を中心に汚濁の程度が著

しく、総理府令で定める排水基準では水質汚濁防止

上不十分と考えられるため、昭和48年３月に水質汚

濁防止法第３条第３項の規定に基づく「上乗せ条

例」を制定しました。

　　�　また、昭和52年１月には、水産食料品製造業など

汚濁寄与率の高い業種について排水基準を強化しま

した。

　②　排出水の監視

　　�　県、青森市及び八戸市は、水質汚濁防止法に基づ

く特定事業場及び青森県公害防止条例に基づく汚水

関係工場等からの排出水について、監視を行ってい

ます。

　　�　令和７年３月31日現在の水質汚濁防止法に基づく

特定事業場は4,559事業場（うち青森市539事業場、

八戸市331事業場）で、このうち、排水規制の対象

となる日平均排水量が50㎥以上の事業場及び有害

物質を含有する可能性のある水を排出する事業場

は、 461事業場（うち青森市80事業場、八戸市65事

業場）となっています。

　　�　また、青森県公害防止条例に基づく汚水関係工場

等は31事業場（うち青森市６事業場、八戸市９事業

場）で、このうち、排水規制の対象となる日平均排

水量が50㎥以上の事業場及び有害物質を含有する可

能性のある水を排出する事業場は、16事業場（うち

青森市３事業場、八戸市５事業場）となっています

（資料編表25）。

　　�　また、令和６年度における届出書の受理件数は、

水質汚濁防止法に基づくものが199件（うち青森市 

21件、八戸市28件）、青森県公害防止条例に基づく

ものが12件でした（資料編表26）。

　　�　特定事業場に対しては、延べ302件（うち青森市

31件、八戸市91件）の立入検査を行いました。その

うち、排出水の適合状況を監視したところ、10事業

場（うち青森市５事業場、八戸市１事業場）が排水

基準に不適合でした（資料編表27）。

　　�　排水基準不適合事業場は、水産食料品製造業及び

し尿処理施設に多く、不適合の原因は汚水処理施設

の維持管理が不十分だったものが大部分となってい

ます。

　　�　これらの不適合事業場に対しては、常時排水基準

を遵守するよう改善指導を行い、原因究明及び改善

対策について報告させ、対策実施後の改善を確認し

ました。

⑶　公共用水域の水質監視

　�　県内の公共用水域の水質汚濁の状況を把握するた

め、水質汚濁防止法第16条の規定に基づいて、毎年度

水質測定計画を作成し、この計画により河川、湖沼、

海域の水質の常時監視を実施しています。

　�　令和６年度は、岩木川、新井田川、十和田湖、陸奥

湾等の河川、湖沼、海域の総計196地点において、水

質、底質及び河川流量等の調査を実施しました。

　�　調査対象水域は、これまでと同様、上水道、かんが

い、水産業などの利水上重要な水域、むつ小川原開発

関連水域、休廃止鉱山関連水域及び都市汚濁型河川を

主体に選定し、監視を継続実施しました。

⑷　地下水の水質監視

　�　地下水の水質汚濁の状況を把握するため、「地下水

質測定計画」に基づき、県内全域を対象に地下水質の

常時監視を実施しています。

　�　令和６年度は、141本の井戸（概況調査19本、汚染

井戸周辺地区調査19本、継続監視調査103本）につい

て実施しており、地下水質のほか井戸の形態、使用目

的、深度等を調査しました。
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⑸　生活排水対策

　①　生活排水対策重点地域指定

　　�　平成５年12月15日に八戸市の新井田川河口水域を

水質汚濁防止法に基づく「生活排水対策重点地域」

に指定し、八戸市新井田川河口水域生活排水対策推

進計画の策定に対し、平成６年度に国1/3、県1/3の

補助を行いました（表２－３－45）。

　　�　また、平成９年１月29日には、三沢市の古間木川

流域についても「生活排水対策重点地域」に指定

し、平成９年度に同様の補助を行いました（表２－

３－46）。今後も、生活排水による汚濁が著しい水

域については、関係市町村の意向を踏まえ生活排水

対策重点地域の指定を行っていきます。

　②　生活排水対策県民啓発事業

　　�　生活排水対策として、啓発用チラシ「Let’s 生活

排水対策」を関係機関等へ配布しています。

　　�　また、令和６年度は、県内３か所において住民等

を対象に生活排水対策講習会を実施しました。

　　�　今後も、講習会の開催やチラシの配布等により対

策の推進を図ります。

重点地域
名 称

新井田川河口水域生活排水対策重点地域

指 定
年 月 日

平成５年12月15日

重点地域
の 範 囲

八戸市の区域のうち次の図に表示した地域（下水
道法第２条第８号に規定する処理区域を除く）

指定理由

・�河口部の海域が環境基準非達成であり、流入水
路の汚濁が著しい｡

・�生活系排水が最大の汚濁源である｡
・�当面、下水道の整備が見込めない区域が多い｡
・�各種プロジェクト事業の推進に伴う人口増により、
新井田川が環境基準非達成となるおそれがある｡

・�主要な観光地、公園等の整備が進められてい
る。

・�鮭のふ化放流事業が最も盛んな水域である｡

重点地域図

資料：県環境政策課

表２－３－45　�新井田川河口水域生活排水対策重点地

域の概要

重点地域
名 称

古間木川流域生活排水対策重点地域

指 定
年 月 日

平成９年１月29日

重点地域
の 範 囲

三沢市の区域のうち次の図に表示した地域

指定理由

・�市民の親水的な空間を持つ公共用水域であり、
極めて水質の汚濁が著しい｡

・�人口の増加が見込まれ、今後生活系負荷量が増
加し、さらに水質の汚濁が進行するおそれがあ
る｡

・極めて有機性汚濁の著しい水域である｡
・生活系負荷量が最大の汚濁源となっている｡
・当面、公共下水道の整備が見込まれない｡
・�他の公共用水域に対し、影響を与えるおそれが
ある｡

重点地域図

資料：県環境政策課

表２－３－46　�古間木川流域生活排水対策重点地域の

概要
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⑹　ゴルフ場対策

　�　「青森県ゴルフ場における農薬の適正使用等に関す

る要綱」に基づき、ゴルフ場事業者は農薬使用管理責

任者を選任するとともに、排出水中の測定結果、農薬

の使用実績や翌年度の農薬使用計画等を県に報告する

ことになっています。

　�　また、県は、必要があるときはゴルフ場に立ち入

り、排水等の調査を行います。

　�　なお、要綱で定める規模に該当するゴルフ場の位置

図及び関連河川は、図２－３－12のとおりです。

12　下水道等の整備

　下水道は、健康的で快適な生活環境の確保と公共用水

域の水質保全を図るために必要な基盤施設となっていま

す。令和６年度において県内では、32市町村（10市17町

５村）で公共下水道事業が実施され、また、県が行う下

水道事業として、岩木川・馬淵川流域下水道事業及び十

和田湖特定環境保全公共下水道事業を実施しています。

　さらに、住民の下水道に対する要望が多いことから、

県では町村に対し、平成４年度から「町村下水道事業緊

急整備促進費県補助」制度を実施、平成８年度からは

「町村下水道緊急対策事業費補助」制度に改定し県費補

助することにより、町村下水道事業の普及促進を図って

います。

　農村地域においては、農業用水の水質保全及び農村の

生活環境の改善を図り、併せて、公共用水域の水質保全

に寄与するため、令和６年度末で、26市町村（９市13町

４村）で150地区の農業集落排水事業（うち過疎地域の

旧４村、８地区が県営事業）を実施しており、123処理

区で供用されています。今後とも、農村地域の汚水処理

整備水準の向上を図るため、施設の新設や更新を着実に

推進することとしています。

　また、漁村地域においては、漁業用排水の適正処理

と、その背後集落における生活環境の改善を図り、併せ

て、公共用水域の水質保全に寄与するため、これまで８

市町村（２市４町２村）で19地区の漁業集落排水施設を

整備しており、現在すべてで供用を開始しています。

　このほか、下水道等が整備されない地域の生活雑排水

対策を目的として、市町村が実施する浄化槽設置整備事

業に対する補助を実施しており、令和６年度は24市町村

で280基を整備しています。

図２－３－12　ゴルフ場の位置図及び関連河川

No. ゴルフ場名 市町村

① 津軽カントリークラブ百沢コース 弘前市

② びわの平ゴルフ倶楽部 平川市

③ 津軽高原ゴルフ場 平川市

④ 青森ロイヤルゴルフクラブ 大鰐町

⑤ 青森カントリー倶楽部 青森市

⑥ 夏泊ゴルフリンクス 平内町

⑦ 十和田湖高原ゴルフクラブ 十和田市

⑧ 十和田国際カントリークラブ 六戸町

⑨ 八戸ゴルフ倶楽部 八戸市

⑩ 八戸カントリークラブ 階上町

⑪ 東奥カントリークラブ 青森市

⑫ 青森スプリング・ゴルフクラブ 鰺ヶ沢町

⑬ みちのく国際ゴルフ倶楽部 十和田市

資料：県環境政策課� 令和７年３月31日現在
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13　下水道対策

　本県の下水道における総人口当たりの普及率は令和６

年度末で64.2％で、全国の普及率81.8％を下回っている

状況が続いています。

　公共下水道については、40市町村のうち、令和６年度

で、32市町村（10市17町５村）が事業を実施しています。

　このほか県事業として、昭和55年より湖沼等の自然環

境の保全を目的とした十和田湖特定環境保全公共下水道

事業を実施し、平成３年４月１日に供用開始しています。

　また、「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき、平

成５年度の新郷村をはじめとして、五所川原市（旧市浦

村）、十和田市（旧十和田湖町）、むつ市（旧脇野沢

村、旧川内町）、つがる市（旧車力村）、平川市（旧

碇ヶ関村）、外ヶ浜町（旧平舘村、旧三厩村）、深浦町

（旧岩崎村）、佐井村の９市町村11処理区において県代

行事業により特定環境保全公共下水道事業を実施（平成

19年度で全処理区で供用開始し、平成20年度で県代行事

業を完了）し、過疎地域を支援しています。

　流域下水道については、昭和54年度に弘前市ほか５市

町村（黒石市、藤崎町、旧尾上町、旧平賀町、田舎館

村）を対象に岩木川流域下水道事業に着手し、平成２年

度には５町村（旧浪岡町、旧岩木町、大鰐町、旧常盤

村、板柳町）を追加し、市町村合併を経て、現在、対象

８市町村（青森市、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、

大鰐町、田舎館村、板柳町）すべてで供用を開始してい

るほか、馬淵川流域下水道は、昭和56年度に４市町（八

戸市、旧百石町、旧下田町、六戸町）で事業着手し、平

成７年度には五戸町を追加し、市町村合併を経て、現在

４市町（八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町）すべて

で供用を開始しています。

　また、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質環境基

準を達成維持するために下水道整備を最も効果的に実施

するための基本計画である流域別下水道整備総合計画に

ついては、岩木川水域、新井田川河口水域、陸奥湾水域

及び高瀬川水域の４水域について計画を策定し、順次見

直しを行ってきています。

　更に、平成９年度には、各種汚水処理施設の整備を効

率的、効果的に推進するため各事業ごとの整備区域、手

法、スケジュール等をまとめた青森県汚水処理施設整備

構想を策定しており、平成15年度、平成23年度、平成28

年度及び令和５年度には、社会情勢の変化等に対応して

本構想の見直しを行いました。

⑴　公共下水道の整備

　�　令和７年３月31日現在で公共下水道事業及び特定環

境保全公共下水道事業を実施しているのは、10市17町

５村であり、その概要は表２－３－47のとおりです。

⑵　流域下水道の整備

　�　流域下水道は、水域内の総合的な水質汚濁防止対策

を策定する流域別下水道整備総合計画を上位計画と

し、２市町村以上を対象とした終末処理場を持つ下水

道システムです。

　�　県が事業主体となって、終末処理場、幹線管渠及び

ポンプ場を整備し、それに接続する部分については関

連公共下水道として市町村が事業主体となります。

　①　岩木川流域下水道の整備

　　�　流域の生活環境の改善を図り、水域の水質を保全

するため、弘前市周辺の４市３町１村を対象に事業

を行うものです。

　　�　全体計画は約1,050億円（処理場約662億円、管渠

とポンプ場約388億円）の事業費を投入して昭和54

年度から令和17年度までに190,480人の汚水処理を

行うこととしています。第１期は終末処理場の建設

とこれに見合う管渠の敷設を完了し、昭和62年４月

より処理を開始しました。計画処理水量は、97,700

㎥/日最大となっています。（表２－３－48）。
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　②　馬淵川流域下水道の整備

　　�　新井田川河口水域流域別下水道整備総合計画区域

内で、下水道の整備が急がれる八戸市（西部）、六

戸町、おいらせ町、五戸町の１市３町を対象に事業

を行うものです。全体計画は510億円（処理場約262

億円、管渠とポンプ場約248億円）の事業費を投入

して昭和56年度から事業に着手し、令和17年度まで

に59,200人の汚水処理を行うこととしています。

　　�　第１期は終末処理場の建設とこれに見合う管渠の

敷設を完了し、平成３年４月より処理を開始しまし

た。計画処理水量は、23,547㎥/日最大となってい

ます。（表２－３－49）。

表２－３－47　公共下水道事業の計画と現況

（令和７年３月31日現在）

表２－３－48　岩木川流域下水道事業の概要

対象市町村
青森市、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、
大鰐町、田舎館村、板柳町

事業区分 全体計画 事業計画

事業年度 昭和54～令和17年度 昭和54～令和7年度

計画処理面積 7,711ha 7,409ha

計画処理人口 190,480人 214,070人

計画処理水量 日最大89,200㎥/日 日最大97,700㎥/日

資料：県都市計画課

表２－３－49　馬淵川流域下水道事業の概要

対象市町村 八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町

事業区分 全体計画 事業計画

事業年度 昭和56～令和17年度 昭和56～令和13年度

計画処理面積 3,171ha 2,686ha

計画処理人口 59,200人 60,400人

計画処理水量 日最大26,283㎥/日 日最大23,547㎥/日

資料：県都市計画課

都　市　名

行政人口
(住基台帳)
(千人)

着工年度

全体計画 整備状況

供用開始
年度

備　　考処理面積 処理人口 整備面積 処理人口 普及率

R7.3.31 (ha) (千人) (ha) (千人) (％)

青 森 市 261.2 Ｓ27 6,526.7 211.9 4,455.5 214.2 82.0% Ｓ48.4 （公共・岩木川流域関連公共）

弘 前 市 158.0 Ｓ37 4,375.4 122.6 3,641.7 136.2 86.2% Ｓ48.6 （岩木川流域関連公共・特環）

八 戸 市 213.7 Ｓ31 4,972.6 161.0 4,000.4 151.3 70.8% Ｓ53.9 （公共・馬淵川流域関連公共）

黒 石 市 30.2 Ｓ55 705.0 16.5 623.0 17.7 58.4% Ｈ元.4 （岩木川流域関連公共）

五所川原市 49.5 Ｓ49 802.0 21.0 608.0 18.6 37.6% Ｓ59.4 （公共・特環）

十 和 田 市 57.0 Ｓ48 1,978.2 40.8 1,766.2 42.3 74.2% Ｓ55.8 （公共・特環・特環（県事業))

三 沢 市 36.9 Ｓ63 1,822.0 35.3 957.0 28.6 77.5% Ｈ 7.10 （公共）

む つ 市 51.0 Ｈ 6 1,739.0 31.1 556.1 11.5 22.5% Ｈ12.10 （公共・特環）

つ が る 市 28.5 Ｈ 3 505.8 10.2 458.1 8.8 30.9% Ｈ10.4 （公共・特環）

平 川 市 29.2 Ｓ57 982.7 17.7 917.3 23.5 80.4% Ｈ 2.10 （岩木川流域関連公共・特環）

平 内 町 9.7 Ｈ10 199.0 2.6 199.0 4.2 43.6% Ｈ18.4 （公共）

外 ヶ 浜 町 4.9 Ｈ 6 166.1 2.1 166.1 2.2 44.5% Ｈ17.4 （公共・特環）

鯵 ヶ 沢 町 8.4 Ｈ 7 158.0 1.7 153.4 2.8 33.6% Ｈ14.4 （公共）

深 浦 町 6.7 Ｈ10 56.7 0.8 56.7 0.8 11.6% Ｈ15.4 （特環）

藤 崎 町 14.2 Ｓ55 289.0 6.1 275.0 6.8 48.1% Ｓ62.4 （岩木川流域関連公共）

大 鰐 町 8.2 Ｈ 4 192.9 3.6 190.9 4.8 58.3% Ｈ11.4 （岩木川流域関連公共）

田 舎 館 村 7.2 Ｓ56 311.0 5.3 278.6 6.3 88.0% Ｓ63.4 （岩木川流域関連公共）

板 柳 町 12.1 Ｈ 2 428.0 6.2 378.4 7.6 62.9% Ｈ 9.4 （岩木川流域関連公共）

鶴 田 町 11.4 Ｈ 4 290.0 7.4 271.5 6.0 52.7% Ｈ11.4 （公共）

七 戸 町 13.9 Ｈ 7 386.2 3.4 386.2 4.9 35.5% Ｈ14.4 （公共・特環）

六 戸 町 10.5 Ｓ62 436.1 6.2 436.1 6.4 60.7% Ｈ 6.4 （馬淵川流域関連公共）

東 北 町 15.9 Ｈ 8 503.0 7.5 418.3 7.8 49.3% Ｈ14.3 （公共）

六 ヶ 所 村 9.6 Ｈ 8 621.2 10.1 498.7 8.4 87.2% Ｈ14.4 （公共・特環）

おいらせ町 25.0 Ｓ61 636.0 12.3 615.4 13.6 54.2% Ｈ 4.4 （馬淵川流域関連公共）

大 間 町 4.6 Ｈ 8 123.7 2.0 107.0 2.8 60.4% Ｈ16.4 （特環）

東 通 村 5.5 Ｈ10 75.3 0.9 75.3 0.7 11.9% Ｈ14.10 （特環）

佐 井 村 1.6 Ｈ10 36.0 1.3 36.0 1.0 61.5% Ｈ19.4 （特環）

三 戸 町 8.7 Ｈ17 336.0 6.3 124.4 2.4 27.3% Ｈ22.4 （公共）

五 戸 町 15.2 Ｈ 7 242.9 5.7 243.0 5.5 36.2% Ｈ13.4 （馬淵川流域関連公共）

南 部 町 16.0 Ｈ17 214.6 3.6 166.4 3.3 20.8% Ｈ23.4 （公共）(特環)

階 上 町 12.5 Ｈ11 476.0 7.9 147.6 3.6 28.6% Ｈ21.4 （公共）

新 郷 村 2.0 Ｈ5 77.0 1.0 77.0 1.1 52.1% Ｈ10.4 （特環）

県 計 1176.0 32市町村 30,664.1 771.7 23,294.1 755.4 64.2%

市 計 915.3 10市 24,409.4 668.1 17,983.3 652.6 71.3%

町 村 計 260.7 22町村 6,254.7 103.6 5,310.8 102.8 39.4%

※行政人口には下水道計画がない町村（今別町・蓬田村・西目屋村・中泊町・野辺地町・横浜町・風間浦村・田子町）の人口を含む。

※行政人口及び処理人口は四捨五入をおこなったため、合計が合わないことがある。

資料：県都市計画課
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⑶　農業集落排水の整備

　①　農業集落排水事業実施状況について

　　�　令和５年度末現在で農業集落排水事業を実施して

いるのは、９市13町４村で表２－３－50のとおりで

す。

※１　�八戸市の永福寺と豊崎、藤崎町の林崎と板柳町の飯田、弘前市の船沢と

弥生、西目屋村の杉ヶ沢と田代は１処理区

※２　�板柳中央地区と水元地区についてはそれぞれ１期事業と２期事業、十和

田市総合は１期事業～３期事業で実施

※３　既処理区の機能強化事業であり、集落数は追加集落数

資料：県農村整備課

表２－３－50　農業集落排水事業実施状況

（令和７年３月31日現在）
市町村名 地区名 集落数 着工年度 完了年度 供用年度 備考

青 森 市

牛 館 4 Ｈ４ Ｈ10 Ｈ７
諏 訪 沢 2 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
高 田 1 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ９
孫 内 1 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ12
入 内 1 Ｈ８ Ｈ11 Ｈ12
野 沢 2 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ13 旧青森市
細 越 1 Ｈ９ Ｈ14 Ｈ14
八 幡 林 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ15
野 沢 5 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ17 旧浪岡町
桑 原 2 Ｈ14 Ｈ18 Ｈ19

弘 前 市

紙 漉 沢 1 Ｓ61 Ｓ63 Ｈ元
一 丁 木 7 Ｓ63 Ｈ３ Ｈ２
八 幡 3 Ｈ元 Ｈ４ Ｈ３
新 岡 2 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ５
藍 内 1 Ｈ３ Ｈ４ Ｈ４
東 目 屋 10 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ８
大 久 保 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ７
高 杉 7 Ｈ６ Ｈ11 Ｈ９
鳥 井 野 3 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ９
船 沢 8 Ｈ９ Ｈ14 Ｈ13 ※１
一 丁 木 0 Ｈ10 Ｈ10 － ※３
新 和 鬼 楢 7 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ16
新 法 師 2 Ｈ12 Ｈ15 Ｈ16
裾 野 新 和 北 7 Ｈ14 Ｈ22 Ｈ20
弥 生 3 Ｈ27 Ｈ30 Ｈ29 ※１

八 戸 市

市 野 沢 1 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ５
一 日 市 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ６
島 守 9 Ｈ６ Ｈ12 Ｈ12
永 福 寺 3 Ｈ７ Ｈ15 Ｈ10 ※１
豊 崎 1 Ｈ16 Ｈ18 Ｈ18 ※１

黒 石 市 大 川 原 2 Ｈ６ Ｈ８ Ｈ９

五 所 川 原 市
梅 田 1 Ｓ57 Ｓ63 Ｓ63
藻 川 1 Ｓ63 Ｈ７ Ｈ４
蒔 田 3 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ13

十 和 田 市

切 田 5 Ｓ62 Ｈ２ Ｈ２
深 持 3 Ｈ３ Ｈ５ Ｈ６
段 新 川 口 3 Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６
上 川 目 2 Ｈ４ Ｈ６ Ｈ７
中 掫 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
赤 沼 2 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ８
中 ノ 渡 3 Ｈ６ Ｈ８ Ｈ９
晴 山 2 Ｈ６ Ｈ11 Ｈ11
沢 田 8 Ｈ７ Ｈ14 Ｈ13
小 沢 口 2 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ12
六 日 町 2 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ12
切 田 0 Ｈ９ Ｈ９ － ※３
洞 内 5 Ｈ12 Ｈ16 Ｈ15
法 量 4 Ｈ13 Ｈ17 Ｈ17
藤 島 2 Ｈ17 Ｈ20 Ｈ20
立 崎 1 Ｈ18 Ｈ21 Ｈ22
深 持 0 Ｈ22 Ｈ22 － ※３
十和田市総合 0 Ｈ28 Ｒ3 － ※３

三 沢 市

三 沢 西 部 8 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ12
三 沢 東 部 5 Ｈ13 Ｈ20 Ｈ18
三 沢 南 部 2 Ｈ20 Ｈ24 Ｈ25
三 沢 西 部 0 Ｈ23 Ｈ23 － ※３

つ が る 市

稲 垣 6 Ｓ55 Ｈ元 Ｓ61
玉 稲 6 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ７
繁 穂 6 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ７
再 賀 6 Ｈ４ Ｈ８ Ｈ８
車 力 1 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ10
福 原 3 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ11
下 繁 田 2 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
下 車 力 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
桑 野 木 田 7 Ｈ８ Ｈ14 Ｈ12
稲 垣 2 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ12 ※３
牛 潟 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ14
越 水 7 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ17
再 賀 0 Ｈ26 Ｈ26 － ※３
桑 野 木 田 0 Ｒ元 Ｒ2 － ※３

市 町 村 名 地 区 名 集落数 着工年度 完了年度 供用年度 備考

平 川 市

館 田 4 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ５
日 沼 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ７
大 坊 4 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ９
久 吉 1 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ９
古 懸 1 Ｈ８ Ｈ10 Ｈ11
松 崎 5 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ13
広 船 1 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14
館 田 0 Ｈ16 Ｈ16 － ※３
平 川 市 総 合 0 Ｒ元 Ｒ4 － ※３

平 内 町

薬 師 野 2 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
外 童 子 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
内 童 子 2 Ｈ８ Ｈ10 Ｈ11
西 平 内 4 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ16

鰺 ヶ 沢 町

長 平 1 Ｈ４ Ｈ６ Ｈ７
種 里 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
中 村 3 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
建 石 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ15
南 浮 田 1 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14

西 目 屋 村

杉 ヶ 沢 1 Ｓ60 Ｓ61 Ｓ62 ※１
田 代 1 Ｓ60 Ｓ63 Ｈ２ ※１
大 白 2 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ６
村 市 3 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ10
長 面 1 Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11
居 森 平 1 Ｈ10 Ｈ12 Ｈ14
田 代 0 Ｈ10 Ｈ12 － ※３
杉 ヶ 沢 0 Ｈ27 Ｈ28 － ※３

藤 崎 町

榊 2 Ｓ59 Ｓ63 Ｈ元
常 盤 2 Ｈ元 Ｈ４ Ｈ５
久 井 名 舘 1 Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８
中 野 目 7 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ10
水 木 2 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ12
福 富 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ15
中 島 3 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ14
林 崎 1 Ｈ15 Ｈ18 Ｈ18 ※１

榊 0 Ｈ17 Ｈ18 － ※３
常 盤 0 Ｈ23 Ｈ24 － ※３

田 舎 館 村 豊 蒔 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ７

板 柳 町
板 柳 東 部 9 Ｈ14 Ｈ19 Ｈ18
飯 田 1 Ｈ15 Ｈ19 Ｈ18 ※１
板 柳 中 央 7 Ｈ17 Ｈ25 Ｈ21 ※２

鶴 田 町

菖 蒲 川 1 Ｓ63 Ｈ２ Ｈ３
境 2 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９

梅 沢 4 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ11
上 三 2 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ19

水 元 10 Ｈ18 Ｒ5 Ｈ22
※２、一部

供用

中 泊 町 豊 岡 3 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ９

七 戸 町
中 野 西 2 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ15
四 ヶ 村 7 Ｈ14 Ｈ17 Ｈ18

六 戸 町

金 矢 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ８
七 百 2 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ９
岡 沼 1 Ｈ９ Ｈ12 Ｈ13
六 戸 0 Ｈ29 Ｈ30 － ※３

横 浜 町
百 目 木 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
百 目 木 0 Ｈ28 Ｈ29 － ※３

東 北 町

甲 地 1 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ８
千 曳 3 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ13
菩 提 寺 1 Ｈ12 Ｈ15 Ｈ16
東 北 町 0 Ｈ29 Ｈ30 － ※３

お い ら せ 町
古 間 木 山 1 Ｈ７ Ｈ13 Ｈ12
おいらせ町北部 0 Ｒ３ Ｒ５ ※３

六 ケ 所 村

新 城 平 1 Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６
二 又 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
出 戸 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
千 樽 1 Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11
戸 鎖 2 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14

五 戸 町

中 市 浦 田 2 Ｓ54 Ｓ62 Ｓ61
石 沢 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ７
又 重 7 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ13
中 市 浦 田 0 Ｈ12 Ｈ13 － ※３
倉 石 東 部 6 Ｈ14 Ｈ17 Ｈ16
中市浦田・石沢 0 Ｈ25 Ｈ26 － ※３

南 部 町

苫 米 地 1 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ10
下 名 久 井 3 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ12
片 岸 1 Ｈ10 Ｈ12 Ｈ13
福 田 4 Ｈ14 Ｈ19 Ｈ20
上 名 久 井 3 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ19

新 郷 村 西 越 2 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14
合計2 6市町村 １２３処理区 376
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　②　農業集落排水事業整備状況について

　　�　令和５年度末現在で農業集落排水事業の整備状況

は表２－３－51のとおりで、本県の農業集落排水施

設の普及率は7.8％です。

⑷　漁業集落排水の整備

　　令和６年度末現在で漁業集落排水施設を整備してい

るのは、２市４町２村で表２－３－52のとおりです。

表２－３－51　農業集落排水事業実施状況

（令和７年３月31日現在）

表２－３－52　漁業集落排水の整備状況

（令和７年３月31日現在）

（注１）普及率＝整備人口÷行政人口

（注２）青森県汚水処理施設整備構想（第５次Ｒ5.6）では、令和8年度末の農業集落排水整備率を8.6％とする計画

資料：県農村整備課

市町村名
行政人口

農業集落排水
整備人口

普及率

（人） （人） （％）
青 森 市 261,227 6,043 2.3
弘 前 市 157,987 18,164 11.5
八 戸 市 213,735 3,960 1.9
黒 石 市 30,232 95 0.3
五所川原市 49,482 1,685 3.4
十 和 田 市 56,998 6,295 11.0
三 沢 市 36,924 4,227 11.4
む つ 市 50,959 — — 
つ が る 市 28,528 11,348 39.8
平 川 市 29,188 5,236 17.9
平 内 町 9,673 1,357 14.0
今 別 町 2,067 — — 
蓬 田 村 2,406 — — 
外 ヶ 浜 町 4,925 — — 
鯵 ヶ 沢 町 8,396 1,352 16.1
深 浦 町 6,721 — — 
西 目 屋 村 1,192 1,192 100.0
藤 崎 町 14,209 6,808 47.9
大 鰐 町 8,165 — — 
田 舎 館 村 7,189 633 8.8

市町村名
行政人口

農業集落排水
整備人口

普及率

（人） （人） （％）
板 柳 町 12,109 3,897 32.2
鶴 田 町 11,388 5,088 44.7
中 泊 町 9,331 834 8.9
野 辺 地 町 11,742 — — 
七 戸 町 13,853 779 5.6
六 戸 町 10,495 1,428 13.6
横 浜 町 4,033 232 5.8
東 北 町 15,876 853 5.4
六 ケ 所 村 9,624 675 7.0
おいらせ町 25,031 2,216 8.9
大 間 町 4,596 — — 
東 通 村 5,496 — — 
風 間 浦 村 1,535 — — 
佐 井 村 1,593 — — 
三 戸 町 8,699 — — 
五 戸 町 15,151 2,089 13.8
田 子 町 4,683 — — 
南 部 町 16,037 5,533 34.5
階 上 町 12,467 — — 
新 郷 村 2,014 245 12.2
県 計 1,175,956 92,264 7.8

市町村名
行政人口
（人）

地区名
漁業集落排水
整備人口
(人)

供用開始
年度

普及率
（％）

深浦町 6,219

田野沢 276 Ｈ21

26.2
北金ヶ沢 1,042 Ｒ2

黒崎 154 Ｈ8

大間越 156 Ｈ9

五所川原市 47,499 十三 527 Ｈ11 1.1

中泊町 8,386 下前 508 Ｈ13 6.1

平内町 9,089

茂浦 311 Ｈ12

18.9東田沢・白砂 503 Ｈ16

清水川 902 Ｒ1

むつ市 48,761
九艘泊 49 Ｈ12

0.3
寄浪・蛸田 93 Ｈ18

佐井村 1,448

牛滝 84 Ｈ9

22.0
福浦 80 Ｈ13

長後 58 Ｈ14

磯谷 96 Ｈ17

東通村 5,230

尻屋 240 Ｈ13

46.1白糠 1,485 Ｈ17

小田野沢 685 Ｈ22

階上町 12,673 大蛇 746 Ｈ11 5.9

資料：県漁港漁場整備課
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14　し尿及び浄化槽汚泥処理の状況

　し尿及び浄化槽汚泥の処理は、ごみ処理とともに生活

環境保全を図る上で重要ですが、水洗便所の普及や化学

肥料の使用等により、農地に還元されなくなったことか

ら、その衛生的な処理が必要となります。

　し尿処理人口は表２－３－53のとおりで、令和５年度

における本県の水洗化率は88.8％となっており、下水道

等の普及が遅れているため、依然として全国値（令和５

年度で96.3％）と比べて低い状態にあります。

　令和５年度における排出量は、し尿が98,755kLで、浄

化槽汚泥が298,792kLの計397,547kLで、し尿排出量が減

少しています。

　また、処理状況の内訳は表２－３－54のとおりで、収

集されたし尿、浄化槽汚泥は、し尿処理施設で処理され

ています。

表２－３－53　し尿処理人口

表２－３－54　し尿処理の内容

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

計画処理区域内人口(総人口) (人) 1,295,328 1,278,713 1,263,133 1,246,157 1,229,378 1,209,237

水洗化人口 (人) 1,139,842 1,136,015 1,109,637 1,092,380 1,085,124 1,073,698

公共下水道人口 (人) 697,258 700,538 695,298 686,653 682,923 681,662

コミュニティプラント人口 (人) 3,467 3,324 0 0 0 0

浄化槽人口 (人) 439,117 432,153 414,339 405,727 402,201 392,036

うち､合併処理人口 (人) 197,043 193,060 194,314 221,250 223,797 222,499

非水洗化人口 (人) 155,486 142,698 153,496 153,777 144,254 135,539

計画収集人口 (人) 155,486 142,698 153,496 153,777 144,254 135,539

自家処理人口 (人) 0 0 0 0 0 0

水洗化率 (％) 88.0 88.8 87.8 87.7 88.3 88.8

　※�「うち合併処理人口」には、合併処理浄化槽人口、農業集落・漁業集落排水処理施設人口を含む。

　※水洗化率（％）＝水洗化人口÷計画処理区域内人口×100

　※人口には、外国人人口を含んでいる。

　資料：県資源循環推進課

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

収集(排出)量 (kL) 422,243 417,089 413,243 407,223 403,727 397,547

し尿 (kL) 125,714 118,492 114,499 108,855 106,029 98,755

浄化槽汚泥 (kL) 296,529 298,597 298,744 298,368 297,698 298,792

処理量 (kL) 422,243 417,089 413,243 407,223 403,727 397,547

し尿処理施設 (kL) 422,243 417,089 413,243 407,223 403,727 397,547

メタン化施設 (kL) 0 0 0 0 0 0

下水道投入 (kL) 0 0 0 0 0 0

海洋投入 (kL) 0 0 0 0 0 0

農地還元 (kL) 0 0 0 0 0 0

その他 (kL) 0 0 0 0 0 0

自家処理 (kL) 0 0 0 0 0 0

非水洗化人口 (人) 155,486 142,698 153,496 153,777 144,254 135,539

浄化槽人口 (人) 439,117 432,153 414,339 322,647 316,570 309,070

１人１日当たりし尿排出量 (L/人日) 2.22 2.27 2.04 1.94 2.01 1.99

１人１日当たり浄化槽汚泥排出量 (L/人日) 1.85 1.89 1.98 2.53 2.58 2.64

　※１人１日当たりし尿排出量＝し尿排出量×1,000÷非水洗化人口÷365又は366

　※１人１日当たり浄化槽汚泥排出量＝浄化槽汚泥排出量×1,000÷浄化槽人口÷365又は366

　資料：県資源循環推進課
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15　浄化槽整備の推進

　家庭からの生活排水の処理について、公共下水道など

の集合処理になじまない地域は、浄化槽の整備が進めら

れています。

　令和５年度末における浄化槽の設置基数は115,519基

となっています。

　浄化槽は、小規模（処理対象人員500人以下）のもの

が多く、特に家庭に設置されている施設の中には維持管

理が十分でないものも見受けられ、施設数の増加と相

まって、放流水による公共用水域の水質汚濁等の問題が

生じるおそれがあり、これを防止するために浄化槽の適

正な維持管理等の実施について指導を行っています。

　また、し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理

浄化槽の普及推進を図っており、平成３年度にはこのた

めの県費補助制度を創設し、令和６年度には280基の整

備に対して助成を行いました。

16　浄化槽法定検査

　浄化槽管理者は、指定検査機関（一般社団法人青森県

浄化槽検査センター）が行う使用開始３か月経過後の検

査（第７条検査）及び年１回の定期検査（第11条検査）

を受けることが浄化槽法により義務付けられています。

　令和５年度の第７条検査の実施率は100％（受検件数

1,161件）、第11条検査の実施率は48.0％（受検件数

54,519件）となっています。今後も法定検査の受検率の

向上を図っていくこととしています。
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第３節　身近な生活環境の保全

１　騒音・振動の現況

　令和５年度の騒音・振動の発生源別苦情件数はそれぞ

れ表２－３－55及び表２－３－56のとおりであり、騒音

及び振動の苦情件数はほぼ横ばい傾向にあります。

　本県では、県内10市のうちつがる市を除く９市が、騒

音に係る環境基準の類型を当てはめる地域を定めるとと

もに、つがる市と平川市を除く８市が騒音規制法及び振

動規制法に基づく規制地域を指定し、規制指導を行って

います。

２　騒音・振動の発生源別の状況

⑴　自動車騒音の常時監視

　�　自動車交通騒音の実態及び経年変化を把握するた

め、８市（青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川

原市、十和田市、三沢市及びむつ市）が、騒音に係る

環境基準類型指定地域の35地点について、騒音規制法

に基づく自動車騒音常時監視を行いました。

　�　平成10年９月に騒音に係る環境基準が改正され、騒

音レベルの指標が等価騒音レベルに変更されるととも

に、道路に面する地域の環境基準達成状況の評価方法

は、当該地域内の全ての住居等のうち環境基準値を超

過する戸数及び割合を把握することにより評価する、

いわゆる「面的」な評価へと変更になりました。

　�　令和６年度の測定結果を基に面的評価を行った結

果、環境基準達成率は99.1%でした（資料編表57）。

⑵　航空機騒音実態調査

　�　環境基本法第16条に基づき、航空機騒音に係る環境

基準の地域の類型が当てはめられている青森空港、八

戸飛行場及び三沢飛行場周辺地域について、環境基準

の達成状況を監視するため、県、青森市及び八戸市が

実態調査を行いました。

　�　その結果、全ての地点で環境基準を達成していまし

た（資料編表58、表59及び表60）。

⑶　新幹線鉄道騒音調査

　�　東北新幹線盛岡－八戸間が平成14年12月１日に、八

戸－新青森間が平成22年12月４日に、新青森－新函館

北斗間が平成28年３月26日に開業したことから、沿線

の騒音測定を実施しています。

　�　新幹線騒音の環境基準達成状況を把握するため、

県、青森市及び八戸市が、令和６年度は９地点で測定

を実施し、青森市金浜地区、青森市野木地区、八戸市

市川地区、南部町法師岡地区及び南部町埖渡地区にお

いて環境基準値を超過していました（資料編表61）。

３　騒音・振動防止対策

⑴　騒音に係る環境基準の設定

　�　環境基準の類型を当てはめる地域は、環境基本法に

基づき県又は市が定めることとされ、令和６年度末現

在、９市（青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川

原市、十和田市、三沢市、むつ市及び平川市）で定め

られています。

⑵　航空機騒音に係る環境基準の設定

　�　環境基本法に基づく航空機騒音に係る環境基準の類

型を当てはめる地域は、県が定めることとされています。

　�　八戸飛行場周辺地域については、昭和60年10月12日

に八戸市及び五戸町について、青森空港周辺地域につ

いては、昭和63年３月31日に青森市（旧青森市及び旧浪

岡町）について、類型を当てはめる地域を定めました。

　�　また、三沢飛行場周辺地域については、平成９年５

月２日に十和田市、三沢市、野辺地町、六ヶ所村、七

戸町（旧七戸町及び旧天間林村）、東北町（旧東北町

及び旧上北町）、おいらせ町（旧百石町及び旧下田

町）及び六戸町について、類型を当てはめる地域を定

表２－３－55　発生源別騒音苦情件数

表２－３－56　発生源別振動苦情件数

発生源区分
苦情件数

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

焼却 0 0 0 0 0

産業用機械作動 13 18 9 9 1

工事・建設作業 19 8 21 17 14

カラオケ・飲食店営業 3 2 5 2 4

家庭生活 3 4 9 7 5

自動車運行 1 8 11 3 2

鉄道運行 1 0 0 0 0

航空機運航 0 1 4 1 1

その他・不明 12 8 4 8 13

合計 52 49 63 47 40

発生源区分
苦情件数

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

産業用機械作動 0 1 0 0 1

工事・建設作業 1 5 1 0 1

自動車運行 0 0 0 0 0

家庭生活 0 0 0 0 0

その他・不明 0 1 0 0 0

合計 1 7 1 0 2

資料：公害等調整委員会事務局｢令和５年度公害苦情調査｣

　　　より県環境政策課作成

資料：公害等調整委員会事務局｢令和５年度公害苦情調査｣

　　　より県環境政策課作成
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めました。

⑶　新幹線鉄道騒音に係る環境基準の設定

　�　環境基本法に基づく新幹線鉄道騒音に係る環境基準

の類型を当てはめる地域は、県が定めることとされて

います。

　�　平成10年４月30日に盛岡－八戸間の県内部分につい

て、平成13年４月１日に八戸－新青森間について、平成

20年３月７日に新青森－新函館北斗間の県内部分につ

いて、それぞれ類型を当てはめる地域を定めました。

⑷　規制地域の指定

　�　騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域の指定

は、県又は市が行うこととされ、令和６年度末現在、

８市（青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原

市、十和田市、三沢市及びむつ市）で指定されていま

す（資料編表63及び表64）。

　�　騒音規制法及び振動規制法では、規制地域内にある

対象施設を有する事業者に、市町村長へ届出させ、市

町村長が規制、改善指導を行うこととなっています

（資料編表65）。

　�　また、県公害防止条例では、騒音規制法、振動規制

法の規制対象とならない施設でも、本県の実情から見

て規制が必要なものについて対象施設としています

（資料編表66）。これら騒音・振動に係る規制権限

は、それぞれの市の市長に委任されています。

⑸　工場・事業場の騒音・振動対策

　�　特定工場・事業場については、法及び条例に基づく

規制基準の遵守、指導を行っていますが、住宅地と混

在している中小工場・事業場では騒音・振動対策が十

分でないことが多く、それぞれの市では個々に具体的

な改善方策等の指導を行っています（資料編表67及び

表68）。

⑹　建設作業騒音・振動対策

　�　特定建設作業については、法及び条例に基づく規制

基準の遵守、作業時間の制限、作業工法の改善等の指

導を行っています。

　�　建設作業については、騒音に係る苦情の割合が多

く、それぞれの市では個々の事例に対応した改善方策

等の指導を行っています（資料編表67及び表68）。

⑺　自動車騒音・道路交通振動対策

　�　本県における自動車保有台数は横ばい傾向にありま

すが、県では、関係機関及び市町村と密接な連携を図

り、次の各種対策を総合的に推進していくこととして

います（資料編表67及び表68）。

　①　発生源対策

　　ア　自動車構造の改善

　　　　自動車騒音の許容限度の強化

　　　　検査、点検整備の徹底

　　イ　走行状態の改善

　　　　交通管制システム等による交通の円滑化の推進

　　　　車線指定等の交通規制の推進（バスレーン）

　　　　過積載車、整備不良車両等の取締り等

　　ウ　交通量の抑制

　　　　大量公共輸送機関への転換等

　②　交通流対策

　　　道路網の整備等（環状道路、バイパス等の整備）

　③　道路構造の改善

　　　植樹帯などの緩衝空間の確保、路面の改良等

　④　沿道対策

　　　緩衝建築物の誘導、沿道土地利用の適正化等

⑻　航空機騒音対策

　�　本県に４か所ある飛行場のうち、特に三沢飛行場

は、民間空港であるとともに、自衛隊基地及び米軍基

地としても使用されていることから、三沢市を中心と

して航空機による騒音が問題となっています｡

　�　自衛隊が使用している飛行場については、「防衛施

設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、

防衛省が各種施策を実施しています（資料編表71）｡

　�　また、航空機による騒音の実態把握を行い、関係機

関の協力を得ながら生活環境の保全を図っています｡

⑼　新幹線鉄道騒音対策

　�　平成22年12月４日に開業した東北新幹線八戸－新青

森間及び平成28年３月26日に開業した北海道新幹線新

青森－新函館北斗間における騒音対策については、独

立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下

「鉄道・運輸機構」）及び東日本旅客鉄道株式会社に

より、防音壁への吸音板の取付等の対策が進められて

います。

　�　県では、関係機関と連携して新幹線鉄道騒音調査を

継続し、騒音の状況を監視するとともに、環境基準未

達成地点については鉄道・運輸機構等に対して各種対

策を実施するよう要望していくこととしています。

⑽　深夜営業騒音対策

　�　県公害防止条例では、飲食店等で深夜営業を営む者

に対し、施設から発生するカラオケなどの騒音につい

て、所定の基準を遵守するよう定めています。

　�　しかし、深夜営業騒音は、営業の形態、施設の構造

などにより発生源が多様であり、営業が深夜にわたる

ことから、「青森県風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律施行条例」に基づく規制等により、

関係機関と協力し、生活環境の保全を図っています。
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４　農用地土壌対策

　農用地の土壌汚染対策については、昭和45年12月に人

の健康を損うおそれがある農畜産物の生産防止、農作物

等の生育阻害の防止を目的とした「農用地の土壌の汚染

防止等に関する法律」が制定され、農用地土壌の汚染対

策が推進されています｡

　同法では、人の健康を損うおそれがある物質として、

玄米中のカドミウム及びその化合物を指定し、農作物の

生産上問題があるものとして、土壌に含まれる銅及び砒

素並びにそれらの化合物を農用地の汚染原因となる物質

（特定有害物質）に指定し、各物質ごとに対策地域を指

定するとともに対策地域の指定要件を定めています｡

　本県では、表２－３－57に示した坪川流域水田（銅汚染）、

宿野部川流域水田（銅及び砒素汚染）及び正津川流域水田

（砒素汚染）の３地域で汚染が確認され、それぞれの地域に

ついては既に客土等の対策事業が完了しています。

５　一般環境土壌対策

⑴　公害対策基本法（現環境基本法）

　�　公害対策基本法（現環境基本法）に基づき、平成３

年８月に一般環境土壌の指標となる「土壌の汚染に係

る環境基準」が告示され、その後項目追加を経て、現

在は重金属類、有機塩素化合物及び農薬等29項目につ

いて基準が設定されています（資料編表73）。

　�　また、平成15年２月に土壌汚染対策法が施行され、

土壌の特定有害物質による汚染状況の把握に関する措

置や汚染による人の健康被害の防止に関する措置等を

定めています（資料編表74）｡

⑵　一定の規模以上の土地の形質の変更届出

　�　土壌汚染対策法に基づき、一定の規模（3,000㎡。

ただし、現に有害物質使用特定施設のある土地は900

㎡）以上の土地の形質を変更する場合に届出が義務付

けられています。

　�　令和６年度における県に届出された一定の規模以上

の土地の形質の変更届出件数）は115件（うち青森市

９件、八戸市19件）でした。

６　休廃止鉱山鉱害防止対策

⑴　休廃止鉱山鉱害追跡調査事業

　�　県は、県内に存在する154の休廃止鉱山について鉱

害の有無を確認するため、関東東北産業保安監督部東

北支部と合同で昭和45年度から昭和49年度まで現地調

査を実施しました。

　�　この調査の結果、何らかの鉱害防止措置が必要とさ

れた26鉱山（鉱害防止義務者が存在するもの３、鉱害防

止義務者が存在しないもの23）について、鉱害防止義務

者が存在するものについては関東東北産業保安監督部

東北支部に対し措置要請をし、鉱害防止義務者が存在

しないものについては国の補助制度を活用して県が鉱害

防止事業を実施し、鉱害発生の防止に努めてきました。

⑵　休廃止鉱山鉱害防止事業

　�　鉱害防止義務者が無資力又は現存しない義務者不存

在の鉱山で何らかの鉱害防止措置を必要とする23鉱山

については、国の「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助

金」制度を活用して、県が鉱害防止工事や危害防止工

事、坑廃水処理を実施し、地域住民の健康の維持と環

境の保全を図ってきました。

　�　また、鉱害防止義務者が存在する鉱山で坑廃水処理

が必要なものについては、処理経費の一部について補

助金を交付してきました。

　〈義務者不存在鉱山〉

　①　鉱害防止工事

　　�　義務者不存在鉱山のうち鉱害防止工事を必要とす

るものについては、昭和50年度から計画的に工事を

実施し、これまで７鉱山の鉱害防止工事を完了しま

した。

　　�　令和７年度は、尾太鉱山（西目屋村）について、県

が実施主体となって鉱害防止工事を実施しています。

表２－３－57　農用地土壌汚染対策の概要

地域名
区分

関係市町村名

土壌汚染細密調査 土壌汚染対策地域 対象事業

実施年度 対象面積(ha) 指定年度 指定面積(ha) 完了年度 事業名

坪　　川
流域水田

七戸町
(旧天間林村）

昭和47 360 昭和49 10.37 昭和50 小規模公害防除対策事業

宿野部川
流域水田

むつ市
(旧川内町)

昭和48 230 昭和56 13.5 昭和60 公害防除特別土地改良事業

正津川
流域水田

むつ市
(旧大畑町)

昭和52 133 － － 昭和61 鉱毒対策事業

資料：県環境政策課
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　②　危害防止工事

　　�　義務者不存在鉱山のうち危害防止工事を必要とす

るものについては、昭和50年度から平成14年度まで

計画的に工事を実施し、これまで14鉱山の危害防止

工事を完了しました。

　③　坑廃水処理

　　�　義務者不存在の尾太鉱山と大揚鉱山（むつ市川内

町）については、尾太鉱山が昭和56年度から、大揚

鉱山は昭和60年度から県が事業主体となって坑廃水

処理を実施しています。

　〈義務者存在鉱山〉

　④　休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助

　　�　鉱害防止義務者が存在する鉱山のうち、坑廃水処

理が必要な上北鉱山（七戸町）については、その

処理経費の一部について、昭和57年度から国3/4､

県1/4の割合で、秋津鉱山（平川市）については、

平成５年度から国3/4、県1/8（残り1/8は秋田県負

担）の割合で補助金を交付しています。また、佐

井鉱山（佐井村）については、令和７年度から国

3/4、県1/4の割合で補助金を交付しています。

７　地盤沈下対策

　現在、青森県内において地盤沈下に係る調査を実施し

ている地区は、青森地区、八戸地区及び弘前地区の３地

区です。地盤沈下の原因としては、構造物や盛土の重

量、地下水の過剰揚水等による地層の圧密説が支配的で

す。そのため、地盤変動を見る水準測量と地下水位の変

動を見る観測井による観測が実施されています。

⑴　地域別地盤沈下の現況

　①　青森地区

　　ア　概況

　　　�　青森地区においては、昭和43年に国土地理院が

実施した一等水準測量により、国道４号沿いの約

３㎞の区間で10年間に約10cm程度沈下しているこ

とが判明し、また、国及び青森県が昭和47年初頭

に実施した水準測量によっても、４年間で約20cm

の沈下量を示す地域が４㎢認められたことから、

昭和47年度、国、市などの関係機関が水準点を増

設するなど監視体制を強化し、以来水準測量を継

続的に実施しています。

　　　�　また、青森市は昭和49年から市条例により地下

水の過剰な汲み上げを規制しています。

　　　�　その結果、沈下量は鈍化傾向を示し、近年は、

年間沈下量が地盤沈下対策を必要とする目安であ

る２cm以上となった箇所は確認されていません。

　　　�［資料：表２－３－58～表２－３－59及び図２－

３－13～図２－３－14青森市］

　　イ　調査の概要

　　　�　令和４年度までの沈下面積の推移は表２－３－

59のとおりです。

　　　�　平成25年度の水準測量において、東日本大震災

の影響と考えられる仮不動点（浅虫検潮所に付属

している水準点）の標高変動が確認され、平成22

～25年の沈下量の把握はできませんでしたが、令

和４年度の水準測量では、令和元年からの３年間

で最大1.90㎝（浜田字玉川）の沈下量となってい

ます（資料編表74）。

浪岡地区

青森地区

測量地域
測量水
準点数

測量距離
(km)

青森地区
国道から海手側（野内～合浦～古川～油川）
国道から山手側（八幡林～戸山～問屋町～安
田～新城～油川）

103 100.96

浪岡地区
杉沢～浪岡（平野）～女鹿沢～浪岡（細田）の
地域内

6 4.294

計 109 105.254

表２－３－58　測量地域及び水準点数

図２－３－13　水準測量実施区域

浪岡

浪岡川

浪岡庁舎

川原町花岡

舘野

福田

浪岡駅

平川町

浪岡城祉
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　②　八戸市

　　ア　概況

　　　�　八戸地区では、臨海部や馬淵川右岸を中心とし

て地下水の塩水化が確認されたことなどから、昭

和49年度から水準測量を、昭和52年度からは観測

井による地下水位変動等の調査を継続実施してい

ます。

　　　�　その結果、局地的に２cmを超える地域があった

ものの、現在は広範囲な沈下現象はみられていま

せん。

　　イ　調査の概要

　　　ａ　水準測量

　　　　�　八戸地区においては、昭和49年から水準測量

を開始し、令和５年度の水準測量は、国土地理

院、八戸観測所及び八戸市が65地点、89.6kmに

ついて実施しました。

　　　　�　令和５年度の水準測量では、最大沈下量は

0.58㎝（根城）となっており、令和２年度測定

の最大沈下量(0.67cm)を下回りました（資料編

表75）。

　　　ｂ　観測井観測

　　　　�　八戸地区では、表２－３－60に示した７地区

７本の観測井により昭和52年度から（柏崎地区

は昭和55年度、江陽地区は昭和56年度、河原木

地区は昭和57年度から）観測を実施しています。 

観測井の水位・沈下量の年度別累積変動は資料

編表76のとおりです｡また、観測井の水位変動

は図２－３－15のとおりであり、近年では横ば

い傾向が見られています。

　　　　［資料：図２－３－15八戸市］

表２－３－59　青森地区沈下面積経年変化

表２－３－60　地盤沈下観測井設置状況（八戸地区）

（令和７年３月31日現在）

浪岡地区

青森地区

　令和元年５月
～令和４年５月
　（単位：mm）

1515
1515

1010

1010
55

55

55

00

00

00

00

00
00

00

-5-5

-5-5

-10-10

-15-15

-10-10

浪岡

浪岡川

浪岡庁舎

川原町

　平成28年５月
～令和元年５月
　（単位：mm）

花岡

舘野

福田

浪岡駅

平川町

浪岡城祉

図２－３－14　青森地区地盤沈下等量線図

測量地域 年月
最大 
沈下量 
（㎝）

沈下面積（㎢）

２㎝以上
１㎝以上 
２㎝未満

１㎝未満 合計

青森地区

H11年5月～H13年5月 3.10 0.10 0.30 50.60 51.00
H13年5月～H15年5月 0.70 0.00 0.00 1.75 1.75
H15年5月～H17年5月 1.10 0.00 0.03 38.87 38.90
H17年5月～H19年5月 1.10 0.00 0.01 21.93 21.94
H19年5月～H22年5月 0.07 0.00 0.00 0.74 0.74
H22年5月～H25年5月 - - - - -
H25年5月～H28年5月 1.11 0.00 0.02 33.78 33.80
H28年5月～R元年5月 1.92 0.00 12.46 29.86 42.32
R元年5月～R4年5月 1.90 0.00 1.33 4.61 5.94

浪岡地区
H28年5月～R元年5月 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02
R元年5月～R4年5月 0.14 0.00 0.00 0.27 0.27

資料：八戸市

記号 設 置 機 関
所有
機関

設置場所
深度
(m)

計器

水位計 沈下計

1 経済産業省(東北経済産業局) 八戸市 青葉三丁目（第三中学校） 100 ○ －

2 〃 〃 尻内町中根市（三条中学校） 150 ○ －

3 〃 〃 市川町赤畑（市川中学校） 200 ○ －

4 八戸市 〃 柏崎二丁目（旧柏崎小学校） 10 ○ ○

5 〃 〃 江陽二丁目（江陽公園） 75 ○ ○

6 〃 〃 河原木角地田（市営河原木団地） 150 ○ ○

7 〃 〃 市川町古館（多賀小学校） 200 ○ ○
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図２－３－15　八戸地区観測井水位変動図

　③　弘前地区

　　�　弘前市平岡町に設置した観測井により、昭和58年

度から地下水位観測を実施しています。

　　�　調査結果では、昭和61年度に地下水位の急激な下

降が認められましたが、これは、弘前市の上水道水

源井（４本、日量計5,000㎥）の揚水が昭和60年12

月から開始されたことから、その影響を反映したも

のと考えられています。

　　�　近年は平成７年以降、緩やかに水位が下降する傾

向がみられています。

�　地盤沈下防止対策

　①　青森市

　　�　青森市では、昭和48年10月に「地下水採取に関す

る指導要綱」を制定して地下水揚水の自主規制を実

施しましたが、より一層の実効を期するため、昭和

49年１月からは青森市公害防止条例により規制を実

施しています。規制の主な内容は次のとおりです。

　　　ア　市街地を中心として規制地域の指定

　　　イ　消雪用の地下水利用の全面禁止

　　　ウ�　地下水揚水設備（吐出口断面積６㎠以上）設

置の許可制

　　　エ�　新規の井戸は、揚水設備に係るストレーナー

の位置が30ｍ以浅の内径５㎝以下で算出される

断面積とする

　　　オ�　１日当たりの揚水量は、工業、公衆浴場、温泉

用は300㎥以下、その他の用途は100㎥以下とする

　　　カ�　節水、循環使用、工事による排出防止の義務

付け

　　�　さらに、「青森市揚水設備以外の動力設備による

地下水採取の届出に関する要綱」（平成19年４月１

日施行）を制定し、吐出口断面積６㎠未満の地下水

揚水について届出を義務付けています。

　②　八戸市

　　�　八戸市は、「八戸市地下水採取の届出に関する要

綱」（平成11年４月１日施行）を制定し、吐出口断

面６㎠以上の地下揚水について届出を義務付けてお

り、市内の揚水設備に係る設置状況の把握に努めて

います。

注�）潮位記録については、東北地方太平洋沖地震(2011年３月11日)によって気象庁管理の八戸港潮位観測が廃止されたことに

伴い、2011年４月22日から国土交通省東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所管理の潮位計記録に変更している。
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８　環境放射線等の調査

　本県には、六ヶ所村において日本原燃株式会社の原子

燃料サイクル施設（ウラン濃縮工場、低レベル放射性廃

棄物埋設センター、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理セン

ター、再処理工場及びＭＯＸ燃料工場）、東通村におい

て東北電力株式会社の東通原子力発電所１号機、むつ市

においてリサイクル燃料貯蔵株式会社のリサイクル燃料

備蓄センターが立地されており、このような状況を踏ま

え、県では、県民の安全の確保及び環境の保全を図るた

め、各事業者とともに、原子燃料サイクル施設について

は平成元年度から、東通原子力発電所については平成15

年度から、リサイクル燃料備蓄センターについては平成

20年度から、環境放射線等モニタリングを実施していま

す。

　また、むつ市にある国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構青森研究開発センターには、旧原子力船「む

つ」に係る放射性廃棄物が保管・管理されており、放射

性液体廃棄物が放出された際は環境試料中の放射能分析

を行います。

　これら原子力施設に係る放射線等の調査のほかに、県 

内の環境放射能レベルの実態を把握するため、原子力規

制庁からの委託により県内全域を対象とした環境放射能

水準調査を実施しています。

　県では、引き続き、環境放射線等の調査を実施し、県

民の安全の確保及び環境の保全を図っていきます。

⑴　原子力施設環境放射線等調査

　�　令和６年度は、モニタリング計画に基づき、原子燃

料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイクル燃

料備蓄センターに係る環境放射線等の調査を表２－３

－61、表２－３－62及び表２－３－63のとおり実施し

ました（資料編表85）。

　［資料：表２－３－61～63　県原子力安全対策課］

表２－３－61　�令和６年度原子燃料サイクル施設�

環境放射線等調査

①�　空間放射線等の測定

測定項目 測定地点 回数

・空間放射線量率

・�大気浮遊じん中の全アルファ

及び全ベータ放射能

・�大気中の気体状ベータ放射能

六ヶ所村(1) 連続

・空間放射線量率

・�大気中の気体状ベータ放射能

六ヶ所村(3)、横浜町(1)

計４地点
連続

・空間放射線量率

横浜町(1)、野辺地町(1)

東通村(1)、東北町(2)

三沢市(1)

計６地点

連続

②　環境試料中の放射能の測定

試料の種類 採取地点 回数

大気浮遊じん 六ヶ所村(4)､横浜町(1) 4

大気(気体状ヨウ素) 〃 (4)､横浜町(1) 52

大気(粒子状ヨウ素) 〃 (4)､横浜町(1) 52

大気(水蒸気状トリ
チウム)

〃 (1)､横浜町(1) 12

降下物 〃 (1) 12

雨水 〃 (1) 12

河川水 〃 (2) 1

湖沼水 〃 (2)､東北町(1) 2～4

水道水 〃 (1) 4

井戸水 〃 (1) 4

河底土 〃 (2) 1

湖底土 〃 (2)､東北町(1) 1

表土 〃 (2)､横浜町(1) 1

牛乳(原乳) 〃 (2)､横浜町(1)､東北町(1) 2～4

精米 〃 (3)､野辺地町(1) 1

野菜 〃 (3)､東北町(1) 1

牧草 〃 (1)､横浜町(1) 2

指標生物(松葉) 〃 (1) 2

ワカサギ､シジミ 〃 (1)､東北町(1) 1

海水 六ヶ所村前面海域(3) 2

海底土 〃 　　(3) 1

海産食品 〃　　　　(2)、横浜町前面海域(1) 1～2

指標生物(チガイソ) 〃 　　(1) 2
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③　環境試料中のフッ素の測定

試料の種類 採取地点 回数

大気（気体状） 六ヶ所村(1) 連続

大気
（気体状＋粒子状）

　〃　　(1) 4

河川水 　〃　　(2) 1

湖沼水 　〃　　(2) 2～4

河底土 　〃　　(2) 1

湖底土 　〃　　(2) 1

牛乳(原乳) 　〃　　(2) 2～4

精米 　〃　　(1) 1

牧草 　〃　　(1) 2

表２－３－62　令和６年度東通原子力発電所

　　　　　　　環境放射線調査

①�　空間放射線等の測定

測定項目 測定地点 回数

・空間放射線量率
・�大気浮遊じん中の全ベータ
放射能

東通村(2)､むつ市(1)
計３地点

連続

空間放射線量率
東通村（1）、六ヶ所村（1）
計２地点

②　環境試料中の放射能の測定

試料の種類 採取地点 回数

大気浮遊じん 東通村(2)､むつ市(1) 12

降下物 　〃　(1) 12

河川水 　〃　(1) 2

水道水 　〃　(2)､むつ市(1)､横浜町(1) 4

井戸水 むつ市(1)､横浜町(1) 2

表土 東通村(2) 1

牛乳（原乳） 　〃　(2) 4

精米 　〃  (1)､むつ市(1) 1

野菜 　〃  (2)､横浜町(2)､六ヶ所村(1) 1

牧草 　〃　(2) 1

牛肉 　〃　(1) 1

指標生物
(松葉)

　〃　(1) 2

海水 東通村太平洋側海域(3) 2

海底土 　〃　　　      　(3) 1

海産食品
東通村太平洋側海域(7)、横浜町前面海
域(1)､六ヶ所村前面海域(1)

1

指標生物
(ムラサキイガイ)

東通村太平洋側海域(1) 2

表２－３－63　令和６年度リサイクル燃料備蓄センター

　　　　　　　環境放射線調査

①　空間放射線の測定

測定項目 測定地点 回数

空間放射線量率 むつ市(1) 連続

②　環境試料中の放射能の測定

試料の種類 採取地点 回数

表土 むつ市(2)、東通村(1) 1

指標生物（松葉） 東通村(1) 2

⑵�　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究

開発センターに係る放射線監視

　�　令和６年度は、国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構青森研究開発センターについて、放射性液体廃

棄物の放出実績はないため、環境試料中の放射能分析

を行っていない（資料編表86）。

⑶　環境放射能水準調査

　�　昭和36年から、原子力規制庁（当時は科学技術庁）

の委託により県内全域を対象として環境放射能の水準

調査を継続実施しています。

　�　令和６年度における測定調査を表２-３-64のとおり

実施しました（資料編表87）。
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表２－３－64　令和６年度環境放射能水準調査

　　　　　　　（原子力規制庁委託）

⑷　原子力施設環境放射線等監視評価会議

　�　原子燃料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイク

ル燃料備蓄センターに係る環境放射線等モニタリングに

関することなどを所管事項として、「青森県原子力施設環

境放射線等監視評価会議」を設置しています。

　�　委員は、学識経験者、県議会議員、県職員、関係市町村

の長及び関係団体の長等70人（令和７年３月末現在）で組

織しており、知事が会長となっています。

　�　令和６年度は、評価委員会を４回、監視委員会を１

回開催し、令和５年度第３四半期から令和６年度第

２四半期までのそれぞれの四半期ごとの調査結果及び

令和５年度１年間の調査結果を諮り、空間放射線、環

境試料中の放射能濃度等は、これまでと同じ水準で

あったと評価・確認されました。

⑸　原子力船「むつ」安全監視委員会

　�　原子力船「むつ」に係る放射能の監視等を適切かつ円

滑に実施するため、青森県、むつ市、青森県漁業協同組合

連合会の３者で、昭和49年10月に設置しました。

　�　委員は学識経験者及び関係機関の職員６人で組織して

います。

　�　令和６年度は令和５年度１年間の監視結果について諮

り、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究

開発センター周辺の環境に対する影響は認められないこ

とが確認されました。

⑹　調査結果の公表

　�　青森県環境放射線監視テレメータシステムで監視して

いる原子燃料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイ

クル燃料備蓄センターに係る空間放射線の測定結果につ

いては、青森県庁、青森県原子力センター、六ヶ所村文化

交流プラザ、東通村役場、むつ市役所などに設置している

表示装置及びインターネットによりリアルタイムで公開して

います。

　�　また、四半期ごとの環境放射線等の調査結果について

新聞やホームページ「青森県の原子力安全対策」に掲載

するとともに、広報誌「モニタリングつうしんあおもり」を発

行し、公表しています。

資料：原子力規制庁

調査対象 測定地点 回数

空
間
放
射
線

空間放射線量率
（モニタリングポスト）

青森市

連続

八戸市

弘前市

五所川原市

十和田市

むつ市川内町

深浦町

外ヶ浜町

三戸町

環
境
試
料
中
の
放
射
能

降水 青森市 降水ごと

月間降下物 〃 12

大気浮遊じん 〃 4

上水(蛇口水) 〃 1

牛乳 〃 1

精米 弘前市 1

野菜(キャベツ) 平川市 1

野菜(ジャガイモ) 五所川原市 1

土壌(２層)
青森市 1

五所川原市 1

海水
陸奥湾 1

深浦沖 1

海底土
陸奥湾 1

深浦沖 1

魚類(カレイ) 今別沖 1

貝類(ホタテ) 陸奥湾 1

貝類(ムラサキイガイ) 深浦町 1

海藻類(ワカメ)
深浦沖 1

今別沖 1
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１　ダイオキシン類対策

　廃棄物の焼却炉からのダイオキシン類の発生が社会問

題となったことから、平成９年に廃棄物処理法施行令等

が改正されるなど排出規制が強化されてきました。ダイ

オキシン問題については、将来にわたって、国民の健康

を守り環境を保全するために取組を一層強化しなければ

ならない課題であるとの国の基本的考え方に基づき、

「ダイオキシン類対策特別措置法」が平成11年７月16日

に公布され、平成12年１月15日から施行されました。

県では、ダイオキシン類対策の一層の取組を推進してい

くこととしています。

⑴　環境調査

　�　県、青森市、八戸市及び国土交通省（公共用水域の

み）では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、

大気、水質（底質を含む）、土壌のダイオキシン類に

よる汚染の状況を調査しています。

　①　大気

　　�　令和６年度は11地点において４季にわたり調査を

実施しました（資料編表78）。

　　�　各地点における調査結果は４季の平均値で評価す

ることとされていますが、全調査地点において、環

境基準（0.6pg-TEQ/m3以下）を達成しました｡

　②　公共用水域の水質及び底質

　　�　令和６年度は水質について36地点、底質について

13地点で調査を実施したところ、いずれもダイオキ

シン類の水質環境基準（１pg-TEQ/L以下）及び底質

環境基準（150pg-TEQ/g以下）を達成しました（資

料編表79）。

　③　地下水

　　�　令和６年度は12地点で年１回調査を実施したとこ

ろ、いずれもダイオキシン類の水質環境基準（１

pg-TEQ/L以下）を達成しました（資料編表80）。

　④　土壌

　　�　令和６年度は12地点で年１回調査を実施したと

ころ、いずれもダイオキシン類の土壌環境基準

（1,000pg-TEQ/g以下）を達成しました（資料編表

81）。

　　�　また、いずれの地点も、対策を必要とする調査指

標値（250pg-TEQ/g）を下回っていました｡

⑵　発生源対策

　①�　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の

自主測定結果

　　�　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施

設の設置者は、排出ガス（廃棄物焼却炉について

は、集じん施設によって集められたばいじん及び焼

却灰その他の燃え殻を含む。）及び排出水に含まれ

るダイオキシン類の濃度を測定し、県（中核市であ

る青森市及び八戸市は各市）に報告することとされ

ています。

　　�　令和６年度に報告があったのは、排出ガス104施

設、排出水４事業場であり、排出基準を上回った施

設は施設ありませんでした。

　　�　ばいじん及び燃え殻については、ばいじん52施

設、燃え殻92施設について報告があり、ばいじんに

ついて５施設、燃え殻について１施設において処理

基準（埋立処分等を行う際に適用される基準）を上

回っていました。

　②�　廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出実態調

査結果

　　�　令和６年度は廃棄物焼却炉７施設について排出ガ

ス中のダイオキシン類を測定した結果、１施設にお

いて排出基準を上回っていました。また、ばいじん

中のダイオキシン類について３施設、燃え殻中のダ

イオキシン類について７施設で測定した結果、ばい

じん及び燃え殻について、１施設において処理基準

を上回っていました。

　③　排出基準等を上回っている施設に対する指導

　　�　排出ガスが排出基準を上回った施設の設置者に対

しては、施設の稼働を停止し、改善対策を実施する

よう指導しました。

　　�　ばいじん及び燃え殻の処理基準を上回っている施

設の設置者に対しては、特別管理産業廃棄物等とし

て適正に処理するよう指導しました。

⑶　今後の方針

　�　今後も、廃棄物焼却施設等を有する事業所等に対

し、自主測定の実施など、ダイオキシン類対策の徹底

を指導します。また、県民の不安を解消するため、次

の対策を講じます｡

　①　事業者等の自主測定の指導及び結果の公表

　②�　大気、水質（底質を含む。）及び土壌環境中のダ

イオキシン類濃度の調査及び結果の公表

第４節　化学物質対策の推進
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２　ＰＲＴＲ制度

　私たちの生活は、多くの有用な化学物質によって支え

られていますが、その製造・廃棄過程において、健康や

環境に望ましくない影響を与える可能性（リスク）があ

ります。

　そのリスクを少しでも減らすためには、行政・事業

者・県民などの各主体がそれぞれの立場から協力し合っ

て、有害性を与えるおそれのある化学物質の環境中への

排出削減に取り組んでいく必要があります｡

　環境省と経済産業省は、平成11年７月に「特定化学物

質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関

する法律（通称「化管法」）」を公布し、これに基づい

て、平成13年４月から化学物質の新しい管理システムで

あるＰＲＴＲ制度が実施されました。

　ＰＲＴＲ制度とは、人の健康や生態系に影響を及ぼす

おそれのある化学物質がどのような発生源からどれくら

い環境へ排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業

所の外へ運び出されたかというデータを事業者自らが把

握し、県を経由して届け出たものを国が集計して公表又

は開示する仕組みです｡これによって、毎年どんな化学

物質が、どこからどれくらい排出されているのかを知る

ことができます。

　令和６年度には、青森県内の対象事業者から令和５

年度把握分について計398件（有効届出数）の届出があ

り、届出排出量合計は404トン、届出移動量合計は754ト

ン、届出排出量・移動量合計は1,158トンとなっていま

す（資料編表82）。

３　残留農薬対策

⑴　農薬対策の概要

　�　農薬は、農作物の安定生産のために欠かせない資材

ですが、使用方法を誤ると農作物への残留や土壌、河

川水の汚染などの問題が発生する場合があります。

　�　このため、消費者庁では、人の健康に危害を及ぼす

ほどの農薬が残留した食品が流通しないよう、食品衛

生法に基づいて「残留農薬基準」を設定しているほ

か、農林水産省も農作物に基準値を超える農薬が残留

しないよう、使用時期や使用回数等の「使用基準」を

定め、個々の農薬に表示させています。

　�　県では、農薬が適正に使用されるよう、指導者向け

に「農作物病害虫防除指針」を作成・配付しているほ

か、農家向けの農薬適正使用啓発資料の配布などを

行って、指導の徹底を図るとともに、農薬販売店の指

導・取締も行っています。

⑵　食品中の残留農薬対策

　�　令和６年度は、かぶ（だいこん）、にんじん、ばれ

いしょ、未成熟いんげん（未成熟えんどう）、キャベ

ツ、りんご、きゅうり、トマト・ミニトマト、ねぎ

（玉ねぎ）、長いも、にんにく、輸入バナナ、大豆の

13品目、延べ88検体について有機塩素系農薬、有機リ

ン系農薬等（約250種類）の残留農薬検査を実施した

ところ、法違反（食品衛生法に基づく残留農薬基準値

を超えるもの）は確認されませんでした（資料編表

83）。

⑶　農薬危害防止対策

　�　６月から８月までの３か月間、「青森県農薬危害防

止運動」を実施し、農薬適正使用に係る研修会の開催

や啓発資料の配布等により、農林水産部と健康医療福

祉部が連携して、農薬の適正使用の推進や農薬中毒事

故等の防止に努めました。

　�　また、農薬販売者等を対象とした農薬管理指導士の

新規認定研修及び認定期間更新研修を行い、農薬販売

者・防除業者などの資質向上を図りました。農薬取締

法に基づく農薬販売店等の立入検査を251か所で実施

し、販売台帳の整備による農薬の適正な保管・管理等

について指導したほか、農家へ農薬適正使用啓発資料

を配布するなど、農薬適正使用に関する啓発活動を行

いました。

　�　なお、県内の農薬流通量は表２－３－65のとおりで

す。

種類

項目
殺菌剤 殺虫剤

殺虫

殺菌剤
除草剤 その他 計

流通量

(前年対比)

1,750 3,249 334 2,584 606 8,524
(92) (91) (96) (93) (90) (92)

注）農薬年度：前年10月～当該年９月

資料：一般社団法人日本植物防疫協会「農薬要覧2024」より

　　　県農林水産政策課作成

表２－３－65　令和５年農薬年度　農薬流通量

（単位：ｔ、％）
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１　オゾン層

⑴　オゾン層破壊問題とオゾン層保護対策

　�　「フロン」は、20世紀の人類が発明した、自然界に

は存在しない人工物質です｡

　�　昭和３年、冷蔵庫などの冷媒に理想的な気体として

開発され、断熱材やクッションの発泡剤、半導体や精

密部品の洗浄剤、スプレーの噴射剤（エアゾール）な

ど様々な用途に使用され、1960年代以降先進国を中心

に消費されるようになりました。

　�　しかし、昭和49年、フロンが大気中に放出されると

上空の成層圏まで昇り、オゾン層を破壊してしまうと

いうメカニズムが発見されました。

　�　オゾン層の破壊により地表に到達する紫外線が増加

すると、皮膚ガンや白内障など健康に悪影響をもたら

すばかりでなく、動植物の遺伝子を傷つけ、生存を妨

げるおそれがあります。その後、昭和60年に南極でオ

ゾンホールが発見され、実際にオゾン層が破壊されて

いることについての確証が得られると、世界中で大問

題となりました。

　�　そして、｢オゾン層保護に関するウィーン条約｣（昭

和60年）に基づき、フロン規制のための国際枠組とし

て｢モントリオール議定書｣（昭和62年）が採択され、

世界的にオゾン層破壊物質（特定フロン等）の規制が

始まりました。

　�　我が国では、フロンガスの規制のための国際枠組

(モントリオール議定書）に基づき、昭和63年に｢特定

物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律｣を

制定して、平成元年７月からオゾン層破壊物質の生産・

輸出入の規制を開始するとともに、その需要を円滑か

つ着実に削減していくための施策を行っています。

　�　一方、特定フロン等の代替物質として、オゾン層を

破壊しないフロン（代替フロン：ＨＦＣ）が開発・普

及してきましたが、代替フロン等には地球温暖化をも

たらすという新たな問題が出てきました。

⑵　冷媒用フロンの回収等の推進

　�　オゾン層破壊物質の排出抑制については、「特定物

質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律｣によ

る生産規制等によって行われてきました。しかし、オ

ゾン層の保護を進めるためには、既に生産された製品

中に含まれるオゾン層破壊物質の排出を抑制すること

も必要です｡また、地球温暖化の防止の観点からは、

オゾン層は破壊しないものの温暖化効果を有する代替

フロンの排出も抑制しなければなりません。

　�　このため、平成13年６月、｢特定製品に係るフロン

類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律｣が制

定され、業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどに使

用されている冷媒フロンの放出禁止、回収破壊が義務

づけられ、廃棄される業務用冷凍空調機器に充てんさ

れているフロン類を回収する者（第一種フロン類回収

業者）、使用済み自動車に搭載されているエアコン

ディショナーの引取りを行おうとする者（第二種特定

製品引取業者）及び廃棄される使用済自動車から冷媒

として充てんされているフロン類の回収を行おうとす

る者（第二種フロン類回収業者）は、それぞれ都道府

県知事等の登録を受けることとされました。

　�　さらに、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収

を徹底するため、平成18年６月に制定された改正法で

は、機器の廃棄等を行う際に、フロン類の回収行程を

管理する制度の導入や、整備時の回収義務の明確化等

が盛り込まれ、平成19年10月１日より施行されまし

た。

　�　平成27年４月１日には、フロンの製造業者並びに特

定製品の管理者の責務を定めるとともに、フロン類充

塡業登録義務化や、フロン類再生業の許可制度の導入

等が盛り込まれ、名称も「フロン類の使用の合理化及

び管理の適正化に関する法律」に改められて施行され

ました。令和元年６月に制定された改正法では、フロ

ン類を回収せずに機器を廃棄した場合の直接罰の導入

や、引取等実施者に機器を引き渡す際に、機器とあわ

せて引取証明書の写しの交付義務等が盛り込まれ、令

和２年４月１日より施行されました。

　�　なお、第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類

回収業者については、平成17年１月から｢使用済自動車の

再資源化等に関する法律｣（自動車リサイクル法）に基づ

く引取業者及びフロン類回収業者に移行しています。

　�　各年度末における登録事業者数は表２－３－66のと

おりです。

第５節　オゾン層保護・酸性雨対策の推進

表２－３－66　�フロン排出抑制法に基づく事業者の登録

状況

資料：県資源循環推進課

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

第一種フロン類
充塡回収業者
登録事業者数

388 400 424 451 476
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２　酸性雨

⑴　酸性雨の現況

　�　酸性雨とは、工場、事業場から排出されるばい煙や

自動車の排出ガス中に含まれる硫黄酸化物、窒素酸化

物等の大気汚染物質が、大気中で化学変化を起こして

酸性物質となり、それが雨や、雪、霧などの降水に溶

け込み、通常より強い酸性を示す現象です。大気中の

二酸化炭素が雨に十分に溶け込んだ場合のｐＨが5.6

であるため、ｐＨ5.6が酸性雨の一つの目安となりま

すが、火山やアルカリ土壌など、周囲の環境によって

ｐＨは変化します。

　�　また、現在では、酸性雨は、降水に溶け込み地表に

降下するもの（湿性降下物）だけでなく、降水以外の

乾いたガスや粒子状の形で地表に降下するもの（乾性

降下物）も併せたものとしてとらえられることが多

く、「酸性降下物」という用語も使われます。

　�　世界で最初に確認された酸性雨による影響は、昭和 

40年代初めにスウェーデンにおいて発表されたもので

したが、日本では昭和40年代末に被害が確認されてお

り、その時の雨水のｐＨは２～3.5でした。

　�　環境省において、昭和58年度から実施している、大

気、土壌、植生及び陸水の各分野でのモニタリングの

結果、日本も欧米並の酸性雨が見られ、冬季には日本

海側で酸性成分が増加傾向にあることが分かっていま

す。

　�　酸性雨は、他国において排出された大気汚染物質が 

原因となる可能性もあり、地球環境問題の一つとされ

ていることから、日本においても、東アジアにおける

酸性雨対策等、国際的な取組を実施しています。

　�　本県でも酸性雨の実態を把握するために、昭和58年

から調査を実施しており、令和６年度は、県衛生研究

所（青森市）において降水のモニタリング調査を実施

しました（表２－３－67、資料編表84）。

⑵　酸性雨対策

　�　これまでのモニタリング結果等を受けて、環境省で

は、酸性沈着物（湿性沈着物及び乾性沈着物）による

影響の早期把握や将来の酸性雨の影響を予測するため

に、平成13年１月から広域的かつ長期的な｢酸性雨長

期モニタリング｣を実施しています｡

　�　この｢酸性雨長期モニタリング｣では、酸性沈着モニ

タリング及び生態影響モニタリングを実施し、また、

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（ＥＡＮＥ

Ｔ）も組み込まれています。

　�　ＥＡＮＥＴは東アジア地域において、共通の手法に

よる酸性雨のモニタリングを行うことにより、酸性雨

の状況に関する各国共通の理解を形成し、国際的な取

組の推進を図ることを目的としており、現在、日本を

含め計13か国が参加しています。

表２－３－67　酸性雨実態調査結果

(上段：ｐＨ年平均値、下段：ｐＨの最小値～最大値)

※令和４年度で終了。
資料：県環境政策課

調査地域 調査地点 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

青 森 市 県 衛 生 研 究 所
（旧県環境保健センター）

4.9
(4.5～5.1)

5.1
(4.6～5.7)

5.0
(4.6～6.5)

5.0
(4.6～5.5)

5.3
(4.8～6.2)

鰺 ヶ 沢 町 鰺ヶ沢道路河川事業所 5.0
(4.7～5.8)

5.0
(4.7～5.6)

5.0
(4.7～5.9) －※ －※
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１　環境影響評価

　環境影響評価（環境アセスメント）は、環境に影響を

及ぼすおそれのある事業について、その実施前に、事業

者自らが環境影響を調査・予測・評価することを通じ、

環境保全措置を検討するなど、その事業を環境保全上よ

り望ましいものとしていく仕組みです｡

２　環境影響評価制度の経緯

　環境影響評価は、昭和44年にアメリカで制度化されて

以来、世界各国で制度化が進展し、我が国においては、

昭和59年に｢環境影響評価要綱｣が閣議決定され、これに

基づいて総合的な国の環境影響評価制度が実施されてき

ました。

　その後、平成５年の｢環境基本法｣の制定を契機に、平

成９年６月に｢環境影響評価法｣が制定されました。

　本県においては、平成９年４月施行の｢青森県環境影

響評価要綱｣に基づき、環境影響評価を実施してきまし

たが、環境影響評価法の施行を契機に環境影響評価を事

業者の法的義務とするとともに住民関与の機会を拡大す

るなど制度の見直しを行い、平成11年12月に｢青森県環

境影響評価条例｣を制定し、平成12年６月23日から施行

しています。

　近年では、令和３年10月に、｢環境影響評価法施行令」

が改正され、環境影響評価法の対象となる風力発電所の

規模要件が引き上げられたことから、本県では、法の対

象外となった規模の風力発電所を条例の対象事業に追

加するため、令和４年４月に｢青森県環境影響評価条例

施行規則｣を改正し、同年10月1日から施行しています。 

また、令和７年３月に同規則を改正し、太陽電池発電所

事業を明示しました。

３　環境影響評価手続の実施状況

　環境影響評価法及び青森県環境影響評価条例に基づ

き、各種開発事業等の実施に際し、公害の防止や自然環

境の保全について適切な配慮がなされるよう、環境影響

評価の審査を行っています。

［�資料：表２－３－68、図２－３－16及び表２－３－69

県自然保護課］

第６節　環境影響評価の推進

表２－３－68　環境影響評価手続（審査）の実施状況（令和６年度）

根拠法令等 事　業　名　等 配慮書 方法書 準備書 評価書

環境影響評価法

（仮称）大間奥戸風力発電事業 ○

雲雀平風力発電事業 ○

むつ小川原港洋上風力発電事業 ○

（仮称）東通白糠風力発電事業 ○

（仮称）三戸風力発電事業 ○

（仮称）東通村陸上風力発電事業 ○

（仮称）下北西部風力発電事業 ○

（仮称）野辺地風力発電事業更新計画 ○

（仮称）つがる洋上風力発電事業 ○

（仮称）むつ風力発電事業 ○

（仮称）北野沢風力発電事業更新計画 ○

（仮称）小田野沢Ⅲ風力発電事業 ○

（仮称）横浜町風力発電事業 ○

（仮称）下北ウィンドファーム事業 ○

（仮称）佐藤ヶ平風力発電事業 ○

環境影響評価条例 （仮称）十和田深持風力発電事業 ○
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表２－３－69　青森県環境影響評価条例の対象事業の規模要件（概要） 

事　業　の　種　類 第　１　種　事　業 第　２　種　事　業

1

道路

　国道､県道､市町村道等 ４車線以上・長さ10㎞以上 ４車線以上・長さ５～10㎞

　林道 幅員6.5ｍ以上・長さ20㎞以上 幅員6.5ｍ以上・長さ10～20㎞

　トンネルの建設 ２車線以上・掘削量50万ｍ3以上

2

ダム､堰､河川工事

　ダム､堰 貯水面積100ha以上 貯水面積50～100ha

　湖沼開発・放水路 土地改変面積100ha以上 土地改変面積50～100ha

3

鉄道､軌道

　普通鉄道・軌道 長さ10㎞以上 長さ５～10㎞

　トンネルの建設 掘削量50万ｍ3以上

4

飛行場

　滑走路の新設 滑走路長2,500ｍ以上 滑走路長1,250～2,500ｍ

　滑走路の延長 延長500ｍ以上 延長250～500ｍ

5

発電所

　水力発電所 出力３万kW以上 出力1.5万～３万kW

　火力発電所 出力15万kW以上 出力7.5万～15万kW

　地熱発電所 出力１万kW以上 出力0.5万～１万kW

　風力発電所 出力１万kW以上 出力0.75万～１万kW

太陽電池発電所 出力２万kW以上

6

廃棄物処理施設

　焼却施設 焼却能力１日100ｔ以上

　し尿処理施設 処理能力１日100kL以上

　ＰＣＢ処理施設 すべて

　最終処分場 すべて

7 公有水面の埋立干拓 面積50ha超 面積25～50ha

8 土地区画整理事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

9 新住宅市街地開発事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

10 工場事業場用地造成事業 面積50ha以上(工業専用地域100ha以上) 面積50～100ha(工業専用地域)

11 新都市基盤整備事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

12 流通業務団地造成事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

13 宅地造成事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

14 農用地造成事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

15

工場・事業場

　排ガス量 20万ｍ3/h以上 10万～20万ｍ3/h

　排水量 平均１万ｍ3/日以上 平均0.5万～１万ｍ3/日

　下水汚泥の焼却施設 焼却能力１日100ｔ以上

16

畜産施設

　牛 飼育数3,000頭以上 飼育数1,500～3,000頭

　豚 飼育数３万頭以上 飼育数１万～３万頭

　鶏 飼育数100万羽以上 飼育数30万～100万羽

17

ゴルフ場・レクリエーション施設等

　ゴルフ場 ９ホール以上

　レクリエーション施設等 面積50ha以上 面積25～50ha

18 土石の採取 面積50ha以上 面積25～50ha

19 建築物の新築 高さ100ｍ以上 高さ50～100ｍ
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１　公害紛争処理

　公害問題をめぐる紛争処理機関として、県では、青森

県公害審査会を設置しており、原則として、紛争当事者

からの申請により、あっせん、調停及び仲裁を行うこと

によって公害紛争の迅速かつ適切な解決を図ることとし

ています。

　なお、令和６年度までに処理された事件としては、①

昭和47年の青函トンネル工事に伴う排水による被害に対

して漁業補償の仲裁を求めた事件、②平成２年の青森県

農協会館建設工事に伴う地盤沈下による被害に対して損

害賠償の調停を求めた事件、③平成３年の砂採取現場か

らの砂粉じん飛来による家屋の損傷等に対して損害賠償

の調停を求めた事件、④平成７年のホテル建設工事に伴

う地盤沈下による被害に対して損害賠償の調停を求めた

事件、⑤平成20年の事業所から発生したアスファルト合

材の粉じんが販売車両に付着した被害に対して損害賠償

等の調停を求めた事件、⑥平成21年の牛舎内の牛の糞尿

から生じる悪臭及びハエ等の害虫に対してそれらの発生

防止等の調停を求めた事件、⑦令和元年の採石場から発

生する粉じん、騒音の低減等を求めた事件、⑧令和２年

の有料老人ホームのエアコン室外機から生じる低周波音

について対策を求めた事件、⑨令和５年のスナックの騒

音に係る防音工事費用負担の調停を求めた事件の９件と

なっています。

２　公害苦情処理

　公害に対する苦情については、原則として各市町村が

処理を行っていますが、県においても、各環境管理事務

所が処理を行っています。

　なお、公害紛争処理制度の仕組みについては、図２－

３－17のとおりです。

 

第７節　公害苦情・紛争処理の推進

３　公害苦情の概況

　令和５年度に県及び市町村が新たに受理した公害苦情

件数は表２－３－70のとおり356件で、前年度の306件と

比べて50件（16.3％）の増となっています。

⑴　公害の種類別苦情件数

　�　令和５年度の典型７公害に対する苦情件数を公

害の種類別にみると、大気汚染が最も多く50件

（14.0％）、次いで悪臭43件（12.1％）、騒音40件

（11.2％）の順となっています｡

　�　また、典型７公害以外の苦情は、廃棄物の不法投

棄、害虫等の発生に対する苦情などが該当しますが、

これについては203件あり、全体の57.0％を占めてい

ます（図２－３－18）｡

［�資料：表２－３－70及び図２－３－18～図２－３－ 

19公害等調整委員会事務局「令和５年度公害苦情調

査」より県環境政策課作成］

資料：県環境政策課

図２－３－17　公害紛争処理制度の仕組み
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⑵　地域別典型７公害苦情件数

　�　令和５年度に市町村が受理した典型７公害に係る苦

情件数は、青森市ほか６市３町の139件となっていま

す（図２－３－19）。

⑶　公害苦情の処理状況

　�　令和５年度に市町村が受理した処理すべき苦情件数

は、新規に受理した324件、前年度から繰り越された

32件を合わせた356件から、他の機関へ移送した20件

を除いた336件でした。このうち、令和５年度中に直

接処理（解決）された苦情件数は288件で、その処理

率は80.9％となっています。

表２－３－70　公害苦情件数の推移

図２－３－18　公害の種類別苦情件数

年度 新規受理件数
対前年度

増減数 増減率(％)

H22 786 △21 △ 2.6

H23 1,057 271 34.5

H24 910 △147 △ 13.9

H25 705 △205 △ 22.5

H26 652 △53 △ 7.5

H27 502 △150 △ 23.0

H28 453 △49 △ 9.8

H29 431 △22 △ 4.9

H30 438 7 1.6

R元 408 △30 △ 6.8

R2 468 60 14.7

R3 572 104 22.2

R4 306 △266 △ 46.5

R5 356 50 16.3
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図２－３－19　地域別典型７公害苦情件数

青森市

36件(25.9%)

八戸市

40件(28.8%)

五所川原市

5件(3.6%)

三沢市

17件(12.2%)

むつ市
23件(16.5%)

南部町 1件(0.7%)

階上町 3件(2.2%)

十和田市
11件(7.9%)

七戸町 2件(1.4%)

弘前市
市町村受付

典型7公害苦情件数
139件 1件(0.7%)

資料：県環境政策課
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１　自然保護

　本県の豊かな自然を保護し、後世に永く伝えるため、

優れた自然景観を有する自然公園として、十和田八幡平

国立公園や三陸復興国立公園、下北半島国定公園、津軽

国定公園のほか、県立自然公園として浅虫夏泊等の７か

所が指定されています。

　また、青森県自然環境保全条例に基づき、然ヶ岳県自

然環境保全地域等の９つの県自然環境保全地域、白萩平

県開発規制地域等の４つの県開発規制地域及び愛宕山県

緑地保全地域等の10の県緑地保全地域を指定してきまし

た。

　さらに、主要な鳥類の生息地及び渡来地は、５つの国

指定鳥獣保護区及び83の県指定鳥獣保護区を指定して保

護に努めています。

　県民の森梵珠山地区については、昭和43年以来身近な

自然に触れ合う場として整備を進めてきましたが、平成 

４年７月に県立自然ふれあいセンターが開館して、より

一層の充実強化が図られています。

　平成５年12月には白神山地が世界遺産として登録さ

れ、本県の自然環境の素晴らしさが評価されました。

　国（環境省）は、白神山地の調査研究、保護管理の拠

点施設として、白神山地世界遺産センター西目屋館を平

成７年度から整備し、平成９年４月に開館しました。

　県においても、これに併設する形で情報提供、体験学

習、普及啓発等の機能を持つ「白神山地ビジターセン

ター」を平成７年度から整備し、平成10年10月に開館し

ました。これにより、白神山地の適正な保護管理等及び

自然保護に関する普及啓発を推進しているところです。

　令和５年度には、白神山地が世界遺産登録から30年目

を迎え、記念事業を始めとする啓発活動などにより、白

神山地の価値と魅力や地域文化などを広く紹介しまし

た。

２　自然保護の基本方針

　自然は、本来自らの損傷を復元し、浄化する能力を

持っていますが、その限度を超えた破壊や汚染が進む

と、自然の微妙な仕組みと調和は至るところで破られ、

自然から受ける有形無形の恩恵が失われることになりま

す。

　本県の豊かな自然を保護し、後世に永く伝えるため、 

優れた自然の景勝地は、自然公園や自然環境保全地域等

として、また、主要な鳥獣類の生息地及び渡来地は鳥獣

保護区等として、保護・保全区域の指定をしてきたとこ

ろです。

　今後とも世界遺産である白神山地等の優れた自然の保

護施策を進めていくこととしています。

第１節　世界自然遺産白神山地や貴重な自然の保全と活用

第４章　豊かな自然環境、景観、歴史・文化の継承
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３　自然環境の保全対策

⑴　自然環境保全地域等

　①　国自然環境保全地域の指定

　　�　白神山地は、面的な広がりをもつブナ天然林とし

て優れた自然状態を保っていることから、平成４年７

月10日、国の自然環境保全地域に指定されました。

　　�　指定面積は、14,043ha（青森県側9,707ha、秋田

県側4,336ha）となっています。

　②　県自然環境保全地域等の指定

　　�　青森県自然環境保全条例に基づき、優れた自然環

境を保全することが特に必要な地域を県自然環境保

全地域、また、県自然環境保全地域に準ずる良好な

自然環境を有している地域等で、地域の開発を規制

することにより自然環境の保全に努めるべき地域を

県開発規制地域、さらに市街地又は集落地等におい

て保全すべき緑地を県緑地保全地域として指定する

こととしています。令和６年度末におけるこれらの

指定地域は、県自然環境保全地域が９地域、県開発

規制地域が４地域、県緑地保全地域が10地域となっ

ています（資料編表34）。

　③　地域内の保全措置等

　　�　地域内の巡回、標識等の設置を行うとともに、白

神山地世界遺産地域に白神山地世界遺産地域巡視員

を６名配置し、また、然ケ岳県自然環境保全地域な

ど９地域に自然保護指導員を各１名配置して、当該

地域の保全に努めています。

⑵　自然公園

　①　自然公園の現況

　　�　本県は雄大な火山等からなる八甲田山岳地帯、変

化に富む海岸地形の連なる種差海岸、西海岸及び下

北半島西海岸地帯、そして複式カルデラ湖として全

国的に有名な十和田湖等多種多様なすぐれた自然美

を豊富に有し、全国的にも自然景観に恵まれた地域

です。

　　�　自然公園の指定は、令和７年３月31日現在、国立

公園２か所、国定公園２か所及び県立自然公園７か

所が指定されています。その面積は111,798haで県

土面積の11.6％を占めています。

　　�　令和７年３月31日現在における自然公園の概況

は、表２－４－１のとおりです。

　②　自然公園の管理及び保護

　　ア　公園の管理等体制

　　　�　国立公園の管理のために、環境省は東北地方環

境事務所十和田八幡平国立公園管理事務所（十和

田湖畔休屋地区）及び三陸復興国立公園管理事務

所八戸管理官事務所（八戸市）を設置しています。

　　　�　県は、むつ市、鰺ヶ沢町にそれぞれ自然保護課

駐在員を配置して下北半島、津軽国定公園、各県

立自然公園の管理を行っています｡

　　　�　また、環境省は自然公園を保護し、利用の適正

化を図るため自然公園指導員の制度を設けてお

り、本県には45名が配置されています｡

表２－４－１　自然公園の概況

（令和７年３月31日現在）

区分等

公園名

指定
年月日

面積

保　護　規　制　別

特別地域 普通
地域特別保護地区 第1種 第2種 第3種 計

国立公園

ha ha ha ha ha ha ha

十和田八幡平 S11.2.1 38,358 9,903 7,373 8,693 8,675 34,644 3,714

三陸復興 H25.5.24 2,423 - 68 149 2,156 2,373 50

小計 40,781 9,903 7,441 8,842 10,831 37,017 3,764

国定公園

下北半島 S43.7.22 18,641 1,798 2,327 4,000 10,284 18,409 232

津軽 S50.3.31 25,966 1,685 2,459 6,171 14,582 24,897 1,069

小計 44,607 3,483 4,786 10,171 24,866 43,306 1,301

県立
自然公園

浅虫夏泊 S28.6.10 4,964 - 73 157 597 827 4,137

大鰐碇ヶ関温泉郷 S28.6.10 6,730 - 47 265 2,008 2,320 4,410

名久井岳 S31.10.25 1,076 - 15 41 998 1,054 22

芦野池沼群 S33.10.14 612 - - 351 140 491 121

黒石温泉郷 S33.10.14 5,100 - 122 83 1,440 1,645 3,455

岩木高原 S33.10.14 2,587 - 7 99 546 652 1,935

津軽白神 S56.7.7 5,341 - 715 2,312 1,879 4,906 435

小計 26,410 - 979 3,308 7,608 11,895 14,515

計 111,798 13,386 13,206 22,321 43,305 92,218 19,580

※十和田八幡平国立公園及び三陸復興国立公園の面積は、本県側の面積である。

資料：県自然保護課
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　　イ　公園内の行為規制

　　　�　自然公園関係法規により、自然公園の景観を保

護するため自然公園内にその保護の必要性に応じ

て特別地域及び特別保護地区を指定しており、こ

の地域及び地区内における工作物の新築、土石の

採取等の風致景観を損なうおそれのある一定の行

為には許可を要するほか、普通地域においても届

出が必要となっています。令和６年度の許可等の

処理件数は125件です（資料編表30）。

　　ウ　公園内の美化対策

　　　�　国立公園内の主要利用地域において利用者が投

棄するごみの処理対策として、一般社団法人十和

田湖国立公園協会に委託して清掃事業を実施しま

した（資料編表31）。

　　　�　国定公園については、関係市町村に委託して清

掃事業を実施しました（資料編表31）。

　　エ　公園内の保護対策

　　　�　高山植物の保護を図るために、盗掘防止合同パ

トロールを実施しました。

　③　自然公園の公園計画の見直し

　　�　自然公園を取り巻く自然的・社会的条件の変化に

対応するため、自然保護の強化を基調として公園計

画の見直しを進めています。

⑶　自然保護の啓発

　①　啓発の基本方針

　　�　本県には美しい自然が豊かに現存していますが破

壊された自然の復元は極めて困難とされています。

　　�　このため、県民の自然保護意識の高揚を図ること

によって、自然の破壊を防止することは重要な意味

を持っています。

　　�　昭和50年７月に告示した青森県自然環境保全基本

方針は、「自然環境の保全について、県民の関心を

高め、理解を深め、自然に対する愛情と公徳心の育

成を図るため」として、次の方策を掲げています。

　ア　自然に親しむ県民運動の展開

　イ　県民の森、野鳥の森、自然探勝道等の利用の促進

　ウ　自然保護団体の育成指導

　エ　各種広報媒体による趣旨の徹底

　　�　県は、この基本方針に基づき毎年諸行事を開催し

てきたところですが、広く県民に呼びかけ、各方面

から多数の人々が参加できるよう配慮して実施する

こととしています。

　②　自然保護啓発拠点施設

　　ア　白神山地ビジターセンター

　　　ａ　施設の概要

　　　　　設置場所：�中津軽郡西目屋村大字田代字神田

61－1

　　　　　主たる施設

　　　　・�大型映像施設：世界遺産白神山地の自然を広

く映像により疑似体験してもらうもので、約

200人を収容

　　　　・�展示施設：人と自然との共生をテーマとし

て、ブナを中心とした自然環境とマタギの生

活文化の紹介

　　　　・�展示林：ブナを主体とした植物により白神山

地を想起させる森林空間の創出

　　　ｂ　管理運営

　　　　　青森県森林組合連合会（指定管理者）

　　　ｃ　体験による普及啓発等

　　　　　白神山地ふれあい促進事業（主催行事）

　　　　・�自然体験：白神山地のフィールドにおける自

然観察会や、自然保護の考え方を育むための

白神トレッキングの開催

　　　　・�文化継承：白神山地の自然について、講義形

式によるネイチャースクールの開催。さら

に、自然素材でオリジナルの飾りなどを作っ

て楽しむネイチャークラフトの開催

　　　　・�情報発信等：インターネットホームページに

よる白神山地の情報の発信｡情報誌白神山地

ビジターセンターだよりの発行

　　　ｄ　利用状況

年度 H29 H30 R元 R2

入館者数 55,534 50,623 47,355 21,468

年度 R3 R4 R5 R6

入館者数 26,588 30,261 36,994 36,899

(開館：平成10年10月24日)
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　③　奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト

　　�　奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクトは、奥入

瀬渓流の環境保全に資する活動やマイカー交通規制

中の関連活動を通して、環境保全の理解浸透を図

り、奥入瀬渓流の永続的な保全と、自然環境を活か

した当該地域の地域振興・観光振興を図ることを目

的として、平成20年から官民一体となって展開して

います。

　　�　令和６年度は10月21日（月）～27日（日）の連続

７日間「奥入瀬自然博物館 期間限定開催」と題し

て、渓流内でのマイカー交通規制を実施し、青橅山

バイパス開通後の車のない上質な奥入瀬を一足先に

来訪者に体験していただいたほか、青橅山BP開通後

を見据えた、自然環境の保全と利活用の融合を目指

すための社会実験を実施しています。

　　�　また、「奥入瀬渓流エコロードフェスタ」を併催

し、マイカー交通規制に合わせ、エコツアーガイド

研修生トライアルガイド等の活動を行いました。

⑷　県民の森の管理等

　①　県民の森創設以来の動向

　　�　青森県民の森は、昭和43年に明治百年記念事業の

一環として、県を代表するブナ林とヒバ林を保護

し、永く後世に残し伝えるとともに、これを広く県

民の保健休養施設として開放し、県民の資質の向上

と郷土愛のかん養を図ることを目的に、梵珠山及び

眺望山の一連の地帯に設定されたものです（図２－

４－１）。土地所有別面積は表２－４－２のように

なっており、当初から青森市浪岡大釈迦の梵珠山地

区を県が、青森市内真部眺望山地区を青森森林管理

署がそれぞれ管理運営しています。県が管理する梵

珠山地区は、昭和48年度にビジターセンターの完成

を待って県民に利用してもらうため、開放しまし

た。

　　�　以来、現在に至るまで、山腹等崩壊箇所の修復工

事や土砂流出防止対策等の安全確保に関する諸工事

を実施してきたほか、登山道の整備やトイレ、あず

まや、キャンプ場の設置等で利用者の利便を図って

きました。また、平成４年度県民の森梵珠山いきも

のふれあいの里整備事業により「県立自然ふれあい

センター」が設置され、「四季を通して自然ふれあ

いの機会提供による自然保護思想の普及」を目的と

して管理運営に当たっています。［資料：表２－４

－２から表２－４－４県自然保護課］

資料:県自然保護課

　②　県民の森の概況

　　ア　県民の森梵珠山の自然環境

　　　�　梵珠山地区は、日本海型ブナ天然林がその大半

を占めており、多種多様な植物が生育するととも

に、野生鳥獣の繁殖、採餌及び隠れ場となってい

ます。

　　　ａ　植　　物

　　　　�　山腹の肥沃な土壌には、ミズナラ・ブナ林が

見られ、急峻で乾燥した尾根筋にはヒバ林が見

られます。また、沢沿いには、トチノキ・サワ

グルミ林が、さらに湿地では、ミズバショウ、

エゾハンノキの群落が見られます。早春には、

ブナの林床一面に、カタクリ、キクザキイチン

ソウが咲き乱れ、このほかにシロバナエンレイ

ソウ、スミレサイシン、キバナアキギリ、ヒョ

ウノセンカタバミ、サイハイランが確認される

など、植生の多様なことを示しています。

図２－４－１　県民の森周辺概略図

表２－４－２　県民の森土地所有別面積

（単位：ha）

所有別 梵珠山地区 連絡地帯 眺望山地区 小計

国有林 234 237 896 1,367

県有林 201 0 0 201

民有林 105 0 0 105

計 540 237 896 1,673
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　　　ｂ　鳥　　類

　　　　�　梵珠山地区には、ベニマシコ、アトリ、ゴ

ジュウカラ、シジュウカラ、ヒガラ、ツツド

リ、カッコウ、アカゲラ、アオゲラ、コゲラ、

アオバト、クロツグミ、アカハラ、トラツグ

ミ、キレンジャク、ヤマドリ、アカショウビン

など多くの鳥類の生息が確認されており、この

地区が安定した森林生態にあることを裏付けて

います。

　　　ｃ　哺　乳　類

　　　　�　梵珠山地区には、ニホンカモシカ、ホンドタ

ヌキ、ニホンアナグマ、ホンドテン、ホンドイ

タチ、ヤマネ、トウホクノウサギ、ニホンリス

などの森林性の獣の代表的なものが生息してお

り、特にニホンカモシカの生息は注目に値しま

す。

　　イ　施設等の概要

　　　�　主たる施設は自然ふれあいセンターを中核とし

た表２－４－３のとおりです｡これらの施設は、

「四季を通して、自然とのふれあいの機会を提供

し、自然保護思想の普及を図る拠点」と位置付

け、センター事業や利用者による自主的な活動に

活用されています（自然ふれあいセンターの利用

状況は表２－４－４のとおり）。

　　　ａ　管理運営

　　　　　青森県森林組合連合会（指定管理者）

　　　ｂ　センター事業（主催行事等）

　　　　　・�自然体験事業：センター周辺における日曜

観察会、体験学習や自然保護意識を育むた

めの自然教室等の開催

　　　　　・�文化継承事業：動植物等の写真展、自然に

関する講演会・調査研究発表会、自然素材

を使ったクラフト教室等の開催

表２－４－３　県民の森の主要施設表

名　　称 規模等 備考

自然ふれあいセンター 木造平屋建 996.4㎡

入山指導所 木造平屋建 25.9㎡

東屋 １棟、木造平屋建 12.3㎡

休憩舎 １棟、木造平屋建 37.5㎡

公衆便所 ２棟、木造 52.0㎡

自然観察路 6,750ｍ ４路線

避難小屋 木造平屋建 13㎡

駐車場 3,010㎡ ２か所

車庫 木造平屋建 50㎡

キャンプ場 １か所

表２-４-４　自然ふれあいセンター利用状況

年度 H29 H30 R元 R2

入館者数 38,275 37,141 37,216 22,848

年度 R3 R4 R5 R6※

入館者数 22,878 22,879 23,446 7,861

※令和６年度より計数方法を変更している。

（開館：平成４年７月３日）
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４　世界自然遺産白神山地

�　白神山地の概要

　�　白神山地は、青森県と秋田県にまたがる約130,000haに

及ぶ広大な地域を指しており、我が国有数の規模を持つブ

ナの天然林を主とする地域です。

　�　また、この白神山地の青森県側の北西部には「津軽

国定公園」が位置し、東部には「津軽白神県立自然公

園」が、秋田県側の東部には「田代岳県立自然公園」

が、南部には「秋田白神県立自然公園」が、そして西

部には「八森岩館県立自然公園」が位置しています。

　�　白神山地には、大川、赤石川、追良瀬川、笹内川、

そして秋田県の粕毛川の源流部が集中し、人間の行為

による影響をほとんど受けない、原生的なブナ天然林

が広範囲にわたって分布しています。

　�　白神山地のすぐれた自然環境は、学術的にも貴重

であることから、そこに生息・自生している動植物の

保護、保全についての社会的関心が高まり、平成４

年７月10日に14,043ha（青森県側9,707ha、秋田県側

4,336ha）が、国の自然環境保全地域に指定されました。

　�　また、平成４年10月１日には、政府が白神山地の広大

なブナ天然林とその生態系の価値を極めて重要である

と評価し、我が国初の世界遺産登録候補地として、屋久

島等と共にユネスコの世界遺産委員会に推薦しました。

　�　推薦地域面積は、当初10,139haでしたが、世界遺

産委員会事務局の提言により、我が国政府が、平成５

年10月１日に16,971ha（青森県側12,627ha、秋田県側

4,344ha）に推薦地域面積を拡大し、同年12月南米コロ

ンビアで開催された第17回世界遺産委員会において、白

神山地は、推薦地域面積の全部が世界遺産リストへ登

録されました（図２－４－２　資料：県自然保護課）。

�　白神山地の動植物

　�　ブナは、かつて東北地方の山地ばかりでなく低地を

一面に覆っていましたが、今日では、白神山地が原生

度の高いブナ林で覆われた東アジア最大級の地域とな

りました。

　�　白神山地のブナ林内には多種多様な植物群落が共存

し、ブナ林を背景とした豊富な動植物が生息し、自然

の生態系をありのままの姿で見ることができます。

　�　白神山地の植物種については、95科298属542種が

確認されており、この中には、アオモリマンテマ、ツガ

ルミセバヤ、オガタチイチゴツナギ及びミツモリミミナ

グサをはじめ多数の貴重な植物が確認されています。

　�　哺乳類の主なものとして、ツキノワグマ、カモシ

カ、オコジョ、ニホンザル、ヒミズなどの生息が確認

されていますが、小型哺乳類についてはさらに詳細な

調査が必要です。また、鳥類84種、は虫類７種、両生

類13種、昆虫類2,300種余りが知られています。これ

らのうち、特別天然記念物にカモシカ、天然記念物に

ヤマネ、クマゲラ、イヌワシが指定されています。中

でも、キツツキ科のクマゲラは、本州での確認例も少

なく、ブナ林と並んで白神山地の象徴的な存在となっ

ています。

　�　また、平成４年７月に新種のゴミムシが後の世界遺

産地域の中から見つかりました。このことは、遺伝子

プールとしての白神山地の価値の高さを示す一例とい

え、今後とも昆虫を中心に、未だ確認されていない種

が白神山地から発見されることが期待されています。

�　世界遺産(自然遺産)としての白神山地の意義

　�　世界遺産（自然遺産）としての白神山地は、世界遺

産条約に則って厳正に保護していくことが求められて

います。世界遺産条約の本質は、「人類の祖先が現代

まで残してくれた美しい自然や文化遺産を将来の人々

にも同じように残していく」ことにあります。このた

め、白神山地の場合も、そのすぐれた自然を将来にわ

たって保護していくための基盤を整備して、将来の人

類に対する現在の人類の貴重な責任を果たすことが求

められています（資料編表33）。

　�　本県にとって、白神山地が世界遺産に登録されたこ

とは、次のような意義があったものと考えます。

　�　第一には、本県が豊かな自然を有しているというこ

とが、国内外に広く認識されたことです。本県は、十

和田湖や八甲田山及び岩木山、下北半島等のすぐれた

自然を有していますが、国際的な水準による科学的な

評価を受けて次世代に引き継ぐべき特別な価値がある

と判断された白神山地の存在によって、本県の自然全

図２－４－２　白神山地の概要図
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体に対する評価が一層高まり、県民にとってもその価

値を再発見する好機会になったものと考えます。

　�　第二には、世界遺産を有することに伴う、自然保護

意識の高揚があります。

　�　世界遺産の存在は、県民に誇りを与えるものですが、

一方においては、我々に保護に対する責任を課すこと

にもなります。世界遺産登録に伴い、白神山地に対す

る県民の関心が高まっていますが、これによって自然

を保護していくことの重要さが再認識され、自然保護

意識の高まりと具体的な行動の展開が期待されます。

　�　第三には、国による保護・保全事業の実施により、

将来に向けた保護体制の整備や白神山地に係る科学研

究の促進が期待されます。

　�　世界遺産条約においては、締約国は、世界遺産登録

がなされた遺産については、国が科学的、技術的、管

理上、財務上の処置に努めることとされ、また、保護

すると同時にその地域内の生活に役割を与え、整備活

用に際して必要な研修センターを設置するなどして、

人々が遺産を正しく理解するよう努めなければならな

いとされています。

　�　これら一連の国による措置や保全事業の実施は、白

神山地を適切に保全し利用していくための基盤の形成

にとって不可欠であり、その促進が期待されています。

　�　また、県としても、平成13年10月には秋田県ととも

に「世界遺産白神山地憲章」を制定したほか、平成17

年10月には「第２回世界自然遺産会議」を弘前市など

において開催するなど、多様な生命の環が広がる森林

の大切さと森林文化の啓発に努めています。

�　保全対策

　�　県は、白神山地の自然環境の保全及び利用の基本的

方針と、これを実現するための基本的な方策を明らか

にする「白神山地保全・利用基本計画」を平成６年３

月に作成し、その後、白神山地の保護管理体制等の充

実や白神山地への来訪者の増加等、白神山地を取り巻

く状況が変化したこと等から、遺産地域及びその周辺

での適切な利用と保全のあり方についての検討を行

い、平成19年１月に「白神山地保全・利用基本構想」

を策定しました。

　�　また、平成25年10月にはこれまでの「白神山地世界

遺産地域管理計画」（平成７年11月に国（環境省・文

化庁・林野庁）が策定）を、国及び秋田県とともに改

定し、関係市町村、ＮＰＯ等と連携しながら、現状の

自然環境及び生態系を将来にわたって保全するため、

科学的知見やモニタリング結果等を踏まえた、順応的

な管理を進めることとしています。

　�　県でも当該計画に基づいて、次のような取組を行っ

ています。

　①　白神山地巡視活動の実施

　　�　白神山地世界遺産地域巡視員を６名配置し、入山

者に対するマナー向上や自然保護意識の普及啓発を

図っています。

　②　自然観察歩道等維持管理事業の実施

　　�　白神山地遺産地域周辺の自然観察歩道の安全性及

び利便性を確保するため、緊急度に応じて順次補修

等を行っています。

　③　エコツーリズム推進事業の実施

　　�　世界遺産白神山地の保全と持続可能な利用を図る

ため、遺産地域周辺における自然を生かしたエコ

ツーリズム推進のため取組を行っています。
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５　温泉の保全

�　温泉の現況

　�　本県の温泉は、源泉総数においては、令和５年度末で

1,093源泉、総ゆう出量は142,255L/分となっています。

　�　なお、令和５年度末における源泉総数は全国第６

位、温泉利用公衆浴場数は全国第８位、総ゆう出量は

全国第４位となっており、本県は全国でも屈指の温泉

県となっています。

　�　また、総ゆう出量に占める動力泉の比率は、令和５

年度末で91.1％となっており、自噴泉の比率は小さい

状況です。

　�　利用面においては、これまでの保健休養、観光的利

用に加え、最近では、公衆浴場、介護老人保健施設等

と多様化してきており、年々その需要が増加しつつあ

ります。

　�　また、環境省は硫化水素による事故の防止や利用者

の安全確保を図るために、平成29年９月に「公共の浴

用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する

基準」を改正しました。

�　温泉法に基づく許可状況

　�　令和６年度の温泉法に基づく許可件数（温泉掘削・

増掘・動力装置・利用）は、27件となっています（表

２－４－５）。

表２－４－５　温泉掘削・増掘・動力装置・利用許可件数

年　度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

掘 　 削 11 5 13 11 6 9 4 8 6 3 3 3

増 堀 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

動 力 装 置 13 7 8 11 5 4 9 5 4 7 5 3

利 用 100 61 60 50 21 28 48 45 24 37 41 21

計 124 73 81 72 33 41 61 58 34 47 49 27

資料：県自然保護課
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１　農地の保全

　農地は、私たちに食料を供給する生産の場であるとと

もに、動植物が生息する場や自然の恵みにふれあえる体

験学習の場となっているほか、緑や水辺がつくる心やす

らぐ農村景観を形成するなど、重要な役割を果たしてい

ます。

　一方、農業者の高齢化や担い手の減少などにより、遊

休農地の発生や、農地が持つ様々な機能の低下が懸念さ

れています。

　このことから、農地の持つ様々な機能を維持・保全し

ていくため、農地の利用調整を進める農地利用最適化推

進委員等の活動の促進や、地域の合意形成に基づき、農

地利用を含めた地域農業の将来のあり方を定める「地域

計画」の実現に向けた助言・指導などを通じ、遊休農地

の発生防止・解消に向けた取組を総合的に支援していま

す。

２　多面的機能の維持・発揮

　農業・農村は、国土保全、水源かん養、景観形成等の

多面的機能を有しており、その利益は広く国民全体が享

受しています。

　しかしながら、近年、農村地域の高齢化、人口減少等

により、地域の共同活動等によって支えられている多面

的機能の発揮に支障が生じつつあります。

　このため、平成26年度から多面的機能支払制度を活用

し、水路の泥上げや農道の砂利補充等の地域資源の基礎

的保全活動、水路・農道等の軽微な補修や植栽による景

観形成等の農村環境の良好な保全といった地域資源の質

的向上を図る共同活動、施設の長寿命化のための活動を

支援しています。

　地域では、次のような共同活動に取り組んでいます。

　・�農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の砂利補充等

の地域資源の基礎的保全活動

　・�水路、農道、ため池の軽微な補修、植栽活動やため

池の外来種駆除等の農村環境保全活動

　・�水路のひび割れ補修や農道のくぼみの補修等の施設

の長寿命化のための活動

３　環境にやさしい農業の推進

　近年、環境保全に対する意識が高まっている中で、農

業分野においても化学合成農薬や化学肥料の低減など、

より環境負荷を低減する生産方式への転換が求められて

います。このため、化学合成農薬や化学肥料を通常の半

分以下に低減して栽培した特別栽培農産物の認証や技術

開発などにも幅広く取り組み、「環境にやさしい農業」

の普及を図っています。

　また、「有機農業推進法」に基づく本県の推進計画と

位置付けている第３期「日本一健康な土づくり」推進プ

ラン（令和４年３月）に基づき、健康な土づくりを基本

とした「環境にやさしい農業」の一層の拡大に取り組 

んでいます。

　さらに、バイオマスの利活用に向けて「第４次青森県

循環型社会形成推進計画」（計画期間：令和３～７年

度）に基づき、地産地消型の循環型社会の形成に取り組

んでいるほか、「環境と調和のとれた食料システムの確

立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法

律」に基づき、県と市町村の共同による「青森県環境負

荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」（計画期

間：令和５～９年度）を作成し、農林水産分野での環境

負荷低減に向けて取り組みを進めています。

４　冬の農業の推進

　本県において、冬期間の農業生産を進めるためには、

積雪対策に加えて、地域資源やバイオマス資源を積極的

に活用していくことが重要です。

　このため、県では、冬の寒さを活用した農作物生産の

指導や省エネ設備・資材の展示会の開催のほか、耐雪型

ハウスの導入や補強等の支援をしています。

　こうした取組を通じて、無加温ハウスで、厳冬期にほ

うれんそう、こまつななどを寒さにあてることによって

栄養価を高める寒締め栽培や、温泉熱、木質バイオマ

ス、ヒートポンプなどを活用した加温栽培によるいちご

やミニトマト、アルストロメリア等の栽培が行われてい

ます。

第２節　自然と共生する里地里山の保全と活用
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表２－４－６　鳥獣保護区等一覧

(令和７年３月31日現在)

区　　　分

総　　数
目 的 に よ る 区 分

森林鳥獣 大規模生息 希少鳥獣 身近な鳥獣 集団渡来地 集団繁殖地
箇
所
数

面積 箇
所
数

面積 箇
所
数

面積 箇
所
数

面積 箇
所
数

面積 箇
所
数

面積 箇
所
数

面積

ha ha ha ha ha ha ha

国 指 定 5 60,679 2 50,301 2 5,651 1 4,727

特別保護地区 3 20,656 1 19,366 2 1,290

県 指 定 83 71,615 53 51,083 3 941 18 7,119 8 8,952 1 3,520

特別保護地区 8 1,551 6 1,539 1 10 1 2

計
鳥獣保護区 88 132,294 53 51,083 2 50,301 5 6,592 18 7,719 9 13,679 1 3,520

特別保護地区 11 22,207 6 1,539 1 19,366 2 1,290 1 10 1 2

５　農泊の推進

　緑豊かな農山漁村に滞在し、自然、文化、そこに住む

人々との交流を楽しむ農泊への関心が高まっています。

　県では、農泊の魅力を伝える動画の公開や、これまで

造成してきた青森ならではの体験メニュー及び農林漁業

体験民宿等について、各種情報発信を行っています。

　また、旅行会社等への誘客活動の強化や新規開業者の

確保・育成に向けた研修会の開催などに取り組んでいま

す。

６　鳥獣保護管理及び狩猟

⑴　鳥獣保護管理等の現状

　�　野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素の一つ

で、豊かな自然環境を維持していく上で必要不可欠な

役割を果たしています。一方で、ニホンジカやイノシ

シなどの鳥獣による生活環境、農林業及び生態系に係

る被害の拡大が懸念されています。

　�　そのため、第13次鳥獣保護管理事業計画（令和４～

８年度）に基づき、鳥獣保護区等の指定、生息数が増

加している鳥獣の適正な管理及び狩猟の取締り等を進

めています。

⑵　鳥獣保護区等の指定

　①　鳥獣保護区

　　�　鳥獣の捕獲を禁止し、鳥獣の生息、繁殖に必要な

施設を設けて鳥獣の保護と繁殖を図るために鳥獣保

護区を指定していますが、令和６年度末現在、国指

定の保護区が５か所60,679ha、県指定の保護区が83

か所71,615haとなっています。また、保護区内で鳥

獣の繁殖等に特に必要であると認められている地区

を特別保護地区として指定しており、令和６年度末

現在で11か所、22,207haとなっています（表２－４

－６）。

　［資料：表２－４－６～表２－４－10県自然保護課］
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　②　特定猟具使用禁止区域（銃）

　　�　銃猟による危険防止のため、学校所在地、農林漁

業が恒常的に行われる場所、行楽等で多くの人が集

まる場所等の周辺を対象に特定猟具使用禁止区域

(銃)を指定しており、令和６年度末現在で64か所、

26,987haとなっています。

　③　鉛散弾規制地域

　　�　鉛散弾による水鳥の中毒事故の防止を図る目的

で、鉛散弾を使用する方法による狩猟鳥獣の捕獲を

禁止する地域として、小川原湖鉛散弾規制地域を指

定しています。

⑶　適正な狩猟行為の確保等

　①　狩猟者登録証等交付

　　�　令和６年度末における狩猟免状及び狩猟者登録証

交付の状況は、表２－４－７のとおり、それぞれ

2,114人及び1,237人です。

表２－４－７　狩猟免状交付状況等

　　　ア．狩猟免状交付状況

　　　（令和６年度末有効件数）� （単位：人）

網 わな 第１種銃猟 第２種銃猟 計

125 801 1,173 15 2,114

　　　イ．令和６年度狩猟者登録証交付状況

（単位：人）

県内・外の別

免状の種類
県内者 県外者 計

網 19 0 19

わな 295 42 337

第１種銃猟 856 8 864

第２種銃猟 16 1 17

計 1,186 51 1,237

　②　鳥獣捕獲

　　�　令和６年度における狩猟者登録を受けた者による

鳥獣の捕獲状況は、鳥類4,482羽、獣類467頭です

（表２－４－８）。

　③　狩猟事故防止対策

　　�　令和６年度は、狩猟事故の防止のために違反行為

の取締りを実施したほか、狩猟免許試験等を実施し

ました。

　　�　なお、このほか鳥獣保護区の巡視等を行うため鳥

獣保護管理員56名を配置しました。

年度別
鳥類

R2 R3 R4 R5 R6

オスキジ 1,185 1,144 929 946 1,023

オスヤマドリ 533 590 450 650 318

カモ類 3,643 3,433 2,954 2,756 2,807

キジバト 67 35 26 27 34

シギ類 2 3 2 1 2

ヒヨドリ 198 129 164 222 106

スズメ類 42 22 61 23 54

ムクドリ 2 2 5 0 36

カラス類 119 96 158 133 102

その他 2 3 4 3 0

合計 5,793 5,457 4,753 4,761 4,482

　　表２－４－８　狩猟者登録を受けた者による鳥獣

　　　　　　　　　捕獲状況(有害鳥獣捕獲を除く)

（単位：羽）

年度別
獣類

R2 R3 R4 R5 R6

ツキノワグマ 7 10 13 14 8

キツネ 32 27 21 16 16

タヌキ 52 33 50 67 47

アナグマ 0 6 3 2 0

テン 12 15 4 5 4

ニホンジカ 52 81 64 125 148

イノシシ 11 6 26 94 84

ノウサギ 332 215 193 103 129

その他 14 13 33 17 31

合計 512 406 407 443 467

（単位：頭）
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⑷　下北半島ニホンザルの保護管理対策

　�　下北半島のニホンザルは、世界最北限に生息するサ

ルとして国の天然記念物に指定されていますが、近

年、生息数の増加や生息域の拡大が進み、人的被害及

び農作物被害を引き起こし、地域住民との軋轢が生じ

ています。

　�　このため、県は、人とサルの棲み分けと共生を目的

として、平成15年度に下北半島ニホンザルの特定鳥獣

保護管理計画、平成19年度には第２次計画、平成23年

度には第３次計画（平成27年５月から第１次第二種特

定鳥獣管理計画へ移行）、平成28年度には第２次計

画、令和３年度には第３次計画を策定し、市町村が実

施する捕獲作業の推進に向けたモニタリング調査など

を実施しています。

⑸　ツキノワグマの保護管理対策

　�　ツキノワグマは本州と四国で最大の陸上哺乳類で、

近年は四国を除いた全ての地域で生息分布が拡大して

いると考えられています。

　�　令和５年は県内での出没件数及び人的被害が過去最

多となり、農作物被害も増加しました。

　�　このため、令和６年度にツキノワグマの生息状況調

査を実施し、令和７年度に第二種特定鳥獣管理計画

（第１次ツキノワグマ）を策定し、各種モニタリング

調査を実施するとともに、被害防止に向けてクマ被害

防止のためのリーフレット及びクマ出没状況を県の

ホームページに掲載するなど情報提供を行っていま

す。

⑹　カモシカの保護

　�　カモシカは日本特有の動物で、北海道、中国を除く

全国各地方の山岳地帯に生息していますが、本県では

比較的低山地帯にも生息しています。

　�　カモシカは、かつて日本の狩猟獣として代表的なも

のであったため、一時は絶滅寸前の状態となりまし

た。これを保護するため昭和９年５月に天然記念物

に、さらに昭和30年２月に特別天然記念物に指定され

ています。

　�　本県では、下北半島及び北奥羽山系の２つの保護地

域が設定されており、生息状況等の調査を毎年実施し

ています。

⑺　ニホンジカの管理対策

　�　ニホンジカは全国で生息数を増加させており、各地

で甚大な被害を引き起こしています。

　�　本県では1900年頃まで生息し、その後一度絶滅しま

したが、近年目撃が増加していることから、平成29年

度に第二種特定鳥獣管理計画（第１次ニホンジカ）、

令和３年度には第２次計画を策定し、捕獲等事業、各

種モニタリング調査、狩猟者育成研修などを行ってい

ます。

⑻　イノシシの管理対策

　�　イノシシは全国で生息数を増加させており、各地で

甚大な被害を引き起こしています。

　�　本県では1880年頃に絶滅したとされていましたが、

近年目撃が増加していることから、令和４年度に第二

種特定鳥獣管理計画（第１次イノシシ）を策定し、令

和５年度から捕獲等事業、各種モニタリング調査、狩

猟者育成研修などを行っています。

⑼　鳥インフルエンザ対策

　�　野鳥からの高病原性鳥インフルエンザ発生に備え、

対応マニュアルに基づき、野鳥の調査を行っていま

す。主な調査内容として、死亡野鳥調査、鳥類生息状

況調査を実施しています。令和５年度は該当事例があ

りませんでした。

⑽　有害鳥獣の捕獲

　�　農林水産業に被害を与える鳥獣の捕獲については、

農作物等の被害の状況などを見て、捕獲の数、方法、

期間等が適切となるように配慮しつつ許可を与えるな

どの指導をしています。

　�　令和６年度の有害鳥獣捕獲による鳥獣捕獲数は、鳥

類4,929羽、獣類833頭です（表２－４－９）。

表２－４－９　令和６年度有害鳥獣捕獲状況

鳥類 獣類

種類 捕獲数（羽） 種類 捕獲数（頭）

カラス類 3,709 アナグマ 42

カルガモ 171 アライグマ 130

カワウ 138 イノシシ 56

キジバト 29 キツネ 3

スズメ 15 タヌキ 51

ダイサギ 22 ツキノワグマ 113

ドバト 224 ニホンザル 232

トビ 0 ニホンジカ 66

ハシブトガラス 287 ニホンノウサギ 4

ハシボソガラス 114 ハクビシン 113

マガモ 2 ヒメネズミ 23

ムクドリ 18

その他 200

計 4,929 計 833
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⑾　鳥獣関係施設

　�　県内における野生鳥獣の関係施設としては、傷病鳥

獣を保護収容する県鳥獣保護センターが平内町にあり

ます（資料編35）。

⑿　鳥獣関係天然記念物

　�　県内における野生鳥獣について、特別天然記念物・天

然記念物としてその種と生息地を指定しているものは、

国の指定が12、県の指定が４あります（資料編表36）。

⒀　鳥獣関係調査

　�　毎年１月に全国一斉に実施されるガンカモ科鳥類の

生息調査にあわせて、その個体数について調査を行っ

ています。

⒁　仏沼のラムサール条約登録

　�　ラムサール条約とは、1971年にイランのラムサール

で開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会

議」において採択された「特に水鳥の生息地として国

際的に重要な湿地に関する条約」で、1975年12月21日

に発効したものです。この条約は、特に水鳥の生息地

として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する

動植物の保全を促進することを目的とし、我が国で

は、1980年６月17日に北海道の釧路湿原が最初に登録

され、現在では、三沢市の仏沼を含めて53か所が登録

されています。

　�　仏沼は、オオセッカをはじめ絶滅危惧種の野生鳥類

が多数生息していることから、平成17年９月１日には国

指定鳥獣保護区に、更にオオセッカの生息に重要な

地域は特別保護地区に指定され、生息地の保全が図

られています。平成17年11月８日には、ウガンダのカンパ

ラで開催されたラムサール条約第９回締約国会議にお

いて、ラムサール条約の登録湿地に指定されました。

７　希少野生生物の保護

⑴�　｢青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータ

ブック｣選定種の見直し

　�　本県の豊かな自然環境の状況を示す指標である希少

野生生物の現状を把握するとともに、種の希少性や保

護の重要性についての普及啓発を図るために、平成12

年３月に発行した「青森県の希少な野生生物－青森県

レッドデータブック－」に掲載された選定種につい

て、新規選定種の追加やランクの見直しを行い、その

結果を「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデー

タブック（2020年版）－」として取りまとめ令和２年

３月に発行しました。

⑵　外来生物対策

　�　近年、国内各地において外来生物の侵入・定着が顕

著になっていることから、「特定外来生物による生態

系等に係る被害の防止に関する法律（通称：外来生物

法）」が平成17年６月１日から施行されています。

　�　こうした状況から、県は、本県における外来生物の

侵入・定着状況を、平成16年度及び平成17年度の２年

間で調査し、平成18年３月に公表しました。
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１�　青森県ふるさとの森と川と海の保全及び

創造に関する条例

　本県では、地域に根ざした生活と文化の源である森と

川と海の密接なつながりを踏まえ、これを一体のものと

して保全し、創造するため、平成 13 年 12 月に「ふるさ

との森と川と海の保全及び創造に関する条例」を制定し

ました。

　この条例は、森林、河川及び海岸を農林水産業の生産

活動や人の生活と結び付いて地域文化を形成する基盤と

して位置付け、これを「ふるさとの森と川と海」として

一体的に保全、創造しようとするものです。

　このため、ふるさとの森と川と海がすべての人の参加

の下にできる限り自然の状態で維持されることを基本と

し、総合的に施策を推進します（図２－４－３）。

第３節　生活を支える健全な水循環の確保

図２－４－３　青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例の体系
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　条例では｢保全｣と｢創造｣を次のように位置付けていま

す。

｢保全｣：�現存するふるさとの森と川と海の自然を適正に

維持することです。

　　　　�　また、適切に手を加えることによって自然の

状態が維持されることもあるため、人為的に破

壊され、又は自然災害により損傷を受けたふる

さとの森と川と海の修復等の維持管理行為を含

むものです。

｢創造｣：�ふるさとの森と川と海をより豊かにし、より豊

かに感じられるように積極的に整備することで

す。ただし、元々そこにない状態を創り出すこ

とではなく、過去を考察しながら本来あるべき

姿に再生するなど現在のふるさとの森と川と海

をより良い新たな状態にすることです。

条例に係る主な施策は次のとおりです。

◆保全地域の指定及び保全計画の策定

　�　自然環境がすぐれた状態を維持している森林、河川

及び海岸の区域のうち、特に重要な区域を保全地域と

して指定します。

　�　当該区域では、特定行為を届出してもらい、指導等

により保全上適切な方向への指導を図ります。

　�　また、保全地域の保全を一層促進するために保全計

画を策定します。

◆森と川と海の一体的な保全・創造施策の推進

　◇森林の適正な維持・管理を推進します。

　　・ブナ、ヒバ等の郷土樹種の植栽

　　・森林の適正な間伐や保育の推進

　　・保安林の指定の推進

　◇自然豊かな川づくりや海岸づくりを推進します。

　　・�地域の環境特性に配慮した多自然川づくりや海岸

づくりを実施

　　・自然再生事業への取組

　◇人と自然との豊かなふれあいの確保を図ります。

　　・�特に次世代を担う子どもたちが自然とふれあい、

遊び、体験ができる場の創出

◆啓発

　�　森と川と海のつながりや人の生活との関わり等への

関心と理解を深めるため、学習の機会の提供、教育用

の資料の提供などを行います。

◆ふるさと環境守人の委嘱

　�　ふるさと環境守人による巡視・啓発活動を実施しま

す。

◆民間団体等の活動を促進

　�　県民、ＮＰＯ法人その他の民間団体等の活動が促進

されるような措置を講じます。

　�　県として上記施策を推進するとともに、次のとおり

森・川・海に関わる国の関係機関等とも連携して施策

に取り組むことにより、彩りある美しく安全な県土の

実現を目指しています。

　◇�林野庁東北森林管理局青森分局、国土交通省東北地

方整備局及び水産庁増殖水産部と県の４者で「青森

県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する覚

書」を締結（平成14年９月）

　◇�北海道・北東北知事サミットで北東北３県が「ふる

さとの森と川と海」を守るという共通理念に立って

連携して取り組むことで合意（平成14年８月）３県

が森や川、海などにかかわる環境保全に関する条例

を整備し、取組を行っています。

◆�ふるさとの森と川と海保全地域の指定及び保全に関す

る計画の公表

・大畑川流域（平成16年11月29日）

・五戸川流域（平成18年３月１日）

・奥入瀬川流域（平成18年８月23日）

・追良瀬川流域（平成18年10月25日）

・赤石川流域（平成19年１月26日）

・川内川流域（平成19年３月16日）

・高瀬川流域（平成19年10月26日）

・馬淵川流域（平成20年３月31日）

・新井田川流域（平成20年３月31日）

・岩木川流域（平成21年３月13日）

２�　生態系に配慮した農業農村整備

　水田は、メダカなどの淡水魚の産卵に適した流速、水

深、水温を有するとともにプランクトンの発生により稚

魚の餌場としての役割を果たしています。また、両生類

や水棲昆虫など多くの生物が、水路のネットワークや水

田農業特有の営みを活用して生息しています。また、た

め池や農道周辺では希少な動物や植物の生息が確認され

ています。

　農業農村整備事業は、このように多様な生物が生息す

る水路やため池、農道など農業用施設の整備を行う事業

ですが、事業を実施する際には、農家を含む地域住民と

の合意形成を図りながら、環境との調和に配慮し、地域

の動植物の生態を踏まえた事業計画を策定するなど、生

系に配慮した整備を行うこととしています。

　具体的な環境配慮の取組事例としては、次のようなも

のがあります。
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　⑴　頭首工・水路

　　・�魚道などの設置によって河川や水路の段差を解消

し、魚類の自由な移動経路を確保する。

　　・�水路内に流れの緩やかな所をつくり、魚類の生息

環境を確保する。

　　・�護岸に魚巣ブロック、植生ブロック等を用い、魚

類、植物の生息環境を確保する。

　⑵　ため池

　　・�ため池の貯水池内の工事の際、生息している希少

な動植物を一時的に別な場所に移し、工事完了後

に戻すなどの配慮を行う。

　⑶　農道

　　・�在来種による法面（道路脇の傾斜面）の緑化を行

い、地域本来の植生の回復を図る。

３　全国水生生物調査

　水生生物調査は、身近な自然とふれあうことで、環境

問題への関心を高めるとともに広く水環境保全の普及啓

発を図ることを目的に、昭和59年度から環境省及び国土

交通省の事業として実施されています。県では、本調査

への参加の周知や調査参加団体に対し、器具の貸出等の

支援を行っています。

　令和６年度は、４団体、約106人が調査に参加しまし

た。

４　都市公園整備

　都市公園は、文化的な都市環境を形成する上で不可

欠な都市空間として、活力ある長寿・福祉社会の形成、

都市のうるおい創出に資するとともに、自然とのふれあ

い、コミュニティの形成、広域レクリエーション活動等多

様なニーズに対応する、住民生活に密着した施設です。

　また、災害時には避難地・避難路・火災の延焼防止、

ボランティア等の救護活動拠点、復旧・復興の拠点等の

機能を発揮するなど、安全でゆとりのある生活に不可欠

な施設でもあります。

　現在、県では全国大会などの大規模なスポーツイベン

トやスポーツレクリエーションの拠点である、新青森県

総合運動公園の整備を進めています。

５　多自然川づくり

　「多自然川づくり」とは、河川全体の自然の営みを視

野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮

し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境

及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理

を行うことです｡

　また、「多自然川づくり」はすべての川づくりの基本

であり、すべての一級河川、二級河川及び準用河川にお

ける調査、計画、設計、施工、維持管理等、河川管理に

おけるすべての行為が対象となっており、県内全域で実

施されています｡

６　港湾環境整備

　港湾環境の向上を目指し、レクリエーションやイベン

ト等幅広い交流活動の拠点として、また、災害時におけ

る避難場所や救援活動等の拠点として、広場、休憩施

設、植栽、親水施設等を整備し、潤いと安らぎのある

ウォーターフロントの形成を進めています｡

　青森港では海辺の環境再生や新たな賑わい空間の創出

を目的とした人工海浜が令和３年７月に完成し、公募を

経て決定した民間事業者による海浜の清掃や、自然体

験、生物環境学習等、賑わいの創出や水生生物の豊かな

海づくりにつながるイベントが開催されています。この

ような活動の成果として、人工海浜内にアマモ場が形成

されています。

　また、港湾における廃棄物の不法投棄防止対策や放置

艇対策のパトロール強化を図り、港とその周辺の景観を

守り、次世代に誇れる財産としての港の「環境づくり」

を進めています。
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第４節　良好な景観の保全と創造

１�　景観法及び青森県景観条例に基づく景観

形成の推進

　本県では、平成８年４月１日に青森県景観条例を施行

し、景観に関する各種の施策を推進してきました。

　この条例は、県民にゆとりと潤いをもたらす県土の実現

を図ることを目的に、届出制度による規制誘導のほか景

観や普及啓発等ソフト事業についても規定しています。

　また、県では平成17年６月の景観法施行を受けて、平

成18年３月に｢青森県景観計画｣を策定するとともに、景

観条例を一部改正し、景観法と景観条例を一体的に運用

する制度とし、平成18年４月１日から施行しています

(図２－４－４)。

２　青森県景観形成審議会

　青森県景観形成審議会は、知事の附属機関として平成

８年９月に設置され、青森県景観条例に規定する景観形

成基本方針の策定等、県土の景観形成に関する重要事項

を調査審議してきました。

　景観法の施行に伴い、景観行政と屋外広告物行政が密

接な関連を有し、一体的な運用が求められるようになった

ことから、景観行政と屋外広告物行政の一体的な推進を

図り、屋外広告物の規制を含む良好な景観の形成につい

て総合的な審議を行うため、平成18年度に青森県景観形

成審議会と青森県屋外広告物審議会を統合し、同年６月

には統合後の初めての景観形成審議会を開催しました。

３　大規模行為届出制度

　青森県景観条例では、景観形成に大きな影響を及ぼす

おそれのある一定規模を超える建築物・工作物の建設、

土石の採取等の大規模行為について事前の届出を義務づ

け、大規模行為景観形成基準との適合性について審査を

行っています。

　平成17年度までは、基準に適合しない行為に対して

は、｢指導」、｢勧告」、｢公表」の３段階の措置を行う

ことができる制度でしたが、景観法によって平成18年度

からは、基準に適合しない行為に対しては、｢勧告」、

「告知」、｢公表」又は景観法に基づく変更命令を行う

ことができることとなりました。

図２－４－４　青森県景観条例の体系

資料：県都市計画課
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　令和６年度の大規模行為届出制度による届出件数は

148件でした。（権限委譲をしている19市町村を除く21

市町村）

４　公共事業景観形成基準

　公共の道路、橋、建築物等は、大規模なものや地域の

景観の基盤となるものが多く、県土の景観を構成する重

要な要素となっています。そこで、県が実施する公共事

業に係る景観形成のための基準として、「青森県公共事

業景観形成基準」を平成９年２月18日に策定し、景観形

成の先導的役割を果たすこととしています。

５�　景観形成に関する普及啓発事業及び支援

事業

�　普及啓発事業

　�　県民や事業者等の景観形成についての関心と理解を

深めるため、次の事業を実施しています。

　①　景観学習教室

　　�　景観の専門家を講師として小学校等へ派遣する

「景観学習教室」を平成14年度から実施していま

す。

　②　景観色彩研修

　　�　県・市町村景観担当職員等を対象とする色彩に関

する研修会を平成15年度から開催しています｡

　③　「景観の日(６月１日)」を中心とする普及啓発

　　�　一般県民、事業者、市町村等への重点的な普及啓

発を図るため、｢景観フォーラム｣を開催していま

す。また、積極的な景観形成に関する活動を推奨す

るため、「ふるさとあおもり景観賞」を創設し、そ

の表彰を行っています。

�　支援事業

　　景観アドバイザーの派遣（技術的支援）

　　�　県民、市町村、事業者等の景観づくりを支援する

ため、景観の専門家をアドバイザーとして派遣して

います｡

６　青森県景観計画

　景観法に基づく制度へ移行するため、平成18年３月

に、景観行政団体が景観法の手続きに従って定める「良

好な景観の形成に関する計画」である「青森県景観計

画」を策定しました。その概要は次のとおりです。

�　景観計画区域

　�　これまでの大規模行為の届出制度を継続するため、

景観計画区域は県内の区域（景観行政団体である市町

村の区域を除く。）の全域としました。

�　景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針

　�　景観条例に基づいて策定した｢青森県景観形成基本

方針｣を基本的には維持しながら、基本目標等必要事

項を定めました。

�　良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

　�　景観条例に基づく「大規模行為届出制度」と同様と

しました。

�　必須事項以外の事項

　�　屋外広告物の規制に関する事項等必須事項以外の事

項については、今後必要に応じて措置することとしま

した。
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１　�歴史的・文化的環境の保全・創造の必要性

　近年、人々の価値観の多様化やライフスタイルの変化

に伴い、生活環境に「潤い」や「やすらぎ」などの精神

的な豊かさが求められてきています。このような観点に

立って、快適な環境を創造していくためには、公害防止

などの生活環境の保全や自然環境の保全だけでなく、身

近な水辺や緑、美しい街並みや歴史的雰囲気と調和した

環境の保全・創造を図っていくことが必要です｡

　豊かな緑、清らかな水辺、ゆとりある空間、美しい街

並み、文化財などがバランスよく備わった良好な環境づ

くりは、人間性豊かな生活と、地域の活性化を推進して

いく基盤ともなるものであり、また、健康の維持・増

進、精神のリフレッシュあるいは子どもたちの健やかな

成長にも欠かすことのできないものと考えられます。

２　歴史的・文化的環境の要素

　歴史的・文化的環境を構成する要素は、自然景観、都

市景観、身近な水辺と緑、文化財等広い分野にわたって

います。

　これら各要素について見ると、自然景観については、

国立公園、国定公園など、自然公園法等の法令によって

指定・保全されているものだけでなく、地域のシンボル

となっている山や川、海の景観など、身近な自然が創り

出す景観も含まれます。

　また、文化財についても、文化財保護法等の法令に

よって指定等されているものに限らず、各地域の成り立

ちや歴史を現す集落・町並み、祭り、民俗芸能等も含ま

れます。

　近年はこのように、保護等に関して法令上指定されて

いない身近なものも含めて保全していくことが求められ

てきています。

３　�歴史的・文化的環境の保全・創造の方向性

　自然景観や我々の先祖が創り出し、伝承されてきた文

化は、我々の生活環境の一部を形成する、地域に根ざし

た貴重な財産ですが、経済発展や生活様式の変化に伴

い、中にはその価値が忘れ去られていく傾向にあるも

のもあります｡中でも、保護・保全の体制が整備されて

いない身近な自然や文化については、その傾向が顕著です。 

こうした身近な郷土の自然や文化について重要性を再認

識し、これらに関する適切な保全・活用を考えていく必

要があります｡

　また、良好な景観づくりをはじめとして、環境に対す

る人々の要求も多様化してきており、環境創造の観点か

ら、地域の歴史や文化的特色を生かすとともに、新たな

時代感覚をも取り入れ、積極的に都市空間や町並み空

間、更には田園景観の創造を図っていくことが重要です｡

　人々の多様なニーズを踏まえながら、地域の自然や文

化と身近な緑や快適性等が調和した、個性的で潤いのあ

る環境の創造を図っていくことが必要となっています｡

４　縄文遺跡群の保存と活用

　特別史跡三内丸山遺跡をはじめとする「北海道・北東

北の縄文遺跡群」は、採集・漁労・狩猟により１万年以

上にわたり営まれた農耕以前の人々の暮らしや精神文化

を今に伝える貴重な文化遺産であり、2021年７月27日に

世界文化遺産に登録されました。県では、北海道、岩手

県、秋田県等関係自治体と連携し、縄文遺跡群を世界遺

産として守り、未来へ伝えていくための取組を進めてい

ます。

　県内においては、世界遺産条約に基づき縄文遺跡群を

構成する各遺跡の保存及びその周辺の保全、経過観察に

取組むとともに、「縄文“体感”世界遺産講座」や「あ

おもりＪＯＭＯＮ世界遺産フェスタ」等の普及啓発事業

に加え、｢北海道・北東北の縄文遺跡群｣のうち県内に所

在する８つの構成資産の情報を発信する拠点である「あ

おもり縄文ステーションじょもじょも」を活用した縄文

遺跡群の価値や魅力の発信、遺跡への来訪動機を喚起す

る機会の創出を行っています。また、関係団体と連携

し、マスメディアやインターネットを活用した情報発信

を行うなど、価値の伝達と保護意識の醸成に向けたプロ

モーション活動も併せて展開しています。

　今後も、地域住民や関係団体との連携・協力のもと、

縄文遺跡群の保存・活用、受入態勢の更なる充実等の取

組を進めていくこととしています。

第５節　歴史・文化の価値や魅力に対する理解の醸成と活用の促進
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５　伝統工芸品産業の振興

　青森県には、歴史と風土に培われ、県民の生活の中で

育み受け継がれてきた伝統工芸品が数多くあります。

　県では、工芸品の製造に携わる方々の意欲の向上及び

工芸品産業の育成・振興を図ることを目的として「青森

県伝統工芸品」指定制度を設けているほか、この「青森

県伝統工芸品」の製造に従事している者のうち、高度な

技術・技法を保持している方々を「青森県伝統工芸士」

として認定しています。

　これらの施策を通し、青森県の伝統工芸品の価値と魅

力を高めるとともに、作り手の意識高揚と次世代への技

術継承を促進し、伝統工芸品産業の振興に努めていくこ

ととしています。

６　青森県史の編さん

　県では、県民の郷土に対する理解と愛着を深め、貴重

な歴史資料を県民共有の財産として永く後世に伝えるた

め、青森県史編さん事業を実施し、平成29年度までに全

36巻の刊行を終了しました。

　今後は、デジタルアーカイブスの運用などを通して、

青森県史の普及とともに、編さんの過程で収集した膨大

な資料を未来に伝え、地域づくりや観光、防災など様々

な分野での利活用を図っていくこととしています。
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１　環境教育・学習の推進

　都市・生活型公害や廃棄物問題、身近な自然の減少、

更には地球温暖化などの環境問題に対する取組の成果を

あげるためには、地域社会の合意形成が重要な鍵となっ

ています。すなわち、こうした問題の解決には、私たち

一人ひとりが人間と環境との関わりについて理解と認識

を深め、環境に配慮した生活や行動をとることが必要と

なります。そのため、県及び市町村においては、普及啓

発を図るための事業を展開しており、今後は、更に環境

情報の提供及び市民活動に対する支援等を通じ、広く環

境保全意識の普及啓発を図っていく必要があります。

　また、環境教育・学習に関しては、地域、家庭、企業

等様々な分野で環境に対する理解を深め、環境保全行動

を促していく施策の推進が望まれており、環境基本法、

環境基本条例及び青森県環境総合プランに基づき、環境

保全に関する教育や学習を振興することなどにより、住

民の理解や環境保全活動を実施する意欲の増進を図るこ

ととしています。

　県では、環境配慮行動のできる人財を育成するため、

環境出前講座の担い手として育成した「環境教育専門

員」と環境ＮＰＯ法人との協働により県内小学校を対象

にした環境出前講座を実施しています。

　県教育庁では、学校教育指導の重点事項の一つに「環

境教育の推進」を掲げ、「教科等間の関連を踏まえた指

導の工夫」「地域の環境の実態に即した指導の工夫」

「環境に関わる体験活動の充実」の３つを指導項目とし

て設定し、一人ひとりの子どもが、環境と人間との関わ

りについて関心と理解を深め、環境に対する豊かな感受

性を養うことができるよう、環境保全に主体的に取り組

む態度の育成に努めています。

　このほか、県庁各課等において環境教育・学習の推進

のための様々な取組が行われており、県民の環境保全に

向けた取組をサポートしています（資料編表89）。

第５章　�あおもりの環境を守り育てる人財の育成及び各主体
との連携・協働の推進

第１節　子どもから大人まで、あおもりの環境を次世代へつなぐ人づくり

１　�「もったいない・あおもり県民運動」の推進

　平成20年度から、県民や事業者、各種団体、行政など

多様な主体が、パートナーシップのもと、温室効果ガス

の排出削減やごみの減量等に取り組む「もったいない・

あおもり県民運動」を展開しています。

　この運動において、①レジ袋の無料配布取り止めに

よるレジ袋の削減(令和５年３月末参加事業者数47事業

者、273店舗、②家庭の紙ごみ対策として、古紙リサイ

クルエコステーションや古紙リサイクルセンターの設置

促進（令和７年３月末現在、古紙リサイクルエコステー

ション30ヵ所38台設置、回収量約437トン、古紙リサイ

クルセンター14ヵ所、回収量約649トン）、③事業系紙

ごみ対策として、事業所から無料で古紙の回収を行うオ

フィス町内会の設立支援（令和７年３月末現在、県内オ

フィス町内会数４、参加事業所1,036事業所、回収量約

1,183トン）、④本運動の普及啓発を図るための推進大

会の開催などに取り組んできました。

　もったいない・あおもり県民運動推進会議において

は、令和２年度に「あおもりプラごみゼロ宣言」を、令

和３年度に「あおもり脱炭素チャレンジ宣言」を行い、

青森県の豊かな自然を未来の子どもたちに引き継いでい

くための取組を促すこととしました。また、「もったい

ない・あおもり県民運動」を引き続き推進し、県民総参

加で脱炭素社会の実現やごみの減量・リサイクルに取り

組む機運の醸成を行うこととしています。

２　事業者等に対する普及啓発及び支援

　県では、事業者等の事業活動における環境に配慮した

取組の促進及び環境マネジメントシステムの普及啓発を

行っています。

　また、本県の温室効果ガス排出量の約５割を占めてい

る産業部門及び業務その他部門の対策を推進するため、

県内事業者が省エネルギー対策を着実に実施できるよう

な支援体制を整備しています。

第２節　環境に優しい行動を促進する仕組みづくり
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

３�　「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ」�
認定事業

　2012（平成24）年度から、環境に配慮した取組を行っ

ている事業所及び店舗を「あおもりＥＣＯにこオフィ

ス・ショップ」として認定しています。

　2025（令和７）年３月末の認定事業者数は、1,308事

業所となっています。

４　環境情報の提供

　県民や事業者などの環境問題に対する理解を深め、環

境に配慮した自主的な取組を促進していくためには、多

様な情報が整理され、わかりやすく迅速に提供していく

必要があります。

　県では、平成19年度から、エコライフ情報や環境イベ

ント等のタイムリーな情報を掲載した「あおもり地球ク

ラブメールマガジン」を毎月１回、登録会員向けに配信

してきましたが、令和３年度からは「あおもり脱炭素

チャレンジメールマガジン」として月１回配信を行って

います。

５　環境活動のネットワークづくり

　今日の環境問題を解決し、持続可能な循環型社会の実

現を目指すためには、県民、市民活動団体、事業者、行

政などの各主体が、地域の環境に関する正確な情報と基

本的問題認識を共有し、解決のための取組に主体的に参

画し、合意形成を図りつつ、それぞれの立場に応じた公

平な役割分担の下で、相互に協力・連携しながら環境に

配慮した活動や行動を実践していくためのネットワーク

づくりを進めていく必要があります。

⑴　環境パートナーシップセンターの設立

　�　平成12年度に、県職員による検討グループとＮＰＯ

とが協働して「地球にやさしいパートナーシップの形

成に向けた調査研究」に取り組み、報告書をまとめま

した。この成果等を踏まえ、平成13年度に「環境パー

トナーシップセンター検討委員会」が組織され、県

民・環境保全活動団体・事業者等が連携して環境保全

活動に取り組むための拠点となる「青森県環境パート

ナーシップセンター」を県民が主体となって設立する

ための具体的方策が検討・提案され、平成14年度に

「青森県環境パートナーシップセンター」が設立、翌

年１月に特定非営利活動法人として認証されました。

　�　また、平成17年５月からは、青森県地球温暖化防止

活動推進センターに指定され、地球温暖化防止に向け

た普及啓発活動等を実施しています。

⑵　環境活動のネットワークづくりの取組

　�　県では、環境保全に自主的に取り組む団体間や行政

とのネットワークづくりを推進するため、平成17年度

から、環境ＮＰＯや行政、事業者等を対象に、情報交

換や交流機会の場を提供しています。 

図２－５－１　�あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ

認定事業所数（累計）
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

　県では、令和６年３月に策定した青森県環境総合プラ

ン（計画期間：令和６～10年度）の推進に当たり、青森

県基本計画の政策点検を活用して、取組状況を点検・評

価することとしています。また、その結果を県環境審議

会に報告し、出された意見も踏まえた上で、その時点で

最も適切と思われる取組の方向性を見定め、本プランの

めざす姿の実現に向け、施策を着実に推進することとし

ています（図２－６－１）。

１　点検・評価の対象・方法

　本プラン「第６章　プランの推進」により、政策点検

を活用した「事業担当課による自己点検」及び「総合計

画審議会環境・社会資本部会による基本計画環境分野に

関する評価」を実施しました。

　また、本プランで設定した「進行管理指標」につい

て、推移を確認し、点検時の参考資料としました。

第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

図２－６－１　進行管理のイメージ

各種施策に基づく取組実施

取組状況点検・評価

（基本計画の政策点検を活用）

（総合計画審議会環境・社会資

本部会による基本計画環境分野

に関する評価）

環境審議会

（意見）

環境審議会からの意見や

外部環境の変化等を踏まえ

次年度以降の施策を検討

※ＯＯＤＡループ（ウーダループ）：Ｏ（Observe：観察する）、Ｏ（Orient：方向づける）、Ｄ（Decide：決断す

る）、Ａ（Act：実行）のサイクルによる軌道修正を短期的に繰り返す、機動力を重視した意思決定手法のことで、見通

しの立たない状況における目標達成に有用とされる。

ＯＯＤＡループ※

の考え方を活用
報告
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

表２－６－１　青森県総合計画審議会　環境・社会資本部会委員名簿

氏名 所属・職名等

部会長 太　田　雄　三 株式会社伸和産業　代表取締役社長

委　員 伊　髙　健　治 弘前大学地域戦略研究所　教授

委　員 佐々木　秀　智 ＮＰＯ法人循環型社会創造ネットワーク　事務局長

委　員 高　瀬　慎　介 八戸工業大学工学部　教授

委　員 髙　松　利恵子 北里大学獣医学部　准教授

委　員 丹　羽　裕　之 ＮＰＯ法人奥入瀬自然観光資源研究会　理事長

委　員 峯　　　里砂子 合同会社むっつのたね　代表社員

（部会長を除く委員は五十音順、敬称略）

２�　青森県総合計画審議会　環境・社会資本

部会における主な関連意見

　令和６年度における取組状況等の点検・評価結果は次

のとおりです。

＜カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現＞

　2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、本県

の持つ豊富な森林資源や再生可能エネルギー等の地域資

源を最大限に生かすとともに、県民や企業・団体と危機

意識を共有しながら進めることが重要である。

　地域特性を踏まえた脱炭素モデルの共有等を通じて地

域の取組を後押ししていくとともに、県内企業等の脱炭

素経営の促進と脱炭素経営を支える役目を果たすような

人財の育成を進める必要がある。

　また、温室効果ガスの削減効果が見込まれる高断熱・

高気密住宅の普及や、吸収源対策としての再造林等の取

組も推進していく必要がある。

　再生可能エネルギーの導入に当たっては、自然環境等

と地域との共生を図りながら促進することが重要であ

る。全国的に風力発電設備の倒壊等の事例もみられる

中、風力発電を中心に再生可能エネルギーの立地拠点と

なっている本県においても、新たに制定された「青森県

自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条

例」の適切な運用等を通じて、自然環境等を良好な状態

で未来に継承していくとともに、風力発電施設や太陽光

発電施設の安全性の確保や災害時の対応等の共有を図る

など、地域の理解を得ながら再生可能エネルギーの導入

を進めていく必要がある。

　また、災害時のライフラインの確保やエネルギーの効

率的活用の観点から、太陽光発電設備や蓄電池など自家

消費型の再生可能エネルギー設備の導入促進等により、

再生可能エネルギーの地産地消も推進していく必要があ

る。

＜資源効率の高い循環型社会の実現＞

　３Ｒを推進するためには、自身の行動が社会貢献につ

ながっていることを実感できるようにするなど、県民の

リサイクルへのモチベーションを高め行動変容を促すよ

うな取組や、廃棄物を新たな製品の原料として再利用す

るマテリアルリサイクルを推進していく必要がある。

　また、ごみの減量に効果的な食品ロス削減や資源化に

向けて、県民の意識向上を図るとともに、市町村や事業

者等が行うプラスチックごみや食品廃棄物等の資源循環

の推進に向けた取組を後押ししていくことも重要であ

る。

＜安全・安心な生活環境の保全＞

　廃棄物の適正処理や大気・水質・土壌の環境保全に当

たっては、新たに水道法の水質基準や公共用水域・地下

水の指針値が設定され、対策が検討されている有機フッ

素化合物（ＰＦＡＳ）への対応や、人口減少を見据えた

ドローンの活用等による効率的な不法投棄監視など、環

境変化に対応した適切な対策を推進する必要がある。

＜豊かな自然環境、景観、歴史・文化の継承＞

　白神山地を始め、本県の豊かな自然環境を保全し、将

来世代に継承していくためには、まず、県民が自らの地

域の自然環境についてよく知り、関わりを持ち、愛着が

育まれるような取組を進める必要がある。

　また、来訪者に対しては、ルール・マナーの啓発や環

境教育等を通じて、自然環境の適切な保全と活用を推進

していく必要がある。

　大型獣の生息域が拡大する中、特にクマの出没件数の

多い年が増加しており、人身被害や農林水産業への被害

も発生している。狩猟者の減少や高齢化が進む状況にお

いて、狩猟体制を確保し大型獣被害を防止していくため

には、狩猟・捕獲の担い手の確保・育成を進める必要が

ある。また、大型獣については、関係機関が連携して対

策を講じていく必要がある。

　森林の有する水源涵養や生物多様性の保全などの多面

的機能を確保・維持するためには、森林の適切な管理が

必要であることから、林業の担い手確保・育成に取り

組むとともに、地域に適した樹種を用いるなど、ネイ

チャーポジティブにも配慮した森林整備を進める必要が

ある。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

３　令和６年度における取組状況等の自己点検結果

政策 Ⅰ カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現

施策 1 温室効果ガスの排出抑制対策の推進

これまでの
成果

① 　青森県地球温暖化対策推進計画において、本県の温室効果ガス排出量を2030（令和12）年度まで
に2013（平成25）年度比で51.1％削減する目標を設定しているところ、地球温暖化対策の各種取組
を強化した結果、2022（令和４）年度の温室効果ガス排出量は2013（平成25）年度比24.8％減と
なっています。

② 　「産業部門」「業務その他部門」においては、経営者向けに環境経営セミナーを開催したほか、
県内企業を対象に省エネ診断の受診促進と診断結果を踏まえた省エネ設備への更新等のサポートを
実施し、省エネ実践の拡大を図りました。

③ 　「家庭部門」においては、高断熱で健康・省エネな「健やか住宅」に係る県民向けセミナーや事
業者向け実演講習会等を実施したほか、2023（令和５）年度には、エネルギー使用量の低減や県民
の省エネに対する意識啓発を図るため、省エネルギー性能の高い家電への買い替えを支援する「あ
おもり省エネ家電買替え応援キャンペーン」を実施した結果、ポイント交付件数は11,312件、宿泊
券有効応募件数は1,168件となりました。

④ 　「運輸部門」においては、毎年10月の１か月間を「スマートムーブ通勤月間」として設定し、県
内事業所を対象に環境にやさしい通勤の実践を呼びかけたほか、再配達の削減に向け、宅配便事業
者と連携し、多様な受取方法を周知するためのＰＲイベントを県内２か所で実施しました。

施策関係課 エネルギー・脱炭素政策課、財産管理課、地域企業支援課、建築住宅課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　県内の二酸化炭素排出量の約50％が「産業部門」「業務その他部門」から排出されていますが、事業者（特に中
小企業）等においては、人財や知識、資金不足から、省エネ活動の優先度が低くなっています。

→　脱炭素経営に関する基礎知識の習得をはじめ、温室効果ガス排出量の算定や削減計画の策定を伴走支援する「あ
おもり脱炭素スクール」を開催します。また、金融機関などと連携して県内企業に対する脱炭素経営の支援体制を構
築し、事業者の脱炭素対策を促進します。

→　事業者における省エネ診断の受診促進と診断結果を踏まえた省エネ設備への更新等のサポートとともに、ＧＸ推
進アドバイザーの派遣や補助金により、脱炭素化と生産性向上の両立に資する設備の導入を支援するほか、経営者向
けの環境経営セミナーや金融機関等と連携したＥＳＧ金融に関する勉強会等を開催し、事業者の脱炭素対策を促進し
ます。

〇　県内の二酸化炭素排出量の約25％が「家庭部門」から排出されていますが、積雪寒冷地である本県は、暖房や融
雪で電力や灯油を使用することが多く、全国と比較して世帯当たりのエネルギー消費量が高くなっており、家庭でで
きる取組を徹底していく必要があります。

→　家庭における省エネ対策と再生可能エネルギーの活用拡大を図るため、住宅の高断熱化に向けた普及啓発活動等
を実施します。

〇　県内の二酸化炭素排出量の約20％が「運輸部門」で、そのうちの約90％以上が自動車から排出されていますが、
宅配便の再配達削減により、本来排出する必要のない二酸化炭素を削減するほか、本県では日常生活の移動手段とし
てマイカーが中心となっているため、環境負荷の少ない移動の徹底が必要です。

→　宅配便事業者と連携し、既存サービス、宅配ボックスや宅配便ロッカー等の多様な宅配便の受取方法をＰＲする
キャンペーンを実施し、宅配便の再配達削減に取り組むほか、県ホームページ等において、エコドライブの実施や公
共交通機関・自転車等の利用促進を呼びかけるなど、スマートムーブの取組を推進します。
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政策 Ⅰ カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現

施策 2 自然・地域と共生する再生可能エネルギーの活用促進

これまでの
成果

① 　国内最大規模の陸上風力発電施設のほか、大規模な太陽光発電や木質バイオマス発電所等、再生
可能エネルギー発電設備の立地が進み、国のＦＩＴ・ＦＩＰ制度による再生可能エネルギー発電設
備の導入状況は、制度開始時の2014（平成26）年度末の約40.1万kWから2024（令和６）年度末の約
197.9万kWと約4.9倍に増加しました。

② 　「地域共生型エネルギーの活用による地域課題解決」に取り組む事業者を創出するため、社会実
装に向けた事業モデルを構築するとともに、担い手となる人材の育成に取り組みました。

③ 　青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議において、会員相互の情報共有に取り組んでき
た結果、会員数は2024（令和６）年度で289企業・団体となり、県内の産学官金の再生可能エネル
ギーに関するネットワークづくりが進んでいます。

施策関係課 エネルギー・脱炭素政策課、地域企業支援課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　地域エネルギーを活用して新たなしごとづくりによる若者の県内定着・還流を図るためには、単に本県で事業が
実施されるということだけではなく、しっかりと本県における産業化を図る必要があります。

→　本県の高いポテンシャルと地域・市町村等の意欲的な取組が融合した、新たな「しごとづくり」のためのプロ
ジェクトの総称を「ＧＸ青森」と定義し、庁内各部局や県外事務所が緊密に連携・協力し、企業訪問や誘致活動、優
良事例の横展開に取り組んでいきます。

〇　地域と共生したエネルギーの活用による雇用創出・経済効果の域内循環を進めるためには、担い手となる人材の
育成が必要です。

→　高校生を対象に、地域のエネルギー事業の現場体験等を実施し、雇用創出や事業参入につながる人材を育成しま
す。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅰ カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現

施策 3 吸収源対策の推進

これまでの
成果

① 　吸収源対策及び持続可能な林業経営の後押しとして、森林整備を推進するため、高性能林業機械
の導入や路網整備を進めるとともに、大型木材加工施設など県産材を有効活用する施設の立地を支
援する等した結果、再造林面積は2015（H27）年度の200haから2023（令和５）年度には613haまで
増加しました。

② 　住宅や公共建築物等への県産材利用を促進するため、県産材及び県産材住宅のPRイベントや川上
から川下までのネットワーク構築に向けた地域材活用ワークショップを開催した他、広報誌等によ
る地産地消の情報を発信し、県民の意識醸成を図りました。

施策関係課 林政課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　林業の担い手不足や木材価格の低迷による森林所有者の経営意欲減退などから、再造林されない伐採跡地の増加
が懸念されており、施業の低コスト化による森林整備の促進や、林地保全に配慮した伐採作業と低コスト再造林に取
り組む林業事業体の育成が課題となっています。

→　高性能林業機械の導入支援や路網の整備等により施業の低コスト化を図るとともに、意欲ある林業事業体の持続
的な森林経営を後押しするため、森林の集約化・低コスト再造林の取組に対して支援します。また、新たな造林作業
の担い手として、林業に関する事業を小規模かつマルチに行う林業ベンチャーや企業等を育成します。

〇　住宅等への県産材普及啓発活動を実施してきましたが、「国産材（県産材）＝高価」というイメージが根強く、
外国産材を中心としたマーケット構造となっている状況です。また、県産材を供給する中小製材工場は施設の老朽化
が進んでおり、生産性向上のための設備更新が急務となっています。

→　外国産材から県産材へのシフトを進め、県産材の安定需要を確保するため、県産材を使った建築物の施工者を支
援するほか、製材設備・機械の導入を支援し、製材品の生産性向上と供給体制の整備を行います。また、県有施設へ
県産材を積極的に利用する旨の宣言を行い、公共建築物への県産材利用を推進します。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅰ カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現

施策 4 気候変動への適応

これまでの
成果

① 　災害に強い安全・安心な県土づくりに向け、河川、海岸、土砂災害危険箇所などにおける施設整
備を進めたほか、計画的な維持・修繕対策を実施しています。

② 　気候変動への適応を推進するため、関係機関による青森県気候変動適応推進ネットワーク会議を
設置したほか、普及啓発活動として、パネル展の開催やアニメーション動画の制作、環境省東北地
方環境事務所で実施したイベントの後援等を行いました。

施策関係課 エネルギー・脱炭素政策課、農産園芸課、河川砂防課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　近年、自然災害が激甚化・頻発化する中、本県の河川、海岸、土砂災害危険箇所における施設の整備水準は未だ
低く、整備済みの施設に関しても老朽化への対策は万全とは言えない状況です。また、水災害への備えである流域治
水について、行政のみならず、県民をはじめとした多様な主体が行動する「総力戦の流域治水」に取り組む必要があ
ります。

→　「流域治水」の考え方の下、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を着実に推進するため、
「青森県国土強靱化地域計画」に基づくハード・ソフト一体となった事前防災対策等を推進していくとともに、各施
設の長寿命化計画等に基づき、計画的なインフラ老朽化対策を進めます。

〇　気候変動適応法の改正により創設された熱中症特別警戒情報について、速やかに住民に対し伝達するための体制
整備が必要です。

→　熱中症特別警戒情報等に係る情報を速やかに住民に伝達するため、市町村との連絡体制の構築や、庁内の体制整
備を行い、適切に運用していきます。

〇　気候変動による高温障害等の影響が深刻化する中、あおもり米の高品質・安定生産に資する技術の普及・開発が
必要です。

→　県内各地に設置する指導拠点を活用しながら、生産指導プロジェクトチームによる生産指導を徹底し、高品質・
安定生産技術の普及を図るとともに、関係機関と連携し、省力低コスト技術の開発を進めます。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅱ 資源効率の高い循環型社会の実現

施策 1 限りある資源を有効活用する３Ｒ＋の推進

これまでの
成果

① 　「もったいない・あおもり県民運動」を展開し、関係者と連携して３Ｒの取組を推進した結果、
県民１人１日当たりごみ排出量は967g（令和５年度）と、同運動開始前より約137g減少しました。

② 　「もったいない・あおもり県民運動」を展開し、関係者と連携して適正分別の取組を推進した結
果が、本県のリサイクル率は12.6％（令和５年度）と、同運動開始前（13.0％）を割り込みまし
た。なお、近年はスーパー等における民間回収量が増加しているため、県独自に民間を含めたリサ
イクル率も調査しており、そちらは28.2％（令和５年度）となっています。

③ 　ＳＮＳ等の広報媒体の活用、牛乳パック広告、スーパーマーケットなどの事業者等と連携しエシ
カル消費の啓発活動等を行いましたが、アンケート調査により把握した青森県内でのエシカル消費
の認知度は2024（令和６）年度で8.9％となり、前年度の同調査から2.1ポイント減少しました。

④ 　関係機関・団体と連携した稲わらの焼却防止・有効利用の普及啓発のほか、畜産飼料としての有
効利用推進に取り組んだ結果、稲わらの焼却面積は水稲作付面積の１％程度で推移しています。

施策関係課 資源循環推進課、地域生活文化課、農産園芸課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　県民１人１日当たりごみ排出量及びリサイクル率は、近年は横ばい又は減少傾向で、全国順位は下位の状況で
す。今後さらにごみ減量や適正分別等の３Ｒに対する県民及び事業者の意識啓発が必要です。

→　ごみ減量や適正分別等の３Ｒ行動の実践を働きかける啓発活動を行い、市町村、県民、事業者等と一丸となって
３Ｒを推進します。また、市町村や資源回収業者等の連携を検討するための会議や研修会を開催し、市町村等の３Ｒ
の取組を促進します。

〇　食品ロスは、「食べ残し」、「規格外品」や「期限切れ」等が理由で発生しており、食品ロス削減に対する県民
及び事業者の意識向上が必要です。
　※2024（令和５）年度に実施した調査において、生活系可燃ごみ中の食品ロスの割合は8.3％

→　県民等に対する食品ロス削減の啓発活動に市町村や食品関係事業者と連携して取り組むほか、食品ロス削減に取
り組む事業者に対し「あおもり食べきり推進オフィス・ショップ」認定制度利用を呼びかけ、事業者における食品ロ
ス削減の取組を促進します。

〇　プラスチックごみや食品廃棄物の再生利用率は全国に比べて低い状況にあるほか、地域によってはホタテ養殖残
渣などの廃棄物の処理に課題を抱えていることなどから、こうした廃棄物を循環資源として捉え、活用を促進するた
めの仕組みづくりが必要です。

→　循環資源の活用促進及び地域課題の解決に向けて、循環資源の活用に必要な情報（回収拠点、品目、分別方法な
ど）を検索機能を備えた「回収拠点データベース」としてとりまとめ、県ホームページに掲載するとともに、市町村
等を支援することで、循環資源の活用を促進するための仕組みである「資源循環システム」を構築します。

〇　環境問題や地域活性化など様々な社会的課題の解決に向けて、エシカル消費の更なる普及が必要です。

→　シネアド等の広報媒体の活用、牛乳パック広告、スーパーマーケットなどの事業者等と連携した普及啓発活動等
により、県民のエシカル消費の認知度及び実践度の向上を目指します。

〇　畜産飼料として稲わらの需要が高いものの、本県では、収集時期となる秋季に雨が多く、稲わらが乾きにくいこ
とから、畜産農家が求める高品質な稲わらを安定的に収集する技術や稲わらの保管方法の確立が必要です。

→　稲作農家に対し、稲わらの焼却防止と有効利用に向けた啓発指導を継続するほか、高品質な稲わらの収集量を増
加させるため、天候不順でも収集作業ができ、屋外での長期保管が見込める「稲わらサイレージ」の実証に取り組
み、技術体系の確立を図ります。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅱ 資源効率の高い循環型社会の実現

施策 2 廃棄物の適正処理の推進

これまでの
成果

① 　廃棄物の不法投棄等防止対策として、排出事業者や産業廃棄物処理業者に対する立入検査、法令
の周知、不法投棄現場等における監視指導の強化等を行った結果、不法投棄等の件数は2013（平成
25）年度から減少傾向が続き、近年はおおむね横ばいとなっています。

② 　海洋ごみの発生抑制に向け、青い森鉄道への中吊り広告掲出によりポイ捨て防止や海岸美化につ
いての意識啓発を行ったほか、海岸漂着ごみの実態を把握するため、深浦町・東通村・平内町で漂
着ごみ組成調査を実施しました。
　また、沿岸部19市町村が実施する海岸漂着物回収・処理事業に補助金を交付しました。

③ 　市町村災害廃棄物処理計画について、研修会や相談会の実施などの策定支援を行った結果、計画
策定済の市町村は令和元年度の６自治体から、令和６年度末現在で34自治体（最新の状況（R7.5末
現在）では35自治体）に増加しました。引き続き全自治体の策定を目指してサポートを続けていき
ます。

④ 　法定処分期限(2023(令和５)年３月末)経過後に発見された高濃度ＰＣＢ廃棄物について、確実か
つ適正な処理についての指導や行政代執行による処理を実施しています。また、低濃度ＰＣＢ廃棄
物の期限内(2027(令和９)年３月末)処分完了に向けて、事業者に対する掘り起こし調査や広報媒体
を活用した周知活動などの取組を実施しています。

施策関係課 資源循環推進課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　産業廃棄物の不法投棄等の多くが建設系廃棄物であることから、建設系廃棄物の大規模な不法投棄について、お
おむね2028（令和10）年までに撲滅することを目標としており、関係機関の取組を確実に進める必要があります。

→　排出事業者等に対する立入検査や監視指導の強化のほか、関係団体等との連携などを通じて、不法投棄等の未然
防止や早期解決に取り組みます。

〇　本県の海岸に漂着するごみは依然として多く、その中には陸域から海洋へと流出したごみも多く含まれているこ
とから、漂着ごみの回収・処理を進めるとともに、海洋ごみの発生抑制に向けた啓発等に引き続き取り組む必要があ
ります。

→　沿岸部の市町村が取り組む海岸漂着ごみの回収・処理について引き続き支援します。また、陸域から海洋へのご
み流出を防止し、海洋ごみの発生を抑制するため、県民の環境美化やごみの適正処理に対する意識、海洋ごみへの認
識向上に向けた普及啓発に取り組みます。

〇　近年は本県においても大規模災害の多発により大量の災害廃棄物が発生しており、被災後の早期復旧を進めるた
めの災害廃棄物の迅速な処理体制の構築が必要です。

→　仮置場の設置・運営訓練の実施や住民参加型の地域ワークショップを開催し、初動対応の強化や官民が連携した
実践的対応力の向上に取り組みます。

〇　法定処分期限(2023(令和５)年３月末)経過後に発見された高濃度ＰＣＢ廃棄物に係る対応に加え、低濃度ＰＣＢ
廃棄物に係る処分期限（2027年(令和９)３月末）までの処分完了に向けた取組を進める必要があります。

→　ＰＣＢ廃棄物の保管事業者等への指導・助言や法に基づく改善命令・行政代執行、広報媒体を活用した注意喚起
を通じて、ＰＣＢ廃棄物の適正処理を進めていきます。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅲ 安全・安心な生活環境の保全

施策 1 大気環境の保全

これまでの
成果

① 　県内の大気汚染の状況について、県内に測定局を19局設置し、測定されたデータをテレメータシ
ステムで収集し、リアルタイムで監視しており、現在の大気環境は概ね環境基準は達成し良好な状
態にあります。
　また、大気環境保全のため、ばい煙及び粉じん関連施設への立入検査や、ばい煙測定の実施など
大気汚染物質の発生源に対する立入調査を実施し、必要に応じ、公害防止対策を指導しています。

② 　関係機関・団体と連携した稲わらの焼却防止・有効利用の普及啓発のほか、畜産飼料としての有
効利用推進に取り組んだ結果、稲わらの焼却面積は水稲作付面積の１％程度で推移しています。
【政策Ⅱ施策１再掲】

③ 　関係機関と連携し、家畜排せつ物の適正管理に関する巡回指導を行ったほか、補助事業やリース
事業の活用による家畜排せつ物の処理機械・施設の整備を推進しました。

施策関係課 環境政策課、農産園芸課、畜産課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　近年の県内の大気環境はおおむね環境基準を達成しており、良好な状態にあるものの、低濃度であっても継続的
な摂取により、人の健康を損なうおそれのある物質等があることから、引き続き、大気汚染防止法に基づく常時監視
や発生源となる施設への立入検査・指導を通じて、大気汚染の発生防止に取り組む必要があります。

→　良好な大気環境を維持するため、引き続き、大気汚染の常時監視を行うほか、発生源となる施設への立入検査・
指導を通じて大気汚染の発生を防止します。

〇　畜産飼料として稲わらの需要が高いものの、本県では、収集時期となる秋季に雨が多く、稲わらが乾きにくいこ
とから、畜産農家が求める高品質な稲わらを安定的に収集する技術や稲わらの保管方法の確立が必要です。【政策Ⅱ
施策１再掲】

→　稲作農家に対し、稲わらの焼却防止と有効利用に向けた啓発指導を継続するほか、高品質な稲わらの収集量を増
加させるため、天候不順でも収集作業ができ、屋外での長期保管が見込める「稲わらサイレージ」の実証に取り組
み、技術体系の確立を図ります。【政策Ⅱ施策１再掲】

〇　畜産経営の大規模化や高齢化に伴う労働力不足、住宅地との混住化等を背景に、一部不適正な処理等による悪臭
に関する苦情が寄せられています。

→　家畜排せつ物の適正管理について、畜産農家の状況に応じた指導を行うほか、悪臭拡散防止については関係市町
村等とも連携して対応します。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅲ 安全・安心な生活環境の保全

施策 2 水環境の保全

これまでの
成果

① 　県内の公共用水域及び地下水の水質の汚濁状況について、令和５年度は公共用水域196地点、地
下水154地点で測定を行っており、その結果、県全体としては概ね良好な状態で推移しています。
また、水環境の保全のため、工場・事業場の排水基準監視等を実施し、必要に応じ公共用水域の水
質汚濁防止対策を指導しています。

② 　浄化槽について、県内24市町村が行う浄化槽設置事業費の経費の一部を補助することにより、整
備促進を図っています。また、浄化槽設置者に対し、浄化槽法に基づく法定検査の受検指導等を
行い、浄化槽の適正な維持管理を推進し、令和５年度の受検率は７条検査100%、11条検査48.0%と
なっています。

③ 　生活排水による水質汚濁防止のため、生活排水対策講習会やコンビニエンスストア等でチラシを
配布したほか、ＳＮＳへの動画配信による普及啓発を行っています。
　また、十和田湖の水質モニタリングを実施するとともに、十和田湖環境保全会議を開催するなど
地域住民に対する水質保全の意識啓発を行っています。

④ 　令和６年度までに農業集落排水施設の更新・整備を６地区、漁業集落排水施設の更新・整備を19
地区で実施しました。また、令和２年度までに農業集落排水施設を所有する全市町村（26市町村）
で最適整備構想の策定を完了しました。

⑤ 　県が管理する２鉱山において、流出する重金属を含む有害な坑廃水の水質を排水基準等を満たす
水準まで改善する坑廃水処理事業を実施しました。また、企業が実施する２鉱山の坑廃水処理事業
に補助金を交付しました。

施策関係課 環境政策課、自然保護課、経済産業政策課、農村整備課、漁港漁場整備課、河川砂防課、都市計画課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　公共用水域（河川、湖沼、海域）の水質の状況をＢＯＤ又はＣＯＤで見ると、環境基準達成率は近年90％前後で
推移しており、おおむね良好な状態で推移しています。しかし、一部の水域において生活排水などが主な原因と考え
られる環境基準の継続的な非達成が見られています。そのため、公共用水域の水質の監視を続けるほか、汚水処理施
設の整備による生活排水対策の推進などが求められます。

→　公共用水域の水質の監視を続けていくほか、浄化槽、汚水処理、集落排水施設の整備など生活排水対策をさらに
推進し、水質の改善を図ります。

→　下水道施設の老朽化対策として、ストックマネジメント計画に基づく効率的な改築・更新を実施します。

→　坑廃水処理を適正に実施するとともに、自然災害等に起因する未処理坑廃水の流出事故を未然に防ぐため、防災
訓練、現場調査及び監視体制の充実に取り組みます。

〇　公共用水の水質や農村・漁村地域の生活環境の改善に向けて、老朽化が進行している集落排水施設の更新・整備
が必要です。

→　引き続き、農村及び漁村において、集落排水施設の整備を推進し水質の改善を図ります。また、最適整備構想等
の策定により施設の長寿命化及び効率的な維持管理体制の構築に取り組みます。

〇　小川原湖の水質は、平成18年度以降環境基準を達成できない状況が続いており、近年は急速に水質悪化が進行し
ています。汽水湖である小川原湖の水質改善のためには、湖内の塩水層の影響による水質悪化のメカニズムなどを明
らかにし、そのメカニズムを踏まえた具体的な対策の検討が必要であることから、小川原湖を管理する国に対し、令
和６年２月に要望書を提出しています。

→　小川原湖の水質について、引き続き行動指針に基づき流域の各主体による水環境改善対策を推進するとともに、
国とも連携しながら、小川原湖全体の水質改善に向けた取組を推進します。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅲ 安全・安心な生活環境の保全

施策 3 身近な生活環境の保全

これまでの
成果

① 　騒音・振動の苦情件数については、近年減少傾向となっていますが、県では現状把握のため、新
幹線鉄道騒音については９地点、航空機騒音については15地点において調査を実施し、環境基準を
超過した場合においては関係機関に対し改善を行うよう要請しています。

② 　地盤沈下については、地盤沈下地域である、青森市、八戸市、弘前市において沈下量や地下水位
の現況のデータを取りまとめ、地盤沈下の状況を把握しており、近年は沈静化の傾向を示していま
す。

③ 　土壌の汚染については、土壌汚染対策法に基づく一定規模以上の土地の形質の変更届出時におい
て、土壌汚染の状況を把握し、汚染が確認された際には、汚染の拡大防止・除去等に必要な措置を
指導しました。また、土壌汚染を未然に防ぐため、水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設
等の立入検査を実施し、必要に応じ、公害防止対策を指導しています。

施策関係課 環境政策課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　新幹線鉄道騒音について基準値を超過している地点があるため、関係機関に対し改善するよう要請しているとこ
ろですが、依然として環境基準の達成に至っていない状況です。

→　騒音状況の把握を行うために、引き続き、調査を継続し、環境基準が達成されるよう関係機関に対し要請を行っ
ていきます。

〇　過去に青森地域や八戸地域において規模の大きな地盤沈下が発生しましたが、揚水規制などにより、近年は沈静
化の傾向を示しています。

→　現状を把握するために、引き続き、市町村等の関係機関と連携し、沈下量や地下水位などを測定し、地盤沈下防
止対策に努めます。

〇　健康な土壌は、人の健康・生態系の保全にとって重要であることから、重金属類や有機塩素化合物などによる土
壌汚染の未然防止と実態把握を進めていく必要があります。

→　引き続き、有害物質を取り扱う事業場の指導等により、土壌汚染の実態把握及び未然防止に取り組むとともに、
土壌汚染を確認した場合には汚染の拡大防止・除去等に必要な措置の指導を行います。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅲ 安全・安心な生活環境の保全

施策 4 化学物質対策の推進

これまでの
成果

① 　環境中のダイオキシン類濃度について、大気７地点、公共用水域20地点、底質５地点、地下水10
地点、土壌８地点で調査を行ったところ、環境基準は全て達成され、良好な状態で推移していま
す。

② 　ダイオキシン類の発生源である廃棄物焼却炉７施設について、排ガス等の測定を行い、必要に応
じ、指導を行いました。

③ 　ＰＲＴＲ法に基づく化学物質の移動・排出等に係る届出398件について、排出量及び移動量を取
りまとめ、公表することで社会全体での化学物質による環境リスクの低減を推進しています。

④ 　安全な農作物生産が行われるように、関係機関・団体と連携した農薬危害防止運動（６～８月）
等による普及啓発のほか、一定水準の農薬知識を有する「農薬管理指導士」の認定などにより、農
薬の適正な使用を推進しています。

⑤ 　14品目の農産物84検体について残留農薬検査を実施したところ、１検体で法違反が確認されまし
た。

施策関係課 環境政策課、農林水産政策課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　ダイオキシン類について、本県では良好な状態で推移しており、引き続き、この状態を維持するために廃棄物の
焼却炉について調査の継続や事業者の自主測定を促すなどの指導を行う必要があります。

〇　化学物質が人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ（環境リスク）を低減していくため、引き続き、環境
中の実態把握を進め、化学物質の移動や排出などについて情報共有し、社会全体で化学物質による環境リスクの低減
を図っていく必要があります。

→　引き続き、環境中の化学物質の実態を把握し、化学物質の適正な管理や情報共有と理解の推進を通じて、化学物
質による環境リスクの低減を図っていきます。

〇　安全な農作物生産が行われるように、農薬の適正使用に係る継続的な普及啓発が必要です。

→　継続して、農薬危害防止運動等による普及啓発のほか、農薬管理指導士の確保に取り組みます。

→　残留農薬検査を実施し、違反発見時には関係部局等と連携して対応することで、流通食品の安全性を確保しま
す。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅲ 安全・安心な生活環境の保全

施策 5 オゾン層保護・酸性雨対策の推進

これまでの
成果

① 　フロン排出抑制法に基づき、関連事業者等に対する指導及び立入検査等の事務を行いました。

② 　酸性雨について、県内の定点において、酸性雨のモニタリング調査を実施し、環境省が行ってい
る調査結果の範囲内であることを確認しています。

施策関係課 環境政策課、資源循環推進課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　フロン類の適正な回収・処理に向けた取組が進められているものの、家庭や事業場などにおける機器類からのフ
ロン類の漏洩が懸念されています。

→　引き続き、関連事業者に対する指導等を行うことにより、フロン類の排出抑制を推進します。

〇　酸性雨は、工場のばい煙や自動車の排ガスに含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物等が原因となって生じ、建造物の
劣化や森林などの植生への悪影響などを招くことから、引き続き、県内の酸性雨の実態について把握を続けていく必
要があります。

→　県内における酸性雨のモニタリング調査を継続し、酸性雨の実態と影響の把握に努めます。

政策 Ⅲ 安全・安心な生活環境の保全

施策 6 環境影響評価の推進

これまでの
成果

① 　環境影響評価の対象となる事業について、事業者から提出された図書、配慮書１件、方法書６
件、準備書３件に対し、必要な手続等に関する指導や、審査を行い、環境の保全の見地からの意見
を述べています。

② 　審査技術の向上のため、説明会等に参加し、環境影響評価制度に関する最新の知見の情報収集を
行っています。

③ 　環境影響に関する情報を的確に提供していくため、県ホームページで手続の状況を公開していま
す。

施策関係課 自然保護課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　各種開発事業等の実施に際し、公害の防止や自然環境の保全について適切な配慮がなされるよう、引き続き、適
切に審査を行っていく必要があります。

○　環境影響評価については、社会経済情勢の変化や新たな環境課題を踏まえた適切な対応が求められることから、
環境影響評価に関する技術的な情報の提供や審査技術の向上のための取組を進めていく必要があります。

→　環境影響評価制度の適切な運用を図るとともに、社会経済情勢や環境課題の変化などに適切に対応するため、環
境影響評価に関する情報収集と科学的知見の蓄積に努め、必要に応じて技術指針や対象事業などの見直しを行いま
す。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅲ 安全・安心な生活環境の保全

施策 7 公害苦情・紛争処理の推進

これまでの
成果

① 　環境管理事務所及び市町村に寄せられた公害苦情に対し、適切かつ迅速に対応するとともに、公
害苦情処理状況把握のための公害苦情調査を実施しました。

② 　令和４年度までに青森県公害審査会において９件の事件が処理されたほか、令和５年度には新た
に調停申請１件を受理されました。

施策関係課 環境政策課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、悪臭などの公害に関する苦情への対応は、地域の生活環境を保全
する上で重要であり、苦情の内容に応じて、関係機関や地域住民等との協力・連携のもとに適切かつ迅速に対応して
いくことが求められます。

→　市町村等の関係機関と連携し、環境管理事務所及び市町村に寄せられた公害苦情に対し、適切かつ迅速に対応す
るとともに、公害苦情の受付状況、処理状況等の実態を明らかにし、公害苦情の円滑な処理に資するため、公害苦情
調査を実施していきます。

〇　公害問題をめぐる紛争処理機関として、県では、青森県公害審査会を設置しており、紛争当事者からの申請に基
づき、あっせん、調停及び仲裁を行うことにより、公害紛争の迅速かつ適切な解決を図っています。

→　引き続き、青森県公害審査会による公害紛争の円滑な解決を図っていきます。

政策 Ⅳ 豊かな自然環境、景観、歴史・文化の継承

施策 1 世界自然遺産白神山地や貴重な自然の保全と活用

これまでの
成果

① 　白神山地を始めとした、体験プログラムの充実や国内外に向けた本県の自然の魅力や価値の発信
などの取組を通じて、保全と利活用の両立に向けた環境づくりを進めています。

施策関係課 自然保護課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　白神山地の入込者数は2020（令和２）年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や2022（令和４）年８月の
大雨によるアクセス道損壊等の影響により減少しており、来訪者の早期回復に向けた取組が必要です。

→　来訪者数の増加につなげるため、アウトドアブランドや関係市町村等と連携し、白神山地周辺におけるアクティ
ビティプログラムの充実と県内外への魅力発信に取り組みます。

〇　本県の豊かな自然の次世代への継承に向け、自然環境の保全に係る県民の理解促進を図るため、県民が自然に触
れ合う機会の充実が必要です。

→　県立自然ふれあいセンターや白神山地ビジターセンターにおける自然体験や文化継承等の取組を通じて、県民が
気軽に自然に触れ合える機会を提供します。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅳ 豊かな自然環境、景観、歴史・文化の継承

施策 2 自然と共生する里地里山の保全と活用

これまでの
成果

① 　第13次鳥獣保護管理事業計画に基づいた鳥獣保護区の設定やニホンジカ等の捕獲、狩猟者の養成
研修等の実施といった、鳥獣の保護・管理、狩猟の適正化に計画的に取り組んだ結果、狩猟免許の
新規取得者数は８年連続100人以上となりました。

② 　情報提供や技術的助言により39市町村で被害防止計画が策定されているほか、鳥獣被害防止対策
の各種会議や市町村等を対象とした各種研修の開催、地域の課題解決に向けたアドバイザーの派遣
等により、地域の鳥獣被害対策技術の向上を図っています。

③ 　農作物被害が増加しているイノシシ、ニホンジカ対策として、被害が多く確認されている地域を
中心に、市町村単独では対応が難しい市町村の境界や里山などで県が積極的に捕獲を実施する広域
捕獲に取り組み、被害の低減を図っているほか、ＡＩやＩＣＴを活用したツキノワグマの監視・追
い払い実証に取り組み、効果的・効率的な被害防止対策技術の確立・普及を図っています。

施策関係課 自然保護課、林政課、農林水産政策課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　ニホンジカやイノシシの目撃件数、ツキノワグマの出没件数は増加傾向にあります。

→　二ホンジカやイノシシの生息域は年々拡大傾向にあり、更なる捕獲圧の強化が求められているため、引き続き、
生息状況を適切に把握し、ＩＣＴ技術を活用した効果的な捕獲手法の導入等により、捕獲圧を強化していきます。

→　ツキノワグマに係る第二種特定鳥獣管理計画を策定し、科学的かつ計画的な管理により、人身被害、農林業被害
及び出没件数の減少を目的とした各種対策を実施するとともに、地域個体群の安定的な維持を図ります。

〇　野生鳥獣による農作物被害が継続して発生しており、生息域拡大に伴う被害拡大が懸念されます。

→　イノシシ・ニホンジカの広域捕獲や大型獣等の捕獲技術の向上等を図る研修会の実施、現場への専門家の派遣の
ほか、対策の効率化・省力化に向け、ＩＣＴ技術の活用を促進し、効果的な被害防止対策につなげていきます。

〇　松くい虫被害やナラ枯れ被害が継続して発生しており、被害の拡大防止に向けた対策が必要です。

→　松くい虫被害については、被害木の監視及び駆除を継続するとともに、先進事例を踏まえた薬剤散布などの対策
を強化します。ナラ枯れ被害については、これまでの方針を見直し、特に対策が必要な森林を選定し、重点的な防止
対策を実施します。
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政策 Ⅳ 豊かな自然環境、景観、歴史・文化の継承

施策 3 生活を支える健全な水循環の確保

これまでの
成果

① 　小学生を対象とした健全な水循環を学ぶ校外学習を実施しているほか、水資源保全に関する活動
に取り組む団体数が増加するなど、県民の環境保全意識が着実に醸成されています。

② 　農業・農村地域において、地域共同による水路、農道等の地域資源の保全管理と農村環境の保全
に向けた活動に対して支援したほか、農業生産条件の不利な中山間地域において、耕作放棄地の発
生防止や多面的機能の維持を図るため、農業生産等を継続するための活動や体制整備のための活動
に対して支援しました。

③ 　環境負荷低減の取組者に対するみどり認定制度を開始したほか、２市町がオーガニックビレッジ
宣言を行い、生産から流通まで地域全体に波及する取組を進めています。また、ＩＰＭ（総合的病
害虫・雑草管理）技術の取組（水稲R4：292ha→R5：314ha）や環境保全型農業直接支払交付金の取
組面積（H26：624ha→R5：937ha）が拡大しています。

施策関係課 農林水産政策課、農産園芸課、農村整備課、漁港漁場整備課、河川砂防課、港湾空港課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　農村地域の人口減少や高齢化等の進行により、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手の負担の増加
など、地域の共同活動の継続が困難になる組織等が増加しており、組織体制の強化が必要です。

→　農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮に向けて、地域の共同活動や営農活動への支援、活動組織の事務負
担軽減や広域化等を図り、地域資源の適切な保全管理を推進します。

〇　健全な水循環の確保に向け、環境負荷の低減に貢献する農業生産活動の推進が必要です。

→　化学肥料・農薬の使用低減や温室効果ガスの排出削減などに取り組む農林漁業者を増やすため、みどり認定制度
の普及に取り組みます。また、生産現場で効果的なＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）技術を実践できるよう、農業
者を対象とした研修会を開催するほか、市町村や関係機関と連携し、国の環境保全型農業直接支払交付金制度の活用
を推進し、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を行う農業者等を支援します。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅳ 豊かな自然環境、景観、歴史・文化の継承

施策 4 良好な景観の保全と創造

これまでの
成果

①  令和６年度も引き続き景観法及び景観条例を適切に運用し、良好な景観の保全と形成に努め、148
件の大規模行為に関する届出を受理・審査した結果、全てが景観形成基準に適合し、違反事例は０
件でした。

② 　令和６年度も引き続き景観フォーラム、景観学習教室を行いました。令和６年度景観フォーラム
は対面とオンラインで開催し、166名の参加がありました。また、景観学習教室については、各市
町村、小学校及び教育庁等に対し景観学習教室実施要領等を送付し周知したところ、令和６年度は
２件の申し込みがあり、児童50名が景観学習を受けました。

施策関係課 都市計画課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　良好な景観は、人々にうるおいとやすらぎをもたらすとともに、地域への愛着や誇り、地域の魅力として、そこ
を訪れる人々へのアピールにもつながります。

→　景観法及び青森県景観条例等の景観法令の適切な運用に努めるとともに、大規模行為景観形成基準との適合を図
り、良好な景観の保全・形成に努めます。

〇　本県の豊かな自然が形づくる景観や地域の歴史・文化を象徴する景観を良好な状態で保全し、次世代に引き継い
でいくとともに、魅力ある町並みや都市景観の創造など、ふるさとの歴史と風土が感じられる景観づくりを推進して
いく必要があります。

→　良好な景観の形成についての関心と理解を深めるとともに、県民の自主的な活動を支援する取組を進めるため、
引き続き景観フォーラム等を開催します。また、次世代を担う子供たちの景観への関心を育むため、景観学習教室に
ついて、各市町村、小学校へと働きかけ、参加を促します。
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政策 Ⅳ 豊かな自然環境、景観、歴史・文化の継承

施策 5 歴史・文化の価値や魅力に対する理解の醸成と活用の促進

これまでの
成果

① 　2021年（令和３）年７月に「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されました。

② 　2022年（令和４）年３月に本県の文化芸術資源を活かし、文化芸術の推進に関する施策に総合的
かつ計画的に取り組むため「青森県文化芸術推進計画」を策定しました。

③ 　2024年（令和６）年９月に「こども民俗芸能大会」を藤崎町の藤崎町文化センターで、10月に

「北海道・東北ブロック民俗芸能大会」を宮城県の多賀城市文化センターで開催しました。

④ 　2024年（令和６）年度県立郷土館サテライト展や多様な主体との連携展３展を開催するととも
に、児童生徒を対象とする出前授業を７校で開催したほか、夏休み及び冬休み中のこどもたちを対
象にものづくりや体験活動を行う「こどものくに」を開催しました。
　また、県立郷土館ホームページの収蔵資料デジタルアーカイブに1,805点を追加したほか、収蔵
資料にまつわる動画を12点作成し配信しました。

施策関係課 地域生活文化課、美術館、教育政策課、文化財保護課、郷土館、三内丸山遺跡センター

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録された効果を最大限に生かし、縄文遺跡群への来訪を促
進するため認知度向上を図るほか、人類共通の財産として次世代に継承していくため、価値や魅力の浸透が必要で
す。

→　県内構成資産を所管する市町が実施する遺跡施設等の整備を支援するほか、世界遺産登録周年記念催事、出前講
座の開催、県内の縄文遺跡群の情報を一体的に発信する施設「あおもり縄文ステーションじょもじょも」を活用した
来場促進企画等を実施し、各遺跡への来訪・周遊を促進します。

〇　文化芸術の鑑賞や活動参加等を行ったことがある県民の割合は、全国平均を下回っています。より多くの県民が
文化芸術に触れ、親しみ、感じる機会を創出するとともに、文化芸術の魅力や価値を活用し、地域の活性化につなげ
ていく必要があります。

→　文化芸術を活用した地域活性化に向けて、デジタルアート作品づくりワークショップやデジタルアート展を開催
し、新たな鑑賞や活動参加の機会を創出するとともに、県内アーティスト及び地域づくり団体、地域住民等と連携し
たアートプロジェクトを実施しました。
　また、県内の個性的な５館の美術館・アートセンターを核として、各施設が連携したイベントの企画及び情報発信
を行うことで、「アート県青森」としての魅力の向上に取り組みます。

〇　少子高齢化による担い手不足等により継承の危機にある無形民俗文化財の保存と着実な継承、後継者の育成が必
要です。

→　無形民俗文化財の保存団体が、対面指導以外の継承方法として有効な動画を自ら制作できるようマニュアルを作
成するほか、保存団体による発表や体験会を開催し、無形民俗文化財に対する興味・関心を喚起します。

〇　県立郷土館の休館中も、県民が郷土資料に触れ、体験・体感できる機会の充実と情報発信に努めることが必要で
す。

→　郷土資料を適切に収集・保護・保存するほか、デジタル技術の活用等による情報発信などの新たな価値の創出に
より地域活性化を推進するとともに、県民、特にこどもたちがふるさと青森の歴史や自然、文化への理解を深め、郷
土に誇りを持つことができる取組を推進します。
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第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

政策 Ⅴ あおもりの環境を守り育てる人財の育成及び各主体との連携・協働の推進

施策 1 子どもから大人まで、あおもりの環境を次世代へつなぐ人づくり

これまでの
成果

① 　2023年（令和５）年度では、環境教育に関連した体験活動に取り組んだ公立小・中学校のうち、
地域の特性を生かした活動をした学校の割合は、校種により偏りはありますが、全体として約80％
でした。

② 　県立少年自然の家の活動プログラムの改善、開発、周知に取り組んだところ、2024（令和６）年
度は、２施設において合計871団体延べ51,419名の利用がありました。

③ 　県内小学校41校で環境出前講座を107回開催し、2,688名の児童が環境に配慮した行動の実践方法
等について、環境教育プログラム（ゲーム形式）により学習しました。

④ 　ＳＤＧｓの考え方等を取り入れた環境人財育成事業として、県内３大学において「環境＋経済＋
社会」思考に基づき、環境団体や事業者等と連携した地域課題解決型の授業等を実施しました。
　また、環境に関する活動を主たる業務としている団体以外の団体において、現在行っている活動
に環境配慮行動やＳＤＧｓの視点をプラスしたモデル的取組を３団体が実施し、県民や団体等の地
域における環境配慮行動の拡大に繋げました。

施策関係課 エネルギー・脱炭素政策課、自然保護課、学校教育課、生涯学習課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

〇　本県の豊かな自然の次世代への継承に向け、自然環境の保全に係る県民の理解促進を図るため、県民が自然に触
れ合う機会の充実が必要です。【政策Ⅳ施策１再掲】

→　県立自然ふれあいセンターや白神山地ビジターセンターにおける自然体験や文化継承等の取組を通じて、県民が
気軽に自然に触れ合える機会を提供します。【政策Ⅳ施策１再掲】

〇　環境に配慮した取組がさらに広がっていくよう、環境教育に関連した体験学習の機会を提供していくことが必要
です。

→　地域にある施設や関係機関等と連携するなどして体験活動の充実を図り、地域の特性を生かした環境教育を推進
していきます。

〇　こどもから大人までを対象とした幅広い環境教育・学習機会を提供していく必要があります。

→　県立少年自然の家の活動プログラムの改善と開発に取り組むとともに、自然環境に対応した自然の家の役割と機
能及び効果的な活用について、周知を進めていきます。

→　自然に触れることで、自然と共生する心を育む体験型の環境教育を提供する場づくりに取り組みます。
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政策 Ⅴ あおもりの環境を守り育てる人財の育成及び各主体との連携・協働の推進

施策 2 環境に優しい行動促進

これまでの
成果

① 　「産業部門」「業務その他部門」においては、経営者向けに環境経営セミナーを開催したほか、
県内企業を対象に省エネ診断の受診促進と診断結果を踏まえた省エネ設備への更新等のサポートを
実施し、省エネ実践の拡大を図りました。【政策Ⅰ施策１再掲】
　また、環境に配慮した取組を積極的に実施している事業所や店舗を「あおもりＥＣＯにこオフィ
ス・ショップ」として認定しました。

② 　市町村及び関係団体で構成する「もったいない・あおもり県民運動推進会議」を開催し、「あお
もり環境配慮行動支援パッケージ」を作成しました。
　また、県民・事業者等に対する地球温暖化対策の普及啓発を行うため、メールマガジン等を活用
した情報発信を実施しました。

施策関係課 エネルギー・脱炭素政策課、資源循環推進課

現状と課題　→　今後の取組の方向性

○　県民や事業者が、それぞれの日常生活や事業活動を見直し、環境への負荷が少ないライフスタイルやビジネスス
タイルへ転換していくことが必要です。

→　既存の生活から環境配慮型の生活に転換したことによる成果を可視化するなど、環境に優しい行動を促す仕組み
づくりに取り組んで行きます。

〇 環境教育・学習や環境保全活動を推進するためには、様々な主体とのネットワークづくりや、機会づくりのため
の協働が必要です。

→　もったいない・あおもり県民運動推進会議構成団体をはじめとした、事業者、ＮＰＯ法人、教育機関などの多様
な主体との連携を強化していきます。



第
６
章

145

第６章　青森県環境総合プランに係る取組状況等の点検・評価結果

４
　
進
行
管
理

指
標
の
状
況

政
策
Ⅰ
　
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
た
脱
炭
素
社
会
の
実
現

指
　
標

現
状
（
R６

.３
月
プ
ラ
ン
策
定
時
）

R６
年
度
末
時
点
検

参
考

（
個
別
計
画
目
標
値
）

備
考

関
連

施
策

指
標
の
説
明

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

【 施 策 １ 】

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
率

（
20
13
年
度
比
)
　

R
2

(2
02
0)

△
22
.5
％

R4
(2
02
2)

△
24
.8
%

R1
2

(2
03
0)

△
51
.1
％

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政

策
課

県
内
に
お
け
る
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
量
（
二

酸
化

炭
素
な
ど
）
の
合
計
値
の
削
減
率

【 施 策 １ 】

部
門
別
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減
率

R
2

(2
02
0)

産
業
部
門
�

△
22
.6
％

業
務
そ
の
他
部
門
�
△
36
.4
％

家
庭
部
門
�

△
25
.2
％

運
輸
部
門
�

△
24
.7
％

R4
(2
02
2)

産
業
部
門
�

△
30
.4
%

業
務
そ
の
他
部
門
�

△
30
.9
%

家
庭
部
門
�

△
23
.1
%

運
輸
部
門
�

△
24
.4
%

―
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政

策
課

県
内
に

お
け
る
産

業
、
業

務
そ
の

他
、
家

庭
、
運

輸
等
の
各
部
門
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
合
計
値

の
削
減
率

※
産
業
部
門

（
製
造
業
、
建
設
業
・
鉱
業
及
び
農
林
水
産
業
）

※
運

輸
部
門

（
自
動
車
、
鉄
道
、
船
舶
及
び
航
空
機
）

【 施 策 １ 】

次
世
代
自
動
車
普
及
率

R3
(2
02
1)

18
.8
%

R6
(2
02
4)

24
.9
%

―
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政

策
課

電
気
自
動

車
、
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド

車
等

の
次

世
代
自
動

車
普
及
率

【 施 策 ２ 】

自
家
消
費
型
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
電
気
・
熱
）
の

導
入
量

―
―

R1
2

(2
03
0)

1.
34
億

kW
h相

当
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政

策
課

―

【 施 策 ２ 】

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
量

（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
に
よ
る
）

R3
(2
02
1)

太
陽
光
�

82
1,
57
1k
W

風
力
�

70
1,
95
4
kW

水
力
�

4,
62
5k
W

地
熱
�

0k
W

バ
イ
オ
マ
ス
�

10
1,
83
6k
W

R6
(2
02
4)

太
陽
光
�

97
8,
94
5k
W

風
力
�

94
3,
61
5k
W

水
力
�

4,
16
0k
W

地
熱
�

0k
W

バ
イ
オ
マ
ス
�

10
4,
12
7
kW

―
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政

策
課

平
成

2
4
年
７
月
に
開
始
さ
れ
た
固
定
価

格
買
い
取
り

制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
）
に
認
定
さ
れ
て
い
る
各

発
電
の

導
入
量

【 施 策 ３ 】

再
造
林
率

R4
(2
02
2)

32
.4
%

R5
(2
02
3)

55
.0
%

R1
0

(2
02
8)

40
%

林
政
課

民
有
林
に
お
け
る
再
造
林
率
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政
策
Ⅱ
　
資
源
効
率
の
高
い
循
環
型
社
会
の
実
現

指
　
標

現
状
（
R６

.３
月
プ
ラ
ン
策
定
時
）

R６
年
度
末
時
点
検

参
考

（
個
別
計
画
目
標
値
）

備
考

関
連

施
策

指
標
の
説
明

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

【 施 策 １ 】

１
人
１
日
当
た
り
の
ご
み
排
出
量

R3
(2
02
1)

1,
00
2g

生
活
系
69
0g
、
事
業
系
31
2g

R5
(2
02
3)

96
7g

生
活
系
65
2g
、
事
業
系
31
5g

R7
(2
02
5)

94
0g

資
源
循
環
推
進
課

１
人
１
日
当
た
り
の
ご
み
排
出
量

【 施 策 １ 】

一
般

廃
棄

物
総
排
出
量

R3
(2
02
1)

45
5,
53
9t

R5
(2
02
3)

42
7,
95
2t

―
資
源
循
環
推
進
課

―

【 施 策 １ 】

ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
率

R3
(2
02
1)

14
.2
%

R5
(2
02
3)

12
.6
%

R7
(2
02
5)

17
.0
%

資
源
循
環
推
進
課

ご
み
リ
サ
イ
ク
ル
率

【 施 策 １ 】

民
間
回
収
を
含
め
た
リ
サ
イ
ク
ル
率

R3
(2
02
1)

29
.4
%

R5
(2
02
3)

28
.2
%

R7
(2
02
5)

34
.0
%

資
源
循
環
推
進
課

―

【 施 策 １ 】

あ
お
も
り
食
べ
き
り
推

進
オ
フ
ィ
ス
・
シ
ョ
ッ
プ

認
定

事
業
所
数

R4
(2
02
2)

23
6事

業
所

R6
(2
02
4)

29
9事

業
所

―
資
源
循
環
推
進
課

食
品
ロ
ス
削

減
に
つ
な
が
る
取

組
を
行
っ
て
い
る
事

業
所
を
県
が
認
定
す
る
「
あ
お
も
り
食
べ
き
り
推

進
オ

フ
ィ
ス
・
シ
ョ
ッ
プ
」
の
認
定
事
業
所
数

【 施 策 １ 】

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
認
定
数

R4
(2
02
2)

36
4

R6
(2
02
4)

30
7

―
資
源
循
環
推
進
課

青
森

県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定

及
び

使
用
の

推
進

に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
認
定
す
る
リ
サ
イ
ク

ル
製
品
の
認
定
数
（
累
計
）

【 施 策 ２ 】

災
害
廃
棄

物
処
理
計
画
策
定
市
町
村

数

R4
(2
02
2)

19
市
町
村

R6
(2
02
4)

34
市
町
村

―
資
源
循
環
推
進
課

災
害
に
よ
り
大

量
に
発
生

す
る
廃

棄
物
の
円
滑
・
迅

速
な
処
理
の
た
め
の
災
害
廃

棄
物
処
理
計
画
を
策
定

し
た
市
町
村
の
数

【 施 策 ２ 】

産
業

廃
棄

物
不

法
投

棄
等

の
発
見
件

数
と
解

決
件

数
R4

(2
02
2)

発
見
件
数
　
63
件

解
決
件
数
　
26
件

R6
(2
02
4)

発
見
件
数
　
4
4件

解
決
件
数
　
23
件

―
資
源
循
環
推
進
課

産
業

廃
棄

物
不

法
投

棄
等

の
発
見
件

数
及
び

解
決

件
数
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政
策
Ⅲ
　
安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
保
全

指
　
標

現
状
（
R６

.３
月
プ
ラ
ン
策
定
時
）

R６
年
度
末
時
点
検

参
考

（
個
別
計
画
目
標
値
）

備
考

関
連

施
策

指
標
の
説
明

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

【 施 策 １ 】

大
気

環
境

基
準

達
成

率
(
光
化

学
オ

キ
シ
ダ
ン
ト
を

除
く
)

R4
(2
02
2)

10
0％

R5
(2
02
3)

10
0
%

―
環

境
政

策
課

―

【 施 策 ２ 】

公
共
用
水
域
の
環

境
基
準
達
成
率

R4
(2
02
2)

91
.0
%

河
川
(5
6水

域
)�

98
.2
％

海
域
(2
8水

域
)�

92
.9
％

湖
沼
(５

水
域
)�

0％

R5
(2
02
3)

91
.0
%

河
川
(5
6水

域
)�

94
.6
％

海
域
(2
8水

域
)�

96
.4
％

湖
沼
(５

水
域
)�

20
％

―
環

境
政

策
課

河
川
、
湖

沼
、
海

域
の

環
境

基
準
を

達
成
し
て
い
る

割
合
（
Ｂ
Ｏ
Ｄ
又
は
Ｃ
Ｏ
Ｄ
）

【 施 策 ３ 】

自
動
車
騒

音
の
環

境
基
準
達
成
率

R4
(2
02
2)

97
.5
%

R5
(2
02
3)

99
.7
%

―
環

境
政

策
課

環
境

基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
地

域
に
お
け
る
自
動

車
騒

音
の
環

境
基
準
達
成
率

【 施 策 ４ 】

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
環

境
基
準
達
成
率

R4
(2
02
2)

10
0
%

R5
(2
02
3)

10
0
%

―
環

境
政

策
課

大
気
、
公
共
用
水
域
水
質
、
公
共
用
水
域
底
質
、
地
下

水
、
土
壌
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
環

境
基
準
達
成
率

【 施 策 ５ 】

降
水
の
ｐ
Ｈ
(青

森
市
)

R4
(2
02
2)

5.
0

R5
(2
02
3)

5.
0

―
環

境
政

策
課

青
森
市
に
お
け
る
降
水
の
ｐ
Ｈ
の
年
間
平
均
値

【 施 策 ７ 】

公
害
苦
情
件
数
と
処
理
件
数

R3
(2
02
1)

苦
情
件
数
　
　
　
57
2件

直
接
処
理
件
数
　
54

4件
R4

(2
02
2)

苦
情
件
数
　
　
　
30
6
件

直
接
処
理
件
数
　
26
0
件

―
環

境
政

策
課

市
町

村
及
び
県

の
各
地

域
県

民
局

環
境

管
理

部
に

お
い
て
受
け
付
け
た
公
害
苦

情
の
件

数
及
び
当
該
窓

口
で
直

接
処

理
さ
れ
た
件

数
（
い
ず

れ
も
繰

越
件

数
を
含
む
。
）
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政
策
Ⅳ
　
豊
か
な
自
然
環
境
、
景
観
、
歴
史
・
文
化
の
継
承

指
　
標

現
状
（
R６

.３
月
プ
ラ
ン
策
定
時
）

R６
年
度
末
時
点
検

参
考

（
個
別
計
画
目
標
値
）

備
考

関
連

施
策

指
標
の
説
明

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

【 施 策 １ 】

自
然
ふ
れ
あ
い
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
利
用
者
数

R4
(2
02
2)

6
40
人

R6
(2
02
4)

53
7人

―
自
然
保
護
課

県
立
自
然

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
体

験
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
利
用
者
数
（
年
度
集
計
）

【 施 策 １ 】

保
護
・
保
全
地
域
面
積

R4
(2
02
2)

17
4,
70
2h

a
R6

(2
02
4)

17
4,
70
2h

a
―

自
然
保
護
課

国
立
公
園
、
国
定
公
園
、
県
立
自
然
公
園
、
県
自
然
環

境
保

全
地

域
、
開
発
規
制
地

域
、
緑

地
保

全
地

域
、

鳥
獣
保
護
区

【 施 策 ５ 】

自
然
公
園
内
観
光
地
点
入
込
客
数

R3
(2
02
1)

4,
26
1千

人
R5

(2
02
3)

6,
42
8千

人
―

自
然
保
護
課

国
立
・
国
定
・
県
立
自
然
公
園
の
主
要
な
観
光
地
点
の

入
込

者
数
（
暦

年
集
計
）

政
策
Ⅴ
　
あ
お
も
り
の
環
境
を
守
り
育
て
る
人
財
の
育
成
及
び
各
主
体
と
の
連
携
・
協
働
の
推
進

指
　
標

現
状
（
R６

.３
月
プ
ラ
ン
策
定
時
）

R６
年
度
末
時
点
検

参
考

（
個
別
計
画
目
標
値
）

備
考

関
連

施
策

指
標
の
説
明

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

年
度
等

数
値
等

【 施 策 １ 】

環
境
の
保
全
を
図
る
活
動
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
数

R4
(2
02
2)

11
7団

体
R6

(2
02
4)

11
0団

体
―

地
域
生
活
文
化
課

―

【 施 策 ２ 】

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
診
断
の
利
用
事
業
所
数

R3
(2
02
1)

15
事
業
所

R6
(2
02
4)

25
事
業
所

―
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政
策
課

―

【 施 策 ２ 】

あ
お

も
り

Ｅ
Ｃ

Ｏ
に

こ
オ

フ
ィ

ス
／

シ
ョ

ッ
プ

認
定
事
業
所
数

R4
(2
02
2)

1,
30
6事

業
所

R6
(2
02
4)

1,
30
8事

業
所

―
資
源
循
環
推
進
課

省
エ

ネ
や

レ
ジ

袋
の

削
減

な
ど

環
境

に
配

慮
し

た
取

組
を

行
っ

て
い

る
事

業
所

を
県

が
認

定
す

る
「

あ
お

も
り

Ｅ
Ｃ

Ｏ
に

こ
オ

フ
ィ

ス
」

、
「

あ
お

も
り
Ｅ
Ｃ
Ｏ
に
こ
シ
ョ
ッ
プ
」
の
認
定
事
業
所
数
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表１　本県の地域別人口動向

年、％
地域名

S60 H２ H７ H12 H17 H22 H27 R２
（R２/H27）

増減率

青森地域 334,520 人 323,604 人 327,944 人 350,034 人 340,427 人 325,458 人 310,640 人 295,593 人 △ 4.8 ％

津軽地域 537,043 520,039 514,880 487,191 472,856 449,159 423,420 395,978 △ 6.5

南部地域 556,520 548,031 550,034 551,137 539,622 519,179 499,754 478,213 △ 4.3

下北地域 96,365 91,199 88,805 87,366 83,752 79,543 74,451 68,200 △ 8.4

合計 1,524,448 1,482,873 1,481,663 1,475,728 1,436,657 1,373,339 1,308,265 1,237,984 △ 5.4

(注1)	 青森市の旧浪岡町地域は､平成7年以前は津軽地域、平成12年以降は青森地域に分類

(注2)	 青森地域：青森市及び東津軽郡の区域

	 �津軽地域：弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡及び北津軽郡の区域

	 南部地域：八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡の区域

	 下北地域：むつ市及び下北郡の区域

資料：総務省統計局「国勢調査」

１　人口・産業等

表２　製造品出荷額等の推移
（従業者４人以上の事業所）

区分
年次

事業所数 従業者数 製造品出荷額等

総　　　数 総　　　数 総　　　数

人 万円
平成23年 1,558 54,912 140,320,326
　　24年 1,514 56,037 149,234,703
　　25年 1,472 55,647 152,029,755
　　26年 1,449 55,464 159,513,190
　　27年 1,547 55,122 170,230,792
　　28年 1,386 57,283 180,704,447
　　29年 1,368 56,739 191,213,318
　　30年 1,377 57,586 177,932,241
令和元年 1,342 56,877 172,710,576
　　２年 1,272 55,763 167,647,083

(注)　平成27年以降の事業所数及び従業者数は、調査期日の変更により、当該年次の翌年の6月1日現在の数値である。

資料:経済産業省「工業統計調査」、総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」、県統計分析課 ｢青森県の工業｣

表３　農林業の動向

区分 単位 H22 H27 R２ R３ R４ R５ R６

農林業経営体数 経営体 45,555 36,478 29,362 － － － －

農業経営体数 〃 44,667 35,914 29,022 － － － －

うち法人化 〃 422 524 646 － － － －

林業経営体数 〃 3,071 2,059 678 － － － －

うち法人化 〃 211 141 117 － － － －

耕 地 面 積 ha 156,800 153,300 149,800 149,600 149,300 148,400 147,300

田 〃 83,600 81,200 79,400 79,200 78,900 78,100 77,500

畑

普 通 畑 〃 34,400 34,500 34,900 35,400 35,400 35,400 35,500

樹 園 地 〃 23,500 22,700 22,300 22,100 22,100 22,000 21,600

牧 草 地 〃 15,400 14,900 13,300 12,900 12,900 12,800 12,800

耕 地 利 用 率 ％ 84.1 82.3 80.1 80.0 79.3 － －

森 林 面 積 ha 635,748 632,097 632,309 633,122 634,430 633,579 633,725

農 業 産 出 額 億円 2,751 3,068 3,262 3,277 3,168 3,466 －

構 成 比

米 ％ 14.9 13.8 16.8 11.9 12.8 14.7 －

果 実 ％ 27.1 27.9 27.8 23.0 33.2 19.7 －

野 菜 ％ 23.4 24.5 25.2 33.4 20.7 31.6 －

畜 産 ％ 29.7 29.7 27.1 28.9 30.9 31.4 －

そ の 他 ％ 4.9 4.1 3.2 2.9 2.4 2.4 －

資料：�農林業センサス（５年ごと実施）、耕地及び作付面積統計、青森県森林資源統計書、生産農業所得統計から県農林水産政
策課作成
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表４　年次別漁獲数量及び漁獲金額

区分 年次 総　数 魚　類 貝　類 その他の水産動物 藻　類

漁獲数量

（トン）

R2 167,188 63,950 81,064 21,148 1,027

R3 144,610 51,768 78,503 12,740 1,599

R4 131,937 38,987 78,739 12,538 1,673

R5 116,647 46,857 57,155 10,475 2,160

R6 117,701 72,887 31,896 11,777 1,141

漁獲金額

(百万円）

R2 34,183 11,681 9,522 12,631 350

R3 32,751 8,992 13,897 9,440 422

R4 39,285 9,730 16,008 12,976 570

R5 37,134 11,143 13,799 11,521 671

R6 34,061 13,125 8,628 11,783 525

（注） 各項目の合計と総数の値については四捨五入により一致しないこともある。

資料：県水産振興課「青森県海面漁業に関する調査結果書（属地調査年報）」

表５　青森県内の自動車保有台数の推移

年 総数
登録車両数

小型二輪 軽自動車
計 貨物用 乗合用 乗用 大型特殊 特種

R2 1,003,188 522,257 81,013 3,768 407,944 9,607 19,925 12,734 468,197

R3 1,003,353 520,124 80,678 3,662 406,120 9,692 19,972 13,127 470,102

R4 1,001,224 517,381 80,586 3,546 403,517 9,813 19,919 13,412 470,431

R5 1,002,819 515,139 80,792 3,522 400,828 10,028 19,969 13,953 473,727

R6 999,304 512,234 80,338 3,476 398,239 10,289 19,892 14,214 472,856

R7 995,358 508,545 79,607 3,373 395,357 10,366 19,842 14,336 472,477

資料：国土交通省東北運輸局「自動車登録統計」より県エネルギー・脱炭素政策課作成� （各年3月31日現在）

表６　エネルギー使用量等（令和６年度実績）

令和６年度 削減目標（％）
（ 基 準 年 度
(H25)に対する
R12年度の削減
率）

実績 基準年度
比（％）

前年度比
（％）

温室効果ガス総排出量 63.6 千トン-
CO₂ ▲ 30.7 ▲ 11.3 ▲ 50.0

表７　グリーン購入調達率（特定調達品目）

分類（特定調達品目） 令和６年度
実績

紙類 99.8%

文具類 90.7%

オフィス家具等 92.9%

画像機器等 89.3%

電子計算機等 94.8%

オフィス機器等 98.1%

移動電話等 96.0%

家電製品 94.6%

エアコンディショナー等 83.3%

温水器等 100.0%

照明 99.8%

一般公用車用タイヤ 98.9%

２サイクルエンジン油 87.3%

消火器 100.0%

制服・作業服 93.8%

カーテン・布製ブラインド 87.8%

じゅうたん・カーペット 100.0%

毛布・ふとん 100.0%

ベットフレーム・マットレス 80.0%

作業手袋 90.5%

その他繊維製品 99.2%

防災備蓄用品 94.9%

ごみ袋 91.6%

自動車等 73.3%

外注印刷物の判断基準達成率 85.8%

※調達目標100％

資料：県エネルギー・脱炭素政策課

取組項目

使用量・排出量

令和６年度 削減目標（％）
（基準年度(R３)
に対するR12年度
の削減率）

実績 基準年度
比（％）

前年度比
（％）

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

電気 86,196,705 kWh ▲2.6 ▲0.6 ▲16.3

重油 6,979,487 L ▲7.9 ▲1.4 ▲23.3

灯油 1,901,263 L ▲5.9 ▲6.5 ▲14.8

都市ガス 161,971 ㎥ 60.6 64.9 ▲12.3

ＬＰＧ 82,081 kg ▲6.9 ▲12.8 ▲18.7

軽油 621,642 L ▲0.3 10.6 ▲6.9

ガソリン 1,112,181 L ▲6.0 ▲3.2 ▲13.5

ジェット燃料 193,184 L ▲4.4 3.1 ±0.0

そ
の
他

水 527,071 ㎥ 1.3 ▲0.9 ▲10.0

コピー用紙 146,673,396 枚 ▲12.9 ▲5.8 ▲10.0

廃棄物 2,490,201 kg ▲1.5 1.5 ▲10.0

※「その他」各項目は、温室効果ガス総排出量の算定対象外。

※「廃棄物」は、一般廃棄物（可燃物及び不燃物）と産業廃棄物合計。

資料：県エネルギー・脱炭素政策課

２　地球にやさしい青森県行動プラン
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３　公　害　防　止

表８　公害防止協定等の締結状況

(令和７年３月31日現在)

地方公共団体等名 企　　業　　名 業　　種 締結年月日
(改定年月日)

規制対象項目

大気 水質 騒音 振動 悪臭 廃棄物 その他

青森県・八戸市 東北電力㈱八戸火力発電所 電気 S52.4.23(H29.12.27) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 三菱製紙㈱八戸工場 パルプ・紙製造 S53.11.11(R2.1.20) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 八戸製錬㈱八戸製錬所 非鉄金属製造 　〃　(H29.11.6) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 八戸セメント㈱ 窯業・土石製品製造 　〃　(H29.11.20) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 大平洋金属㈱ 鉄鋼 　〃　(R6.11.18) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 東京鐵鋼㈱八戸工場 鉄鋼 　〃　(H28.12.27) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 片倉コープアグリ㈱東北支店青森事業所八戸工場 化学工業 S58.4.14(R4.1.17) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 東北グレーンターミナル㈱他５社 飼料製造 S56.7.14(H29.8.16) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 八戸バイオマス発電㈱ 電気 R2.3.19 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　
エム・ピー・エム・王子エコエネルギー㈱
八戸エコエネルギー発電所 電気 R2.4.10 ○ ○

青森県・三沢市 住友化学㈱三沢工場 化学工業 S51.7.15(R7.3.18) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

青森県・六ケ所村 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油備蓄 S58.8.30(R7.3.11) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 日本原燃㈱ 非鉄金属製造 H3.8.20(R7.3.31) ○ ○ ○ ○ ○ ○

青森市 新和生コン㈱ 窯業・土石製品製造 H16.6.7(H16.11.29) ○

青森市(旧浪岡町) ㈱タムロン 機械器具製造 S59.3.1 ○ ○

弘前市 ㈱津軽カントリークラブ ゴルフ場 H20.3.19 ○ ○ ○ ○ ○ ○

八戸市 合同酒精㈱酵素医薬品工場 食料品製造 S46.7.9(H24.4.1) ○

　〃　 八戸鉱山㈱ 窯業・土石製品製造 S48.6.20(H26.4.1) ○ ○ ○

　〃　 八戸石材企業組合  　〃 　 S49.3.29(S53.10.31) ○ ○ ○ ○

　〃　 泉山興業㈱ 　〃　 　〃 ○ ○ ○ ○

　〃　 東北建材産業㈱ 　〃　 　〃 ○ ○ ○ ○

　〃　 中村砕石工業㈱ 　〃　 　〃 ○ ○ ○ ○

　〃　 北振興業㈱ 　〃　 　〃　(H25.10.1) ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲田中石灰タンカル工業 　〃　 S49.5.8(S53.10.31) ○ ○ ○

　〃　 ㈲三和石灰礦業所 　〃　 　〃 ○ ○ ○

　〃　 高周波鋳造㈱ 鉄鋼 S50.2.21(H18.6.9) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 アルバック東北㈱ 非鉄金属製造 S60.7.31(H28.2.19) ○ ○ ○

　〃　 ㈱新菱 化学工業 S61.10.7(H31.3.22) ○ ○ ○

　〃　 階上キユ―ピー㈱ 食料品製造 S63.11.28 ○

　〃　 住友電工電子ワイヤー㈱八戸事業所 機械器具製造 H6.12.16(H15.4.1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 多摩川精機㈱八戸事業所 　〃　 H12.11.1 ○

　〃　 エプソンアトミックス㈱ 窯業 H13.1.22 ○ ○ ○

　〃　 三共理化工業㈱八戸工場 動物油脂製造 　〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 奥羽クリーンテクノロジー㈱ 廃棄物処理業 H20.5.23 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 エプソンアトミックス㈱北インター事業所 非鉄金属製造 H25.12.13 ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 多摩川精機㈱八戸第二工場 機械器具製造 H31.1.18 ○ ○ ○ ○

吹上地区住民 宝幸水産㈱ 食料品製造 S61.9.27 ○ ○ ○ ○ ○

桔梗野連合町内会 　　〃 　〃　 S61.5.7 ○ ○ ○ ○

八戸市(旧南郷村) 県南石材㈲ 窯業・土石製品製造 S49.3.29 ○ ○ ○ ○

　 〃 ( 〃 ) 三浦商店建材部 　〃　 　〃 ○ ○ ○ ○

　 〃 ( 〃 ) ㈱ノザワ 廃棄物処理 H7.6.30(H14.10.21) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 〃 ( 〃 ) 中当建設㈱ 廃棄物処理 H14.3.13 ○ ○ ○ ○ ○ ○

十和田市 ㈱ヤマショウフーズ東北事業部青森工場 食料品製造 S52.11.15 ○

　〃　 IHミートパッカー㈱ 食肉処理 R4.1.28 ○ ○ ○

　〃　 ㈱川村畜産 畜産農業 S63.8.8 ○ ○

　〃　 ㈱やまはた 　〃　 　〃　(H24.12.7) ○ ○

　〃　 ㈲みのる養豚 　〃　 　〃 ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲ふなばやし農産 　〃　 H20.1.29 ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲高橋養豚 　〃　 S63.8.8 ○ ○ ○ ○

　〃　 みちのく国際ゴルフ倶楽部㈱ ゴルフ場 H6.8.26 ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 農事組合法人十和田土壌改良 肥料製造 H12.12.14 ○ ○ ○ ○

　〃　 エムエス㈱ 機械器具製造 H13.4.13 ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲タカホ農場 畜産農業 H15.2.27 ○ ○ ○ ○

　〃　 上北農産加工農業協同組合 食料品製造 H21.5.1 ○ ○ ○ ○

三沢市 ㈱附田生コン 窯業・土石製品製造 S51.6.25 ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲東北ファーム 畜産農業 S52.6.15(H19.7.30) ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈱川賢谷地頭農場 畜産農業 S60.11.1(H4.6.20) ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈱川賢高野沢農場 　〃　 H4.2.5(H4.7.10) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈱三沢農場 　〃　 S60.11.1(〃) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 プライフーズ㈱細谷工場 食料品製造 S63.10.27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 プライフーズ㈱三沢加工食品工場 　〃　 S61.3.22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三沢市 スターゼン㈱ 食料品製造 H8.2.28(H30.3.16) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲東北養鶏場 畜産農業 H19.4.10 ○ ○ ○

　〃　 多摩川精機㈱八戸事業所三沢工場 電気機械器具製造 H21.3.27 ○ ○ ○
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地方公共団体等名 企　　業　　名 業　　種 締結年月日
(改定年月日)

規制対象項目

大気 水質 騒音 振動 悪臭 廃棄物 その他

　〃　 公盛工業㈱三沢工場 自動車部品製造 H22.9.15 ○ ○ ○ ○

　〃　 プライフーズ㈱みどりの郷 食料品製造 H24.5.22 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三沢市・六ケ所村・
六ヶ所村漁業協同組
合・三沢市漁業協同
組合・小川原湖漁業
協同組合

農事組合法人川村農場 畜産農業 H15.9.14 ○ ○ ○ ○

朝日町内会 プライフーズ㈱小沢農場 　〃　 S52.11.30 ○ ○ ○
三沢市・三沢市漁業
協同組合 ㈱司食品工業 食料品製造 H28.9.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○

むつ市 日本ホワイトファーム㈱ 食料品製造 S62.6.4(H11.4.1) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 日本ピュアフード㈱ 　〃　 H11.4.1 ○ ○ ○ ○ ○
つがる市(旧木造町) ㈱木村牧場 畜産農業 H7.11.1 ○ ○

平川市 青森リバーテクノ㈱ 機械器具製造 S61.12.1(H16.1.5) ○

平川土地改良区 　　　　　〃 　〃　 S62.8.10 ○
平川内水面漁業協同組合 平川市 廃棄物処理 H3.12.13 ○

平内町 エビハラスポーツマン㈱ ゴルフ場 H4.7.31 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鰺ヶ沢町 青森スプリング・ゴルフクラブ ゴルフ場 H3.9.7(H27.12.12) ○ ○

藤崎町 ㈱ベイシックサンミッシェルトキワ藤崎工場 衣服・繊維製品製造 S60.11.22 ○ ○

藤崎町(旧常盤村) ㈱青森アステック・リテック青森 機械器具製造 S50.1.28 ○ ○ ○

　 〃 ( 〃 ) 東北ポリマー㈱ 石油・石炭製品製造 S49.7.17 ○ ○ ○

大鰐町 青森ロイヤル㈱ ゴルフ場 H5.1.27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 平川市 廃棄物処理 S63.6.24 ○ ○ ○ ○ ○
野辺地町・目ノ越自治会 日本ホワイトファーム㈱東北生産部 肥料製造 H16.6.28 ○ ○ ○

七戸町 ㈱コーケンフーズ 食料品製造 H10.10.16 ○ ○ ○

　〃　 県畜産農業協同組合連合会 畜産農業 H10.7.1 ○ ○ ○ ○

　〃　 プライフーズ㈱ 　〃　 R2.6.16 ○ ○ ○
七戸町(旧天間林村) 青森木材防腐㈱ 木材・木製品製造 S50.11.1 ○ ○ ○ ○
中野川流域公害対策委員会 　〃　 　〃　 S51.2.28 ○ ○ ○ ○ ○

おいらせ町 プライフーズ㈱ 食料品製造 S47.1.30(H15.12.5) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ハイモ㈱ 化学工業 S53.3.31�( 　 〃 　 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 日本フードパッカー㈱ 食料品製造 S53.7.28(H19.10.1) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 城内水産㈱ 　〃　 H2.9.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 日本ピュアフード㈱ 　〃　 H8.2.16(H19.11.1) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈱オリワン 　〃　 H17.5.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 大石産業㈱ パルプ･紙･紙加工品製造 S57.7.29 ○ ○ ○ ○

　〃　 東北容器工業㈱ 　〃　 S59.10.23(H21.4.1) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲オーガニックカンパニー 農業 H12.8.9 ○ ○

　〃　 インターファーム㈱ 畜産農業 H12.9.1 ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈱ジャバス 食料品製造 H15.11.28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

六戸町 佐藤製線販売㈱ 鉄鋼 S52.4.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 三本木畜産農業協同組合 畜産農業 S54.4.20 ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 社会福祉法人楽晴会 老人福祉事業 S54.11.25 ○

　〃　 第一ブロイラー㈱ 畜産農業 S52.11.15 ○

　〃　 ㈱日産合同新車センター 自動車卸売 S52.9.13(S54.12.25) ○ ○

　〃　 おいらせ農業協同組合 各種商品小売 S54.8.20 ○ ○

　〃　 平和運送㈱・㈲みちのく産商 石油卸売 S54.3.20 ○

　〃　 インターファーム㈱ 畜産農業 S60.3.2 ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲小関麺興商事 食料品製造 　〃 ○

　〃　 六戸温泉 浴場 S57.11.11 ○ ○

　〃　 吉田　照美 集団し尿処理浄化槽設置者代表 S57.8.23 ○ ○

　〃　 晴ヶ丘老人ホーム 老人福祉事業 S54.4.17 ○ ○

　〃　 尾形精肉店 畜産農業 H元.11.20 ○ ○ ○ ○

　〃　 折茂良質葉生産組合 たばこ生産 S56.10.19 ○ ○

　〃　 沖山良質葉生産組合 　〃　 　〃　 ○ ○

　〃　 下吉田良質葉生産組合 　〃　 　〃　 ○ ○

　〃　 山優建材㈱ 廃棄物処理 H6.12.21 ○ ○ ○ ○

　〃　 大昇産業㈱  　〃 　 H15.4.2 ○ ○ ○ ○

姉沼土地改良区 ㈲小関麺興商事 食料品製造 S49 ○
中堰用水申し合せ組合 ㈲宮崎養鶏場 畜産農業 S54.12.22 ○

横浜町 インターファーム㈱横浜農場 畜産農業 S61.2.25(H16.2.1) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 日本ホワイトファーム㈱東北食品工場 食料品製造 S63.7.20(H16.3.1) ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 　　　　　〃� ＣＳ農場 畜産農業 S61.2.25(H19.9.13) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 　　　　　〃� 肥料センター 肥料製造 H6.2.17(H16.3.1) ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 日本ピュアフード㈱ 食料品製造 H10.11.5(H19.9.13) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東北町(旧上北町) ㈱司食品工業 食料品製造 H16.3.31 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東北町 全国農業協同組合連合会青森県本部 　〃　 H元.4.1(R元.10.1) ○ ○ ○ ○

　〃　 プライフーズ㈱ 　〃　 R2.4.28 ○ ○ ○ ○

　〃　 豊畑西部風力開発㈱ 電機 R6.5.20 ○ ○
東北町・小川原湖漁業協同組合 ㈱アンクラージュ 住宅施設 H21.7.15 ○

六ケ所村 青森宝栄工業㈱ 機械器具製造 S63.5.17 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈱永木精機 　〃　 H2.12.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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地方公共団体等名 企　　業　　名 業　　種 締結年月日
(改定年月日)

規制対象項目

大気 水質 騒音 振動 悪臭 廃棄物 その他

六ケ所村 ＯＬＥＤ青森㈱ 　〃　 H23.9.1 ○ ○

　〃　 ㈱大興 汚染土壌処理 R元.7.1 ○ ○ ○ ○ ○

東通村 日鉄鉱業㈱尻屋鉱業所 鉱業 S55.7.22 ○ ○

三戸町 インターファーム㈱三戸農場 畜産農業 S60.6.19(H9.12.24) ○ ○ ○ ○

　〃　 太平洋ブリーディング 〃 H27.10.1 ○ ○ ○ ○

五戸町 ㈱阿部繁孝商店 食料品製造 S63.3.9 ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 プライフーズ㈱五戸加工食品工場 　〃　 H元.7.27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈱十文字チキンカンパニー 食料品製造 H4.7.13 ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲ソフトインライフ五戸 廃棄物処理 H6.12.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈱川村土木 建設業 H8.11.1 ○ ○ ○ ○

　〃　 ㈲横町建材 砕石業 　〃　 ○ ○ ○ ○

五戸町(旧倉石村) 十和田地域広域事務組合 廃棄物処理 H2.6.20 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 〃 ( 〃 ) ㈲東北グローイング 畜産農業 H2.4.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 〃 ( 〃 ) 川村土木㈱ 建設業 H13.12.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○

田子町 ㈱阿部繁孝商店 食料品製造 S57.4.20 ○

　〃　 　　〃 畜産農業 H3.10.14 ○

　〃　 福田　信雄 　〃　 H14.7.17 ○ ○

　〃　 ㈱十文字チキンカンパニー 　〃　 H28.5.11 ○ ○

　〃　 ㈱十文字チキンカンパニー 　〃　 H30.7.3 ○ ○

　〃　 インターファーム㈱ 〃 R5.4.1 ○ ○ ○

階上町 桑原　　裕 畜産農業 S62.6.11(元.7.20) ○

　〃　 ㈲八戸ファーム  　〃 　 S63.10.18 ○

　〃　 階上キユーピー㈱ 食料品製造 S63.11.26 ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 百目木和俊 畜産農業 H元.8.24 ○

　〃　 キユーピータマゴ㈱ 食料品製造 H4.10.15 ○ ○ ○ ○ ○

　〃　 八戸炭酸カルシウム㈱ 土石製造 H2.12.15 ○ ○ ○

　〃　 ㈱青森ポートリー 畜産農業 H19.7.9 ○ ○ ○ ○

　〃　 イワタニ・ケンボロー㈱ 畜産農業 H24.4.1 ○ ○

資料：県環境政策課
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業 種 特定
工場

公害
防止
統括者

公害防
止主任
管理者

公　　害　　防　　止　　管　　理　　者

大　　気　　関　　係 水　　質　　関　　係 騒音
関係

粉じん
関係

振動
関係

ダイオ
キシン
類関係第１種 第２種 第３種 第４種 第１種 第２種 第３種 第４種

食 料 品 9 9 ( 9 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 ( 4 ) ( ) ( ) ( ) 5 ( 5 ) ( ) ( ) ( ) ( )

飲料・たば
こ ・ 飼 料

8 8 ( 7 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7 ( 4 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

繊 維 工 業 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

木材・木製
品 （ 家 具
を 除 く ）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

家 具 ・
装 備 品

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

パルプ・紙・
紙 加 工 品

3 3 ( 3 ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 )

印 刷・同 関
連 業

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

化 学 工 業 4 4 ( 4 ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) ( ) 2 ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( )

石油製品・
石 炭 製 品

23 5 ( 4 ) ( ) ( ) ( ) 5 ( 3 ) 17 ( 15 ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 18 ( 15 ) ( ) ( )

プラスチック
製 品

2 2 ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ゴ ム 製 品 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

なめし革・同
製品・毛皮

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

窯業・土石
製 品

82 21 ( 19 ) ( ) ( ) 2 ( 2 ) 5 ( 4 ) 7 ( 5 ) ( ) 2 ( 2 ) ( ) ( ) ( ) 74 ( 61 ) ( ) ( )

鉄 鋼 業 6 6 ( 6 ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) 4 ( 3 ) 2 ( 0 ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) ( ) 3 ( 3 ) ( ) 1 ( 1 )

非 鉄 金 属 1 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) 1 ( 1 )

金 属 製 品 7 5 ( 5 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7 ( 3 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

はん用機械
器 具

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

生産用機械
器 具

1 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

業務用機械
器 具

2 2 ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

電 子部品・
デバイス・電
子 回 路

13 12 ( 12 ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) 2 ( 2 ) ( ) 11 ( 11 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

電 気 機 械
器 具

5 5 ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( 2 ) ( ) 3 ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

情報通信機
械 器 具

1 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

輸送用機械
器 具

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

電 気 業 7 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) 6 ( 4 ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) ( )

ガ ス 業 1 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

熱 供 給 業 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

そ の 他 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

合 計 176 87 ( 80 ) 3 ( 3 ) 2 ( 2 ) 2 ( 2 ) 24 ( 18 ) 46 ( 36 ) 3 ( 2 ) 29 ( 22 ) 1 ( 1 ) 8 ( 8 ) 0 ( 0 ) 97 ( 81 ) 0 ( 0 ) 3 ( 3 )

表９　公害防止管理者等選任届出状況

（令和７年３月31日現在）

（注）（　）は公害防止管理者等の代理者数

資料：県環境政策課
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表10　水質汚濁に係る環境基準

１ 人の健康の保護に関する環境基準� （令和７年３月31日現在）

項　　　目 基　準　値 項　　　目 基準値

カドミウム 0.003 ㎎/L以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 ㎎/L以下
全シアン 検出されないこと｡ トリクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下
鉛 0.01 ㎎/L以下 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下
六価クロム 0.02 ㎎/L以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002 ㎎/L以下
砒素 0.01 ㎎/L以下 チウラム 0.006 ㎎/L以下
総水銀 0.0005 ㎎/L以下 シマジン 0.003 ㎎/L以下
アルキル水銀 検出されないこと｡ チオベンカルブ 0.02 ㎎/L以下
ＰＣＢ 検出されないこと｡ ベンゼン 0.01 ㎎/L以下
ジクロロメタン 0.02 ㎎/L以下 セレン 0.01 ㎎/L以下
四塩化炭素 0.002 ㎎/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 ㎎/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎/L以下 ふっ素 0.8 ㎎/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎/L以下 ほう素 1 ㎎/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎/L以下 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 ㎎/L以下

２ 生活環境の保全に関する環境基準

　(1)　河川（湖沼を除く。）

　　ア

項
目

類
型

利用目的の適応性

基準値
水素イオン

濃度
(ｐＨ)

生物化学的
酸素要求量
(ＢＯＤ)

浮遊
物質量
(ＳＳ)

溶存
酸素量
(ＤＯ)

大腸菌数

ＡＡ
水道１級､自然環境保全及び
Ａ以下の欄に掲げるもの

6.5以上 １㎎/L 25㎎/L 7.5mg/L 20CFU/100mL
以下8.5以下 以下 以下 以上

Ａ
水道２級､水産１級､水浴及
びＢ以下の欄に掲げるもの

6.5以上 ２㎎/L 25㎎/L 7.5mg/L 300CFU/100mL
以下8.5以下 以下 以下 以上

Ｂ
水道３級､水産２級及びＣ以
下の欄に掲げるもの

6.5以上 ３㎎/L 25㎎/L ５㎎/L 1,000CFU/100mL
以下8.5以下 以下 以下 以上

Ｃ
水産３級､工業用水１級及び
Ｄ以下の欄に掲げるもの

6.5以上 ５㎎/L 50mg/L ５㎎/L
－

8.5以下 以下 以下 以上

Ｄ
工業用水２級､農業用水及び
Ｅの欄に掲げるもの

6.0以上 ８mg/L 100mg/L ２mg/L
－

8.5以下 以下 以下 以上

Ｅ 工業用水３級､環境保全
6.0以上 10mg/L ごみ等の浮遊が

認められないこ
と｡

２mg/L
－

8.5以下 以下 以上

備　考
　１�　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の

全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9
×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

　２�　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5㎎/L以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。
　３�　水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自

動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれ
に準ずる。)。

　４�　水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、
大腸菌数100CFU/100mL以下とする。

　５�　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的として
いる測定点を除く。）については、大腸菌数 300CFU/100mL以下とする。

　６� 水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準
値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

　７� 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培
養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

備考

１�．基準値は年間平均値とする｡ただし､全シアンに係る基準

値については､最高値とする｡

２�．｢検出されないこと｣とは､定められた方法により測定し

た場合において､その結果が当該方法の定量限界を下回る

ことをいう｡

３�．海域については､ふっ素及びほう素の基準値は適用しない｡

４�．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は､規格43.2.1､ 

43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に 

換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定され 

た亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの 

和とする｡

　（規格：日本産業規格K0102）

４　水　質　汚　濁
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　イ

項目
類型

水生生物の生息状況の適応性
基準値

全亜鉛 ノニルフェノール ＬＡＳ

生 物 Ａ
イワナ､サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌
生物が生息する水域

0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下

生物特Ａ
生物Ａの水域のうち､生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁
殖場) 又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下

生 物 Ｂ
コイ､フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が
生息する水域

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下

生物特Ｂ
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち､生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場
(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下

備　考
　１ 基準値は、年間平均値とする。
　２ ＬＡＳ：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(2)　湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖）

　ア

項
目

類
型

利用目的の適応性

基準値

水素イオン
濃度
(ｐＨ)

化学的
酸素要求量
(ＣＯＤ)

浮遊
物質量
(ＳＳ)

溶存
酸素量
(ＤＯ)

大腸菌数

ＡＡ
水道１級､水産１級､自然環境保
全及びＡ以下の欄に掲げるもの

6.5以上 １㎎/L １㎎/L 7.5mg/L 20CFU/100mL
以下8.5以下 以下 以下 以上

Ａ
水道２､３級､水産２級､水浴及び
Ｂ以下の欄に掲げるもの

6.5以上 ３㎎/L ５㎎/L 7.5mg/L 300CFU/100mL
以下8.5以下 以下 以下 以上

Ｂ
水産３級､工業用水１級､農業用
水及びＣの欄に掲げるもの

6.5以上 ５㎎/L 15㎎/L ５㎎/L
－

8.5以下 以下 以下 以上

Ｃ 工業用水２級､環境保全
6.0以上 ８㎎/L ごみ等の浮遊が認め

られないこと｡

２㎎/L
－

8.5以下 以下 以上

備　　考
１　水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
２�　水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL
以下とする。

３�　水道３級を利用目的としている測定点（水浴又は水道２級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数
1,000CFU/100mL以下とする。

４�　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている測定点を除く。）
については、大腸菌数 300CFU/100ml 以下とする。

５�　大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロ
ニー数を数えることで算出する

(注)
１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水 道 １ 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　水道２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作､又は､前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３　水 産 １ 級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

　　水 産 ２ 級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用

　　水 産 ３ 級：コイ､フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　　工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作､又は､特殊な浄水操作を行うもの

５　環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む｡)において不快感を生じない限度

(注)

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水 道 １ 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　水 道 ２ 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

　　水 道 ３ 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３　水 産 １ 級：ヤマメ､イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

　　水 産 ２ 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

　　水 産 ３ 級：コイ､フナ等､β－中腐水性水域の水産生物用

４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　　工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

　　工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

５　環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む｡) において不快感を生じない限度
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　イ

項目
類型

利用目的の適応性
基準値

全窒素 全燐
Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L以下 0.005mg/L以下

Ⅱ
水道１､２､３級(特殊なものを除く｡)､水産１種､
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの

0.2mg/L以下 0.01mg/L以下

Ⅲ 水道３級(特殊なもの) 及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L以下 0.03mg/L以下
Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
Ⅴ 水産３種､工業用水､農業用水､環境保全 1.0㎎/L以下 0.1㎎/L以下

備　考
　１ 基準値は､年間平均値とする｡
　２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の
　　 基準値は､全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する｡
　３ 農業用水については､全燐の項目の基準値は適用しない｡

(注)

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水 道 １ 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　水 道 ２ 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

　　水 道 ３ 級：�前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(｢特殊なもの｣とは､臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うも

のをいう｡)

３　水 産 １ 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用

　　水 産 ２ 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用

　　水 産 ３ 種：コイ､フナ等の水産生物用

４　環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む｡) において不快感を生じない限度

　ウ

項目
類型

水生生物の生息状況の適応性
基準値

全亜鉛 ノニルフェノール ＬＡＳ

生 物 Ａ
イワナ､サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生
物が生息する水域

0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下

生物特Ａ
生物Ａの水域のうち､生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖
場）又は幼稚仔の生育上として特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下

生 物 Ｂ
コイ､フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生
息する水域

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下

生物特Ｂ
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち､生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産
卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育上として特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下

備考
　１ 基準値は、年間平均値とする。
　２ ＬＡＳ：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

　エ

類型
項目

水生生物が生息・再生産する場の適応性
基準値

底層溶存酸素量

生 物 1
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産
段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

4.0mg/L以上

生 物 ２
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、 水生生物が生息できる場を保全・再生す
る水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場
を保全・再生する水域

3.0mg/L以上

生 物 ３
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段
階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を
解消する水域

2.0mg/L以上

備考
　１ 基準値は、日間平均値とする。
　２ 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。
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(3)　海　　　域

　ア

項
目

類
型

利用目的の適応性

基準値

水素イオン
濃度
(ｐＨ)

化学的酸素
要求量
(ＣＯＤ)

溶存
酸素量
(ＤＯ)

大腸菌数
ｎ-ヘキサン
抽出物質
(油分等)

Ａ
水産１級､水浴、自然環境保全及
びＢ以下の欄に掲げるもの

7.8以上 ２㎎/L 7.5mg/L 20CFU/
100mL以下

検出されない
こと8.3以下 以下 以上

Ｂ
水産２級､工業用水及びＣの欄に
掲げるもの

7.8以上 ３㎎/L ５mg/L
－

検出されない
こと8.3以下 以下 以上

Ｃ 環境保全
7.0以上 ８㎎/L ２㎎/L

－ －
8.3以下 以下 以上

備　考
　１ アルカリ性法とは次のものをいう。
　　 試料 50mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1mLを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液
　　 (2mmol/L)10mLを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に 20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1mLと

アジ化ナトリウム溶液(4w/v%)１滴を加え、冷却後、硫酸(2＋1)0.5mLを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明してい
るチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に
処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。
　ＣＯＤ(O2mg/L)＝0.08×〔(b)－(a)〕×fNa2S2O3×1000/50
(a)：チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の滴定値(mL)
(b)：蒸留水について行なった空試験値(mL)
　fNa2S2O3：チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の力価

　２ �いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）について
は、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。

　３ �大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育した
コロニー数を数えることで算出する。

(注)
　１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
　２　水 産 １ 級：マダイ､ブリ､ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用
　　　水 産 ２ 級：ボラ､ノリ等の水産生物用
　３　環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む｡) において不快感を生じない限度

　イ

項目
類型

利用目的の適応性
基準値

全窒素 全燐

Ⅰ
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの
(水産２種及び３種を除く｡）

0.2mg/L以下 0.02mg/L以下

Ⅱ
水産１種､水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの
(水産２種及び３種を除く｡)

0.3mg/L以下 0.03mg/L以下

Ⅲ
水産２種及びⅣの欄に掲げるもの
(水産３種を除く｡）

0.6mg/L以下 0.05mg/L以下

Ⅳ 水産３種、工業用水、生物生息環境保全 1.0mg/L以下 0.09mg/L以下

備　考
　１ 基準値は、年間平均値とする。
　２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

(注)

　１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

　２　水 産 １ 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く､かつ､安定して漁獲される

　　　水 産 ２ 種：一部の底生魚介類を除き､魚類を中心とした水産生物が多獲される

　　　水 産 ３ 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

　３　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

　ウ

項目
類型

水生生物の生息状況の適応性
基準値

全亜鉛 ノニルフェノール ＬＡＳ

生 物 Ａ 水生生物の生息する水域 0.02mg/L以下 0.001mg/L以下 0.01mg/L以下

生 物 特 Ａ
生物Ａの水域のうち､水生生物の産卵場(繁殖場)又は
幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.01mg/L以下 0.0007mg/L以下 0.006mg/L以下

備　考
　１ 基準値は、年間平均値とする。
　２ ＬＡＳ：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
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　エ

類型
項目

水生生物が生息・再生産する場の適応性
基準値

底層溶存酸素量

生 物 1
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又
は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する
水域

4.0mg/L以上

生 物 ２
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保
全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生
物が再生産できる場を保全・再生する水域

3.0mg/L以上

生 物 ３
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、
再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水
域又は無生物域を解消する水域

2.0mg/L以上

備　考
　１ 基準値は、日間平均値とする。
　２ 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

(備考)

　１�. 環境基準達成水域の判定方法について(全窒素又は全燐に

係るものを除く｡)

　　 ①�　環境基準が達成されているか否かの判断は､河川にお

いてはＢＯＤ､湖沼及び海域においてはＣＯＤにより､当

該水域の環境水質を代表する環境基準点において行う｡

　　 ②�　年間の日間平均値の全データをその値の小さいものか

ら順に並べ､0.75×Ｎ(日間平均値のデータ数)(計算結

果が整数でない場合は､端数を切り上げ整数とする｡)番

目のデータ値をもって75％値とし､それが環境基準値を 

満足しているものを達成地点とする｡

　　 ③� １水域において､複数の環境基準点を有する場合､全て

の環境基準点において基準が達成されている場合のみを

達成水域とする｡

　２. 全窒素及び全燐の環境基準達成水域の判定方法について

　　　�　類型指定水域内の各環境基準点における表層の年間平

均値を当該水域内のすべての基準点について平均した値

による｡

表11　生活環境に係る環境基準の水域類型の指定状況

 ⑴　ｐＨ､ＢＯＤ（ＣＯＤ）等

水　　　　　　　　域 該当類型
達成
期間

備考

新井田川上流(長館橋より上流であって世増ダム貯水池に係る部分を除いたもの) Ａ イ

新井田川河口水域

(昭和46年５月25日

閣議決定、

令和2年3月27日

青森県告示第253号）

新井田川下流　(長館橋より下流) Ｂ ハ

馬淵川上流　(櫛引橋より上流) Ａ イ

馬淵川下流　(櫛引橋より下流) Ｂ ロ

五戸川上流　(戌橋より上流) Ａ イ

五戸川下流　(戌橋より下流) Ｂ イ

相坂川上流　(蔦川合流点より上流) ＡＡ イ

相坂川中流　(蔦川合流点から幸運橋まで) Ａ イ

相坂川下流　(幸運橋より下流) Ｂ イ

十和田湖（全域） 湖沼ＡＡ イ

世増ダム貯水池（県の区域に属する部分） 湖沼Ａ イ

工業港(1) 海域Ｃ ロ

工業港(2) 海域Ｃ ロ

工業港(3) 海域Ｃ ロ

河口海域　(甲) 海域Ｂ ロ

河口海域　(乙) 海域Ｂ ロ

河口海域　(丙) 海域Ａ イ

岩木川上流　(神田橋から上流であつて、津軽ダム貯水池に係る部分を除いたもの) Ａ ロ (令和４年３月30日

青森県告示第199号）

岩木川水域

(昭和47年６月13日

青森県告示第451号､

平成8年2月21日

青森県告示第106号)

(令和４年３月30日

青森県告示第199号）

岩木川下流　(神田橋から下流) Ｂ ロ

平川　(全域) Ａ ロ

浅瀬石川上流　(滝ノ股川合流点から上流) ＡＡ イ

浅瀬石川下流＊ Ａ ロ

(滝ノ股川合流点から下流であって､浅瀬石川ダム貯水池に係る部分を除いたもの)

浅瀬石川ダム貯水池(全域)＊ 湖沼Ａ イ

山田川　(全域) Ａ イ

大秋川　(全域) Ａ イ

大落前川　(全域) Ａ イ

虹貝川　(全域) Ａ イ

飯詰川　(全域) Ａ イ

津軽ダム貯水池　(全域) 湖沼Ａ イ
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中村川　(全域)＊ Ａ イ
日本海岸水域

(昭和48年５月15日

青森県告示第361号､

平成2年4月2日

青森県告示第233号)

赤石川　(全域) Ａ イ

追良瀬川　(全域)＊ Ａ イ

吾妻川　(全域) Ａ イ

笹内川　(全域) Ａ イ

深浦港 海域Ｂ イ

日本海岸地先海域 海域Ａ イ

今別川(全域)＊ Ａ イ 津軽半島北側水域

(昭和48年５月15日

青森県告示第361号､

平成2年4月2日

青森県告示第233号)

長川(全域) Ａ イ

津軽半島北側海域 海域Ａ イ

蟹田川(全域)＊ Ａ イ

陸奥湾西側水域

(昭和48年５月15日

青森県告示第361号､

平成2年4月2日

青森県告示第233号､

平成11年3月15日

青森県告示第162号)

高石川(全域) Ａ イ

新城川(全域) Ｂ ロ

沖館川(全域及び支川)＊ Ｃ ロ

堤川上流(横内川合流点から上流) Ａ イ

堤川下流(横内川合流点から下流) Ｂ ロ

横内川上流(水源池取水口から上流) ＡＡ イ

横内川下流(水源池取水口から下流) Ａ イ

駒込川上流(駒込川頭首工から上流) Ａ イ

駒込川下流(駒込川頭首工から下流) Ｂ ロ

野内川(全域) Ａ イ

陸奥湾(1) 海域Ｃ イ

陸奥湾(2) 海域Ｃ イ

陸奥湾(3) 海域Ｂ イ

陸奥湾(4) 海域Ａ イ

小湊川(全域) Ａ イ

陸奥湾東側水域

(昭和49年４月27日

青森県告示第291号､

平成2年4月2日

青森県告示第234号)

野辺地川上流(清水目橋より上流) Ａ イ

野辺地川下流(清水目橋より下流) Ｂ ロ

田名部川上流(荷橋より上流) Ａ イ

田名部川下流(荷橋より下流) Ｂ ロ

川内川上流(湯ノ川合流点より上流) Ａ イ

川内川下流(湯ノ川合流点より下流) Ａ ロ

宇曽利川(全域)＊ Ａ イ

永下川(全域)＊ Ａ イ

小荒川上流(中荒川１号橋より上流) Ａ イ

小荒川下流(中荒川１号橋より下流) Ｂ イ

小湊港 海域Ｂ イ

野辺地港 海域Ｂ イ

大湊港(1) 海域Ｃ イ

大湊港(2) 海域Ｂ イ

川内港 海域Ｂ イ

陸奥湾東側海域 海域Ａ イ

(八戸市､階上町地先水域)
南浜水域

(昭和51年２月３日

青森県告示第83号)

蕪島北端(八戸市大字鮫町字鮫57番地)から方位角０度に引いた線及び

及び青森県と岩手県の境界である陸岸の地点(三戸郡階上町大字道仏 海域Ａ イ

字廿一２番１号)から方位角70度50分に引いた線内の領海

土場川(全域) Ａ イ

東通り水域

(昭和55年３月25日

青森県告示第276号､

平成2年4月2日

青森県告示第235号､

平成11年3月15日

青森県告示第163号)

七戸川(七戸川全域及び支派川) Ａ イ

砂土路川(全域)＊ Ａ イ

姉沼川(全域) Ｂ イ

古間木川(全域)＊ Ｂ ロ

小川原湖(小川原湖全域及び高瀬川) 湖沼Ａ ロ

東通り海域 海域Ａ イ

むつ小川原港(1) 海域Ｃ イ

むつ小川原港(2) 海域Ｃ イ

むつ小川原港(3) 海域Ｂ イ

大畑川(全域) Ａ イ 下北半島北側水域

(昭和55年３月25日

青森県告示第276号)

下北半島北側海域 海域Ａ イ

尻屋岬港 海域Ｂ イ

奥戸川(全域) Ａ イ
下北半島西側水域

(昭和55年３月25日

青森県告示第276号)

古佐井川(全域) Ａ イ

下北半島西側海域 海域Ａ イ

大間港 海域Ｂ イ
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 ⑵　全窒素、全燐

水　　　　　　　　域 該当類型
達成
期間

備考

世増ダム貯水池（県の区域に属する部分） 湖沼III イ
新井田川河口水域
(令和２年３月27日
青森県告示第254号）

陸奥湾(焼山崎と平舘灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域) 海域Ｉ イ
陸奥湾水域
(平成９年４月21日
青森県告示第294号)

 ⑶　全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ

水　　　　　　　　域 該当類型
達成
期間

備考

新井田川（世増ダム貯水池に係る部分を除いたもの） 生物Ａ イ 新井田川河口水域
(平成27年11月13日
青森県告示第791号)

馬淵川（青森・岩手県境より下流） 生物Ａ イ
五戸川（全域） 生物Ａ イ
奥入瀬川（全域） 生物Ａ イ

十和田湖（全域） 湖沼生物Ａ イ
（平成30年２月９日
青森県告示第84号）

世増ダム貯水池（県の区域に属する部分） 湖沼生物Ａ イ
（令和２年３月27日
青森県告示第255号）

岩木川（全域） 生物Ａ イ 岩木川水域
(平成27年11月13日
青森県告示第791号)

平川（全域） 生物Ａ イ
浅瀬石川（浅瀬石川ダム貯水池に係る部分を除いたもの） 生物Ａ イ
山田川（全域） 生物Ａ イ
大秋川（全域） 生物Ａ イ
大落前川（全域） 生物Ａ イ
虹貝川（全域） 生物Ａ イ
飯詰川（全域） 生物Ａ イ

浅瀬石川ダム貯水池(全域) 湖沼生物Ａ イ
（平成29年１月25日
青森県告示第41号）

津軽ダム貯水池(全域) 湖沼生物Ａ イ
（令和４年３月30日
青森県告示第202号）

中村川（全域） 生物Ａ イ

日本海岸水域
(平成27年11月13日
青森県告示第791号)

赤石川（全域） 生物Ａ イ
追良瀬川（全域） 生物Ａ イ
吾妻川（全域） 生物特Ａ イ
笹内川（全域） 生物Ａ イ

今別川（全域） 生物Ａ イ 津軽半島北側水域
(平成27年11月13日
青森県告示第791号)長川（全域） 生物Ａ イ

蟹田川（全域） 生物Ａ イ 陸奥湾西側水域
(平成27年11月13日
青森県告示第791号)

(平成29年1月25日
青森県告示第40号)

高石川（全域） 生物Ａ イ
新城川(全域) 生物Ａ イ
沖館川(全域及び支川) 生物Ａ イ
堤川下流(横内川合流点から下流) 生物Ｂ イ
横内川(全域) 生物Ａ イ
野内川(全域) 生物Ａ イ
小湊川(全域） 生物Ａ イ

陸奥湾東側水域
(平成29年1月25日
青森県告示第40号)

野辺地川(全域） 生物Ａ イ
田名部川(全域） 生物Ａ イ
川内川(全域） 生物特Ａ イ
宇曽利川(全域） 生物Ａ イ
永下川(全域） 生物Ａ イ
小荒川(全域） 生物Ａ イ

土場川(全域) 生物Ｂ イ 東通り水域
(平成29年1月25日
青森県告示第40号)

(平成29年1月25日
青森県告示第41号)

七戸川(七戸川全域及び支派川) 生物Ａ イ

砂土路川(全域) 生物Ａ イ

姉沼川(全域) 生物Ａ イ

古間木川(全域) 生物Ｂ イ

小川原湖(小川原湖全域及び高瀬川) 湖沼生物Ａ イ

大畑川(全域) 生物特Ａ イ
下北半島北側水域
(平成29年1月25日
青森県告示第40号)

奥戸川(全域) 生物Ａ イ 下北半島西側水域
(平成29年1月25日
青森県告示第40号)古佐井川(全域) 生物Ａ イ

(注)１�　該当類型の欄中､｢湖沼｣又は｢海域｣の表示のあるものは

生活環境に係る環境基準の｢湖沼｣又は｢海域｣の表の類型

を､｢湖沼｣又は｢海域｣の表示のないものは同表の河川の表

の類型を示す｡

　　２　達成期間の分類は､次のとおりとする｡

　　　①　｢イ｣は､直ちに達成

　　　②　｢ロ｣は､５年以内で可及的速やかに達成

　　　③　｢ハ｣は､５年を超える期間で可及的速やかに達成

　　３�　備考欄は､当該水域に係る指定水域の名称及び指定年月

日等である｡

　　４�　堤川及び駒込川の｢pＨ｣に係る項目については､基準値

を適用しない｡

　　５�　七戸川（七戸川全域及び支派川）のうち天間大橋から

上流の全亜鉛に係る項目については、基準値を適用しな

い。

　　６�　水域欄の＊は平成２年４月２日付け青森県告示第233～

235号､平成８年２月21日付け青森県告示第106号､平成11

年３月15日付け青森県告示第162､163号により一部改正が

あった水域であることを示す｡

　　７　相坂川の河川法上の名称は奥入瀬川である｡

資料：県環境政策課
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表12　水質調査水域の概要図

※名称が で囲まれたものは、環境基準類型指定がなされている。

　資料：環境政策課

表13　水道普及状況

(令和６年３月31日現在)　

行政区域
内人口

計画給水
人口

現在給水
人口

水道
普及率

1,169,179人 1,335,156人 1,147,019人 98.1%

資料：県都市計画課

表14　県内水道水源別取水量

（令和６年３月31日現在）（千㎥/年）

水道種別
水源

上水道 簡易水道 計

地
表
水

自流水
46,585 1,227 47,812
31.2% 33.9% 31.3%

ダム
54,517 ―　 54,517
36.6% 0% 35.7%

小計
101,102 1,227 102,329
67.8% 33.9% 67.0%

地下水
40,900 1,715 42,615
27.4% 47.4% 27.9%

湧水等
7,146 679 7,825
4.8% 18.8% 5.1%

計
149,148 3,621 152,769

100% 100% 100%

資料：県都市計画課

表15　調査河川等数及び測定項目数（令和６年度）

項目

区分

調査河川
・湖沼・
海域数

測　定
地点数

測定項目内容

生活環
境項目

健康項目 特殊項目
要監視
項目

その他
項目

特定項目 計

河川 63 115 3,963 812 342 113 338 36 5,604

湖沼 9 23 2,235 616 123 31 879 8 3,892

海域 8 58 1,754 110 85 0 384 0 2,333

合計 80 196 7,952 1,538 550 144 1,601 44 11,829

資料：県環境政策課
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表16　健康項目の環境基準値を超えた地点数

測定項目
令和５年度 令和６年度

地点数
環境基準値を
超えた地点数

地点数
環境基準値を
超えた地点数

カドミウム 87 0 87 0

全シアン 54 0 56 0

鉛 92 0 92 0

六価クロム 55 0 56 0

砒素 93 1 93 1

総水銀 37 0 39 0

アルキル水銀 4 0 4 0

ＰＣＢ 37 0 38 0

トリクロロエチレン 26 0 27 0

テトラクロロエチレン 26 0 27 0

ジクロロメタン 15 0 27 0

四塩化炭素 15 0 27 0

1,2-ジクロロエタン 15 0 27 0

1,1-ジクロロエチレン 26 0 16 0

シス-1,2-ジクロロエチレン 26 0 16 0

1,1,1-トリクロロエタン 26 0 16 0

1,1,2-トリクロロエタン 26 0 16 0

1,3-ジクロロプロペン 15 0 34 0

チウラム 15 0 34 0

シマジン 33 0 16 0

チオベンカルブ 33 0 16 0

ベンゼン 26 0 27 0

セレン 27 0 28 0

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 43 0 45 0

ふっ素 32 0 33 0

ほう素 30 1 31 2

1,4-ジオキサン 26 0 27 0

(注) 湖沼における複数層採水地点は1地点とする。
資料：県環境政策課
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6

7
5

1
3

0
.
1
9

<
0
.
0
1

5
0

2
5
0

2
7

0
.
5
7

1
.
8

0
.
5
1

注
：
濃
度
は
全
て

乾
泥
あ
た
り
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表18　地下水質調査結果総括表

（令和６年度）

区分

項目

概況調査
汚染井戸

周辺地区調査
継続監視調査

調査
井戸数

検出
井戸数

調査
井戸数

検出
井戸数

調査
井戸数

検出
井戸数

カドミウム 19 0 0 0 0 0

全シアン 19 0 0 0 0 0

鉛 19 2(0) 0 0 10 4(0)

六価クロム 19 0 0 0 0 0

砒素 19 8(0) 19 10(0) 37 36(9)

総水銀 19 0 0 0 0 0

アルキル水銀 4 0 0 0 0 0

ＰＣＢ 19 0 0 0 0 0

ジクロロメタン 19 0 0 0 0 0

四塩化炭素 19 0 0 0 0 0

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩
化ビニルモノマー)

19 0 0 0 0 0

1,2-ジクロロエタン 19 0 0 0 0 0

1,1-ジクロロエチレン 19 0 0 0 0 0

1,2-ジクロロエチレン 19 0 0 0 0 0

1,1,1-トリクロロエタン 19 0 0 0 0 0

1,1,2-トリクロロエタン 19 0 0 0 0 0

トリクロロエチレン 19 0 0 0 0 0

テトラクロロエチレン 19 0 0 0 0 0

1,3-ジクロロプロペン 19 0 0 0 0 0

チウラム 19 0 0 0 0 0

シマジン 19 0 0 0 0 0

チオベンカルブ 19 0 0 0 0 0

ベンゼン 19 0 0 0 0 0

セレン 19 0 0 0 0 0

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 19 16(0) 0 0 36 36(12)

ふっ素 19 11(1) 0 0 18 18(15)

ほう素 19 11(1) 0 0 6 6(2)

1,4-ジオキサン 19 0 0 0 0 0

実質井戸数 19 19(1) 19 10(0) 103 97(38)

(注) (　)内の数値は、環境基準値を超過した井戸の数
資料：県環境政策課
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表19　県内から選定された「名水百選｣(昭和59年度環境庁選定）

名 称 所 在 地 水の形態 概　　　　　　　　要

富
とみ

田
た

の 清
しっ

水
こ

弘前市大字紙漉町 湧水

弘前市の中央､紙漉町､吉野町一帯は､湧水が豊かなところ｡文化幼
稚園と稲荷神社近くの清水は、今でも市民に公共的に使われてい
る｡これらを総称し､旧富田村にちなんで｢トミタのシツコ｣と呼ば
れている｡

渾
い

神
がみ

の 清
しっ

水
こ

平川市唐竹 湧水
平賀駅から山間部へ登る中途に渾神の清水がある｡道端に面して､
小さな鳥居と祠があり､その下より清水が湧き出しており､｢霊泉｣
の碑がまつってある｡

表20　県内から選定された「平成の名水百選｣(平成20年度環境省選定）

名 称 所 在 地 水の形態 概　　　　　　　　要

沼
ぬま

袋
ぶくろ

の 水
みず 十和田市大字赤沼 湧水

青森県の中央にそびえる八甲田山系に降った雨や雪は地下水となり､長い
年月をかけて流れ下り､十和田市の赤沼地区に湧き出している｡地元では
沼袋の水と呼ばれ､十和田市と地元団体が管理する名水公園内にあり､同
じ敷地内にある神杜は､古くから地元の人々の信仰の場所となっている｡
名水公園に隣接して養魚場があり､湧水を使用して虹鱒や鯉を養殖してい
る｡

沸
わき

壺
つぼ

池
いけ

の 清
み

水
ず 深浦町大字松神 湧水

津軽国定公園十二湖地内にある｢沸壺の池｣付近から沸き出ているもので､
十二湖散策で歩き疲れた体には格別の味として好評である｡世界自然遺産
「白神山地」に隣接した場所にあるため､ブナ原生林に囲まれた雄大な自
然の中で味わうことができる。

湧
わき

つ ぼ
中泊町大字大沢 湧水

大沢内ため池の湧つぼは､芦野池沼群県立自然公園に湧き出る清水で無味
無臭の名水として､地域住民に称賛されている湧つぼである｡古来より津
軽平野の稲作や地域住民の飲料水として利用され､地元の名水湧きつぼ保
存会は社を建立して湧きつぼを祭るなど､地域にも親しまれている｡

表21　水浴場の判定基準

区分 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 ＣＯＤ 透明度

適

水質ＡＡ 不検出(検出限界２個/100mL)
油膜が
認められない

２㎎/L以下
(湖沼は３㎎/L以下)

全透(または１ｍ以上)

水質Ａ 100個/100mL以下
油膜が
認められない

２㎎/L以下
(湖沼は３㎎/L以下)

全透(または１ｍ以上)

可

水質Ｂ 400個/100mL以下
常時は油膜が
認められない

５㎎/L以下 １ｍ未満～50㎝以上

水質Ｃ 1,000個/100mL以下
常時は油膜が
認められない

８㎎/L以下 １ｍ未満～50㎝以上

不適 1,000個/100mL超
常時油膜が
認められる

８㎎/L超 50㎝未満*

(注)	１　判定は､同一水浴場に関して得た測定値の平均による｡
	 ２　「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
	 ３　ＣＯＤの測定は、日本産業規格Ｋ0102の17に定める方法（酸性法）による。
	 ４　透明度（＊の部分）に関して、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
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表22　水浴場水質調査結果

（令和６年度）　

調査項目

海(湖)水浴場名
(市町村)

ふん便性大腸菌群数
(個/100mL)

ＣＯＤ
(mg/L)

ｐＨ
透明度
（ｍ） 油膜

の
有無

Ｏ-157 判定
最小値 ～ 最大値 平均値 最小値 ～ 最大値 平均値 最小 最大 平均値

合浦 開設前 <2 ～ 2 <2 1.3 ～ 2.2 1.7 7.7 8.0 >1 なし 不検出 水質AA

（青森市） 開設中 <2 ～ <2 <2 1.7 ～ 2.5 2.2 7.7 8.0 >1 なし 不検出 水質B

鰺ヶ沢
開設前 <2 ～ <2 <2 1.6 ～ 2.0 1.8 7.9 8.0 >1 なし - 水質AA

（鰺ヶ沢町）

十符ヶ浦
開設前 <2 ～ 6 <2 2.0 ～ 2.9 2.4 7.8 7.9 >1 なし - 水質B

（野辺地町）

小川原湖
開設前 2 ～ 24 10 4.9 ～ 6.6 5.6 7.9 8.2 >1 なし - 水質C

(三沢市)

八戸市白浜 開設前 <2 ～ <2 <2 1.4 ～ 2.1 1.9 8.0 8.1 >1 なし 不検出 水質AA

（八戸市） 開設中 2 ～ 28 14 1.9 ～ 2.2 2.0 8.1 8.1 >1 なし 不検出 水質A

椿山
開設前 <2 ～ <2 <2 1.3 ～ 2.4 1.7 7.9 8.0 >1 なし - 水質AA

（平内町）

観瀾山公園
開設前 <2 ～ 4 <2 1.8 ～ 2.9 2.2 7.9 8.3 >1 なし - 水質B

（外ヶ浜町）

玉松
開設前 <2 ～ 8 <2 1.7 ～ 2.9 2.2 7.9 8.0 >1 なし - 水質B

（蓬田村）

平舘
開設前 <2 ～ <2 <2 1.8 ～ 3.3 2.3 7.9 8.1 >1 なし - 水質B

（外ヶ浜町）

出来島
開設前 <2 ～ <2 <2 1.7 ～ 2.1 1.9 7.9 8.0 >1 なし - 水質AA

（つがる市）

岡崎海岸
開設前 <2 ～ <2 <2 1.7 ～ 2.1 1.9 8.0 8.2 >1 なし - 水質AA

（深浦町）

砂浜海岸
開設前 <2 ～ <2 <2 2.0 ～ 3.2 2.5 7.8 7.9 >1 なし - 水質B

（横浜町）

わかさぎ公園浜台
開設前 <2 ～ 2 <2 4.7 ～ 6.2 5.3 7.7 8.1 >1 なし - 水質C

（東北町）

八戸市蕪島 開設前 <2 ～ 48 26 2.4 ～ 3.1 2.8 8.1 8.2 >1 なし 不検出 水質B

(八戸市) 開設中 28 ～ 100 67 3.6 ～ 4.9 4.2 8.0 8.1 >1 なし 不検出 水質B

小川原湖公園
開設前 <2 ～ 34 13 4.6 ～ 6.7 5.7 7.6 7.8 >1 なし - 水質C

(東北町)

サンセットビーチあさむし 開設前 <2 ～ <2 <2 1.3 ～ 1.9 1.6 7.9 8.1 >1 なし 不検出 水質AA

（青森市） 開設中 <2 ～ 110 28 2.2 ～ 2.8 2.5 7.9 8.0 >1 なし 不検出 水質B

三沢ビードルビーチ
開設前 <2 ～ <2 <2 1.7 ～ 2.3 2.0 7.9 8.0 >1 なし - 水質AA

(三沢市)

折腰内
開設前 <2 ～ 2 <2 1.5 ～ 1.9 1.7 7.8 8.0 >1 なし - 水質AA

（中泊町）

マグアビーチ
開設前 <2 ～ 2 <2 2.0 ～ 2.3 2.2 8.0 8.0 >1 なし - 水質B

（つがる市）

かわうち・まりん・びーち
開設前 <2 ～ <2 <2 1.6 ～ 2.9 2.1 7.8 8.0 全透 なし - 水質B

（むつ市）

資料：県環境政策課
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表23　県内から選定された水浴場

選　定　区　分 名　　　　称 所在地 概　　　　　　　　　　要

日本の水浴場55選

平成10年３月

環境庁選定
千
せん

畳
じょう

敷
じき

海
かい

水
すい

浴
よく

場
じょう

深浦町

寛政の大地震で海底地盤が隆起してできた大きな畳のよう 

な岩礁からなる特徴的な景観を有する水浴場であり、景勝地

である千畳敷の造形美を楽しみながら遊泳できる、自然環境

や景観に優れている水浴場である。

日本の水浴場88選

平成13年３月

環境省選定
岡
おか

崎
ざき

海
かい

岸
がん

海
かい

水
すい

浴
よく

場
じょう

深浦町

海水浴場周辺の波は穏やかで、「日本の渚百選」にも選定さ 

れており、夕陽展望所、海洋性のウォータースライダー、天 

然海水プールなども併設されている優れた海水浴場である。

快水浴場百選

平成18年５月

環境省選定
八
はち

戸
のへ

市
し

白
しら

浜
はま

海
かい

水
すい

浴
よく

場
じょう

八戸市

全国的にも貴重な鳴き砂の浜である｡種差海岸遊歩道(延長 

5.2㎞)の中間地点に位置し､無料シャワー室も設置されて 

いるため､景勝地を散策しながらハイキング感覚で海水浴も 

楽しめる｡また､安全対策のために監視船も配備されている｡

表24　特定事業場に係る排水基準

　　特定事業場から排出される排出水については､一律に次の基準が適用されます｡

　�　ただし､生活環境項目に係る排水基準は､１日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である特定事業場からの排出

水についてのみ適用されます｡

１　有害物質
　排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）別表第１

（令和７年３月31日現在）

有 害 物 質 の 種 類 許　容　限　度

カドミウム及びその化合物 カドミウム 0.03 mg/L

シアン化合物 シアン 1 mg/L

有機燐化合物
(パラチオン､メチルパラチオン､メチルジメトン及びＥＰＮに限る｡)

1 mg/L

鉛及びその化合物 鉛 0.1 mg/L

六価クロム化合物 六価クロム 0.5 mg/L

砒素及びその化合物 砒素 0.1 mg/L

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀 0.005 mg/L

アルキル水銀化合物 検出されないこと｡

ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L

トリクロロエチレン 0.1 mg/L

テトラクロロエチレン 0.1 mg/L

ジクロロメタン 0.2 mg/L

四塩化炭素 0.02 mg/L

1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L

1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L

1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L

1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L

チウラム 0.06 mg/L

シマジン 0.03 mg/L

チオベンカルブ 0.2 mg/L

ベンゼン 0.1 mg/L

セレン及びその化合物 セレン 0.1 mg/L

ほう素及びその化合物
海域以外に排出する場合　ほう素 10 mg/L

海域に排出する場合　　　ほう素 230 mg/L

ふっ素及びその化合物
海域以外に排出する場合　ふっ素 8 mg/L

海域に排出する場合　　　ふっ素 15 mg/L

アンモニア､アンモニウム化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの､
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

100 mg/L

1,4-ジオキサン 0.5 mg/L

(注)１�  ｢検出されないこと｡｣とは､環境大臣が定める方法によ 
り排出水の汚染状態を検定した場合において､その結果 
が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう｡

　　２�　砒素及びその化合物についての排水基準は､水質汚濁
防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行
(昭和49年12月１日)の際現にゆう出している温泉(温泉 
法(昭和23年法律第125号)第２条第１項に規定するもの 

をいう｡以下同じ｡)を利用する旅館業に属する事業場に 
係る排出水については､当分の間､適用しない｡

　　３�　六価クロム化合物についての排水基準は､電気めっき業
に属する特定事業場（電気めっき業に属する特定事業場
に係る汚水等を処理する事業場を含む。）に係る排出水
については、令和９年３月31日までに限って暫定排水基
準（0.5mg/L）が適用される。
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２　生活環境項目
　　排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第２

（令和７年３月31日現在）

項　　　　　　　目 許　容　限　度
水素イオン濃度(ｐＨ) 5.8～8.6 (ただし、海域は5.0～9.0)
生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) 160mg/L (日間平均120mg/L)
化学的酸素要求量(ＣＯＤ) 160mg/L (日間平均120mg/L)
浮遊物質量(ＳＳ) 200mg/L (日間平均150mg/L)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) 5mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) 30mg/L
フェノール類含有量 5mg/L
銅含有量 3mg/L
亜鉛含有量 2mg/L
溶解性鉄含有量 10mg/L
溶解性マンガン含有量 10mg/L
クロム含有量 2mg/L
大腸菌群数 日間平均800CFU/mL
窒素含有量 120mg/L (日間平均60mg/L)
燐含有量 16mg/L (日間平均8mg/L)

表25　水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出事業場数
(令和７年３月31日現在)

区分

市町村名

水 質 汚 濁
防 止 法

青 森 県
公害防止条例

区分

市町村名

水 質 汚 濁
防 止 法

青 森 県
公害防止条例

特 定 事 業
場 数

汚 水 関 係
工 場 数

特 定 事 業
場 数

汚 水 関 係
工 場 数

市

1 青 森 市 539 7
北津軽郡

21 板 柳 町 38 0
2 弘 前 市 512 6 22 鶴 田 町 87 0
3 八 戸 市 331 10 23 中 泊 町 65 0
4 黒 石 市 145 0 小　　計 190 0
5 五 所 川 原 市 255 1

上 北 郡

24 野 辺 地 町 46 0
6 十 和 田 市 501 3 25 七 戸 町 83 1
7 三 沢 市 82 0 26 六 戸 町 47 0
8 む つ 市 243 0 27 横 浜 町 32 0
9 つ が る 市 206 0 28 東 北 町 135 0
10 平 川 市 173 1 29 六 ケ 所 村 82 0
小　　計 2,987 28 30 お い ら せ 町 63 1

東津軽郡

11 平 内 町 35 0 小　　計 488 2
12 今 別 町 10 1

下 北 郡

31 大 間 町 33 0
13 蓬 田 村 4 0 32 東 通 村 36 0
14 外 ヶ 浜 町 22 0 33 風 間 浦 村 26 0
小　　計 71 1 34 佐 井 村 21 0

西津軽郡
15 鰺 ヶ 沢 町 80 0 小　　計 116 0
16 深 浦 町 105 0

三 戸 郡

35 三 戸 町 43 0
小　　計 185 0 36 五 戸 町 65 0

中津軽郡 17 西 目 屋 村 13 0 37 田 子 町 44 0
小　　計 13 0 38 南 部 町 72 0

南津軽郡
18 藤 崎 町 88 0 39 階 上 町 41 0
19 大 鰐 町 86 0 40 新 郷 村 29 0
20 田 舎 館 村 41 0 小　　計 294 0
小　　計 215 0 合　　計 4,559 31

水質汚濁防止法 青森県公害防止条例
特定事業場数 汚水関係工場等数

規制対象事業場数 規制対象事業場数
4,559 461 31 16

(注)	１�　｢日間平均｣による許容限度は､１日の排出水の平均的

な汚染状態について定めたものである｡

	 ２�　この表に掲げる排水基準は､１日当たりの平均的な排

出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水

について適用する｡

	 ３�　水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基

準は､硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業

を含む｡)に属する工場又は事業場に係る排出水について

は適用しない｡

	 ４�　水素イオン濃度､銅含有量､亜鉛含有量､溶解性鉄含有

量､溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての

排水基準は､水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行

(昭和49年12月１日)の際現にゆう出している温泉を利用

する旅館業に属する事業場に係る排出水については､当

分の間､適用しない｡

５�　生物化学的酸素要求量についての排水基準は､海域及び湖沼

以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し､化学的

酸素要求量についての排水基準は､海域及び湖沼に排出される

排出水に限って適用する｡

６�　窒素含有量についての排水基準は､窒素が湖沼植物プランク

トンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大

臣が定める湖沼､海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたら

すおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が１

リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む｡以下同

じ｡)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共

用水域に排出される排出水に限って適用する｡

７�　燐含有量についての排水基準は､燐が湖沼植物プランクトン

の著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が

定める湖沼､海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすお

それがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流

入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する｡

(注�）規制対象事業場数とは排水量1日当たり50立方メートル以上の事業場数及び排水量1日当たり50立方メートル未満で有害物質

使用特定事業場数の合計数

資料：県環境政策課
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表26　�水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に基づく
届出受理件数

(令和６年度)　

区分
管轄

設置
届出

使用
届出

構造等
変更
届出

氏名等
変更
届出

使用
廃止
届出

承継
届出

計

水質汚濁
防止法

県 16 0 43 57 28 6 150

青森市 8 0 2 8 2 1 21

八戸市 3 0 6 13 5 1 28

小計 27 0 51 78 35 8 199

県公害
防止条例

県 2 0 3 3 2 1 11

青森市 0 0 0 0 0 0 0

八戸市 0 0 0 1 0 0 1

小計 2 0 3 4 2 1 12

計 29 0 54 82 37 9 211

資料：県環境政策課

表27　特定事業場の排水基準不適合に係る指導状況

(令和６年度)　

特定施設
番号

業　種　等
指導件数

県 青森市 八戸市

1の2 畜産農業 1
3 水産食料品製造業 4 1
72 し尿処理施設 3 1

小　　計 4 5 1
計 10

資料：県環境政策課

表28　下水道終末処理場整備状況

（令和７年４月１日）　

管理者名 処理場名
処理能力(m3/日､日最大) 流入水量

m3/日
(日最大)

放流水域
事業計画 現況

青 森 県
岩木川浄化センター 97,700 99,000 110,630 岩木川水系平川
馬淵川浄化センター 23,547 19,200 24,213 八戸第二工業港
十和田湖浄化センター 2,432 4,850 677 奥入瀬川

青 森 市
八重田浄化センター 109,000 94,000 84,445 陸奥湾
新田浄化センター 39,600 26,400 19,490 陸奥湾

弘 前 市
湯口浄化センター 1,100 1,100 1,230 岩木川水系栩内川
百沢浄化センター 320 320 102 冷田川
常盤野浄化センター 160 80 28 湯ノ沢川

八 戸 市 東部終末処理場 62,000 45,100 47,702 八戸第一工業港

五所川原市
五所川原市浄化センター 10,554   9,590 岩木川水系旧十川
相内地区浄化センター 700 700 142 相内川

十 和 田 市
十和田下水処理場 22,180 22,180 13,570 奥入瀬川
焼山浄化センター 628 146 146 奥入瀬川

三 沢 市 三沢市浄化センター 13,175 13,175 7,884 三沢川

む つ 市

むつ下水浄化センター 3,470 3,470 1,858 新田名部川
大畑浄化センター 2,400 1,200 549 農業用排水路
川内町浄化センター 1,640 1,640 486 川内川
脇野沢浄化センター 900 900 335 辰内川

つ が る 市
木造浄化センター 3,040 3,040 2,748 中の川排水路
富萢浄化センター 1,300 1,300 513 農業用排水路

平 川 市 碇ヶ関浄化センター 1,500 1,500 526 農業用排水路
平 内 町 平内浄化センター 1,150 1,000 453 小湊川

外 ヶ 浜 町
平舘浄化センター 1,100 1,100 200 陸奥湾
三厩浄化センター 800 800 60 陸奥湾
蟹田浄化センター 1,000 500 330 陸奥湾

鰺 ヶ 沢 町 鰺ヶ沢浄化センター 2,500 1,250 1,260 中村川
深 浦 町 岩崎浄化センター 410 410 270 泥川
鶴 田 町 鶴田浄化センター 3,260 2,070 1,961 沼堰排水路

七 戸 町
七戸浄化センター 1,100 1,100 786 高瀬川
天間林浄化センター 1,400 1,400 613 農業用排水路

東 北 町
東北町浄化センター 1,800 1,800 861 高瀬川
上北中央環境センター 1,800 1,800 1,191 高瀬川

六 ケ 所 村

北部浄化センター 2,400 1,200 1,034 馬門川
中部浄化センター 2,880 2,160 1,597 老部川
南部浄化センター 1,100 1,100 859 高瀬川
西部浄化センター 590 590 956 高瀬川

大 間 町 大間町浄化センター 2,000 2,000 754 大間川
東 通 村 東通村中地区浄化センター 620 620 307 田名部川
佐 井 村 佐井村浄化センター 650 650 200 大佐井川
三 戸 町 三戸浄化センター 2,200 1,400 555 現状水路

南 部 町
南部浄化センター 1,058 353 289 農業用排水路
あかね団地排水処理場 400 900 365 農業用排水路

階 上 町 茨島浄化センター 1,275 1,275 591 野沢川
新 郷 村 戸来浄化センター 410 870 560 五戸川

資料：県都市計画課
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表29　青森県八戸工業用水道水質測定結果� （令和６年度）　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均

気　温

(℃)

平均 12.7 16.9 21.0 25.4 26.3 21.8 16.0 8.0 1.0 1.0 0.9 5.2 13.0

最高 30.4 29.9 32.4 34.2 35.0 32.6 28.7 22.7 13.4 11.3 12.8 19.6 25.3

最低 0.1 3.7 10.3 16.0 20.5 8.7 2.6 -1.3 -6.8 -8.9 -5.0 -4.9 2.9

水　温

(℃)

平均 11.47 16.74 21.81 22.97 23.12 20.07 15.17 8.58 2.85 2.27 2.22 5.49 12.73

最高 17.27 20.54 26.10 27.62 26.56 23.24 19.69 12.17 5.96 4.37 4.81 9.19 16.46

最低 6.67 12.66 14.15 19.05 19.92 14.97 10.51 5.28 0.34 0.13 -0.17 2.59 8.84

ｐＨ

平均 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.4 7.5 7.6 7.6 7.4 7.3

最高 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.6 7.7 7.8 8.0 8.2 7.6

最低 7.1 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 7.1 7.1 7.0 7.3 7.4 7.0 7.0

濁　度

(ppm)

平均 13.6 7.6 5.1 20.8 34.2 15.0 6.4 4.1 3.7 3.9 4.0 20.4 11.6

最高 84.7 34.5 12.7 195.9 893.9 131.7 48.3 23.3 12.3 14.9 9.5 157.0 134.9

最低 4.7 3.4 1.6 3.6 4.2 4.1 2.8 1.9 2.4 2.3 2.6 2.3 3.0

酸消費量

(mg/L)
18 34 39 33 40 30 40 42 36 37 39 30 35

全硬度

(mg/L)
24 42 48 39 46 38 47 49 45 46 4 43 39

全蒸発残留物

(mg/L)
180 100 80 150 160 200 100 110 100 90 90 150 126

塩化物イオン

(mg/L)
6 8 9 7 6 6 9 9 15 20 20 19 11

鉄

(mg/L)
1.7 0.4 0.4 1.3 0.5 2.7 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0.7

（注）	１　気温・水温・ｐＨ・濁度…月平均
	 ２　その他の項目…月１回測定
資料：県整備企画課
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表30　自然公園内での規制行為に対する許可等の推移

年度
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

公園別　 公園名

国定公園
下北半島 21 23 23 35 40 31 32

津　　軽 87 96 105 109 99 109 67

県立
自然公園

浅虫夏泊 1 2 1 2 2 1 8

大鰐碇ヶ
関温泉郷

2 4 1 3 3 0 1

名久井岳 0 0 1 0 3 3 1

芦野
池沼群

4 2 3 4 4 2 3

黒石
温泉郷

3 1 1 2 0 0 2

岩木高原 1 1 0 0 2 1 2

津軽白神 9 9 9 8 7 7 9

計 128 138 144 163 160 154 125

資料：表30～33　県自然保護課

表31　自然公園美化対策一覧表

委託事業� (令和６年度)

自然公園名 委 託 先 委託料
(千円) 事　業　内　容

十 和 田
八 幡 平
国立公園

一般社団法人
十和田湖

国立公園協会
877 車道及び歩道沿線､

園地等の清掃

下北半島
国定公園

むつ市 840 園地等の清掃

東通村 365 　　〃

佐井村 365 　　〃

津 軽
国定公園

外ヶ浜町 365 園地等の清掃

つがる市 365 　　〃

深浦町 730 　　〃

弘前市 365 　　〃

中泊町 365 　　〃

合計 4,637

表32　自然公園保護対策一覧表

(令和６年度)

自 然 公 園 名 事　業　名 事　業　費 事　業　内　容

津軽国定公園 ベンセ湿原保全管理工事 195千円 木道改修

表33　世界遺産条約の概要

名　　　称 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

目 的

　国境を越えて世界的な価値を持っている人類共通の財産といえる貴重な自然や文化財を守るために制定され
た条約であり､人類の祖先が現代まで残してくれた美しい自然や文化遺産を将来の人々にも同じように残しておこ
うとするものである｡

概 要

　世界の文化遺産及び自然遺産を保護するため､保護を図るべき遺産をリストアップし､締約国の拠出金から成
る世界遺産基金により､各国が行う保護対策を援助する｡
　事務局は､ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)に置かれている｡

経 緯

　1972年11月16日､パリで開催された第17回ユネスコ総会で採択され､米国が1973年に最初に批准し､以降批准国
が増加して､1978年に効力を有することとなった｡
　我が国は､1992年６月30日に締約国となっており､2024年８月現在の加盟国数は196か国に達している｡

世 界 遺 産 の 数
　2024年８月現在､1,223の世界遺産が登録されている｡
　(自然遺産231件､文化遺産952件､文化及び自然遺産の複合遺産40件)

自 然 遺 産 の 定 義

○�無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって､鑑賞上又は学術上顕著な普
遍的価値を有するもの

○�地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域
が明確に定められている地域であって､学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの

○�自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって､学術上､保存上又は景観上顕著な普遍的
価値を有するもの

世界遺産委員会の

選定基準

(白神山地は､選定

基準のIXに該当)

　自然遺産は､定義に該当するほか､次の世界遺産委員会の選定基準(クライテリア)に該当することが必要であ
る｡
(VII)最上級の自然現象､又は､類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含すること｡〔自然景観〕

(VIII)生命進化の記録や､地形形成における重要な進行中の地質学的過程､あるいは重要な地形学的な又は自
然地理学的特徴といった､地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本であること｡〔地形・地質〕

(IX)陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化､発展において､重要な進行中の生態学的過程又
は生物学的過程を代表する顕著な見本であること｡〔生態系〕

(X)学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など､生物多様性の生息域内
保全にとっても最も重要な自然の生息地を包含すること｡〔生物多様性〕

５　自　然　保　護
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表34　県自然環境保全地域等指定状況

区　分 名　称 面　積 所在地
指　定
年月日

概　　　　　　　　　　　　　　要

県
自
然
環
境
保
全
地
域

然ヶ岳県自然
環境保全地域

ha
223.98

鯵 ヶ 沢 町 S51.10.14
ブナ・キタゴヨウ・ケヤキ等からなる優れた自然
林と北方系の貴重な植物生育地

丸屋形岳県自然
環境保全地域

152.57 外 ヶ 浜 町 S53. 3. 4
極相に近い裏日本の典型的なブナ林と｢さい沼｣の
クロサンショウウオ､モリアオガエル等の生息地

屏風岩県自然
環境保全地域

12.61 弘 前 市 S53. 3. 4
露岩が屹立する特異な屏風岩の地形と､北方系の
貴重な植物生育地

座頭石県自然
環境保全地域

4.47 弘 前 市 S53. 3. 4
古生代の岩からなる特異な岩壁地形と､アカマツ
の自然林

戸来岳県自然
環境保全地域

194.99 新 郷 村 S54. 3.20
自生するイチイの矮生林は学術的に貴重で､その
群落規模は、コメツツジとともに本県では希少

猿ヶ森県自然
環境保全地域

3.52 東 通 村 S54. 3.20
クロマツ海岸砂防林の中に､百数十本のヒバ(ヒノキア
スナロ)の埋没林が出現している特異な自然現象地

燧岳県自然環
境 保 全 地 域

225.57
む つ 市 ・
風 間 浦 村

S55. 3.31
大部分がミズナラ・ブナクラス域で､標高750m以上に亜
高山帯植生が見られ､また学術的価値の高い自然環境地

９地域
尾太岳県自然
環境保全地域

271.28 西 目 屋 村 S55. 3.31 大部分がブナ林で極相を示している優れた天然林

ha
1,230.17

四ツ滝山県自然
環境保全地域

141.18
五所川原市・
外 ヶ 浜 町・
中 泊 町

S55. 3.31
ブナ林で覆われた良好な自然環境地で､学術的評
価の高い地域

県
開
発

規
制
地
域

白萩平県開発
規 制 地 域

361.21 田 子 町 S50. 7.12
シラスでできた台地で､広い草地とブナ・ミズナ
ラ林等からなる良好な自然環境地

長野平県開発
規 制 地 域

341.24 田 子 町 S51. 3.13
十和田火山噴出物でできた台地で､広い草地とブ
ナ・シラカバ林等からなる良好な自然環境地

４地域
鷹森山県開発
規 制 地 域

197.00 青 森 市 S52.10. 8
シラスでできた丘陵地で､クリ・コナラ林､スギ・
カラマツ人工林等からなる良好な自然環境地

ha
1,106.45

雲谷沢県開発
規 制 地 域

207.00 青 森 市 S52.10. 8
八甲田山麓で青森市の水源地に当たり､ブナ､ミズ
ナラ林等からなる良好な自然環境地

県
緑
地
保
全
地
域

愛宕山県緑地
保 全 地 域

93.97 む つ 市 S50. 7.12
愛宕山大権現を祭る小山で､スギ､マツ､カエデの
生い茂る良好な自然環境地

玉 松 台 緑 地
保 全 地 域

1.88 蓬 田 村 S50. 7.12
住民の憩いの場となっている丘で､草地と名松玉
松等クロマツの大木の並ぶ良好な自然環境地

大高山県緑地
保 全 地 域

7.83 鰺 ヶ 沢 町 S50. 7.12
眺望が優れ､住民の憩いの場となっている丘で､広
い草地とクロマツ林からなる良好な自然環境地

夜越山県緑地
保 全 地 域

99.37 平 内 町 S50. 7.12
町の森林公園となっている夜越山麓で､アカマツ､
クロマツ林等からなる良好な自然環境地

天 間 県 緑 地
保 全 地 域

4.33 七 戸 町 S50. 7.12
町の森林公園となっている谷間地で､ミズナラ､ク
ルミ等の天然林からなる良好な自然環境地

僧ヶ杜県緑地
保 全 地 域

65.54 七 戸 町 S50. 7.12
眺望が優れ､住民の憩いの場となっている山地で､
クリ・コナラ林等からなる良好な自然環境地

小渡平県緑地
保 全 地 域

9.43 五 戸 町 S50. 7.12
町の公園となっている丘で､草地とアカマツ・シ
ラカバ等に囲まれた良好な自然環境地

龍興山県緑地
保 全 地 域

17.15 八 戸 市 S51. 3.13
龍興山神社を祭る小山で､参道のスギ・モミの大
木とミズナラ林等からなる良好な自然環境地

10地域
愛 宕 県 緑 地
保 全 地 域

2.10 む つ 市 S51. 3.13
愛宕神社を祭る岬の台地で､ブナ・ミズナラ等の
天然林からなる良好な自然環境地

ha
302.94

南部八幡県緑地
保 全 地 域

1.34 南 部 町 S51. 3.13
八幡宮を祭る高台で､スギ・ケヤキ・モミ等の巨
木の茂る良好な自然環境地

計 23�　 地 　 域 2,639.56

　資料：県自然保護課
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(令和７年３月31日現在)

地区別面積(ha)

保 全 対 象 保 全 対 象 の 具 体 的 内 容
普通地区

特　別　地　区
国有地

公有地
私有地野生動植物

保 護 地 区
その他の
地　　区

小計

136.72
28.19
2.11

56.96 87.26 223.98
天然林

植物の自生地
ブナ林､キタゴヨウ林､アオモリマンテマ､ミズシマミミナ
グサ､ツガルミセバヤ､ミチノクサイシン

－ 3.81 148.76 152.57 130.47 公22.10
天然林・野生動
物の生息地

ブナ林､ヒダリマキモノアラガイ､モリアオガエル､クロサ
ンショウウオ

7.92 － 4.69 4.69 私12.61
地形

植物の自生地
数カ所にキレットをもつ岩壁地形､アオモリマンテマ､イ
ブキジャコウソウ､アオノイワレンゲ、ニオイシダ

2.44 － 2.03 2.03 私4.47 地形 アカマツと一体になった岩壁地形

－
3.78
0.91

190.30 194.99 194.99
天然林

植物の自生地
ブナ林､イチイ､コメツツジ

－ － 3.52 3.52 3.52
特異な

自然現象地
ヒバ埋没林

－ － 225.57 225.57 225.57
天然林

植物の自生地
ブナ林､ヒバ矮形－ミズゴケ群落､ミヤマナラ－アカミノ
イヌツゲ､ハナヒリノキ群落

－ － 271.28 271.28 271.28 天然林 ブナ林､コケモモ､コメツガ群落

－ － 141.18 141.18 141.18 天然林 ブナ林

(361.21) 私361.21

(341.24) 私341.24

(197.00)
公 ・ 私
197.00

(207.00)
公 ・ 私
207.00

(93.97) 私93.97

(1.88) 公1.88

(7.83)
公1.05
私6.78

(99.37) 公99.37

(4.33) 公4.33

(65.54) 公65.54

(9.43) 公9.43

(17.15) 私17.15

(2.10)
公2.00
私0.10

(1.34) 私1.34

147.08
(1,409.39)

38.8 1,044.29 1,083.09 1,190.99 1,448.57
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表35　鳥獣保護関係施設
(令和７年３月31日現在)

施　設 目　的 所　在　地 設置年月 規　模　等

鳥獣保護センター
傷病鳥獣を保護
収容する。

平内町大字小湊字新道 昭和61年１月

木造モルタル平屋建
管理舎 30.24㎡
治療舎 21.60㎡
救護舎 86.40㎡
水きん類放飼場 131.22㎡
獣類放飼場 25.92㎡

資料：県自然保護課

表36　県内野生鳥獣関係天然記念物

(国指定)� (令和７年３月31日現在)

名称 所在地又は
県内の主な生息地 指定年月日 特別天然記念物指定

小湊のハクチョウおよび
その渡来地

東津軽郡平内町
青森市 大正11年3月8日 昭和27年3月29日

カモシカ 県下一円 昭和9年5月1日 昭和30年2月15日

下北半島のサルおよび
サル生息北限地 むつ市､下北郡 昭和45年11月11日

蕪島ウミネコ繁殖地 八戸市 大正11年3月8日

クマゲラ 県下一円 昭和40年5月12日

イヌワシ 〃 〃

オジロワシ 〃 昭和45年1月23日

オオワシ 〃 〃

コクガン 〃 昭和46年5月19日

マガン 〃 昭和46年6月28日

ヒシクイ 〃 〃

ヤマネ 〃 昭和50年6月26日

(県指定)

名称 所在地又は
主な生息地 指定年月日 備　　　　考

十三湖の白鳥 五所川原市 昭和35年3月26日

大湊湾の白鳥 むつ市 昭和35年6月24日

小川原湖のハクチョウ 上北郡
三沢市 昭和47年12月6日

藤崎のハクチョウ 南津軽郡藤崎町 昭和51年1月26日

資料：県教育庁文化財保護課
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６　大　気　汚　染
表37　大気汚染に係る環境基準

⑴�　大気の汚染に係る環境基準（昭和48年５月８日環境庁告示第25号）、二酸化窒素に係る環境基準（昭和53年７月11日環境庁告示第

38号）及び微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準（平成21年９月９日環境省告示第33号）

物　　　質 環　境　上　の　条　件 評　　　価　　　方　　　法

二酸化硫黄 １時間値の１日平均値が0.04ppm
以下であり、かつ、１時間値が
0.1ppm以下であること。

・短期的評価
　�　測定を行った日又は時間について、測定結果を環境基
準に照らして評価する。ただし、１日平均値について
は、１時間値の欠測が１日のうち４時間を超える場合に
は、評価の対象としないものとする。

・長期的評価
　�　年間における１日平均値について、高い方から２％の
範囲内にあるものを除外して評価する。ただし、１日平
均値につき環境基準を超える日が２日以上連続した場合
には、このような取扱いは行わないこととして、その評
価を行うものとする。

一酸化炭素 １時間値の１日平均値が10ppm以
下であり、かつ、１時間値の８時
間平均値が20ppm以下であるこ
と。

浮遊粒子状物質 １時間値の１日平均値が0.10mg/m3

以下であり、かつ、１時間値が
0.20mg/m3以下であること。

二酸化窒素 １時間値の１日平均値が0.04ppm
から0.06ppmのゾーン内又はそれ
以下であること。

　年間における１日平均値のうち、低い方から98％に相当
するもの（以下「１日平均値の年間98％値」という。）が
0.06ppm以下の場合は環境基準が達成され、１日平均値の年
間98％値が0.06ppmを超える場合は環境基準が達成されてい
ないものと評価する。なお、年間における測定時間が6,000
時間に満たない測定局については、環境基準による大気汚
染の評価の対象とはしない。

光化学オキシダント １時間値が0.06ppm以下である
こと。

微小粒子状物質 １年平均値が15μg/m3以下であ
り、かつ、１日平均値が35μg/m3

以下であること。

　長期基準（１年平均値に関する基準）及び短期基準（１
日平均値に関する基準）に対応した環境基準達成状況の評
価を各々行う。ただし、年間の総有効測定日数が250日に満
たない測定局については評価の対象とはしない。
・長期基準に対応した環境基準達成状況
　�長期的評価として測定結果の１年平均値について評価す
る。

・短期基準に対応した環境基準達成状況
　�長期的評価としての測定結果の年間98パーセンタイル値
を日平均値の代表値として選択し、評価する。

（注�）自動測定機を用いる場合の有効測定日数とは、１時間
値の欠測が４時間以内の測定日数とする。また、24時間
連続して測定するタイプの自動測定機については、１日の
測定時間が延べ20時間以上存在する測定日数とする。

備考
　１�　この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用し

ない。
　２　浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。
　３�　光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸

化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。
　４�　微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μmの粒子を50％の割合で分離で

きる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

⑵　ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準（平成９年２月４日環境庁告示第４号）

物　　　質 環境上の条件（告示年月日）

ベンゼン １年平均値が0.003mg/m3以下であること。(H9.2.4)

トリクロロエチレン １年平均値が0.13mg/m3以下であること。(H9.2.4、H30.11.19一部改正)

テトラクロロエチレン １年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4)

ジクロロメタン １年平均値が0.15mg/m3以下であること。(H13.4.20)

備考

　１�　この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用し

ない。

　２�　ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある

物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすること

を旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表38　大気汚染常時監視自動測定局一覧� (令和６年度)

区
分

市 町 村 測　定　局
測　定　項　目

ＳＯ２ ＮＯＸ ＣＯ ＯＸ ＳＰＭ ＨＣ ＰＭ2.5

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 ※ ○ ○ ○ ○

甲 田 小 学 校 ※ ○ ○ ○

新 城 中 央 小 学 校 ※ ○

旧 大 栄 小 学 校 ※ ○ ○ ○

弘 前 市 第 一 中 学 校 ○ ○ ○

八 戸 市

八 戸 小 学 校 ※ ○ ○ ○ ○ ○

八戸特別地域気象観測所 ※ ○ ○ ○

根 岸 小 学 校 ※ ○ ○ ○ ○

桔 梗 野 小 学 校 ※ ○ ○ ○

黒 石 市 ス ポ カ ル イ ン 黒 石 ○ ○

五 所 川 原 市 五 所 川 原 第 三 中 学 校 ○ ○ ○

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 ○ ○

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 ○ ○

む つ 市 苫 生 小 学 校 ○ ○ ○

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 ○ ○ ○ ○ ○

鰺 ヶ 沢 町 鰺 ヶ 沢 町 舞 戸 ○

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 ※ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 文 京 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 ※ ○ ○ ○ ○ ○

(注)	１　ＳＯ２：二酸化硫黄､ＮＯＸ：窒素酸化物､ＣＯ：一酸化炭素､ＯＸ：光化学オキシダント､ＳＰＭ：浮遊粒子状物質､

	 　　ＨＣ：炭化水素､ＰＭ2.5：微小粒子状物質

	 ２　※�青森市内に設置の一般環境大気測定局４局及び自動車排出ガス測定局１局の計５局については､青森市が測定実施。

	 　　　旧大栄小学校局は、平成28年４月に自動車排出ガス測定局から一般環境大気測定局に変更。

	 ３　※八戸市内に設置の一般環境大気測定局４局及び自動車排出ガス測定局１局の計５局については､八戸市が測定実施。

資料：県環境政策課

表39　二酸化硫黄測定結果

(令和６年度)

市 町 村 測 定 局

有
効
測
定
日
数

測
定
時
間

年
平
均
値

１時間値が0.1ppm

を超えた時間数と

その割合

日平均値が
0.04ppmを超えた
日数とその割合

１
時
間
値
の

最
高
値

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

日平均値が0.04

ppmを超えた日が

２日以上連続し

たことの有無

環境基準の長

期的評価によ 

る日平 均 値

0.04ppmを超 

えた日数

環 境 基
準 適 合
状 況

(日) (時間) (ppm) （時間） (%) （日） (%) (ppm) (ppm) (有×･無○) (日)
(長期的
　評価)

青 森 市 堤 小 学 校 365 8,703 0.001 0 0 0 0 0.006 0.002 〇 0 ○

八 戸 市

八 戸 小 学 校 364 8,682 0.000 0 0 0 0 0.013 0.002 ○ 0 ○

八 戸 特 別 地 域
気 象 観 測 所

364 8,679 0.001 0 0 0 0 0.018 0.002 ○ 0 ○

根 岸 小 学 校 365 8,702 0.001 0 0 0 0 0.093 0.006 ○ 0 ○

桔梗野小学校 249 5,938 0.001 0 0 0 0 0.032 0.002 ○ 0 ○

六 ヶ 所 村 六ヶ所村尾駮 364 8,697 0.000 0 0 0 0 0.002 0.000 ○ 0 ○

(注�)「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から２％の範囲の日平均値を除外した

後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が２日以上連続した延べ日数のうち、

２％除外該当日に入っている日数分については除外しない。

資料：県環境政策課
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表
4
0
　
窒
素
酸
化
物
測
定
結
果

（
令
和
６
年
度
）

測 定 局 区 分

市 町 村

測 定 局

一
酸
化
窒
素
（
Ｎ
Ｏ
）

二
酸
化
窒
素
（
Ｎ
Ｏ

2
）

窒
素
酸
化
物
（
Ｎ
Ｏ
＋
Ｎ
Ｏ

2
）

有 効 測 定 日 数

測 定 時 間

年 平 均 値

１ 時 間 値 の

最 高 値

日 平 均 値 の

年 間 9
8
％ 値

有 効 測 定 日 数

測 定 時 間

年 平 均 値

１ 時 間 値 の

最 高 値

１
時

間
値

が
0
.2

p
p
m
を

超
え
た
時

間
数
と
そ
の
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合

１
時

間
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上
0.
2
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p
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下
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06
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超
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0
.
0
3
6
 

0
.
0
0
3
 

3
6
5
 

8
,
6
9
9
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
3
6
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
0
9
 

0
 

3
6
5
 

8
,
6
9
9
 

0
.
0
0
4
 

0
.
0
6
5
 

0
.
0
1
2
 

7
8
.
0
 

弘 前 市
第
一
中
学
校

3
5
2
 

8
,
4
2
2
 

0
.
0
0
1
 

0
.
0
7
4
 

0
.
0
0
6
 

3
5
2
 

8
,
4
2
2
 

0
.
0
0
5
 

0
.
0
4
9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
1
8
 

0
 

3
5
2
 

8
,
4
2
2
 

0
.
0
0
7
 

0
.
1
1
5
 

0
.
0
2
4
 

8
0
.
3
 

八 戸 市

八
戸
小
学
校

3
1
 

7
4
6
 

(
0
.
0
0
1
)
(
0
.
0
1
2
)
(
0
.
0
0
1
)

3
1
 

7
4
6
 

(
0
.
0
0
6
)
(
0
.
0
3
1
)

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

(
0
.
0
1
0
)

0
 

3
1
 

7
4
6
 

(
0
.
0
0
6
)
(
0
.
0
4
2
)
(
0
.
0
1
1
)
(
8
8
.
7
)

八
戸
特
別
地
域

気
象
観
測
所

3
6
4
 

8
,
6
9
4
 

0
.
0
0
2
 

0
.
0
5
3
 

0
.
0
0
6
 

3
6
4
 

8
,
6
9
4
 

0
.
0
0
7
 

0
.
0
5
6
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
1
4
 

0
 

3
6
4
 

8
,
6
9
4
 

0
.
0
0
8
 

0
.
0
8
5
 

0
.
0
1
9
 

7
9
.
9
 

根
岸
小
学
校

3
6
4
 

8
,
6
9
5
 

0
.
0
0
1
 

0
.
0
5
5
 

0
.
0
0
5
 

3
6
4
 

8
,
6
9
5
 

0
.
0
0
6
 

0
.
0
4
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
1
2
 

0
 

3
6
4
 

8
,
6
9
5
 

0
.
0
0
7
 

0
.
0
9
0
 

0
.
0
1
7
 

8
2
.
1
 

桔
梗
野
小
学
校

3
6
4
 

8
,
7
0
3
 

0
.
0
0
0
 

0
.
0
1
9
 

0
.
0
0
1
 

3
6
4
 

8
,
7
0
3
 

0
.
0
0
2
 

0
.
0
2
5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
0
6
 

0
 

3
6
4
 

8
,
7
0
3
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
4
4
 

0
.
0
0
6
 

9
1
.
4
 

黒 石 市
ス
ポ
カ
ル
イ
ン
黒
石

3
6
5
 

8
,
7
0
4
 

0
.
0
0
1
 

0
.
0
4
3
 

0
.
0
0
4
 

3
6
5
 

8
,
4
2
2
 

0
.
0
0
4
 

0
.
0
4
5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
1
2
 

0
 

3
6
5
 

8
,
7
0
4
 

0
.
0
0
4
 

0
.
0
8
7
 

0
.
0
1
6
 

8
2
.
7
 

五 所 川

原 市
五
所
川
原
第
三
中
学
校

3
6
5
 

8
,
6
8
8
 

0
.
0
0
0
 

0
.
0
1
4
 

0
.
0
0
2
 

3
6
5
 

8
,
6
8
8
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
4
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
0
9
 

0
 

3
6
5
 

8
,
6
8
8
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
5
0
 

0
.
0
1
1
 

9
0
.
1
 

十 和 田 市

三
本
木
中
学
校

3
5
8
 

8
,
5
8
0
 

0
.
0
0
0
 

0
.
0
2
2
 

0
.
0
0
2
 

3
5
8
 

8
,
5
8
0
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
3
9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
0
8
 

0
 

3
5
8
 

8
,
5
8
0
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
4
9
 

0
.
0
1
0
 

8
7
.
4
 

三 沢 市
岡
三
沢
町
内
会
館

2
6
9
 

6
,
4
1
7
 

0
.
0
0
0
 

0
.
0
1
0
 

0
.
0
0
1
 

2
6
9
 

6
,
4
1
7
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
3
3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
0
7
 

0
 

2
6
9
 

6
,
4
1
7
 

0
.
0
0
4
 

0
.
0
4
2
 

0
.
0
0
8
 

9
2
.
0
 

む つ 市
苫
生
小
学
校

3
6
4
 

8
,
6
9
6
 

0
.
0
0
1
 

0
.
0
4
7
 

0
.
0
0
4
 

3
6
4
 

8
,
6
9
6
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
4
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
1
0
 

0
 

3
6
4
 

8
,
6
9
6
 

0
.
0
0
4
 

0
.
0
7
5
 

0
.
0
1
3
 

8
2
.
2
 

六 ヶ 所 村

六
ヶ
所
村
尾
駮

2
2
7
 

5
,
4
6
5
 
(
0
.
0
0
1
)
(
0
.
0
3
9
)
(
0
.
0
0
2
)

2
2
7
 

5
,
4
6
5
 
(
0
.
0
0
2
)
(
0
.
0
3
5
)

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

(
0
.
0
0
6
)

0
 

2
2
7
 

5
,
4
6
5
 

0
.
0
0
3
 

0
.
0
7
0
 

0
.
0
0
7
 

7
8
.
8
 

自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局

青 森 市
橋
本
小
学
校

3
6
5
 

8
,
6
9
9
 

0
.
0
0
2
 

0
.
1
7
5
 

0
.
0
1
3
 

3
6
5
 

8
,
6
9
9
 

0
.
0
0
8
 

0
.
0
6
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
.
0
2
4
 

0
 

3
6
5
 

8
,
6
9
9
 

0
.
0
1
0
 

0
.
2
0
4
 

0
.
0
3
5
 

7
6
.
2
 

弘 前 市
文
京
小
学
校

3
6
4
 

8
,
6
9
5
 

0
.
0
0
2
 

0
.
0
5
1
 

0
.
0
0
7
 

3
6
4
 

8
,
6
9
5
 

0
.
0
0
5
 

0
.
0
4
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
1
6
 

0
 

3
6
4
 

8
,
6
9
5
 

0
.
0
0
8
 

0
.
0
8
1
 

0
.
0
2
3
 

7
1
.
5
 

八 戸 市
六
日
町

3
6
5
 

8
,
7
0
3
 

0
.
0
0
7
 

0
.
1
0
7
 

0
.
0
1
5
 

3
6
5
 

8
,
7
0
3
 

0
.
0
1
0
 

0
.
0
6
5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
.
0
1
9
 

0
 

3
6
5
 

8
,
7
0
3
 

0
.
0
1
7
 

0
.
1
5
0
 

0
.
0
3
2
 

5
6
.
8
 

（
注
）
１
 「

98
％
値
評
価
に
よ
る
日
平
均
値
0.
06
pp
mを

超
え
た
日
数
」
と
は
、
１
年
間
の
日
平
均
値
の
う
ち
低
い
方
か
ら
98
％
の
範
囲
に
あ
っ
て
、
か
つ
、
0.
06
pp
mを

超
え
た
も
の
の
日
数
で
あ
る
。

２
 八

戸
小
学
校
局
及
び
六
ヶ
所
村
尾
駮
局
に
つ
い
て
は
、
年
間
に
お
け
る
測
定
時
間
が
6,
00
0時

間
未
満
で
あ
る
た
め
、
参
考
値
で
あ
る
。

資
料
：
県
環

境
政

策
課
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表41　光化学オキシダント測定結果

(令和６年度)

市 町 村 測 定 局

昼
間
測
定
日
数

昼
間
測
定
時
間

昼間の
１時間
値の年
平均値

昼間の１時間
値が0.06ppmを
超えた日数と
時間数

昼間の１時間
値が0.12ppm
以上の日数と
時間数

昼間の
１時間
値の最
高値

昼間の
日最高
１時間
値の年
平均値

(日) （時間） (ppm） (日) （時間） (日) （時間） (ppm） (ppm）

青 森 市 堤 小 学 校 365 5,437 0.033 22 122 0 0 0.083 0.042

弘 前 市 第 一 中 学 校 365 5,431 0.035 28 142 0 0 0.081 0.044

八 戸 市 八 戸 小 学 校 355 5,273 0.032 17 97 0 0 0.087 0.041

む つ 市 苫 生 小 学 校 365 5,428 0.036 25 141 0 0 0.079 0.044

六 ヶ 所 村 六ヶ所村尾駮 365 5,426 0.037 19 111 0 0 0.073 0.044

鰺 ヶ 沢 町 鰺ヶ沢町舞戸 365 5,434 0.035 25 125 0 0 0.080 0.044

（注）昼間とは５時から20時までの時間をいう。
資料：県環境政策課

表42　一酸化炭素測定結果
(令和６年度)

市 町 村 測 定 局

有
効
測
定
日
数

測
定
時
間

年
平
均
値

８時間値が
20ppmを超
えた回数と
その割合

日平均値が 
10ppmを超
えた日数と
その割合

１
時
間
値
の
最
高
値

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

日平均値
が10 p p m
を超えた
日が２日
以上連続
したこと
の有無

環境基準
の長期的
評価によ
る日平均
値10ppm
を超えた
日数

(日) (時間) (ppm) (回) (%) (日) (%) (ppm) (ppm)
（有×・

無○）
(日)

青 森 市 橋本小学校 365 8,704 0.2 0 0 0 0 1.2 0.3 ○ 0 

弘 前 市 文京小学校 365 8,706 0.1 0 0 0 0 1.8 0.3 ○ 0 

八 戸 市 六 日 町 345 8,303 0.3 0 0 0 0 2.0 0.4 ○ 0 

（注�)「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から２％の範囲の日 
平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。

　　�　ただし、日平均値が10ppmを超えた日が２日以上連続した延日数のうち、２％除外該当に入っている日数分に 
ついては除外しない。

資料：県環境政策課
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表43　浮遊粒子状物質測定結果

(令和６年度）

測
定
局
区
分

市町村 測定局

有
効
測
定
日
数

測
定
時
間

年
平
均
値

１時間
値が
0.20
mg/m3

を超えた
時間数

日平均
値が
0.10
mg/m3

を超えた
日数

１
時
間
値
の
最
高
値

日
平
均
値
の

２
％
除
外
値

日平均値が
0.10mg/m3

を超えた日
が２日以上
連続したこ
との有無

環境基準の
長期的評価
による日平
均値が0.10
mg/m3を
超えた日数

(日) (時間) (mg/m3) (時間) （日） (mg/m3) (mg/m3) (有×・無○) （日）

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青森市

堤 小 学 校 362 8,725 0.008 0 0 0.065 0.024 ○ 0 

甲 田 小 学 校 364 8,732 0.009 0 0 0.063 0.023 ○ 0 

新 城 中 央 小 学 校 365 8,742 0.009 0 0 0.104 0.024 ○ 0 

旧 大 栄 小 学 校 365 8,740 0.008 0 0 0.085 0.024 ○ 0 

弘前市 第 一 中 学 校 361 8,687 0.008 0 0 0.128 0.023 ○ 0 

八戸市

八 戸 小 学 校 361 8,679 0.007 0 0 0.073 0.022 ○ 0 

八 戸 特 別 地 域
気 象 観 測 所 361 8,699 0.011 0 0 0.133 0.029 ○ 0 

根 岸 小 学 校 362 8,712 0.011 0 0 0.179 0.028 ○ 0 

桔 梗 野 小 学 校 362 8,711 0.009 0 0 0.102 0.028 ○ 0 

黒石市 スポカルイン黒石 362 8,688 0.009 0 0 0.058 0.024 ○ 0 

五所川原市 五所川原第三中学校 362 8,692 0.016 0 0 0.086 0.035 ○ 0 

十和田市 三 本 木 中 学 校 362 8,713 0.016 0 0 0.105 0.035 ○ 0 

三沢市 岡 三 沢 町 内 会 館 362 8,703 0.009 0 0 0.071 0.025 ○ 0 

むつ市 苫 生 小 学 校 362 8,716 0.008 0 0 0.064 0.023 ○ 0 

六ヶ所村 六 ヶ 所 村 尾 駮 362 8,722 0.011 0 0 0.067 0.026 ○ 0 

自

動

車

排

出

ガ

ス

測

定

局

青森市 橋 本 小 学 校 365 8,739 0.009 0 0 0.061 0.025 ○ 0 

弘前市 文 京 小 学 校 362 8,682 0.010 0 0 0.057 0.029 ○ 0 

八戸市 六 日 町 352 8,482 0.009 0 0 0.168 0.027 ○ 0 

（注)「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数」とは、日平均値の高い方から２％の範囲の日平均値を除外し

た後の日平均値のうち0.10mg/m3を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m3を超えた日が２日以上連続した延日数のう

ち、２％除外該当に入っている日数分については除外しない。

資料：県環境政策課

表44　非メタン炭化水素測定結果

(令和６年度）

測
定
局
区
分

市町村 測定局

測
定
時
間

年
平
均
値

６～９
時にお
ける年
平均値

６～９
時測定
日　数

６～９時の
３時間平均値

６～９時の３時間
平均値が0.20ppmC
を超えた日数とそ
の割合

６～９時の３時間
平均値が0.31ppmC
を超えた日数とそ
の割合最高値 最低値

(時間) (ppmC) (ppmC) (日) (ppmC) (ppmC) (日) (％) (日) (％)

一
般
環
境

大
気
測
定
局

青森市
旧大栄
小学校

8,460 0.01 0.01 354 0.06 -0.03 0 0.0 0 0.0 

八戸市 八戸小学校 8,595 0.10 0.10 360 0.34 0.01 6 1.7 1 0.3 

六ヶ所村 六ヶ所村
尾駮 8,685 0.05 0.05 365 0.52 0.00 2 0.5 1 0.3 

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青森市 橋本小学校 8,689 0.04 0.04 357 0.24 -0.02 2 0.6 0 0.0 

弘前市 文京小学校 8,631 0.07 0.08 363 0.28 0.03 5 1.4 0 0.0 

八戸市 六日町 8,598 0.13 0.11 361 1.61 0.04 6 1.7 3 0.8 

資料：県環境政策課
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表45　メタン及び全炭化水素測定結果

(令和６年度）

測
定
局
区
分

市
町
村

測定局

メタン 全炭化水素

測
定
時
間

年
平
均
値

６～９
時にお
ける年
平均値

６～９
時測定
日　数

６～９時の
３時間平均値

測
定
時
間

年
平
均
値

６～９
時にお
ける年
平均値

６～９
時測定
日　数

６～９時の
３時間平均値

最高値 最低値 最高値 最低値
(時間) (ppmC) (ppmC) （日） (ppmC) (ppmC) (時間) (ppmC) (ppmC) （日） (ppmC) (ppmC)

一
般
環
境

大
気
測
定
局

青森市 旧 大 栄
小 学 校 8,460 2.01 2.02 354 2.19 1.88 8,460 2.02 2.03 354 2.23 1.90 

八戸市 八 戸
小 学 校 8,203 2.00 2.01 341 2.31 0.00 8,203 2.10 2.11 341 2.53 0.01 

六ヶ所村
六ヶ所村
尾 　 駮 8,685 1.99 2.00 365 2.08 1.84 8,685 2.04 2.05 365 2.54 1.90 

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青森市 橋 本
小 学 校 8,689 2.02 2.02 357 2.12 1.85 8,689 2.05 2.07 357 2.36 1.86 

弘前市 文 京
小 学 校 8,631 2.02 2.02 363 2.38 1.87 8,631 2.08 2.10 363 2.57 1.93 

八戸市 六 日 町 8,694 2.03 2.03 365 2.23 1.87 8,694 2.15 2.13 365 2.50 1.99 

資料：県環境政策課

表46　微小粒子状物質測定結果
(令和６年度）

測定局区分 市町村 測定局

有効測定
日数

年平均値
日平均値の
年間98％値

日平均値が
35μg/m3を
超えた日数

日平均値が

35μg/m3を

超えた日数

の割合

(日) (μg/m3) (μg/m3) (日) (％)

一般環境
大気測定局

青 森 市 甲 田 小 学 校 361 7.8 20.5 0 0.0 

八 戸 市 根 岸 小 学 校 359 7.3 19.7 0 0.0 

五所川原市 五所川原第三中学校 356 7.1 18.8 0 0.0 

自動車排出
ガス測定局

弘 前 市 文 京 小 学 校 327 7.5 21.2 0 0.0 

八 戸 市 六 日 町 361 7.3 20.8 0 0.0 

資料：県環境政策課

表47　有害大気汚染物質モニタリング調査結果
（令和６年度）

測定対象物質

測定値＜年平均値＞ 環境基準
（指針値※４）
＜年平均値＞

単位一般環境 発生源周辺 沿道

堤小学校局※１ 第一中学校局 八戸小学校局※２ 根岸小学校局※３ 橋本小学校局※１

ベンゼン 0.4 0.52 0.66 － 0.40 3以下

μg/m3

トリクロロエチレン 0.0051 0.011 0.009 － － 130以下

テトラクロロエチレン 0.021 0.017 0.023 － － 200以下

ジクロロメタン 0.46 0.53 0.56 － － 150以下

アクリロニトリル 0.0027 0.0080 0.031 0.028 － (２以下)

塩化ビニルモノマー 0.0043 0.0042 0.0057 － － (10以下)

クロロホルム 0.14 0.14 0.15 0.15 － (18以下)

1,2-ジクロロエタン 0.10 0.10 0.13 － － (1.6以下)

1,3-ブタジエン 0.034 0.060 0.037 － 0.03 (2.5以下)

酸化エチレン 0.034 0.040 0.039 0.041 － －

アセトアルデヒド 1.3 1.8 0.86 － 1.4 (120以下)

ホルムアルデヒド 1.2 3.0 1.6 － 1.3 －

塩化メチル 1.2 1.2 1.3 － － (94以下)

トルエン 1.1 1.1 1.3 － 0.9 －

ベンゾ〔a〕ピレン 0.025 0.063 0.090 － 0.026 －

ng/m3

ニッケル化合物 1.0 0.34 3.0 5.3 － (25以下)

ベリリウム及びその化合物 0.0097 0.006 0.010 － － －

マンガン及びその化合物 8.9 6.1 21 18 － (140以下)

クロム及びその化合物 0.99 0.6 9.0 4.8 － －

６価クロム化合物 － － 0.12 － －

クロム及び３価クロム化合物 － － 4.7 － －

ヒ素及びその化合物 0.38 0.53 0.74 1.2 － (6以下)

水銀及びその化合物 1.4 1.2 1.9 2.1 － (40以下)

（注）単位	 μｇ（マイクログラム）＝100万分の１グラムのこと（10－６ｇ）
	 ｎｇ（ナノグラム）　　＝10億分の１グラムのこと（10－９ｇ）
※１　堤小学校局及び橋本小学校局における調査は、青森市が実施
※２　八戸小学校局における調査は、八戸市が実施
※３　根岸小学校局における調査は、環境省が実施
※４�　大気の汚染に係る指針値は、有害性評価に係るデータの科学的信頼性に制約がある場合も含めて、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの

低減を図るために設定されたものである。
資料：県環境政策課
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表48　大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出施設数

(令和７年３月31日現在）

区　分

市町村名

大 気 汚 染 防 止 法 青 森 県 公 害 防 止 条 例

ばい煙発生施設 一般粉じん発生施設 ばい煙関係施設 粉じん関係施設

施設数 工場・事業場数 施設数 工場・事業場数 施設数 工場・事業場数 施設数 工場・事業場数

市

1 青 森 市 621 293 133 29 9 ( 9 ) 9 ( 9 ) 151 31 ( 11 )

2 弘 前 市 268 129 93 14 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 45 12 ( 3 )

3 八 戸 市 493 232 438 36 4 ( 4 ) 4 ( 4 ) 281 33 ( 10 )

4 黒 石 市 45 23 101 5 1 ( 0 ) 1 ( 1 ) 71 3 ( 0 )

5 五 所 川 原 市 84 43 7 6 1 ( 0 ) 1 ( 1 ) 13 7 ( 4 )

6 十 和 田 市 131 61 22 7 2 ( 0 ) 2 ( 1 ) 25 10 ( 6 )

7 三 沢 市 111 37 5 3 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 7 4 ( 2 )

8 む つ 市 124 61 17 11 2 ( 0 ) 2 ( 2 ) 21 10 ( 2 )

9 つ が る 市 58 32 20 18 2 ( 0 ) 2 ( 2 ) 27 13 ( 7 )

10 平 川 市 42 24 6 4 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 4 2 ( 0 )

小 計 1,977 935 842 133 22 ( 13 ) 22 ( 20 ) 645 125 ( 45 )

東津軽郡

11 平 内 町 25 15 51 1 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 27 2 ( 1 )

12 今 別 町 2 1 0 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 )

13 蓬 田 村 4 4 0 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 )

14 外 ヶ 浜 町 19 12 1 1 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 1 ( 1 )

小 計 50 32 52 2 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 28 3 ( 2 )

西津軽郡
15 鰺 ヶ 沢 町 24 16 8 3 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 13 4 ( 2 )

16 深 浦 町 14 10 30 3 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 25 2 ( 0 )

小 計 38 26 38 6 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 38 6 ( 2 )

中津軽郡 17 西 目 屋 村 11 6 38 2 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 9 2 ( 0 )

小 計 11 6 38 2 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 9 2 ( 0 )

南津軽郡

18 藤 崎 町 31 20 4 2 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 11 3 ( 1 )

19 大 鰐 町 26 14 18 1 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 24 2 ( 1 )

20 田 舎 館 村 9 6 1 1 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 )

小 計 66 40 23 4 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 35 5 ( 2 )

北津軽郡

21 板 柳 町 15 8 2 2 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 5 2 ( 0 )

22 鶴 田 町 9 6 2 2 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 6 3 ( 1 )

23 中 泊 町 21 10 3 2 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 )

小 計 45 24 7 6 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 11 5 ( 1 )

上北郡

24 野 辺 地 町 34 16 8 3 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 4 1 ( 0 )

25 七 戸 町 40 18 23 4 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 14 2 ( 1 )

26 六 戸 町 15 11 8 5 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 35 7 ( 5 )

27 横 浜 町 8 5 17 4 6 ( 0 ) 1 ( 0 ) 18 2 ( 0 )

28 東 北 町 31 14 3 3 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 9 4 ( 2 )

29 六 ヶ 所 村 81 27 54 14 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 37 7 ( 5 )

30 お い ら せ 町 46 20 1 1 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 1 ( 0 )

小 計 255 111 114 34 6 ( 0 ) 1 ( 0 ) 119 24 ( 13 )

下北郡

31 大 間 町 15 9 35 7 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 7 3 ( 0 )

32 東 通 村 13 7 14 6 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 13 3 ( 0 )

33 風 間 浦 村 1 1 0 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 )

34 佐 井 村 5 4 0 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 1 ( 1 )

小 計 34 21 49 13 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 22 7 ( 1 )

三戸郡

35 三 戸 町 17 10 5 3 3 ( 0 ) 3 ( 3 ) 14 3 ( 1 )

36 五 戸 町 39 22 9 6 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 29 5 ( 2 )

37 田 子 町 9 7 12 3 10 ( 0 ) 10 ( 8 ) 17 3 ( 0 )

38 南 部 町 27 16 0 0 4 ( 0 ) 4 ( 4 ) 2 1 ( 1 )

39 階 上 町 14 7 2 2 2 ( 0 ) 2 ( 2 ) 5 2 ( 1 )

40 新 郷 村 2 2 0 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 )

小 計 108 64 28 14 19 ( 0 ) 19 ( 17 ) 67 14 ( 5 )

計 2,584 1,259 1,191 214 47 ( 13 ) 42 ( 37 ) 974 191 ( 71 )

（注）１ 粉じん発生施設は､一般粉じん発生施設のみで､県内に特定粉じん発生施設はない｡
　　　２ 県条例対象施設のみを設置する工場・事業場数は､(　)書とした｡
　　　３ ばい煙関係施設のうち、法と条例の両方の対象となる施設の数は、括弧書きとした。
資料：県環境政策課
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表49　電気事業法等に基づく施設設置状況
（令和７年３月31日現在）　

区分

市町村名

電気事業法 ガス事業法 鉱山保安法

ば　い　煙　発　生　施　設 一般粉じん発生施設 ばい煙発生施設 ばい煙発生施設 一般粉じん発生施設

ボイラ－
廃棄物
焼却炉

ディ－ゼル発電機
ガ　　ス
タ－ビン

ガス機関 鉱物の堆積場 ベルトコンベア ボイラ－ ディ－ゼル発電機 乾燥炉 鉱物の堆積場 ベルトコンベア
破砕機・
摩砕機

ふるい

青 森 市 0 ( 0 ) 0 121 ( 96 ) 27 ( 25 ) 5 ( 3 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 3 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 7 ( 1 ) 3 ( 1 ) 1 ( 1 )

弘 前 市 0 ( 0 ) 0 35 ( 25 ) 10 ( 9 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

八 戸 市 10 ( 5 ) 0 94 ( 52 ) 21 ( 18 ) 2 ( 2 ) 1 ( 1 ) 4 ( 1 ) 4 ( 3 ) 4 ( 1 ) 1 ( 1 ) 3 ( 1 ) 2 ( 1 ) 1 ( 1 ) 5 ( 1 )

黒 石 市 0 ( 0 ) 0 4 ( 3 ) 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

五 所 川 原 市 0 ( 0 ) 0 13 ( 9 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

十 和 田 市 0 ( 0 ) 0 14 ( 12 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

三 沢 市 0 ( 0 ) 0 26 ( 14 ) 4 ( 4 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

む つ 市 0 ( 0 ) 0 32 ( 20 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

つ が る 市 0 ( 0 ) 0 7 ( 5 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

平 川 市 1 ( 1 ) 0 7 ( 6 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

平 内 町 0 ( 0 ) 0 4 ( 3 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

今 別 町 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

蓬 田 町 0 ( 0 ) 0 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

外 ヶ 浜 町 0 ( 0 ) 0 1 ( 1 ) 3 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

鰺 ヶ 沢 町 0 ( 0 ) 0 3 ( 3 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

深 浦 町 0 ( 0 ) 0 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

西 目 屋 村 0 ( 0 ) 0 3 ( 3 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

藤 崎 町 0 ( 0 ) 0 4 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

大 鰐 町 0 ( 0 ) 0 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

田 舎 館 村 0 ( 0 ) 0 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

板 柳 町 0 ( 0 ) 0 2 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

鶴 田 町 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

中 泊 町 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

野 辺 地 町 0 ( 0 ) 0 4 ( 4 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

七 戸 町 0 ( 0 ) 0 2 ( 2 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

六 戸 町 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

横 浜 町 0 ( 0 ) 0 4 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

東 北 町 0 ( 0 ) 0 6 ( 3 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

六 ヶ 所 村 0 ( 0 ) 0 28 ( 13 ) 5 ( 2 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

お い ら せ 町 0 ( 0 ) 0 3 ( 3 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

大 間 町 2 ( 1 ) 0 4 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

東 通 村 2 ( 1 ) 0 15 ( 9 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 4 ( 1 ) 92 ( 1 ) 6 ( 1 ) 16 ( 1 )

風 間 浦 村 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

佐 井 村 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

三 戸 町 0 ( 0 ) 0 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

五 戸 町 0 ( 0 ) 0 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

田 子 町 0 ( 0 ) 0 4 ( 3 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

南 部 町 0 ( 0 ) 0 4 ( 4 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

階 上 町 0 ( 0 ) 0 4 ( 3 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

新 郷 村 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )

計 15 ( 8 ) 0 455 ( 308 ) 83 ( 72 ) 8 ( 6 ) 1 ( 1 ) 4 ( 1 ) 7 ( 4 ) 4 ( 1 ) 1 ( 1 ) 9 ( 4 ) 101 ( 3 ) 10 ( 3 ) 22 ( 3 )

注:　(　　)内は、工場・事業場数である。

資料：県環境政策課
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表50　大気汚染防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出受理件数

（令和６年度）

項目
区分

設置届出

（施設）

使用届出

（施設）

変更届出

（施設）

氏名変更
（工場・事業場）

廃止届出

（施設）

承継届
（工場・事業場）

計

大気汚染
防止法

ばい煙発生施設

県 57 0 12 69 58 2 198

青森市 12 0 0 28 13 0 53

八戸市 6 0 10 8 7 3 34

小計 75 0 22 105 78 5 285

一般粉じん発生施設

県 10 0 2 4 9 0 25

青森市 0 0 0 1 0 0 1

八戸市 0 0 0 4 1 0 5

小計 10 0 2 9 10 0 31

水銀排出施設

県 0 0 3 4 4 0 11

青森市 0 0 0 0 0 0 0

八戸市 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 3 4 4 0 11

青森県
公害防止
条例

ばい煙関係施設

県 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 5 ( 0 ) 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 7

青森市 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0

八戸市 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1

小計 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 6 ( 0 ) 2 ( 1 ) 0 ( 0 ) 8

粉じん関係施設

県 7 0 0 4 13 0 24

青森市 0 0 0 1 0 0 1

八戸市 1 0 0 4 1 0 6

小計 8 0 0 9 14 0 40

計 93 0 27 133 108 5 375

（注）県公害防止条例に基づく工場・事業場数のうち、法と条例の両方の対象となる工場・事業場数は、括弧書きとした。

資料：県環境政策課

表51　発生源監視測定局項目一覧表
(令和７年３月31日現在）

測　定　局　名
対象施設名
及び施設数

測　定　項　目

二酸化
硫　黄

窒　素
酸化物

酸素
濃度

発電量
排　出
ガス量

燃　料
使用量

東北電力㈱八戸火力発電所 ガ ス タ ー ビ ン (1) 1 1 1 1 1

大 平 洋 金 属 ㈱ 八 戸 製 造 所
煆 焼 炉 (3) 3 3

デ ィ ー ゼ ル 機 関 (1) 1 1 1 1 1

三 菱 製 紙 ㈱ 八 戸 工 場 ボ イ ラ ー (7) 7 7 7 7 6

八 戸 セ メ ン ト ㈱ セ メ ン ト 焼 成 炉 (1) 1 1 1 1

八 戸 製 錬 ㈱ 八 戸 製 錬 所 焼 結 炉 (1) 1 1

八 戸 バ イ オ マ ス 発 電 所 ボ イ ラ ー (1) 1 1 1 1 1

八戸エコエネルギー発電所 ボ イ ラ ー (1) 1 1 1 1 1

(注）(　　　）は施設数

資料：県環境政策課
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表52　特定悪臭物質の臭気強度別濃度
(単位:ppm)

臭気強度
特定悪臭物質 1 2 2.5 3 3.5 4 5

アンモニア 0.1 0.6 1 2 5 1×10 4×10
メチルメルカプタン 0.0001 0.0007 0.002 0.004 0.01 0.03 0.2
硫化水素 0.0005 0.006 0.02 0.06 0.2 0.7 8
硫化メチル 0.0001 0.002 0.01 0.05 0.2 0.8 2×10
二硫化メチル 0.0003 0.003 0.009 0.03 0.1 0.3 3
トリメチルアミン 0.0001 0.001 0.005 0.02 0.07 0.2 3
アセトアルデヒド 0.002 0.01 0.05 0.1 0.5 1 1×10
プロピオンアルデヒド 0.002 0.02 0.05 0.1 0.5 1 1×10
ノルマルブチルアルデヒド 0.0003 0.003 0.009 0.03 0.08 0.3 2
イソブチルアルデヒド 0.0009 0.008 0.02 0.07 0.2 0.6 5
ノルマルバレルアルデヒド 0.0007 0.004 0.009 0.02 0.05 0.1 0.6
イソバレルアルデヒド 0.0002 0.001 0.003 0.006 0.01 0.03 0.2
イソブタノール 0.01 0.2 0.9 4 2×10 7×10 1×10３

酢酸エチル 0.3 1 3 7 2×10 4×10 2×10２

メチルイソブチルケトン 0.2 0.7 1 3 6 1×10 5×10
トルエン 0.9 5 1×10 3×10 6×10 1×10２ 7×10２

スチレン 0.03 0.2 0.4 0.8 2 4 2×10
キシレン 0.1 0.5 1 2 5 1×10 5×10
プロピオン酸 0.002 0.01 0.03 0.07 0.2 0.4 2
ノルマル酪酸 0.00007 0.0004 0.001 0.002 0.006 0.02 0.09
ノルマル吉草酸 0.0001 0.0005 0.0009 0.002 0.004 0.008 0.04
イソ吉草酸 0.00005 0.0004 0.001 0.004 0.01 0.03 0.3

資料：県環境政策課

表53　発生源別悪臭苦情件数

発
生
源
区
分

焼
却
（
施
設
）

産
業
用
機
械
作
動

産
業
排
水

流
出
・
漏
洩

工
事
・
建
設
作
業

飲
食
店
営
業

移
動
発
生
源
（
自
動
車
運
行
）

廃
棄
物
投
棄

家
庭
生
活
（
機
器
）

家
庭
生
活
（
ペ
ッ
ト
）

家
庭
生
活
（
そ
の
他
）

焼
却
（
野
焼
き
）

自
然
系

そ
の
他

不
明

合　
　

計

注１ 注２

苦情
件数

1 1 2 2 0 4 0 0 0 6 8 4 2 7 6 43

注１　近隣住宅の空調・音響等機器によるもの
注２　近隣住宅の浄化槽、生活排水等によるもの
資料：公害等調整委員会事務局「令和５年度公害苦情調査」より県環境政策課作成

表54　悪臭規制地域の指定状況
（令和７年３月31日現在）

年 月 日 指　　定　　市　　町　　村　　名

昭和 4 8年 3月 1日 大鰐町､東北町､大間町､(平賀町)､六戸町､三戸町､田子町､(福地村)､(碇ヶ関村)､階上町､(森田村)
昭和 4 8年 1 2 月 2 2 日 鰺ヶ沢町､鶴田町､(浪岡町)､(百石町)､横浜町､田舎館村
昭和 5 2年 4月 2 8 日 (下田町)
昭和 5 5年 3月 2 7 日 (名川町)
昭和 5 9年 3月 3日 (常盤村)､(金木町)
平成 2年 3月 2 2 日 (木造町)
平成 3年 3月 2 9 日 (大畑町)､野辺地町､(蟹田町)､(十和田湖町)､(天間林村)､六ケ所村､(倉石村)
平成 4年 3月 3 0 日 平内町､深浦町､(中里町)､七戸町､(上北町)､蓬田村､(南郷村)
平成 5年 3月 2 9 日 (岩木町)､板柳町､五戸町､(柏村)､(車力村)､(市浦村)､風間浦村
平成 6年 3月 1 8 日 今別町､藤崎町､(尾上町)､(川内町)､(相馬村)､東通村
平成 8年 4月 1日 (平舘村)
平成 1 7年 3月 3 1 日 ※ 八戸市
平成 1 8年 1 0 月 1日 ※ 青森市
平成 2 4年 4月 1日 ※ 弘前市､黒石市､五所川原市､十和田市、むつ市､つがる市、平川市
平成 2 4年 4月 2日 ※ 三沢市

規制地域が
指定されて
いる市町村

青森市､弘前市､八戸市､黒石市､五所川原市､十和田市､三沢市､むつ市､つがる市､平川市､平内町､今別町､
蓬田村､外ヶ浜町､鰺ケ沢町､深浦町､藤崎町､大鰐町､田舎館村､板柳町､鶴田町､中泊町､野辺地町､七戸町､
六戸町､横浜町､東北町､六ケ所村､おいらせ町､大間町､東通村､風間浦村､三戸町､五戸町､田子町､南部町､
階上町

合　　計 37市町村(10市22町５村)

※各市が悪臭規制地域を指定。（最初の指定は昭和48年３月１日に指定）
（注）(　　　　)は市町村合併に伴い名称変更
資料：県環境政策課

７　悪　　臭
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１　青森県及び９市

(昭和48年３月１日青森県告示第121号)

(平成24年４月１日弘前市告示第121号)

(平成17年３月31日八戸市告示第108号)

(平成24年４月１日黒石市告示第68号)

(平成24年４月１日五所川原市告示第32号)

(平成24年４月１日十和田市告示第152号)

(平成24年４月２日三沢市告示第30号)

(平成24年４月１日むつ市告示第48号)

(平成24年４月１日つがる市告示第56号)

(平成24年４月１日平川市告示第31号)

(1�)事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(敷地

境界)

　�　表52のうち臭気強度2.5に相当する濃度

(2�)事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準

(気体排出口)

　　�　アンモニア､硫化水素､トリメチルアミン､プロピオ

ンアルデヒド､ノルマルブチルアルデヒド､イソブチ

ルアルデヒド､ノルマルバレルアルデヒド､イソバレ

ルアルデヒド､イソブタノール､酢酸エチル､メチルイ

ソブチルケトン､トルエン､キシレンが規制対象とな

り､物質ごとに次の式により算出された量

　ｑ＝0.108×Ｈe２×Ｃｍ

　ｑ：流量(Ｎm3/時)

　Ｈｅ：補正された排出口の高さ(ｍ)

　Ｃｍ：�事業場の敷地の境界線での地表における規

制基準として定められた値(ppm)

　ただし､Ｈeが５ｍ未満の場合､この式による規制基

準は適用されない｡

(3)事業場の敷地外における規制基準(排出水)

（単位：mg/L）

特定悪臭物質名 Ｑ≦0.001 0.001＜Ｑ≦0.1 0.1＜Ｑ

メチルメルカプタン 0.03 0.007 0.002

硫化水素 0.1 0.02 0.005

硫化メチル 0.3 0.07 0.01

二硫化メチル 0.6 0.1 0.03

（注）Ｑ：排出水量（m3/s）

資料：県環境政策課

２　青森市

(平成24年４月１日青森市告示第102号)

(1�)事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(敷 

地境界)

　　臭気指数10

(2�)事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準

(気体排出口)

　�　事業場の敷地境界における規制基準臭気指数10を基

礎として、悪臭防止法施行規則（昭和47年総理府令第

39号）第６条の２により算出される臭気排出強度若し

くは臭気指数

(3)事業場の敷地外における規制基準(排出水)

　　臭気指数26

（青森市の臭気指数規制について）

　�　臭気指数は、工場・事業場で採取した空気や水を無

臭空気（水）で順次希釈し、嗅覚検査に合格した６名

がそのにおいを順次かぎ、においのしなくなったとき

の希釈倍率（臭気濃度）から算出する。

　　臭気指数＝１０×ｌｏｇ（臭気濃度）

表55　悪臭規制基準
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表56　飼養戸数、頭羽数（県計）の推移
(単位：戸、頭、千羽)

調査年月
乳　用　牛 肉　用　牛 豚 採　卵　鶏 プロイラー

戸 数 頭 数 戸 数 頭 数 戸 数 頭 数 戸 数 羽 数 戸 数 羽 数

Ｈ13.２ 400 18,400 1,530 54,700 280 369,800 60 5,884 50 4,617

Ｈ14.２ 380 18,000 1,510 56,300 260 369,600 50 5,988 46 4,492

Ｈ15.２ 360 17,800 1,480 57,600 240 380,100 50 6,098 57 5,160

Ｈ16.２ 350 17,300 1,450 56,700 216 389,300 45 5,711 54 5,080

Ｈ17.２ 324 16,700 1,360 56,500 216 389,300 — — 53 5,060

Ｈ18.２ 319 16,500 1,340 57,900 191 377,500 38 4,755 60 5,809

Ｈ19.２ 311 15,800 1,330 60,100 182 386,400 38 4,828 56 5,861

Ｈ20.２ 306 15,100 1,310 60,200 171 402,800 31 4,624 53 5,699

Ｈ21.２ 301 14,400 1,310 61,800 163 386,600 29 4,910 58 6,105

Ｈ22.２ 284 13,900 1,330 62,400 — — — — — —

Ｈ23.２ 269 13,500 1,220 58,900 134 395,800 30 6,165 — —

Ｈ24.２ 262 13,400 1,130 58,200 127 402,400 30 6,301 — —

Ｈ25.２ 239 12,900 1,110 58,300 114 388,500 29 6,439 66 6,910

Ｈ26.２ 226 12,500 1,050 57,000 107 381,800 29 6,514 66 6,844

Ｈ27.２ 219 11,600 1,020 55,000 — — — — — —

Ｈ28.２ 204 11,500 973 55,700 86 362,100 28 6,588 68 7,117

Ｈ29.２ 194 11,100 942 55,400 82 348,800 28 7,359 68 7,288

Ｈ30.２ 187 11,300 886 55,900 79 359,500 28 7,549 67 7,018

Ｈ31.２ 186 11,700 827 53,500 73 351,800 27 7,943 64 6,943

Ｒ２.２ 172 11,800 824 53,700 — — — — — —

Ｒ３.２ 165 12,000 792 53,400 63 352,700 27 7,734 64 7,087

Ｒ４.２ 156 12,200 763 54,600 60 358,600 25 6,497 63 8,058

Ｒ５.２ 147 12,400 726 57,100 52 356,300 23 5,393 60 6,905

Ｒ６.２ 136 11,100 688 55,500 48 334,800 24 6,540 59 7,639

Ｒ７.２ 126 11,500 651 51,700 — — — — — —

一戸当た

り頭羽数

(Ｒ７.２)

青森 91.3 青森 79.4 青森 — 青森 — 青森 —

全国 114.4 全国 76.3 全国 — 全国 — 全国 —

(注)採卵鶏の戸数は1,000羽以上、ブロイラーの戸数は3,000羽以上の飼養者

資料：畜産統計
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表57　自動車騒音常時監視結果

（令和６年度）

市名 路線名 測定年月日
車
線
数

評価

区間

延長

(km)

測定地点

測定
地点
の
環境
基準
類型

測定結果

(dB)
評価
対象
戸数
〔戸〕

a
=b+c+d+e

昼間・夜間
とも基準値
以下の戸数
〔戸〕

ｂ
(　)は割合％

昼間のみ
基準値

以下の戸数
〔戸〕

ｃ
(　)は割合％

夜間のみ
基準値

以下の戸数
〔戸〕

ｄ
(　)は割合％

昼間・夜間
とも基準値
超過の戸数
〔戸〕

e
(　)は割合％

昼間 夜間

青森市 一般国道4号 11/5～11/6 6 1.7 堤町2丁目 C 72 65 384
339 42 3 

( 88 ) ( 0 ) ( 11 ) ( 1 )

〃 一般国道103号 11/7～11/8 4 3.4 橋本3丁目 B 69 64 722
718 2 2 

( 99 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 青森環状野内線（安田） 11/7～11/8 2 1.4 安田近野 A 68 59 254
254 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 青森環状野内線（幸畑） 11/5～11/6 2 2.0 幸畑谷脇 B 69 62 115
115 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 荒川青森停車場線 11/5～11/6 4 2.7 緑1丁目 B 68 63 339
339 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 鶴ヶ坂千刈線 11/7～11/8 2 2.8 石江江渡 A 69 62 422
422 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

弘前市 一般国道７号ー４ 11/26 4 0.5 堅田二丁目 C 54 40 40
40 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 弘前岳鯵ヶ沢線ー２ 12/2 4 0.7 松ケ枝四丁目 C 46 32 86
86 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 弘前岳鯵ヶ沢線ー６ 11/20 2 2.9 熊嶋字豊田 - 49 40 263
263 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 弘前鯵ヶ沢線ー２ 12/2 2 0.8 蔵主町 B 37 31 271
271 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 久渡寺新寺町線 12/2 2 3 大開一丁目 B 40 28 381
381 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 石川百田線 12/5 2 2.7 松森町 B 40 34 665
665 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 撫牛子・和徳町線 11/26 4 2.9 萱町 B 42 37 487
487 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

八戸市 一般国道340号 12/9～12/10 3 0.7 十八日町 C 64 54 148
148 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 八戸階上線 12/9～12/10 2 4.4 小中野四丁目 C 64 55 1,086
1085 0 1 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 差波新井田線 12/9～12/10 2 0.8 新井田字中町 A 62 50 115
115 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 陸奥市川停車場線 12/9～12/10 2 0.3 市川町字尻引堤沢 B 56 44 42
42 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 沼館百石線 12/9～12/10 4 2.2 下長三丁目 B 60 50 337
337 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

黒石市 五所川原黒石線-1 12/5 2 1.9 酒井松2丁目 A 66 56 264
264 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 浪岡北中野黒石線 12/5 2 0.9 青山 A 67 58 117
117 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

五所川原市 一般国道339号 10/16～10/17 4 0.2 字幾世森 Ａ 55 45 38
38 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 妙堂崎五所川原線 10/16～10/17 2 0.4 字蓮沼 Ａ 65 57 130
130 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 福山五所川原線 10/16～10/17 2 1.2 中央一丁目 Ｂ 63 56 118
118 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

十和田市 一般国道102号 11/20～11/21 2 1 十和田市稲生町 C 63 55 164
164 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 三沢十和田線 11/20～11/21 2 0.6
十和田市大字三本木

字下平
- 63 54 151

151 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 十和田三戸線 11/20～11/21 2 0.8 十和田市稲生町 C 63 56 83
83 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

三沢市 八戸野辺地線 11/20 2 0.8 三沢市大町2丁目 B 64 55 126
126

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 三沢十和田線（旧道） 11/20 2 1.4 三沢市大町2丁目 B 65 57 198
198 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

むつ市 一般国道338号 11/13 2 4.5 大湊浜町19 A 38 28 511
486 0 25 0 

( 95 ) ( 0 ) ( 5 ) ( 0 )

〃 一般国道338号(バイパス) 11/13 2 0.4 柳町三丁目 B 37 36 49
49 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 長坂大湊線 11/13 2 0.7 文京町 A 37 30 97
97 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 海老川新町線 11/13 2 1.1 海老川町 B 48 42 168
168 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 下北停車場線 11/13 2 1.4 中央二丁目 B 38 31 69
69 0 0 0 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

平川市 大鰐浪岡線 11/25 2 6.2 柏木町東田 なし 63 57 127
127 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 平賀停車場本町線 11/25 2 0.4 本町北柳田 なし 56 48 39
39 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

〃 弘前平賀線 11/25 2 3.1 本町平野 なし 63 50 159
159 

( 100 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

計 36路線 62.9 8,765
8,690 0 70 5

( 99.1 ) ( 0 ) ( 0.8 ) ( 0.1 )

(注)　１　割合は四捨五入により表示しているため、合計が100%にならない場合がある。
　　　２　測定は、各市が実施。
資料：表57～表62　県環境政策課

８ 騒音・振動
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表58　航空機騒音測定結果（青森空港）

（令和６年度）

No. 測定地点名
地域
類型

環境基準値
Lden(dB)

測定期間
測定結果
Lden(dB)

実施機関

1 青森市金浜地区 Ⅱ 62 10/3～10/9 46

青森市

2 青森市高田地区１ Ⅱ 62 10/11～10/17 36

3 青森市高田地区２ Ⅱ 62 10/29～11/4 38

4 青森市小館地区 Ⅱ 62 11/6～11/12 45

5 青森市野沢地区 Ⅱ 62 10/19～10/25 46

6 青森市浪岡相沢地区 Ⅱ 62 11/23～11/29 47

7 青森市浪岡王余魚沢地区 Ⅱ 62 11/15～11/21 45

表59　航空機騒音測定結果（八戸飛行場）

（令和６年度）

No. 測定地点名
地域
類型

環境基準値
Lden(dB)

測定期間
測定結果
Lden(dB)

実施機関

1 八戸市市川地区 Ⅰ 57 7/6～7/19 45

八戸市2 八戸市河原木地区 Ⅰ 57 8/7～8/22 41

3 八戸市尻内地区 Ⅱ 62 8/24～9/6 39

表60　航空機騒音測定結果（三沢飛行場）

（令和６年度）

No. 測定地点名
地域
類型

環境基準値
Lden(dB)

測定期間
測定結果
Lden(dB)

実施機関

1 三沢市三沢地区 Ⅱ 62 10/25～11/7 51

県

2 七戸町中野地区 Ⅱ 62 9/28～10/11 51

3 おいらせ町山崎地区 Ⅱ 62 10/29～11/11 47

4 東北町大浦地区 Ⅱ 62 9/28～10/11 61

5 六ヶ所村倉内地区 Ⅱ 62 8/27～9/9 43

表61　新幹線鉄道騒音測定結果（東北新幹線鉄道）

（令和６年度）

測定地点 区間
地域
類型

環境基準値
(dB)

測定日
測定結果(dB)

実施機関
25ｍ地点 50ｍ地点

南部町埖渡

盛岡－八戸間

Ⅰ 70 10/20 73 68
県

南部町法師岡 Ⅰ 70 10/22 76 72

八戸市尻内町 Ⅰ 70 11/12 60 58
八戸市

八戸市市川町

八戸－新青森間

Ⅰ 70 11/13 75 71

青森市金浜 Ⅰ 70 11/11 75 69

青森市

青森市三内 Ⅰ 70 11/13 65 62

青森市野木 Ⅰ 70 11/8 76 73

青森市新城
新青森－新函館北斗間

Ⅱ 75 11/20 67 66

青森市羽白 Ⅰ 70 11/19 67 66

(注)　25ｍ地点、50ｍ地点は近接軌道中心からの距離
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表62　騒音に係る環境基準

(1)　一般環境基準(平成10年環境庁告示第64号)

（単位：デシベル）

時間の区分

地域の類型
昼　間 夜　間 備　　　　　　　考

ＡＡ 50以下 40以下
昼間：午前６時から午後10時まで

夜間：午後10時から翌日午前６時まで
Ａ及びＢ 55以下 45以下

Ｃ 60以下 50以下

（注）　類型ＡＡ：指定地域のうち静穏を必要とする療養施設、社会福祉施設、文教施設等が集合している地域である。

　　　　類型Ａ　：指定地域のうち低層住居専用地域、中高層住居専用地域である。

　　　　類型Ｂ　：住居地域、準住居地域である。

　　　　類型Ｃ　：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域である。

(2)　道路に面する地域の環境基準
　　　(平成10年環境庁告示第64号)

(単位：デシベル)

時間の区分
地域の区分

昼間 夜間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する
道路に面する地域

60以下 55以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する
道路に面する地域及びＣ地域のうち車線
を有する道路に面する地域

65以下 60以下

幹線交通を担う道路に近接する空間
(騒音の影響を受けやすい面の窓を主と
して閉ざして生活していると認められる
個々の住居等の室内)

70以下
(45以下)

65以下
(40以下)

(3)　航空機騒音に係る環境基準
　　　(昭和48年環境庁告示第154号)

(単位：デシベル)

地域の類型 基準値

Ⅰ 57以下

Ⅱ 62以下

（注）　類型Ⅰ：指定地域のうち､住居専用

　　　　　　　　地域である｡

　　　　類型Ⅱ：�指定地域のうち､Ⅰの地域､工業専用地域､河川

区域､飛行場の敷地､防衛施設の敷地等を除い

た地域である｡

表63　騒音規制地域の指定状況

（令和７年３月31日現在）

地　域　名 指定年月日　(最初の指定年月日)

青 森 市 平成18年10月１日　（昭和47年３月２日）

弘 前 市 平成24年４月１日　（昭和47年３月２日）

八 戸 市 平成27年６月１日　（昭和47年３月２日）

黒 石 市 平成24年４月１日　（昭和47年３月２日）

五 所 川 原 市 平成24年４月１日　（昭和48年３月１日）

十 和 田 市 平成24年４月１日　（昭和47年３月２日）

三 沢 市 平成24年４月２日　（昭和48年12月22日）

む つ 市 平成27年４月21日　（昭和51年２月12日）

資料：表63～表68　県環境保全課

表65　騒音規制法及び振動規制法に基づく届出状況

(令和７年３月31日現在）

区分

市名

特定施設 特定建設作業

騒音規制法 振動規制法 騒音
規制法

振動
規制法特定施設数 特定工場数 特定施設数 特定工場数

青森市 1,069 252 335 131 9 7

弘前市 753 149 437 88 3 4

八戸市 1050 196 466 117 8 7

黒石市 85 39 96 38 1 1

五所川原市 22 5 8 2 2 2

十和田市 161 64 57 21 6 6

三沢市 117 25 57 15 0 1

むつ市 137 32 53 20 0 0

合計 3,394 762 1,509 432 29 28

表64　振動規制地域の指定状況

（令和７年３月31日現在）

地　域　名 指定年月日　　(最初の指定年月日)
青 森 市 平成18年10月１日　（昭和52年12月27日）
弘 前 市 平成24年４月１日　（昭和52年12月27日）
八 戸 市 平成27年６月１日　（昭和47年３月２日）
黒 石 市 平成24年４月１日　（昭和52年12月27日）
五 所 川 原 市 平成24年４月１日　（昭和52年12月27日）
十 和 田 市 平成24年４月１日　（昭和52年12月27日）
三 沢 市 平成24年４月２日　（昭和52年12月27日）
む つ 市 平成24年４月１日　（昭和52年12月27日）

(4)　新幹線鉄道騒音に係る環境基準
　　　(昭和50年環境庁告示第46号)

(単位：デシベル)

地域の類型 基準値（Lden）

Ⅰ 70以下

Ⅱ 75以下

（注）　類型Ⅰ：住居の用に供される地域である｡

　　　　類型Ⅱ：�Ⅰ以外の地域であって通常の生活環境を保全

する必要のある地域である｡
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表66　県公害防止条例に基づく届出状況

(令和７年３月31日現在）

区分
市名

騒音関係施設
特定作業

振動関係施設

施設数 工場数 施設数 工場数

青森市 432 222 42 717 129

弘前市 239 97 0 292 50

八戸市 443 184 45 593 111

黒石市 22 6 25 23 5

五所川原市 62 36 0 21 5

十和田市 71 33 27 51 16

三沢市 66 31 22 37 12

むつ市 87 66 5 33 14

合計 1,422 675 166 1,767 342

表67　騒音に係る規制基準

(1)　特定工場等において発生する騒音の規制基準(昭和47年青森県告示第169号)
�　(平成18年10月１日青森市告示第164号、平成24年４月１日弘前市告示第118号、平成17年２月14日八戸市告示第
22号、平成24年４月１日黒石市告示第67号、平成24年４月１日五所川原市告示第30号、平成24年４月１日十和田
市告示第151号、平成24年４月２日三沢市告示第28号、平成24年４月１日むつ市告示第46号）

（単位：デシベル）

時間の区分

区域の区分
昼間 朝夕 夜間 備　　　　　考

第１種区域 50 45 45 朝　：午前６時から午前８時まで

第２種区域 55 50 45 昼間：午前８時から午後７時まで

第３種区域 65 60 50 夕　：午後７時から午後９時まで

第４種区域 70 65 55 夜間：午後９時から翌日午前６時まで

※�ただし、第２種、第３種及び第４種区域内に所在する学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲50m以内では表の値か

ら５デシベル減じた値。

(注)	 第１種区域：指定区域のうち、低層住居専用地域である。

	 第２種区域：指定区域のうち、中高層住居専用地域、住居地域及び準住居地域である。

	 第３種区域：指定区域のうち、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域である。

	 第４種区域：指定区域のうち、工業地域である。

(2)　特定建設作業騒音に係る基準（昭和43年厚生省､建設省告示第１号)

規制種別

地域の区分
基準値 作業時刻

１日当たりの

作業時間
作業期間 作業日

１号区域

85

午後７時から翌日の午前７時の時間

内でないこと

10時間を超え

ないこと 連続６日を超

えないこと

日曜日その他

の休日でない

こと２号区域
午後10時から翌日の午前６時の時

間内でないこと

14時間を超え

ないこと

（注）　１号区域：�騒音規制法第３条第１項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事

又は市長が指定した区域

　　　　　イ　良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

　　　　　ロ　住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。

　　　　　ハ　�住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を

防止する必要がある区域であること。

　　　　　ニ　学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。

　　　　２号区域：騒音規制法第３条第１項の規定により指定された地域のうち、１号区域以外の区域
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(3)　自動車騒音の要請限度(平成12年環境省令第15号)

（単位：デシベル）

時間の区分
区域の区分

昼間 夜間 備　　考

1 ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路に面する区域 65 55
昼間：午前６時から
　　　午後10時まで

2 ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 65

3
ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する区域
及びｃ区域のうち車線を有する道路に面する区域

75 70
夜間：午後10時から
　　　翌日午前６時まで

※上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（２車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 

15ｍ､２車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20ｍまでの範囲をいう｡）に係る限度は上表にかかわらず､ 

昼間においては75デシベル､夜間においては70デシベルとする｡

(注）ａ区域､ｂ区域､ｃ区域とは､それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事又は市長が定めた区域をいう｡

１　ａ区域:専ら住居の用に供される区域

２　ｂ区域:主として住居の用に供される区域

３　ｃ区域:相当数の住居と併せて商業､工業等の用に供される区域

表68　振動に係る規制基準

(1)　特定工場等において発生する振動の規制基準(昭和52年青森県告示第897号)
　�　（平成18年10月１日青森市告示第165号、平成24年４月１日弘前市告示第119号、平成13年４月１日八戸市告示第
99号、平成24年４月１日黒石市告示第69号、平成24年４月１日五所川原市告示第31号、平成24年４月１日十和田市
告示第153号、平成24年４月２日三沢市告示第29号、平成24年４月１日むつ市告示第47号）

（単位：デジベル）

時間の区分
区域の区分

昼間 夜間 備　　　　　考

第１種区域 60 55 昼間：午前８時から午後７時まで

第２種区域 65 60 夜間：午後７時から翌日午前８時まで

※ただし､学校・病院等特に静穏を必要とする施設の周囲50ｍ以内では､表の値から５デシベル減じた値。

（注）　第１種区域：指定地域のうち､住居専用地域､住居地域及び準住居地域である｡

　　　　第２種区域：近隣商業地域､商業地域､準工業地域及び工業地域である｡

(2)　特定建設作業振動に係る基準(昭和51年総理府令第58号)

規制種別
地域の区分

基準値 作業時刻 １日あたり 作業期間 作業日

１号区域

75

午後７時から翌日の午前７時の

時間内でないこと
10時間を超えないこと

連続６日を

超えないこと

日曜日その他の

休日でないこと
２号区域

午後10時から翌日の午前６時の

時間内でないこと
14時間を超えないこと

（注）　１号区域：�振動規制法第３条第１項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事

又は市長が指定した区域

　　　　イ　良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること

　　　　ロ　住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること

　　　　ハ　�住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防

止する必要がある区域であること

　　　　ニ　学校、病院等の敷地の周囲おおむね80ｍの区域内であること

　　　　２号区域：振動規制法第３条第１項の規定により指定された地域のうち､１号区域以外の区域

(3)　道路交通振動の要請限度(昭和51年総理府令第58号)

（単位：デシベル）

時間の区分
区域の区分 昼間 夜間 備　　考

第１種区域 65 60
　昼間及び夜間とは、それぞれ以下の時間の範囲内において、都道府県知事
又は市長が定めた時間をいう。
　　　昼間：午前５時、６時、７時又は８時から
　　　　　　午後７時、８時、９時又は10時まで
　　　夜間：午後７時、８時、９時又は10時から
　　　　　　翌日の午前５時、６時、７時又は８時まで

第２種区域 70 65

（注）　第１種区域及び第２種区域と、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定め区域をいう。

　　　１�　第１種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静

穏の保持を必要とする区域

　　　２�　第２種区域：住居の用に合わせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全す

るため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の

生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域



資
料
編

195

表69　一般的な騒音の例

dB 
(デシベル)

状　　　　態

120 飛行機のエンジンの近く

110 自動車の警笛

100 電車が通る時のガード下

90 大声による独唱､騒々しい工場の中

80 地下鉄の車内､せみの声

70 電話のベル､鈴虫の音色､騒 し々い事務所

60 静かな車内､普通の会話

50 静かな事務所

40 図書館

30 ささやき声

20 木の葉のふれ合う音

資料：表69～表71　県環境政策課

表70　振動の影響例

気象庁
震度階級

振動レベル
dB(デシベル)

状　　　　態

4 85～95

ほとんどの人が驚く｡歩いている人のほと

んどが揺れを感じる｡眠っている人のほ

とんどが目を覚ます｡電灯などのつり下げ 

物は大きく揺れ､棚にある食器類は音を 

立てる｡座りの悪い置物が倒れることがあ

る｡電線が大きく揺れる｡自動車を運転し 

ていて､揺れに気付く人がいる｡

3 75～85

屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる｡

歩いている人の中には､揺れを感じる人も 

いる｡眠っている人の大半が目を覚ます｡

棚にある食器類が音を立てることがある｡ 

電線が少し揺れる｡

2 65～75

屋内で静かにしている人の大半が揺れを

感じる｡眠っている人の中には目を覚ます

人もいる｡電灯などのつり下げ物がわずか

に揺れる｡

1 55～65
屋内で静かにしている人の中には､揺れ 

をわずかに感じる人がいる｡

0 55以下
人は揺れを感じないが､地震計には記録

される｡

表71　三沢飛行場周辺地域等における防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表

(決算額､単位:百万円）

年　度
事　業 R２ R３ R４ R５ R６

騒音防止事業

(学校・病院等の騒音) 497 65 79 0 3

(住宅防音) 2,108 2,140 1,917 2,553 2,079

(防音関連維持費) 8 9 12 12 11

民生安定助成事業

(学習用供用施設等の防音助成) 0 0 0 0 0

(放送受信障害) 26 24 23 21 17

移転措置事業 913 235 378 378 324

緑地整備事業 23 21 25 28 20

計 3,575 2,494 2,434 2,992 2,454
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表72　土壌汚染に係る環境基準

№ 項　　　　目 環 境 基 準

1 カドミウム
検液１Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米１kgにつき
0.4mg以下であること。

2 全シアン 検液中に検出されないこと。
3 有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。
4 鉛 検液１Ｌにつき0.01mg以下であること。
5 六価クロム 検液１Ｌにつき0.05mg以下であること。

6 砒（ひ）素
検液１Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る）においては、土
壌１kgにつき15mg以下であること。

7 総水銀 検液１Ｌにつき0.0005mg以下であること。
8 アルキル水銀 検液中に検出されないこと。
9 ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。
10 銅 農用地（田に限る）において、土壌１kgにつき125mg未満であること。
11 ジクロロメタン 検液１Lにつき0.02mg以下であること。
12 四塩化炭素 検液１Lにつき0.002mg以下であること。

13
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化
ビニルモノマー）

検液１Lにつき0.002mg以下であること。

14 1,2-ジクロロエタン 検液１Lにつき0.004mg以下であること。
15 1,1-ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.1mg以下であること。
16 1,2-ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.04mg以下であること。
17 1,1,1-トリクロロエタン 検液１Lにつき1mg以下であること。
18 1,1,2-トリクロロエタン 検液１Lにつき0.006mg以下であること。
19 トリクロロエチレン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。
20 テトラクロロエチレン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。
21 1,3-ジクロロプロペン 検液１Lにつき0.002mg以下であること。
22 チウラム 検液１Lにつき0.006mg以下であること。
23 シマジン 検液１Lにつき0.003mg以下であること。
24 チオベンカルブ 検液１Lにつき0.02mg以下であること。
25 ベンゼン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。
26 セレン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。
27 ふっ素 検液１Lにつき0.8mg以下であること。
28 ほう素 検液１Lにつき1mg以下であること。
29 1,4-ジオキサン 検液１Lにつき0.05mg以下であること。

平成３年８月23日環境庁告示第46号

最終改正令和２年環境省告示第48号

９ 地盤・土壌環境
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表73　 土壌汚染に係る特定有害物質及び指定区域の指定基準

特定有害物質
指　定　基　準

土壌含有量基準 土壌溶出量基準
クロロエチレン 0.002 ㎎/L以下
四塩化炭素 0.002 ㎎/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎/L以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 ㎎/L以下
ジクロロメタン 0.02 ㎎/L以下
テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 ㎎/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 ㎎/L以下
トリクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下
ベンゼン 0.01 ㎎/L以下
カドミウム及びその化合物 45 ㎎/㎏以下 0.003 ㎎/L以下
六価クロム化合物 250 ㎎/㎏以下 0.05 ㎎/L以下
シアン化合物 50 ㎎/㎏以下 シアンが検出されないこと
水銀及びその化合物 15 ㎎/㎏以下 0.0005 ㎎/L以下

うちアルキル水銀 検出されないこと
セレン及びその化合物 150 ㎎/㎏以下 0.01 ㎎/L以下
鉛及びその化合物 150 ㎎/㎏以下 0.01 ㎎/L以下
砒素及びその化合物 150 ㎎/㎏以下 0.01 ㎎/L以下
ふっ素及びその化合物 4,000 ㎎/㎏以下 0.8 ㎎/L以下
ほう素及びその化合物 4,000 ㎎/㎏以下 1 ㎎/L以下
シマジン 0.003 ㎎/L以下
チウラム 0.006 ㎎/L以下
チオベンカルブ 0.02 ㎎/L以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと

表74　青森地区の水準点の水準測量結果（沈下量上位10位）

順位
平成28年５月～令和元年５月

順位
令和元年５月～４年５月

水準点
番　号

所在地
沈下量
(㎝)

水準点
番　号

所在地
沈下量
(㎝)

1 43C 港町二丁目 -1.92 1 70A 浜田字玉川 -1.90
2 41C 港町二丁目 -1.82 2 71C 問屋町二丁目 -1.37
3 88B 青柳一丁目 -1.80 3 87B 第二問屋町三丁目 -0.65
4 40B 港町二丁目 -1.79 4 69B 青葉三丁目 -0.60
4 44B 大野一丁目 -1.79 5 41C 港町二丁目 -0.39
6 156A 緑二丁目 -1.60 6 37A 合浦二丁目 -0.30
7 39B 港町二丁目 -1.50 6 39B 港町二丁目 -0.30
8 71C 問屋町二丁目 -1.46 8 80B 幸畑字唐崎 -0.28
9 87B 第二問屋町三丁目 -1.45 9 40B 港町二丁目 -0.27
10 119A 青柳二丁目 -1.40 10 156A 緑二丁目 -0.20
10 122A 堤町二丁目   -1.40

資料：青森市

表75　八戸地区の水準点の水準測量結果（沈下量上位10位）

順
位

平成29年１月～令和２年１月

順
位

令和２年１月～５年１月

水準点

番　号
所在地

沈下量

(㎝)

水準点

番　号
所在地

沈下量

(㎝)

1 39 尻内町（青森県八戸合同庁舎） -0.67 1 49 根城一丁目（根城一丁目内宅地） -0.58

2 49 根城一丁目（根城一丁目内宅地） -0.50 2 33 市川町（轟木小学校） -0.48

3 53 尻内町（青森県八戸合同庁舎） -0.48 3 47 吹上三丁目（月丘町内宅地） -0.44

4 47 吹上三丁目(月丘町内宅地） -0.44 4 8 柏崎二丁目（旧柏崎小学校） -0.30

5 33 市川町（轟木小学校） -0.41 5 測候所 湊町 (八戸測候所) -0.27

6 45 吹上三丁目(東日本高速道路㈱職員住宅) -0.39 6 48 根城三丁目（すき家八戸南店前交差点） -0.26

7 48 根城一丁目(すき家八戸南店前交差点) -0.39 7 11 湊町（大沢小公園） -0.22

8 42 尻内町(白上神社) -0.38 8 12 白銀一丁目（県道・三島ポンプ場角） -0.20

9 41 一番町二丁目(上長集会所跡地) -0.31 9 18 河原木（東北電力株式会社八戸火力発電所裏） -0.17

10 40 尻内町(三条中学校) -0.29 10 17 河原木（大平洋金属株式会社八戸工場裏） -0.13

資料：八戸市
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表76　八戸地区の観測井測定結果（水位・沈下量の年度別累積変動）

観測井 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度

井戸
№

設置場所
水位
(m)

沈下
(mm)

水位
(m)

沈下
(mm)

水位
(m)

沈下
(mm)

水位
(m)

沈下
(mm)

水位
(m)

沈下
(mm)

1
青葉三丁目

（第三中学校）
+1.98 － -2.04 － -2.03 － -2.64 － -1.78 －

2
尻内町字中根市
（三条中学校）

+0.40 － -0.41 － -0.36 － -1.12 － -0.24 －

3
市川町字赤畑
（市川中学校）

+8.74 － -9.31 － -9.11 － -9.24 － -8.54 －

4-A
旧柏崎二丁目
（柏崎小学校）

+6.12 -0.20 -2.19 1.85 -2.14 -1.41 -2.74 ＋1.81 -2.21 ＋0.41

5
江陽二丁目
（江陽公園）

+0.08 +0.01 -2.07 0.12 -2.00 -0.21 -2.27 ＋0.17 -1.89 -0.11

6
河原木字角地田
(市営河原木団地)

+1.52 -0.05 -1.10 -0.5 -0.99 -0.08 -1.16 ＋0.26 -0.61 -0.34

7
市川町字古館
（多賀小学校）

-5.03 -0.04 -10.90 -1.08 -10.99 -0.8 -11.30 ＋0.7 -10.29 -1.13

資料：八戸市

表77　ダイオキシン類環境基準

媒　　　体 環　　境　　基　　準 備考
１�　基準値は2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値
とする｡

２�　大気の汚染に係る環境基準は､工業専用地域､車道その他一般公衆が通常
生活していない地域又は場所については適用しない｡

３�　水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は､公共用水域 
及び地下水について適用する｡

４�　水底の底質の汚染に係る環境基準は､公共用水域の水底の底質について
適用する｡

５�　土壌の汚染に係る環境基準は､廃棄物の埋立地その他の場所であって､外
部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない｡

６�　土壌にあっては､環境基準が達成されている場合であって､土壌中のダイ
オキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には､必要な調査を実施すること
とする｡

大　　　気
年間平均値が0.6pg-TEQ/m 3

以下であること

水　　　質
(水底の底質
を除く｡)

年間平均値が1.0pg-TEQ/L以下
であること

水底の底質 150pg-TEQ/g以下であること

土　　　壌 1,000pg-TEQ/g以下であること

平成 11年 12 月 27 日環境庁告示第 68号 ､改正：平成 14年７月 22日環境省告示第 46号

表78　ダイオキシン類モニタリング調査結果（環境大気）
（令和６年度）

No. 目的 市町村 測定地点

ダイオキシン類(pg-TEQ/m3)
実施
機関調査時期

年平均値
春期 夏期 秋期 冬期

1

一
般
環
境

青 森 市 青森市立堤小学校 0.0062 0.0078 0.0071 0.0050 0.0065 青 森 市
2 弘 前 市 弘前市立第一中学校 0.0042 0.0055 0.0052 0.0029 0.0045 県
3 八 戸 市 八戸市立八戸小学校 0.012 0.013 0.010 0.011 0.012 八 戸 市
4 五所川原市 五所川原市立五所川原第三中学校 0.012 0.0074 0.010 0.0030 0.0081

県5 十 和 田 市 十和田市立三本木中学校 0.014 0.013 0.0045 0.0068 0.0096
6 む つ 市 むつ合同庁舎 0.0030 0.0060 0.0017 0.0024 0.0033
7 発

生
源
周
辺

青 森 市 青森市文化財資料等収蔵庫 0.014 0.020 0.016 0.011 0.015 青 森 市
8 八 戸 市 八戸市立根岸小学校 0.014 0.011 0.017 0.012 0.014 八 戸 市
9 つ が る 市 繁田コミュニティー消防センター 0.013 0.0071 0.0055 0.0052 0.0077

県10 十 和 田 市 十和田市下水処理場 0.010 0.0093 0.0036 0.0038 0.0067
11 む つ 市 むつ市立奥内小学校 0.0059 0.0055 0.0052 0.0029 0.0045

環境基準（年平均値） 0.6

（注）１　ダイオキシン類はＰＣＤＤ、ＰＣＤＦ及びコプラナーＰＣＢの総和を示す。

　　　２　毒性等量(ＴＥＱ)はＷＨＯ-ＩＰＣＳ(2006)を毒性等価係数(ＴＥＦ)として用いて、毒性の強さに換算した数値である。

　　　３　(注)１及び(注)２については、水質、底質、及び土壌に係る表についても同様である。

資料：県環境政策課

10　化学物質
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表79　ダイオキシン類モニタリング調査結果（公共用水域）
(令和６年度）

No. 水　域　名 調査地点名
ダイオキシン類

実施機関公共用水域水質
（pg-TEQ/L）

公共用水域底質
（pg-TEQ/g）

1 新井田川下流 湊橋 0.066 3.3 八戸市
2 馬淵川下流 尻内橋 0.072 0.25 国土交通省
3 五戸川下流 尻引橋 0.079 ― 八戸市
4 岩木川上流 乾橋 0.080 0.23 国土交通省

5 山田川 車力橋
0.76 2.1

県

0.65 ―
6 赤石川 基橋 0.043 ―
7 吾妻川 板前橋 0.035 ―
8 今別川 あすなろ橋 0.19 ―
9 蟹田川 蟹田橋 0.13 ―
10 高石川 高石股橋 0.014 ―
11

新城川
新井田橋 0.19 0.37

青森市12 戸建沢橋 0.11 0.19
13 駒込川下流 八甲橋 0.041 ―
14 野辺地川下流 野辺地橋 0.038 ―

県

15 田名部川下流 下北橋 0.047 ―
16 宇曽利川 宇曽利川橋 0.010 ―
17 砂土路川 砂土路橋 0.15 ―
18 姉沼川 姉沼橋 0.10 ―
19 大畑川 小目名橋 0.010 ―
20 新十川 湊橋 0.29 0.88

21 旧十川 鳴戸橋
0.72 1.6
0.19 ―

22 浅虫川 鉄橋下 0.049 ― 青森市
23 熊原川 留ヶ崎橋 0.075 ― 県
24 浅水川 なかの橋 0.13 ― 八戸市
25 大袋川 下流 0.082 0.22 青森市
26 十和田湖 St-5（中央） 0.011 ― 県

27 小川原湖
Ｈ　小川原湖総合観測所 0.068 1.7 国土交通省
中央（内沼） 0.020 15 県

28 世増ダム貯水池 ダムサイト 0.068 ―

八戸市
29 河口海域（甲） St-4 0.069 ―

30 河口海域（乙）
St-9 0.066 ―
St-10 0.064 ―

31 陸奥湾（３） 堤川１ｋｍ沖 0.035 12 青森市
32 陸奥湾（４） 青森湾中央 0.0087 ―

県33
陸奥湾東側海域

陸奥湾中央 0.0086 ―
34 大湊湾中央 0.0086 2.2

環境基準値 1 150

（注）山田川車力橋及び旧十川鳴戸橋については、年に２回測定を実施

資料：県環境政策課

表80　ダイオキシン類モニタリング調査結果（地下水）

（令和６年度）

No. 調査地点
ダイオキシン類
（pg-TEQ/L）

実施機関

1 青森市　港町 0.037
青森市

2 八戸市　田向 0.063
3 むつ市　十二林 0.021 八戸市
4 外ヶ浜町　平舘 0.019

県

5 横浜町　吹越 0.021
6 板柳町　三千石 0.023
7 鰺ヶ沢町　赤石町 0.021
8 五戸町　切谷内 0.021
9 三戸町　斗内 0.02
10 田子町　田子 0.022
11 大間町　大間 0.021
12 田舎館村　八反田 0.023

環境基準値 1

資料：県環境政策課

表81　ダイオキシン類モニタリング調査結果（土壌）

（令和６年度）

No.
目
的

調査地点
ダイオキシン類
(pg-TEQ/g)

実施機関

1

一
般
環
境

青森市　浪岡北中野 0.012 青森市
2 八戸市　河原木 4.4 八戸市
3 弘前市　豊原 0.37

県

4 大鰐町　三ツ目内 0.17
5 横浜町　吹越 0.6
6 おいらせ町　牛込平 0.51
7 大間町　大間 1.1
8 五戸町　天満後 0.4
9 発

生
源
周
辺

青森市　合子沢 0.55
青森市

10 青森市　駒込 3.7
11 弘前市　石川 0.31

県
12 十和田市　相坂 0.71

環境基準値 1,000

資料：県環境政策課
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表82　令和６年度ＰＲＴＲ届出排出量・移動量（把握年度:令和５年度分）

（単位 kg/年、ダイオキシン類はmg-TEQ/年）

対象物質 排出量 移動量 排出･
移動量
合計

物質
番号

物質名称 大気
公共用
水域

土壌 埋立 合計
廃棄物
移動

下水道へ
の移動

合計

1 亜鉛の水溶性化合物 407 3,236 0 0 3,643 1,640 0 1,640 5,283

2 アクリルアミド 0 0 0 0 0 12 0 12 12

3 アクリル酸エチル 0 0 0 0 0 210 0 210 210

4 アクリル酸及びその水溶性塩 0 0 0 0 0 2,400 0 2,400 2,400

5 アクリル酸2-（ジメチルアミノ）エチル 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 アクリル酸メチル 0 0 0 0 0 47 0 47 47

9 アクリロニトリル 710 0 0 0 710 110 0 110 820

20 2-アミノエタノール 82 0 0 0 82 14,011 0 14,011 14,093

31 アンチモン及びその化合物 0 0 0 0 0 380 0 380 380

33 石綿 0 0 0 0 0 860 0 860 860

48
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート
（別名EPN）

0 1,063 0 0 1,063 0 0 0 1,063

53 エチルベンゼン 31,261 8 0 0 31,270 30,226 0 30,226 61,496

56 エチレンオキシド 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 カドミウム及びその化合物 3 20 0 0 23 280 0 280 303

80 キシレン 53,213 1 0 0 53,213 49,365 0 49,365 102,578

81 キノリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 クロム及び三価クロム化合物 39 245 0 0 284 24,900 0 24,900 25,184

88 六価クロム化合物 0 251 0 0 251 0 0 0 251

104 クロロジフルオロメタン（別名HCFC-22） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113
2-クロロ-4,6-ビス（エチルアミノ）-1,3,5-トリアジン（別
名シマジン又はCAT）

0 5 0 0 5 0 0 0 5

125 クロロベンゼン 0 0 0 0 0 800 0 800 800

127 クロロホルム 12,000 3,300 0 0 15,300 0 0 0 15,300

132 コバルト及びその化合物 0 0 0 0 0 9,200 0 9,200 9,200

144 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） 450 1,123 0 0 1,573 360 1 361 1,934

147
N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル（別名チ
オベンカルブ又はベンチオカーブ）

0 30 0 0 30 0 0 0 30

149 四塩化炭素 0 3 0 0 3 0 0 0 3

150 1,4-ジオキサン 0 98 0 0 98 0 0 0 98

153
シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシイミドメチル=（1RS）-シス-
トランス-2,2-ジメチル-3-（2-メチルプロパ-1-エニル）シクロプロパ
ンカルボキシラート（別名テトラメトリン）

0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 シクロヘキシルアミン 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 1,2-ジクロロエタン 0 7 0 0 7 0 0 0 7

158 1,1-ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン） 0 32 0 0 32 0 0 0 32

164 2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン（別名HCFC-123） 510 0 0 0 510 0 0 0 510

179 1,3-ジクロロプロペン（別名D-D） 0 3 0 0 3 0 0 0 3

186 ジクロロメタン（別名塩化メチレン） 0 31 0 0 31 0 0 0 31

207 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 0 5 0 0 5 0 0 0 5

210 2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド 0 9 0 0 9 0 0 0 9

237 水銀及びその化合物 15 6 0 0 22 120 0 120 142

240 スチレン 2,900 0 0 0 2,900 10 0 10 2,910

242 セレン及びその化合物 0 178 0 0 178 37 0 37 215

243 ダイオキシン類 645 8 0 0 653 23,752 0 23,752 24,406

262 テトラクロロエチレン 0 14 0 0 14 0 0 0 14

265 テトラヒドロメチル無水フタル酸 0 0 0 0 0 200 0 200 200

268 テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又はチラム） 0 9 0 0 9 0 0 0 9

272 銅水溶性塩（錯塩を除く。） 6 483 0 0 489 0 0 0 489

277 トリエチルアミン 2,178 9 0 0 2,187 2,200 0 2,200 4,387

279 1,1,1-トリクロロエタン 0 190 0 0 190 0 0 0 190

280 1,1,2-トリクロロエタン 0 10 0 0 10 0 0 0 10

281 トリクロロエチレン 0 33 0 0 33 0 0 0 33

300 トルエン 80,206 1 0 0 80,207 269,956 0 269,956 350,162

302 ナフタレン 170 0 0 0 170 0 0 0 170

308 ニッケル 14 0 0 0 14 11,141 2 11,143 11,157

309 ニッケル化合物 18 13 0 0 31 6,065 25 6,090 6,120

332 砒素及びその無機化合物 7 210 0 0 217 4,400 0 4,400 4,617

333 ヒドラジン 0 0 0 0 0 290 0 290 290

342 ピリジン 0 1 0 0 1 1,500 0 1,500 1,501

348 フェニレンジアミン 0 0 0 0 0 36 0 36 36

349 フェノール 0 0 0 0 0 0 0 0 0

354 フタル酸ジ-ノルマル-ブチル 0 0 0 0 0 0 0 0 0

374 ふっ化水素及びその水溶性塩 180 13,183 0 0 13,363 6,080 160 6,240 19,603

384 1-ブロモプロパン 10,500 0 0 0 10,500 1,500 0 1,500 12,000

392 ノルマル-ヘキサン 55,149 0 0 0 55,149 1,600 0 1,600 56,749

395 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 0 0 0 0 0 0 0 0 0

398 ベンジル=クロリド（別名塩化ベンジル） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 ベンゼン 4,539 15 0 0 4,554 0 0 0 4,554

405 ほう素化合物 4 75,483 0 0 75,487 10,009 257 10,266 85,752

406 ポリ塩化ビフェニル（別名PCB） 0 5 0 0 5 0 0 0 5

410 ポリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 ホルムアルデヒド 150 8 0 0 158 3,232 0 3,232 3,390

412 マンガン及びその化合物 1,157 6,323 0 0 7,481 188,432 0 188,432 195,913

415 メタクリル酸 0 0 0 0 0 430 0 430 430

420 メタクリル酸メチル 0 0 0 0 0 2,100 0 2,100 2,100

438 メチルナフタレン 1,053 0 0 0 1,053 0 0 0 1,053

453 モリブデン及びその化合物 1 0 0 0 1 323 0 323 324

563 亜鉛=ビス（2-メチルプロパ-2-エノアート） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

595 エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 0 2,200 0 0 2,200 1,100 0 1,100 3,300

627 ジエチレングリコールモノブチルエーテル 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 2,400

632 1,2-ジクロロエチレン 0 58 0 0 58 0 0 0 58

666 タリウム及びその化合物 2 4,600 0 0 4,602 0 0 0 4,602

667 炭化けい素 0 0 0 0 5,300 0 5,300 5,300

674 テトラヒドロフラン 83 8 0 0 91 2,860 0 2,860 2,951

691 トリメチルベンゼン 8,537 0 0 0 8,537 105 0 105 8,642

697 鉛及びその化合物 468 147 0 0 615 41,005 0 41,005 41,621

698 ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩 0 1,100 0 0 1,100 540 0 540 1,640

699 パラホルムアルデヒド 0 0 0 0 0 0 0 0 0

731 ヘプタン 12,820 0 0 0 12,820 42,000 0 42,000 54,820

736 無水酢酸 780 0 0 0 780 0 0 0 780

737 メチルイソブチルケトン 8,900 8 0 0 8,908 2,900 0 2,900 11,808

746 N-メチル-2-ピロリドン 0 0 0 0 11,300 0 11,300 11,300

751 2-（2-メトキシエトキシ）エタノール 0 0 0 0 0 2,200 0 2,200 2,200

全対象化学物質の合計 288,512 116,165 0 0 404,677 753,772 444 754,216 1,158,892

※排出量・移動量の合計は､各事業所から届け出られた当該データ(ダイオキシン類を除き小数点第１位まで)の合計について小数点第１位で四捨五入し､整数表示した
もの｡本集計表の排出量等の各欄を縦・横方向に合計した数値とは異なる場合がある｡
資料：県環境政策課
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表84　酸性雨調査結果（年平均値）

（令和６年度）

調査地点

項目

青森市

県衛生研究所

年間降水量 (㎜) 1,398.4

ｐＨ 5.30

電気伝導度 (μS/cm) 27.20

ＳＯ４
２－ (μg/mL) 1.45

ＮＯ３
－ (μg/mL) 0.83

Ｃ１
－ (μg/mL) 5.12

ＮＨ４
＋ (μg/mL) 0.29

Ｃa２＋ (μg/mL) 2.90

Ｍg２＋ (μg/mL) 0.16

Ｋ＋ (μg/mL) 0.28

Ｎa＋ (μg/mL) 0.36

nss-ＳＯ４
２－ (μg/mL) 0.72

nss-Ｃa２＋ (μg/mL) 0.17

資料：県環境政策課

11　酸性雨

表83　食品中の残留農薬等検査結果

（令和６年度）

食品名 検体数 違反件数 備考

かぶ（だいこん） ６ 国産

にんじん ６ 国産

ばれいしょ ７ 国産

未成熟いんげん（未成熟えんどう） ６ 国産

キャベツ ７ 国産

りんご 10 国産

きゅうり ５ 国産

トマト・ミニトマト ８ 国産

ねぎ（玉ねぎ） ７ 国産

長いも ５ 国産

にんにく ７ 国産

輸入バナナ ６ 外国産

大豆 ８ 国産、外国産

合計 88

資料：県保健衛生課
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12　環境放射線等

表85　原子力施設環境放射線等調査結果(令和６年度)

１　原子燃料サイクル施設

　⑴　空間放射線量率

調査地点 単位 測定値

尾駮局ほか計11局 nGy/h 7～78

　　　資料：表85～表87　県原子力安全対策課

　⑵　環境試料中の放射能

　　ア　大気浮遊じん中の全アルファ及び全ベータ放射能

調査地点 単位
測定値

全アルファ 全ベータ

尾駮局 mBq/m3 0.0057～0.36 0.011～0.82

　　　(注) ＊：検出限界以下

　　イ　大気中の気体状ベータ放射能(クリプトン－85換算)

調査地点 単位 測定値

尾駮局ほか計５局 kBq/m3 ND

　　　(注) ND：定量下限値未満
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　ウ　核種分析

調査対象 単位

セシウム
－137

トリチウム
炭素
－14

ストロンチ
ウム
－90

プルトニウム

ウラン
ヨウ素
－129

ヨウ素
－131

アメリ
シウム
-241

キュリ
ウム
－244

Pu
-238

Pu
-239
+240

検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値 測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値

陸　
　
　
　
　

上　
　
　
　
　

試　
　
　
　
　

料

大気浮遊じん

mBq/m3

20 ND － － － － 20 ND 20 ND ND 4 ND － － － － － － － －

大気
(気体状ヨウ素)

－ － － － － － － － － － － － － － － 260 ND － － － －

大気
(粒子状ヨウ素)

－ － － － － － － － － － － － － － － 260 ND － － － －

大気
(水蒸気状トリチウム) － － 24 ND － － － － － － － － － － － － － － － － －

雨水 Bq/L － － 12 ND － － － － － － － － － － － － － － － － －

降下物 Bq/m2 12 ND － － － － 1 0.09 1 ND ND 1 0.97 － － － － － － － －

河川水

mBq/L
(ﾄﾘﾁｳﾑはBq/L)

2 ND 2 ND － － － － － － － － － － － － － － － － －

湖沼水 8 ND 8 ND － － 4 ND － － － － － － － － － － － － －

水道水 4 ND 4 ND － － 4 ND － － － － － － － － － － － － －

井戸水 4 ND 4 ND － － 4 ND － － － － － － － － － － － － －

河底土

Bq/㎏乾

2 ND － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

湖底土 3 ND～7 － － － － 3 ND 3 ND 0.23～
1.1 2 96,

120 － － － － 3 0.09～
0.41 3 ND

表土 3 ND － － － － 3
ND～
0.8

3 ND
ND～
0.09

3 4.1～
37 3 ND － － 3 ND～

0.05 3 ND

牛乳(原乳) Bq/L 14 ND － － 6 13～16 14 ND － － － 6 ND － － － － － － － －

精米

Bq/㎏生

3 ND － － 3 86～88 3 ND 3 ND ND 2 ND － － － － － － － －

ハクサイ、キャベツ 2 ND － － 2 3,5 2
ND,
0.05

2 ND ND 1 ND － － － － － － － －

ダイコン 1 ND － － 1 5 1 0.05 1 ND ND 1 ND － － － － － － － －

ナガイモ 1 ND － － 1 22 1 ND 1 ND ND － － － － － － － － － －

牧草 3※ ND － － － － 3※ 0.06～
0.15

3※ ND ND 3※ ND － － － － － － － －

ワカサギ 1 ND － － － － 1 ND 1 ND ND － － － － － － － － － －

シジミ 1 ND － － － － 1 ND 1 ND ND － － － － － － － － － －

指標生物 松葉 2 ND － － － － － － － － － 2 0.02,
0.05 － － － － － － － －

海

洋

試

料

海水
mBq/L

(ﾄﾘﾁｳﾑはBq/L)
6 ND 6 ND － － 6 ND 6 ND ND － － － － － － － － － －

海底土 Bq/㎏乾 3 ND － － － － 3 ND 3 ND 0.21～
0.40 － － － － － － 3 0.05～

0.20 3 ND

ヒラメ

Bq/㎏生

1 ND 2 ND － － 1 ND 1 ND ND － － － － － － － － － －

ホタテ 1 ND － － － － 1 ND 1 ND ND － － － － － － － － － －

コンブ 1 ND － － － － 1 ND 1 ND ND － － － － － － － － － －

指標生物 チガイソ 1※ ND － － － － 1※ ND 1※ ND 0.005 － － － － － － － － － －

計 － 99 － 62 － 13 － 78 － 52 － － 25 － 3 － 520 - 9 － 9 －

（注）ND：定量下限値未満
※�　牧草は、１地点において刈取り直後のものを試料とするべきところ、採取日以前に刈取りが行われ、相当量の水分が失われていたことから生
試料中の濃度が算出できなかったため、欠測とし検体数を４から３とした。チガイソ（六ケ所村前面海域）は生育不良により第３四半期に採取
できなかったため、欠測とし検体数を２から１とした。
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⑶　環境試料中のフッ素

調査対象 単位 検体数 測定値

陸上試料

大気（気体状フッ素） ppb 連続 ND
大気※ μg/m3 4 ND
河川水

mg/L
2 ND

湖沼水 6 0.1～0.8
河底土

mg/kg乾
2 61,73

湖底土 2 110,170
牛乳（原乳） mg/L 6 ND
精米

mg/kg生
1 ND

牧草 1※ ND
計 － 24 －

(注) ND：定量下限値未満

牧草は、１地点において刈取り直後のものを試料とするべきところ、採取日以前に刈取りが行われ、相当量の水分が失われていたこと

から生試料中の濃度が算出できないため、欠測とし検体数を２から１とした。

・「大気※」の測定値は粒子状フッ素及び気体状のフッ素の合計

２　東通原子力発電所

　⑴　空間放射線量率

調査地点 単位 測定値

小田野沢局ほか計５局 nGy/h 10～78

　⑵　環境試料中の放射能

　　ア　大気浮遊じん中の全ベータ放射能

調査地点 単位 測定値

小田野沢局ほか計３局 Bq/m3 0.0084～1.6
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イ　核種分析

調査対象 単位

セシウム
－137 ヨウ素－131 トリチウム ストロンチウム

－90

プルトニウム

Pu-238 Pu-239
+240

検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値
検
体
数

測定値 測定値

陸
上
試
料

大気浮遊じん mBq/m3 36 ND － － － － － － － － －
降下物 Bq/m2 12 ND － － － － 1 0.14 1 ND ND
河川水 mBq/L

(トリチウムは
Bq/L)

2 ND － － 2 ND － － － － －
水道水 16 ND － － 16 ND － － － － －
井戸水 4 ND － － 4 ND － － － － －
表土 Bq/㎏乾 2 4 － － － － － － 2 ND ND,0.10

精米

Bq/㎏生

2 ND － － － － 2 ND － － －
バレイショ 1 ND － － － － 1 ND － － －
ダイコン 2 ND － － － － 2 ND,0.08 － － －
ハクサイ 1 ND 1 ND － － 1 0.05 － － －
アブラナ 1 ND 1 ND － － 1 0.12 － － －

牛乳（原乳） Bq/L 8 ND 8 ND － － 8 ND － － －
牛肉

Bq/㎏生
1 ND － － － － 1 ND － － －

牧草 2 ND 1 ND － － － － － － －
指標生物 松葉 2 ND － － － － 2 0.04,0.05 － － －

海
洋
試
料

海水
mBq/L

(トリチウム
はBq/L)

6 ND － － 6 ND － － － － －

海底土 Bq/㎏乾 3 ND － － － － － － 3 ND 0.21～0.43

ヒラメ

Bq/㎏生

1 ND － － － － 1 ND － － －
カレイ 1 ND － － － － 1 ND － － －

ウスメバル ※ 欠測 － － － － ※ 欠測 － － －
コウナゴ ※ 欠測 － － － － ※ 欠測 － － －
アワビ ※ 欠測 － － － － ※ 欠測 ※ 欠測 欠測
ホタテ 1 ND － － － － 1 ND 1 ND ND
コンブ 2 ND 2 ND － － 2 ND 2 ND ND
タコ 1 ND － － － － 1 ND － － －

指標生物 ムラサキイガイ 2 ND － － － － 2 ND 2 ND ND
計 － 109 － 13 － 28 － 27 － 11 － －

(注)ND：定量下限値未満
※　ウスメバル、コウナゴ及びアワビは不漁により採取できなかったため、欠測。

３ リサイクル燃料備蓄センター

　⑴　空間放射線量率

調査地点 単位 測定値
関根局 nGy/h 17～65

　⑵　環境試料中の放射能

　　ア　核種分析

調 査 対 象 単位
セシウム－137

検 体 数 測 定 値

陸上試料
表土 Bq/㎏ 乾 3 5～9
松葉 Bq/㎏ 生 2 ND

計 － 5 －

（注）ND：定量下限値未満
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　表86　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに係る放射線監視結果

(令和６年度)

調査対象 調査地点 単位 測定値

放出水

放出口

mBq/L

60Co －

137Cs －

取水口

60Co －

137Cs －

(注) －：放出実績なし

表87　環境放射能水準調査結果

⑴　空間放射線量率

調査地点 単位 測定値

青森市ほか計９地点 nGy/h 12～100

⑵　環境試料中の放射能

　ア　ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

調査対象 単位 検体数
測定値

セシウム－134 セシウム－137 ヨウ素－131 カリウム－40 ベリリウム－7
降下物 MBq/km2 12 ＊ ＊ ＊ ＊～4.7 44～660

大気浮遊じん mBq/m2 4 ＊ ＊ ＊ ― 1.7～2.7
陸水 上水（蛇口水） mBq/L 1 ＊ ＊ ＊ 26 ―

土
壌

0－5cm
Bq/kg乾土

2
＊ 1.7,2.9 ― 270,390 ―

MBq/km2 ＊ 110,140 ― 13000,26000 ―

5－20cm
Bq/kg乾土

2
＊ *,2.8 ― 260,490 ―

MBq/km2 ＊ *,430 ― 43000,75000 ―
精米 Bq/kg生 1 ＊ ＊ ＊ 19 ―

野
菜

キャベツ Bq/kg生 1 ＊ ＊ ― 42 ―
ジャガイモ Bq/kg生 1 ＊ ＊ ― 130 ―
牛乳 Bq/L 1 ＊ ＊ ＊ 52 ―
海水 mBq/L 2 ＊ ＊ ＊ 11000 ―
海底土 Bq/kg乾土 2 ＊ *,2.7 ― 370,630 ―

海
産
生
物

藻類（ワカメ） Bq/kg生 2 ＊ ＊ ― 170,200 ―
魚類（カレイ） Bq/kg生 1 ＊ 0.054 ― 120 ―

貝類（ムラサキイガイ） Bq/kg生 1 ＊ ＊ ― 48 ―
貝類（ホタテ） Bq/kg生 1 ＊ ＊ ― 88 ―

（注）＊：検出限界以下

イ　定時降水中の全ベータ放射能

測定数 測定値（Bq/L）
降水ごとの降下量

（MBq/km2）

115 ＊～11 ＊～82

（注）＊：検出限界以下

※表87は、原子力規制庁からの委託事業として県が実施した令和６年度「環境放射能水準調査」の成果である。
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表88　空き缶等散乱防止重点地区

指定・施行期日 重点地区 関係市町村

平成10年７月15日指定 十和田湖畔地区 十和田市

平成10年10月１日施行 奥入瀬渓流・青山地区 十和田市

白神山地赤石地区 鰺ケ沢町

白神山地天狗岳登山道地区 鰺ケ沢町・深浦町

白神山地白神岳登山道地区 深浦町

(７地区５市町村) 白神山地暗門の滝地区 西目屋村

三内丸山遺跡地区 青森市

平成10年８月31日指定 恐山・釜臥山地区 むつ市

平成10年12月１日施行 川内ダム地区 むつ市

湯野川地区 むつ市

薬研温泉・渓流地区 むつ市

大間崎地区 大間町

尻屋崎地区 東通村

下風呂地区 風間浦村

(９地区５市町村) 仏ケ浦地区 佐井村

脇野沢海岸地区 むつ市

平成11年９月20日指定 官庁街通り地区 十和田市

平成11年12月１日施行 高野崎地区 今別町

竜飛崎地区 外ヶ浜町

ベンセ湿原地区 つがる市

十二湖公園・青池日暮線地区 深浦町

岩木山桜林公園・並木のみち地区 弘前市

(７地区７市町) 十三湖中島地区 五所川原市

※権現崎地区は令和３年７月26日指定解除 中泊町

平成23年８月１日指定 芦野公園地区 五所川原市

平成23年10月１日施行 斜陽館通り・荒馬通り・メロス坂通り地区 五所川原市

夏泊半島地区 平内町

（５地区４市町） 大沢内ため池地区 中泊町

三戸城山公園地区 三戸町

資料：県資源循環推進課

13　廃 棄 物
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表89　環境教育・学習関連の取組一覧
(令和６年度)

名　称 概　要 担当課等

環境教育推進事業

　環境教育の担い手として育成した環境教育専門員と地域のＮＰＯと
の協働により、小学生を対象とした環境出前講座を実施した。
　環境月間における４道県が連携した共同行動の周知時等に、こども
エコクラブのチラシを配布して参加登録を呼びかけた。

エネルギー・
脱炭素政策課

Let's 生活排水対策！ 　生活排水対策の啓発用チラシを配布した。 環境政策課

生活排水対策講習会
　今別町及び東北町において家庭でできる生活排水対策の講習会を
行った。また、生活排水対策に係る県HPの作成やSNSへの動画配信に
よる普及啓発を行った。

環境政策課

青森県の希少な野生
生物－青森県レッド

データブック

　県内に生育・生息する野生生物について､絶滅のおそれのある種に
ついてとりまとめＨＰで公開した。

自然保護課

利用指導事業
　県民の森をフィールドとした自然体験活動等を実施（年27回開催）
した。

自然ふれあい
センター

自然体験事業
　白神山地の自然観察・野外活動等による自然体験活動（年10回開
催）を実施した。

白神山地ビジ
ターセンター

文化継承事業
　白神山地の自然との共生から生まれた文化を､ネイチャースクール､
ネイチャークラフト作成等を通して学ぶ機会を提供（年６回開催）し
た。

白神山地ビジ
ターセンター

森林環境教育
　森林内での様々な体験活動を通じて、森林の持つ多面的機能や木材
利用の意義等に対する理解と関心を深めるため、緑の少幼年団等に対
して森林環境教育を実施した。

林政課

農業水利施設見学会
　地域の小学生を対象に、取水施設や用排水路、ポンプ場などの農業
水利施設の役割やしくみなどを紹介した。

農村整備課

環境公共推進
プロジェクト

　環境公共の取組が本県の豊かでおいしい農林水産物の生産を下支え
していることをＰＲするため、「食」や「農」などに関する体験学習
を３回開催した。

農村整備課

水産教室
　小・中学生を対象に､漁業体験や学習を通じて水産業や漁場環境へ
の関心を喚起した。

水産振興課

資料：県環境政策課

14　環境教育・学習
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15　環境行政のあゆみ

年 国内外の取組
県

条例、計画等 組織編成等

1965年
（昭和40年）

・衛生部環境衛生課に公害係設置
　（昭和45年公害課へ改組）

1967年
（昭和42年）

・公害対策基本法制定 ・青森県公害防止条例制定

1970年
（昭和45年）

・廃棄物処理法制定 ・自然保護課設置

1972年
（昭和47年）

・現行の青森県公害防止条例制定 ・自然保護課設置

1973年
（昭和48年）

・青森県自然環境保全条例制定

1975年
（昭和50年）

・自然環境保全基本方針策定
・公害防止計画策定
　（以降５年毎に策定）

1990年
（平成２年）

・原子力環境対策室設置
　（現原子力安全対策課）
・環境保健センター設置

1992年
（平成４年）

・�生活衛生課（現保健衛生課）内
に廃棄物対策室設置

（平成９年廃棄物対策課へ改組）

1993年
（平成５年）

・環境基本法制定

1994年
（平成６年）

・環境基本計画閣議決定

1996年
（平成８年）

・青森県環境基本構想策定
・�青森県環境の保全及び創造に関
する基本条例制定

1997年
（平成９年）

・京都議定書採択
・青森県環境影響評価要綱施行
・あおもりアジェンダ21策定

1998年
（平成10年）

・�地球温暖化対策の推進に関する
法律が制定

・青森県環境計画策定

2000年
（平成12年）

・第二次環境基本計画策定
・�循環型社会形成推進基本法及び
容器包装リサイクル法、家電リ
サイクル法等の個別法施行

・�青森県環境影響評価要綱廃止、
青森県環境影響評価条例を施行

・�環境政策課の公害担当部門と廃
棄物対策課を統合し環境管理課
設置

・�環境保健センター内に環境管理
部設置

　（�平成15年青森環境管理事務所
に改組）

・�弘前市、八戸市及びむつ市に環
境管理事務所設置

2001年
（平成13年）

・�ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適
正な処理の推進に関する特別措
置法施行

・温暖化防止計画策定 ・環境管理課が環境政策課へ統合

2001年
（平成13年）

・�環境生活部内に県境再生対策
チームを設置

2002年
（平成14年）

・青森県産業廃棄物税条例制定
・�青森県県外産業廃棄物の搬入に
係る事前協議等に関する条例制
定

・�環境生活部内に県境再生対策
チームを設置

2003年
（平成15年）

・循環型社会形成推進計画策定
・県境再生対策室設置
・�青森県原子力センターを六ヶ所
村に設置

2005年
（平成17年）

・�京都議定書目標達成計画閣議決
定

・自動車リサイクル法施行

・�県境再生対策室が環境生活部へ
移管

2006年
（平成18年）

・第三次環境基本計画閣議決定
・�青森県循環型社会形成推進計画
策定

・�青森市の中核市移行に伴い、公
害に関する法令や廃棄物処理法
等に基づく事務が、青森県知事
から青森市長へ移譲

2007年
（平成19年）

・第二次青森県環境計画策定
・�４環境管理事務所が各地域県民
局地域連携部の下部機関に移管
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年 国内外の取組
県

条例、計画等 組織編成等

2008年
（平成20年）

・地球温暖化対策推進法改正

2010年
（平成22年）

・第三次青森県環境計画策定

2011年
（平成23年）

・温暖化対策推進計画策定
・�第２次青森県循環型社会形成推
進計画策定

2012年
（平成24年）

・第四次環境基本計画閣議決定

2013年
（平成25年）

・小型家電リサイクル法施行
・第４次青森県環境計画策定
・県境不法投棄廃棄物撤去完了

2014年
（平成26年）

・�環境保全課の新設及び県境再生
対策室を同課内に設置

2015年
（平成27年）

・パリ協定採択
・�気候変動の影響への適応計画が
閣議決定

2016年
（平成28年）

・地球温暖化対策計画閣議決定
・第５次青森県環境計画策定
・�第３次青森県循環型社会形成推
進計画策定

2017年
（平成29年）

・�青森県建設資材廃棄物の引渡完
了報告に関する要綱施行

・�八戸市の中核市移行に伴い、公
害に関する事務や廃棄物処理法
等に基づく事務が青森県知事か
ら八戸市長へ移譲

・�環境管理事務所から各地域県民
局環境管理部に移行

2018年
（平成30年）

・第５次環境基本計画閣議決定
・�第４次循環型社会形成推進基本
計画閣議決定

・気候変動適応法施行、同計画策定

・温暖化対策推進計画改定
・青森県災害廃棄物処理計画策定

2019年
（令和元年）

・食品ロス削減推進法施行

2020年
（令和２年）

・�2050年までにカーボンニュート
ラルを目指すことを表明

・第６次青森県環境計画策定

2021年
（令和３年）

・�第４次青森県循環型社会形成推
進計画策定（県の食品ロス削減
推進計画を含む）

・青森県気候変動適応取組方針策定

2022年
（令和４年）

・プラスチック資源循環促進法施行

2023年
（令和５年）

・�脱炭素成長型経済構造への円滑
な移行の推進に関する法律（Ｇ
Ｘ推進法）及び脱炭素社会の実
現に向けた電気供給体制の確立
を図るための電気事業法等の一
部を改正する法律（ＧＸ脱炭素
電源法）成立

・�脱炭素成長型経済構造移行推進
戦略（ＧＸ推進戦略）閣議決定

・温暖化対策推進計画改定
・青森県環境総合プラン策定

2024年
（令和６年）

・第６次環境基本計画閣議決定
・�ＧＸ2040ビジョン、エネルギー
基本計画及び地球温暖化対策計
画の改定の閣議決定

・米国のパリ協定脱退

・�青森県自然・地域と再生可能エ
ネルギーとの共生に関する条例
制定

・�環境生活部を環境エネルギー部
に組織改編
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16　環境行政のあゆみ（直近１年間）

年　　月 県　　　　　内 全　　　　　国

令和６年５ ・再資源化事業等高度化法公布

８ ・第５次循環型社会形成推進基本計画閣議決定

10
・�八戸市で災害廃棄物処理に係る仮置場の設置・運

営訓練実施

令和７年２ ・再資源化事業等高度化法一部施行
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目次

　前文

　第一章　総則（第一条―第八条）

　第二章　環境の保全及び創造に関する基本的施策

　　第一節　施策の基本方針（第九条）

　　第二節　環境計画（第十条）

　　第三節�　環境の保全及び創造のための施策等（第

十一条―第二十三条）

　　第四節�　地球環境の保全の推進等（第二十四条・第

二十五条）

　第三章�　環境の保全及び創造のための施策の推進（第

二十六条―第二十九条）

　附則

　私たちのふるさと青森県は、本州の最北端に位置し、

三方を海に囲まれ、陸奥湾を抱え込むように東に下北半

島、西に津軽半島が北方に伸び、変化に富んだ美しい海

岸線を擁している。また、原生的なブナ林に覆われた世

界遺産である白神山地をはじめとした緑の山々、豊かな

森林にはぐくまれた水を源とする多くの清流や湖沼など

豊かで美しい自然に恵まれている。

　四季折々の変化に富んだ豊かで美しい自然と私たちの

先人のたゆまぬ努力は、悠久の歴史の中で特色ある北

国の文化をはぐくんできた。私たちは、各地で存在する

縄文の遺跡、中世及び近世の城跡、寺社及び工芸品など、

そして、各地の郷土色豊かな風俗慣習、民俗芸能などに

心の安らぎや郷土への誇りと愛着を感ずることができる。

　私たちは、このような環境から多くの恵みを受けてき

たが、資源やエネルギーの大量消費と大量の廃棄物を伴

う都市化の進展や生活様式の変化は、生活の利便性を高

める一方で、大気、水、そして土壌の汚染をはじめとす

る様々な問題をもたらし、私たちの生活の安全性を脅か

すとともに、地球全体の環境にも大きな影響を及ぼすよ

うになってきた。

　このような状況の中、私たちは、ふるさとに残る豊か

で美しい自然とそのもたらす恵沢を後世に伝えていく責

務を負っている。このため、すべての県民の参加と連携

により、私たちの日常生活や事業活動と環境の調和を図

りながら、豊かで美しい青森県の環境の保全と創造を目

指し、さらには地球的規模の環境問題への地域からの取

組を推進することを決意し、この条例を制定する。

　　第一章　総則

　（目的）

第�一条　この条例は、環境の保全及び創造について、基

本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を

明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保

全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確

保に寄与することを目的とする。

　（定義）

第�二条　この条例において｢環境への負荷｣とは、人の活

動により環境に加えられる影響であって、環境の保全

上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

２�　この条例において｢地球環境の保全｣とは、人の活動に

よる地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋

の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はそ

の広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保

全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康

で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

３�　この条例において｢公害｣とは、環境の保全上の支障

のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相

当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の

水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下

同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱

物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及

び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に

密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係の

ある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に

係る被害が生ずることをいう。

　（基本理念）

第�三条　環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境

が県民の健康で文化的な生活に欠くことができないも

のであることにかんがみ、広く県民がその恵沢を享受

するとともに、これが将来の県民に継承されるよう適

切に行われなければならない。

２�　環境の保全及び創造は、多様な自然に恵まれた本県

の地域特性を生かし、人と自然との調和が確保される

よう適切に行われなければならない。

３�　環境の保全及び創造は、すべての者の参加と公平な

役割分担の下に、すべての者が環境の保全及び創造に

関する行動に自主的かつ積極的に取り組むことによっ

て、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が

17 青森県環境の保全及び創造に関する基本条例

平成８年 12 月 24 日

青森県条例第43号
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構築されることを旨として行われなければならない。

４�　地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに県

民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で

の課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び日

常生活において積極的に推進されなければならない。

　（県の責務）

第�四条　県は、前条に定める環境の保全及び創造につい

ての基本理念（以下｢基本理念｣という。）にのっとり、

環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策

を策定し、及びこれを実施するものとする。

第五条　削除

　（事業者の責務）

第�六条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動

を行うに当たっては、環境への負荷の低減その他環境

の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。

２�　前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念に

のっとり、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に

自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全及び創造

に関する施策に協力するよう努めなければならない。

　（県民の責務）

第�七条　県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に

伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

２�　前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっ

とり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県

が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力す

るよう努めなければならない。

　（青森県環境白書）

第�八条　知事は、毎年、環境の状況、環境の保全及び創

造に関する施策の実施状況等を明らかにした青森県環

境白書を作成し、これを公表しなければならない。

　　　第二章　環境の保全及び創造に関する基本的施策

　　　　第一節　施策の基本方針

　（施策の基本方針）

第�九条　県は、環境の保全及び創造に関する施策を策定

し、及びこれを実施するに当たっては、基本理念に

のっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的

かつ計画的に行うものとする。

　一�　人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、

並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、

土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に

保持されること。

　二�　生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その

他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、

農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自

然的社会的条件に応じて体系的に保全されること

　三　人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

　四�　身近な緑と水辺及び優れた景観の保全及び創造、

歴史的文化的資源の活用等により、潤いと安らぎの

ある環境が保全され、及び創造されること。

　五�　環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が

構築されるよう、資源の循環的な利用、エネルギー

の有効利用、廃棄物の減量等が促進されること。

　六　地球環境の保全に適切な配慮がなされること。

　　　　第二節　環境計画

　（環境計画）

第�十条　知事は、環境の保全及び創造に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するための計画（以下｢環境計画

｣という。）を定めなければならない。

２　環境計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

　一　環境の保全及び創造に関する目標

　二　環境の保全及び創造に関する施策の方向

　三　環境の保全及び創造に関する配慮の指針

　四　その他環境の保全及び創造に関する重要な事項

３�　知事は、環境計画を定めようとするときは、あらかじ

め、青森県環境審議会の意見を聴かなければならない。

４�　知事は、環境計画を定めたときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

５　前二項の規定は、環境計画の変更について準用する。

　　　　第三節　環境の保全及び創造のための施策等

　（施策の策定等に当たっての配慮）

第�十一条　県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及びこれを実施するに当たっては、環境計

画との整合を図り、環境の保全及び創造について配慮

するものとする。

　（環境影響評価の推進）

第�十二条　県は、土地の形状の変更、工作物の新設その

他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実

施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響に

ついて自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結

果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正

に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずる

ものとする。
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　（規制の措置）

第�十三条　県は、公害を防止するため、公害の原因とな

る行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

２�　県は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正

な保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関し、必要

な規制の措置を講ずるものとする。

３�　前二項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の

支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう

努めるものとする。

　（誘導的措置）

第�十四条　県は、事業者又は県民が自らの活動に係る環

境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の

保全及び創造のための適切な措置をとることとなるよ

う誘導するため、必要な措置を講ずるものとする。

　（環境の保全に関する施設の整備等）

第�十五条　県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障

を防止するための公共的施設の整備及び絶滅のおそれ

のある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の

支障を防止するための事業を推進するため、必要な措

置を講ずるものとする。

２�　県は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に

資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環

境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。

３�　県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他

の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業

を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

４�　県は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促

進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の

保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずる

ものとする。

　（潤いと安らぎのある環境の保全及び創造）

第�十六条　県は、潤いと安らぎのある環境を保全し、及

び創造するため、緑と水に親しむことのできる生活空

間の整備、美しい自然景観をはじめとする優れた景観

の形成、歴史的文化的遺産の保全等が推進されるよう

必要な措置を講ずるものとする。

　（資源の循環的な利用等の促進）

第�十七条　県は、環境への負荷の低減を図るため、事業

者及び県民による資源の循環的な利用、エネルギー

の有効利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環境

への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用

（以下｢資源の循環的な利用等｣という。）が促進され

るよう必要な措置を講ずるものとする。

２�　県は、県の施設の建設及び維持管理その他の事業の

実施に当たっては、資源の循環的な利用等に率先して

努めるものとする。

　（環境管理の促進）

第�十八条　県は、事業者が行う環境管理（事業者が、そ

の事業活動の実施に当たって、自主的に環境の保全及

び創造に関する方針及び目標を定め、その方針及び目

標を達成するための計画を策定して実施し、その実施

状況を点検して必要な是正の措置を講じ、並びにこれ

らについて客観的な監査を行う一連の取組をいう。）

を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

　（教育及び学習の振興等）

第�十九条　県は、環境の保全及び創造に関する教育及び

学習の振興並びに環境の保全及び創造に関する広報活

動の充実により、事業者及び県民が環境の保全及び創

造についての理解を深めるとともにこれらの者の環境

の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進される

ようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

　（民間団体等の自発的な活動の促進）

第�二十条　県は、事業者、県民又はこれらの者の組織す

る民間の団体（以下｢民間団体等｣という。）が自発的

に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環

境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要

な措置を講ずるものとする。

　（情報の提供）

第�二十一条　県は、第十九条の環境の保全及び創造に関

する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自

発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に

資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮し

つつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する

必要な情報を適切に提供するものとする。

　（調査の実施及び監視等の体制の整備）

第�二十二条　県は、環境の状況の把握に関する調査その

他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な

調査を実施するものとする。

２�　県は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び

創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、

巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努め

るものとする。

　�（放射性物質による大気の汚染等の防止についての配

慮）

第�二十三条　県は、環境の保全に関する施策を策定し、

及びこれを実施するに当たっては、放射性物質による

大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止につい

て特に配慮するものとする。
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　　　　第四節　地球環境の保全の推進等

　（地球環境の保全の推進）

第�二十四条　県は、地球環境の保全に資する施策を積極

的に推進するものとする。

２�　県は、国等と連携し、環境の保全に関する調査、研

究、情報の提供等を行うことにより、地球環境の保全

に関する国際協力の推進に努めるものとする。

　（地球環境の保全に資する行動計画）

第�二十五条　知事は、県、事業者及び県民がそれぞれの

役割に応じて地球環境の保全に資するように行動する

ための計画を定め、その普及及び啓発を行うとともに、

これに基づく行動が推進されるようにしなければなら

ない。

　　　第三章　環境の保全及び創造のための施策の推進

　（国及び他の地方公共団体との協力）

第�二十六条　県は、広域的な取組が必要とされる環境の

保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施

するに当たっては、国及び他の地方公共団体と協力し

て、その推進に努めるものとする。

　（市町村への支援）

第�二十七条　県は、市町村が環境の保全及び創造に関す

る施策を行う場合には、これを支援するよう努めるも

のとする。

　（県民の意見の反映）

第�二十八条　県は、環境の保全及び創造に関する施策に

県民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるも

のとする。

　（財政上の措置）

第�二十九条　県は、環境の保全及び創造に関する施策を

推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。

　　附則（抄）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　　附則（抄）

１　この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
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18 環境用語の解説

【あ】

青　　　潮

　富栄養化した内海の表層で、増殖したプランクトンが死

んで下層へ沈殿し、底層で分解される過程で酸素が消費さ

れ、酸素濃度は次第に低下する。この貧酸素状態になった

底層の水塊が表層にまで上昇し、海水が青く見える現象の

ことを指して青潮という。赤潮同様に魚介類の大量死を発

生させることがある。

赤　　　潮

　プランクトンの異常増殖により海水が赤く見える現象 

であり、有害プランクトンの発生や一時的に酸素消費量が

増加することによる酸素欠乏のため、魚介類のへい死など、

漁業被害を伴うことがある。

悪臭原因物

　特有の臭いを発生する物質は約40万種類にも及ぶとい

われているが､その代表的なものとしては､硫化水素､塩素 

ガス等の無機化合物のほか､脂肪酸､アミン等の窒素化合 

物､メチルメルカプタン等の硫黄化合物等の有機化合物が

ある。なお､悪臭防止法では､生活環境を損なうおそれのあ

る22物質を特定悪臭物質として指定している。

アジェンダ21

　1992年６月にブラジルで開催された地球サミットにお 

いて採択された｢環境と開発に関するリオ宣言｣を受け、21

世紀に向け持続可能な開発を実現するために、各国及び各

国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するもの。

大気、水、廃棄物などの具体的な問題についてのプログラ

ムとともに、この行動を実践する主要グループの役割強化、

財源などの実施手段のあり方が規定されている。

アスベスト(石綿)

　保温・耐火材として用いられる蛇紋石や角閃石から採取

する繊維状の鉱物。材質は軟らかく､磨耗や熱に強いため､

様々に加工できる。用途はボイラーやスチーム暖房パイプ

の被覆､自動車のブレーキ､クラッチ､石油ストーブの芯な

ど約3,000種に及ぶ。大量に吸うと肺がん等の原因になる。

アメニティ(Amenity)

　｢快適さ｣、｢感じのよさ｣と訳されている。環境面では、 

豊かな緑、清らかな水辺、ゆとりある空間、美しい街並み、

歴史的・文化的遺産などがバランスよく備わった状態をい

い、人間性豊かな生活を保障し、地域の活性化を推進して

いく基盤ともなる。

硫黄酸化物(ＳＯｘ)

　石油等の燃焼により生じる硫黄と酸素の化合物の総称。 

二酸化硫黄(ＳＯ２)､三酸化硫黄(ＳＯ３､無水硫酸)など

がある。ＳＯｘは人の呼吸器に影響を与えたり､植物を枯

らしたりする。

閾値(いきち)

　その値以下では地域住民の健康上悪い影響が起こらな

い値をいう。つまり、その値又はそれ以下の値であれば現

在までの知見では直接又は間接の影響が観察されなかった

値。

一 律 基 準

　工場等が遵守すべき規制基準として、国が一律に定めた

基準をいう。

一酸化炭素(ＣＯ)

　無味・無臭・無色の気体で、炭などの不完全燃焼、自動

車の排ガスにより発生する。一酸化炭素中毒は、血液中の

ヘモグロビンとの結合により酸欠をきたし、中枢神経を麻

痺させるもの。

一般廃棄物

　産業廃棄物以外のすべての廃棄物（ごみ）のことで、日

常生活に伴って生じる「生活系一般廃棄物」と、商店、オ

フィス、飲食店等の事業活動によって生じた紙くず、食品

残さ（産業廃棄物以外）等の「事業系一般廃棄物」に分類

される。

移動発生源

　大気汚染物質の発生源は、固定発生源と移動発生源に分

類され、固定発生源には、工場等のボイラー、金属加熱炉、

ガラス溶解炉等の生産設備と事業場の冷暖房ボイラー、焼

却炉等があり、移動発生源には自動車、船舶、航空機があ 

る。
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上乗せ基準

　ばい煙、汚濁物質等の排出(水)　の規制に関して、都道

府県等が条例で定める基準であって、国が定める基準より

厳しいものをいう。

　なお、いわゆる｢上乗せ｣は、基準値そのものを厳しくす

るもののほか、規制対象施設の範囲を拡げるもの(｢横出 

し｣と呼ばれる。)等を含めて使われる場合がある。

エ　コ　活

　家庭でできる環境配慮行動。家電製品の使い方の工夫等

で電力や灯油などエネルギー使用量を減らすとともに、節

約にもなるお得な省エネ行動などを「エコ活」と総称して

いる。

エコドライブ

　燃料消費量や二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を減らすこと

によって、地球温暖化防止につなげる自動車の使用方法。

　具体的には、やさしい発進を心がけたり、加減速の少な

い運転、無駄なアイドリングを止めるといった運転技術や

心がけをまとめた「エコドライブ10のすすめ」がエコドラ

イブ普及連絡会（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境

省）によって提唱されている。また、エコドライブは、安

全運転につながる効果もあるとされている。

塩化水素(ＨＣl)

　常温では刺激臭の強い無色の気体で、空気中では水分を 

凝縮して白い霧となる。ガス状塩化水素は粘膜を刺激し、

炎症の原因となる。

オキシダン卜(光化学オキシダン卜)

　大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受け

て化学反応を起こして発生する二次汚染物質で､オゾン､ 

アルデヒド､ＰＡＮ(パーオキシアセチルナイトレート) 

等の酸化性物質の総称である。このオキシダントが原因で

起こるいわゆる光化学スモッグは､日差しの強い夏季に多

く発生し､目をチカチカさせたりすることがある。

オゾン(Ｏ３)

　空気中では放電、紫外線の照射等により生じる臭気のあ

る気体である。３ppm以上の濃度に数時間の暴露で気管支

を刺激し、二酸化窒素の場合に似た毒性肺水腫を起こすお

それがある。

　オゾンの大部分は成層圏に分布しており、特にオゾンが

集まった層をオゾン層という。太陽光線に含まれている有

害な紫外線を吸収する役目を果たしている。

オゾン層の破壊

　ふっ素化合物(総称フロン )は冷蔵庫、エアコンの冷媒、

電子部品製造時の洗浄剤、スプレーの噴射剤に使用されて 

いる。使用後に大気中に放出されると、対流圏では分解さ 

れず、成層圏に達し、太陽光により分解されるが、その際 

に発生する塩素原子がオゾン層を破壊することが明らか 

にされている。フロンと同様にオゾン層を破壊するものに

消火剤用ハロン、洗浄用トリクロロエタン、四塩化炭素な

どがある。

汚　濁　源

　上水道、工業用水道、水産資源等への被害や公共用水域

の自浄機能の低下など水質に関する公害を直接又は間接に

引き起こす原因となるものをいい、工場・事業場排水、生

活排水、廃棄物、農薬などが挙げられる。

汚濁負荷量

　大気や水などの環境に排出される硫黄酸化物などの汚 

濁物質の１日当たりの量で表され、これは都市下水や工場

排水など汚濁源から排出される排出量などとその汚濁物 

質の濃度の積で示される。

汚　　　泥

　工場排水などを処理した後に残る水分を多量に含んだ 

泥状の物をいい、下水処理場などの排水処理から発生する 

腐りやすい有機物を含むものや、水道浄水場から発生する 

主として粘土などを含む無機物が主体となるものなどが 

ある。

温室効果ガス

　赤外線を吸収し｢温室効果｣をもたらす気体で、二酸化炭

素(ＣＯ２)、メタン、一酸化二窒素、フロン、代替フロン

などがある。

【か】

海岸漂着物

　海岸漂着物処理促進法（美しく豊かな自然を保護するた

めの海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸 

漂着物等の処理等の推進に関する法律）第２条に定義され

ており、海岸に漂着したごみその他の汚物または不要物を

いう。

　また、「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散

乱しているごみのその他の汚物または不要物をいう。
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化学的酸素要求量(ＣＯＤ)

　海域や湖沼の汚れの度合いを示す数値で、水中の有機物

などの汚染源となる物質を、通常過マンガン酸カリウム等

の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量を㎎/Lで表し

たものである。この数値が高いほど水中の汚染物質の量が

多いことを示している。

力ドミウム(Ｃｄ)

　カドミウムによる環境汚染は、従来、亜鉛精錬所、メッ

キ工場や電気機器工場などの周辺でみられ、大量のカドミ

ウムが長期間にわたって体内に入ると慢性中毒となり、腎

臓障害を起こし、カルシウム不足となり骨軟症を起こす。

｢イタイイタイ病｣の原因物質は上流の鉱山の排水及び残さ

に含まれていたカドミウムといわれている。

カーボン・オフセット

　市民、企業、ＮＰＯ／ＮＧＯ、自治体、政府等の社会の構成

員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれ 

を削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量 

について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸 

収量等（クレジット）を購入すること又は他の場所で排出削減・

吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、そ

の排出量の全部又は一部を埋め合わせること。

環境影響評価

　開発事業の実施により公害の発生、自然環境の破壊など

環境保全に重大な支障をもたらすことのないように、当該

開発事業が環境に及ぼす影響を事前に調査、予測及び評価

を行うことをいう。一般に、環境アセスメントと呼ばれて

いる。

環 境 基 準

　大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について、人の

健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望

ましい基準を行政上の目標値として定めたものであり、環

境基本法第16条に規定されている。

環 境 公 共

　農林水産業を支える公共事業。

　本県では、｢農林水産業を支えることは地域の環境を守

ることにつながる｣との観点から、農林水産業の生産基盤

や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共事業を｢環境

公共｣と位置付けて推進している。

環境放射線

　人間の生活環境にある様々な放射線をいう。人が受ける

放射線の量としては、宇宙線及び大地・大気・動植物等に

含まれる自然放射性核種からの放射線である自然放射線 

が最も多く、次いでレントゲン撮影の医療放射線があり、

極微量であるが過去の核実験及び原子力施設から環境に 

放出された人工放射性物質からの放射線である人工放射 

線がある。

環境放射線モニタリング

　原子力施設周辺地域において空間放射線を測定したり､

環境試料中の放射能を分析､測定し､施設から環境への影

響を評価することをいう。本県では､この結果は青森県原 

子力施設環境放射線等監視評価会議において評価・確認さ

れ､一般に公表されている。

環境ホルモン

　動物の生体内に取り込まれた場合に､本来､その生体内 

で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性

内分泌かく乱化学物質のことをいう。現在､4-t-オクチル

フェノールやノニルフェノール（分岐型）で内分泌かく乱

作用を有すると推察されている。

環境マネジメン卜システム

　企業等の事業組織が法令等の規制基準を遵守すること 

にとどまらず、自主的・積極的に環境保全のためにとる行

動を計画・実行・評価することをいう。そのため、①環境

保全に関する方針、目標、計画等を定め、②これを実行、

記録し、③その実行状況を点検して方針等を見直す一連の 

手続を｢環境マネジメントシステム｣という。また、こうし

た一連のシステム点検作業が｢環境監査｣と呼ばれている。

なお、このシステムの国際規格(ＩＳＯ14001)が1996年 

９月１日に正式に発行され、それを受け、我が国でも同年

10月20日にＪＩＳ化された。

観　測　井

　地盤変動の状況及び地下水位の状態がどのようになっ 

ているかを観測するための井戸をいう。

規 制 基 準

　法律又は地方公共団体の条例に基づいて設定された公 

害の原因となる行為の規制に関する基準であって、事業者

等に直接の遵守義務が課せられるものをいう。

　青森県公害防止条例では18条、33条、46条、56条、57条、

58条の２にそれぞれ規定されている。

　さらに具体的な規制項目及び基準値については、青森県

公害防止条例施行規則に規定されている。
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木の駅プロジェクト

　山林に放置された未利用間伐材等を森林所有者等が集

め、トラックで「木の駅」(木材の集荷場)に出荷するこ 

とで、地域内の商店で買い物等に利用できる地域通貨と交

換するもの。林業の再生と地域経済の活性化を同時に実現

する試み。

義務型・促進型

　これまで各種リサイクル法が定められているが、製造業

者等、特定の者に義務を課す義務型の制度と、誰かに義務

を課すのではなく、関係者が協力して自発的にリサイクル

を行い、再資源化を実施する促進型の制度がある。

　義務型の例としては、家電リサイクル法・自動車リサイ

クル法があり、促進型の制度の例としては小型家電リサイ

クル法がある。

逆　転　層

　大気中では通常、高度が高くなるほど気温が下がるが、

逆に高度の高いところに地表よりも温度の高い層ができ 

ることがあり、これを逆転層という。逆転層ができると大

気にフタをしたような状態になり、逆転層の内側の大気の

状態を安定させるため、地上から出たばい煙が逆転層の内

側に閉じ込められた状態になり、大気の汚染がひどくなる。

嗅覚測定法

　悪臭の測定方法は、嗅覚測定法と機器分析法とに大別さ

れる。機器分析法が臭気成分の分析を主目的とするのに対

し、嗅覚測定法は人間の嗅覚によって臭気の質とその強さ

を測定することを目的として行われるものであり、三点比

較式臭袋法がよく用いられる。

グリーン購入

　商品やサービスを購入する際に、価格・機能・品質等だ

けでなく｢環境｣の視点を重視し、環境への負荷ができるだ

け少ないものを選んで優先的に購入すること。グリーン購

入は、環境保全型商品の市場を生み出し、製造者側に環境

保全型商品の開発・供給のインセンティブを与えることに

なり、持続可能な社会経済システムにおいて極めて重要な

鍵を握っている。平成８年４月には、グリーン購入に率先

して取り組む企業、行政機関、民間団体等による｢グリー

ン購入ネットワーク｣が設立され、必要な情報の収集・提

供、ガイドラインづくり、意識啓発等が行われている。

　平成12年５月にはグリーン購入の促進を目的に｢国等 

による環境物品等の調達の推進等に関する法律｣、いわゆ

るグリーン購入法が制定され、国についてはグリーン購入

の義務づけ、地方公共団体に対しては努力義務が課せられ

た。また、事業者や国民に対してもグリーン購入を求めて

いる。

グレイ(Ｇｙ)

　空間放射線の量を表す単位で､空気１kgが吸収する放射

線のエネルギーとして定義される。

クローズド・システム

　工場の生産工程等から出る排出物を有効に再利用し、有

害物質の排出防止のための処理工程を組み込んで、使える

ものはできるだけ再利用し、最後は完全に無害化して外部

へ排出するシステムをいう。

健 康 項 目

　公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準で、人

の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として

設定された項目をいい、公共用水域は27項目、地下水は28

項目で次のとおりである。

建設副産物

　建設工事に伴い副次的に得られるすべての物品であり、

その種類としては、工事現場外に搬出される建設発生土※、

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発

生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず、コン

クリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生

じたものを除く。)及び陶磁器くず又はこれらのものが混

合した建設混合廃棄物などがある。

※建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規

定する廃棄物には該当しない。

公害防止管理者

　｢特定工場における公害防止組織の整備に関する法律｣ 

に定められた特定工場において、公害の防止に関する業務

のうち技術的事項を管理する者をいう。特定事業者はばい

煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、粉じん発生

施設、振動発生施設、ダイオキシン類発生施設等の区分ご

とに、それぞれ異なる種類の公害防止管理者を選任しなけ

ればならない。

カドミウム､全シアン､鉛､六価クロム､砒素､総水銀､ア 

ルキル水銀､ＰＣＢ､ジクロロメタン､四塩化炭素､クロ 

ロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、
※

1,2-ジクロロエタン､1,1-ジクロロエチレン､シス-1,2-

ジクロロエチレン､1,1,1-トリクロロエタン､1,1,2-トリ

クロロエタン､トリクロロエチレン､テトラクロロエチレ

ン､1,3-ジクロロプロペン､チウラム､シマジン､チオベン

カルブ､ベンゼン､セレン､硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素､

ふっ素､ほう素、1,4-ジオキサン

※は地下水のみ
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公害防止協定

　地方公共団体と企業、住民団体と企業などの間で、公害 

防止のために必要な措置を取り決める協定のことをいう。

公害規制法を補完し、地域の特殊性に応じた有効な公害規

制を弾力的に実施するのに適するため、法律や条例の規制

と並ぶ有力な公害防止対策上の手段として広く利用されて

いる。

降下ばいじん

　大気中の汚染物質のうち雨水とともに、あるいは単独の

形で地上に降下する物質の総称。

公共用水域

　水質汚濁防止法で｢河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他

公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、か

んがい用水路その他公共の用に供される水路｣をいう。た

だし、｢下水道法で定めている公共下水道及び流域下水道

であって、終末処理場を有しているもの、また、この流域

下水道に接続している公共下水道は除く。｣とされている。

コージェネレーション

　発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房など

を行うエネルギー供給システム。従来の発電システムで

のエネルギー利用効率は40％程度で、残りは排熱として

失われるが、コージェネレーションシステムでは最大80％ 

まで高められる。これまでは紙パルプ、石油化学産業など

で導入されていたが、最近ではオフィスビル、病院、ホテ

ル、スポーツ施設などでも導入されつつある。

【さ】

産業廃棄物

　事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、

廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の廃棄物の

ことで、20種類が規定されている。

最 終 処 分

　廃棄物は、資源化または再利用される場合を除き、最終 

的には埋立処分または海洋投入処分（一般廃棄物を除く。）

される。最終処分は埋立てが原則とされており、大部分が

埋立てにより処分されている。最終処分を行う施設が最終

処分場であり、一般廃棄物及び産業廃棄物を処分するため

に必要な場所及び施設・設備の総体をいう。産業廃棄物最

終処分場には、安定型（ガラスくず等）、遮断型（有害な 

産業廃棄物）、管理型（安定型、遮断型以外の産業廃棄

物）がある。

酸　性　雨

　工場、事業場から排出されるばい煙、自動車の排出ガス

中に含まれている硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質が大気中で化学変化を起こし酸性物質となったものが、

雨や雪、霧などの降水に取り込まれ、通常よりも強い酸性

を示す現象をいう。

時間帯補正等価騒音レベル（Ｌden）

　等価騒音レベルを基本とした指標の一つ。夕方の騒音、

夜間の騒音に重み付けを行い評価した１日の時間帯補正 

等価騒音レベルであり、単位はデシベルである。平成25 

年３月までは、加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）が

航空機騒音に係る環境基準の評価指標として用いられて 

いた。

次世代自動車

　電気自動車など、その運行に伴って排出ガスを排出しな

い自動車、又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認め

られる自動車、その他の環境への負荷の少ない自動車のこ

とをいう。

　具体的には、電気自動車、ハイブリット自動車、プラグ 

インハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディ 

ーゼル自動車、天然ガス自動車がある。

自 然 圧 密

　堆積年代の新しい沖積層や盛土部分で生じる沈下現象。

土自体の重さにより、地盤が自然に沈降すること。

自然環境保全地域

　高山性植物、すぐれた天然林などの中で、自然的社会的

諸条件からみて、その自然環境を保全することが特に必要

な地域を自然環境保全法又は県自然環境保全条例に基づ 

き指定する地域をいう。

浄　化　槽

　し尿及び生活雑排水を沈殿分離あるいは微生物の作用 

による腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、それを

消毒し、放流する施設をいう。

振動レベル

　振動の加速度をｄＢ(デシベル)で表した公害用振動 

レベル計に人間の振動感覚に似せた回路を使って測った 

値をいう。単位はデシベル(ｄＢ)を用いる。

水 質 基 準

　一般に水質を保全するための基準としては、公共用水域

自体の水質が人の健康の保護及び生活環境保全のために 

維持されることが望ましい基準として定められる環境基 

準と、工場又は事業場などから公共用水域に排出される水

の水質許容限度として定められる排水基準の二つがある。
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水質基準としては、まず、水域自体の利用目的等による環

境基準が定められ、この基準を達成するためのものとして

排水基準が定められる。

水　準　点

　土地の標高を表す標石で、水準測量の基準として用いら

れている。地盤の変動状況を測定する場合には、これを用

いる。

スマートムーブ（エコで賢い移動）

　国民運動COOL CHOICEが推進する取組の一つ。「移動」

のために発生するＣＯ２排出量の削減のため、「公共交通

機関を積極的に利用する」「徒歩・自転車による移動を見

直す」「エコドライブを実践する」など、場面や状況に応

じてエコで賢く移動することを呼びかける取組。

３Ｒ(スリーアール)

　リデュース(Reduce：発生抑制)、リユース(Reuse：再使

用)、リサイクル(Recycle：再生利用)の３つの頭文字Ｒ 

をとったもので、1980年代中頃にアメリカで使用された 

のが始まりとされている。このほか、この３Ｒに、リカバ 

ー(Recover：回収)を加えた４Ｒ、リフューズ(Refuse： 

ごみになるものを受け取らない、発生源を絶つ)を加えた

４Ｒ、リペア(Repair：修理、修繕)を加えた４Ｒを主張 

する考え方もある。循環型社会形成推進基本法では、３Ｒ

を基本としている。

生活環境項目

　水質汚濁物質の中で、生活環境に悪影響を及ぼすおそ

れのあるものとして環境基準値が定められた項目で、ｐＨ、

ＤＯ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌数などがある。

　排水基準については、項目別に定められているが、環境

基準については、河川、湖沼、海域別に、水道、水産、農

業用水、工業用水、水浴などの利用目的に適応した類型に

よって基準が定められている。

生活雑排水

　各家庭から排出される排水(生活排水)には、台所、洗 

濯、風呂などからの排水と、便所からの排水とがあり、こ

のうち便所からの排水を除いた排水を生活雑排水という。

生活雑排水は、下水道や浄化槽に接続している家庭では、

し尿を含んだ水とともに処理されるが、そのほかの家庭で

は大部分が未処理のまま流されており、河川等の公共用水

域の汚濁要因の一つとなっている。

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)

　生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水な

どの汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれる有機物質 

が一定時間、一定温度のもとで微生物によって生物化学

的に分解されるときに消費される酸素の量をいい、単位は

mg/Lで表示される。ＢＯＤ値の高い水は生物的に分解さ 

れやすい有機物が多く含まれていることを示している。

ゼ口・工ミッション

　廃棄物や熱の自然界への排出(エミッション)をゼロに 

すること。具体的には、一産業・社会部門における廃棄物・ 

熱を極力その中で再利用するとともに、他部門での活用を

含め、全体として廃棄物等をなくすことをいう。

　国連大学や国際機関が中心となり提唱・研究されており、

完全循環型社会の構築を目指している。

騒音レベル

　騒音計で測定した騒音の指示値を騒音レベルといい、単

位はホンを用いていたが、平成５年11月からデシベルに 

変更された。

総水銀(Ｔ－Ｈｇ)

　水銀による汚染状況を示す測定値の名称。水銀は、神経

系を侵し、手足のふるえを起こしたり、言語障害、食欲不

振、聴力や視力の減退をもたらす。水銀化合物のメチル水

銀が｢水俣病｣の原因物質であることが知られている。

総 量 規 制

　一定の地域内の汚染(濁)物質の排出総量を環境保全上 

許容できる限度にとどめるため、工場等に対し汚染(濁) 

物質許容排出量を割り当てて、この量をもって規制する方

法をいう。個々の発生源に対する従来の規制のみでは、地

域全体として、健全な生活環境を維持することが困難な場

合に、その解決手段として総量規制の方式がとられている。

【た】

炭化水素(ＨＣ)

　塗装・印刷工場・重油等の貯蔵タンク・自動車等から主

に発生し、窒素酸化物とともに光化学オキシダントの原因

物質の一つである。

ダイオキシン類

　有機塩素化合物であるポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオ 

キシン(ＰＣＤＤ、75種類)とポリ塩化ジベンゾフラン 

(ＰＣＤＦ、135種類)の総称で、主として物の燃焼に伴 

い非意図的に生成される。

　平成11年７月16日に公布されたダイオキシン類対策特 

別措置法ではＰＣＤＤ及びＰＣＤＦにダイオキシン類と

同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラ

ナーＰＣＢ)と呼ばれる物質群を含めて、｢ダイオキシン 

類｣と定義された。
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地域循環共生圏

　各地域が美しい自然環境等の地域資源を最大限活用し 

ながら、自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に

応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最

大限に発揮されることをめざす考え方である。

地 域 通 貨

　日本円やドルのような「法定通貨」ではなく、団体や個

人などによって独自に発行され、特定の地域やコミュニ

ティの中で限定的に流通するお金（価値）の総称。

窒素酸化物(ＮＯＸ)

　ＮＯ、ＮＯ２、Ｎ２Ｏ、Ｎ２Ｏ３、Ｎ２Ｏ５などがある。主

として、重油、ガソリン、石油などの燃焼により発生する

ほか、化学工場などからも発生する。大気汚染物質として

問題となるのはＮＯ、ＮＯ２である。燃焼によって直接発

生するのはＮＯで、大気中でＮＯが酸化されることによっ

てＮＯ２になる。

　ＮＯＸは光化学スモッグの発生原因となるほか、人体の

中枢神経系へ影響を及ぼし、呼吸気道、肺等に障害を与え

る。

中　央　値

　統計学用語で、中位数ともいう。多数個の測定値の中央

値とは、その数値を大きい順に並べた場合の中央に位置す

る数値をいう。

中 間 処 理

　収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、

選別などにより、できるだけごみの体積と重量を減らし、

最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように処

理すること。さらに、鉄やアルミ、ガラスなど再資源とし

て再生利用できるものを選別回収し、有効利用する役割も

ある。

鳥獣保護区

　野生鳥獣の保護、繁殖を図るために必要があると認めた 

とき、環境大臣又は都道府県知事が設定した区域をいう。

この区域ではすべての鳥獣の捕獲が禁止され、鳥獣の生息

及び繁殖のために必要な保護施設等を設けている。特に鳥

獣の保護繁殖を図る必要がある地域を特別保護地区に指

定して、開発行為や工作物の設置など鳥獣の生息に影響を 

及ぼす行為を規制している。

デポジッ卜制度

　飲料等を販売する際に、預かり金(デポジット)を料金 

に上乗せし、消費者が小売店等にビールびん等の商品容器

を返却した場合に預かり金を払い戻す制度。消費者に経済

負担を負わせることによって、空き缶や空き瓶の散乱を防

止し、ごみの減量とリサイクルを進めることを目的として

いる。

テレメータ

　無線又は有線回線を用いて遠隔地の測定局と中央監視 

局を結び、測定局のデータを中央監視局で一元的に収集処

理するもので、コンピュータと通信回線を組み合わせてシ

ステム化されている。大気汚染や水質汚濁の状況、環境放

射線の監視などに用いられる。

電気伝導度（ＥＣ）

　液体中での電気の流れやすさを示す指標であり、単位は

μS/cmで表す。水は様々な物質を溶かす性質があるが、一

般的に物質が溶け込むと電気が流れやすくなり、電気伝導

度の値が大きくなる。

　雨水の電気伝導度の値は、電流を流す役割をするイオン

成分の量で変動し、汚染度の目安となるものである。

等価騒音レベル(ＬAeq)

　一定時間に発生した騒音レベルを騒音のエネルギー値 

に換算して時間平均したもの。国際的にも騒音の評価値と

して広く使われ、騒音の発生頻度や継続時間を含めた評

価が可能であり、平成11年４月施行の騒音に係る新しい環 

境基準に採用されている。単位は、ｄＢ(デシベル)が用 

いられる。

特定家庭用機器

　家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の仕組 

みによりリサイクルを進めることが適当なものとして政 

令で指定したもの。現在は①エアコン、②ブラウン管テレ

ビ及び液晶・プラズマテレビ、③冷蔵庫・冷凍庫、④洗濯

機・衣類乾燥機、の４品目。

特定事業場

　水質汚濁防止法では、汚水又は廃液を排出する施設の

うち一定の要件を備える施設を特定施設として定めており、

この特定施設を設置する工場、事業場を特定事業場という。

特定対象品目

　小型家電リサイクル法（使用済小型家電機器等の再資源 

化の促進に関する法律）の対象品目のうち、資源性や分別

しやすさの観点から特にリサイクルすべきものとして国 

が指定したもの。

　消費者又は市町村が認定事業者に無償で引き渡し、可能

な品目群を試算した結果を踏まえ、消費者へのわかりやす

さを勘案して指定している。

　対象品目（28分類：携帯電話端末、デジタルカメラ、 
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ビデオカメラ、電子レンジ、電気掃除機、ジャー・炊飯器

など）

　特定対象品目（16種類：携帯電話端末、電話機、ラジ 

オ、デジタルカメラ、映像用機器、音響機器、電子辞書、

ゲーム機など）

特定ハロン

　ハロンとは炭素、ふっ素、臭素等の化合物であり、化学

的に安定、無色透明、不燃性、毒性がない等の性質を有す 

る。特定ハロンとは、ハロン1211、1301、2402の３種類 

のハロンを指し、既に生産が全廃されている。

特定フロン

　1985年３月に、｢オゾン層の保護に関するウィーン条 

約｣が採択され、同条約に基づいて｢モントリオール議定 

書｣が1987年９月に採択された。この議定書で規制の対

象となったフロン11、フロン12、フロン113、フロン114、 

フロン115を特定フロンといい、1995年末に生産が全廃 

された。

トリクロロエチレン

　有機塩素系化合物で、クロロホルム臭のある無色透明の 

液体で揮発性を有し、不燃性である。水に溶けにくく、エ 

ーテル、エタノール等の有機溶剤に溶ける。金属、機械部 

品等の脱脂・洗浄剤、一般溶剤として用いられ、目、鼻、

のどを刺激し、繰り返し皮膚に接触すると皮膚炎を起こす。

また、蒸気を吸入すると、めまい、頭痛、吐き気、貧血、

肝臓障害等を起こす。

【な】

鉛(Ｐｂ )

　鉛による中毒症状としては、骨髄神経を害し、貧血、血

液変化、神経障害、胃腸障害、身体の衰弱等を起こし、強

度の中毒では死亡する。金属鉛は常温では蒸発しないが、

粉じんとして吸入し、あるいは経口的に摂取するおそれが

ある。

75　％　値

　ｎ個の日間平均値を小さい方から並べたとき、0.75×ｎ

番目(小数点以下切上げ)にくる数値で、ＢＯＤ、ＣＯＤの

環境基準達成の判定に用いる。

二次的自然環境

　二次林、二次草原、農耕地など、人と自然の長期にわた

る関わりの中で形成されてきた自然環境。原生的自然に人

為等が加わって生じた二次的なものの意。

二　次　林

　その土地に本来あった森林が、台風や噴火などの自然災

害や伐採などによって失われ、その後に自然に再生した森

林。

日平均値の２％除外値

　年間にわたる日平均値の高い方から２％の範囲にある 

ものを除いた次の日の平均値である。

　例：有効測定日数365日の２％＝7.3日≒７日間を除外 

し、８番目に高い日平均値を２％除外値とする。同様に

98％値とは、年間にわたる日平均値(ｎ個)のうち低い方 

から0.98×ｎ番目にくる数値を示す。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）

　外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率

な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ

大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー

を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収

支がゼロとすることを目指した住宅。

【は】

ば　い　煙

　大気汚染防止法等において、次のとおり定められている。

　ア�　燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

　イ�　燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使 

用に伴い発生するばいじん

　ウ�　物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生す 

る物のうち、カドミウム及びその化合物、塩素及び 

塩化水素、ふっ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、 

鉛及びその化合物並びに窒素酸化物(これらを総合 

して有害物質という。)

廃　棄　物

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、｢占有者が自

ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため

に不要になったもの｣をいい、放射性物質及びこれによっ

て汚染された物並びに気体状の排出物を除くすべての汚 

物が含まれる。

　なお、｢特別管理一般(産業)廃棄物｣とは、一般(産業) 

廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又

は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有す 

るものをいう。

排 出 基 準

　大気汚染防止法において、工場などに設置されるばい煙

発生施設で発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙

の量の許容限度をいう。現在、排出基準の設定されている

大気汚染物質として硫黄酸化物、ばいじん及び政令で指定
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されている有害物質(窒素酸化物、カドミウム及びその化

合物、塩素及び塩化水素、ふっ素、フッ化水素及びフッ化

ケイ素並びに鉛及びその化合物)がある。

ば い じ ん

　石炭や石油系の燃料の燃焼に伴い発生するすす等の未

燃焼物をいい、このうち大気中に排出されたあと、重くて

地上に降りてくるものを降下ばいじんという。

ビオ卜ープ(Bio Top)

　ドイツ語でBio(生物)、Top(場所)を意味する。学術 

上、生物圈の地域的な基本単位を指し、動植物の生息地、

生育地といった意味で用いられる。

光　　　害

　光害は、ネオンや街灯の光によって、夜間、星がよく見

えなくなるなどの影響が出ることであり、大気汚染や水質

汚濁といった典型７公害とは異なり、人の健康に影響が出

たり、必ずしも不快感をもたらすものではない。

　しかし、夜間の人工光は道路・航路などの安全確保や都

市機能を維持する上で不可欠であるが、必要以上の照明は

エネルギーを浪費するだけでなく、天体観測を困難にする

ものであり、また、夜間の過剰な照明による動植物の生態

系の変化などの影響が懸念される。

微小粒子状物質(ＰＭ2.5)

　空気中を漂う直径2.5μｍ(マイクロメートル、１μｍ 

は１mmの1000分の１)以下の粒子状物質で、吸い込むと 

肺がんや循環器疾患の原因となると言われている。自動車

や工場の排ガス中の化学物質の他、自然由来の火山灰や黄

砂にも含まれ、大気中の光化学反応により二次的に生成さ

れる場合もある。

砒素(Ａｓ)

　鶏冠石、石黄等に硫化物として含まれている。砒酸鉛、

三酸化砒素などは殺虫剤として農薬に用いられている。

非メタン炭化水素(ＮＭＨＣ)

　各種の炭化水素のうち、光化学反応性に乏しいメタンを 

除いたものをいい、光化学反応により光化学スモッグを引 

き起こす。非メタン炭化水素の発生源は、自動車排ガス、

塗装・洗浄工場からの放出、石油タンクやガソリンスタン

ドからの揮発である。

富 栄 養 化

　富栄養化とは、水の出入りの少ない湖沼、内海等に植物

が生育する上で必要とする栄養物質(代表的なものとして

窒素、りん)が流入し、プランクトンや藻類が異常に増加

し、水質が悪化する現象をいう。その結果として、特に湖

沼においては、アオコの発生、海においては赤潮の発生な

どの現象が起こり、生息動物がヘい死したり、飲料水とし

て使用するためには多額の経費を必要とするなど、障害と

なる場合がある。

フッ素(Ｆ)

　腐食性に富み、極めて有毒である。低濃度でも植物被害

が現れる。アルミニウム製造業、鉄鋼業、りん酸肥料製造

業の工場から発生する。

浮遊物質(ＳＳ)

　水に溶けない懸濁性の物質をいい、単位はmg/Ｌで表示

される。水の濁りの原因となるもので魚類のエラをふさい

でへい死させたり、日光の透過を妨げることによって水生

植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、

有機性浮遊物質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底

質を悪化させる。

浮遊粉じん(Dust又はＳＰＭ）

　大気中に浮遊している極めて微細な粒子で、物の破砕、

選別、土砂の巻上げ、燃料の燃焼過程等で発生する。この 

うち粒径10μm以下のものを浮遊粒子状物質(ＳＰＭ)と 

呼び、環境基準が定められている。

フロンガス

　フロンガスとは、フッ化炭化水素化合物の日本での通称

である。無色・無臭の気体又は液体で、化学的・熱的に安

定し腐食性・毒性も低く引火性がなく、冷蔵庫・クーラー

などの冷媒や断熱材の発泡に用いられている。しかし、塩

素を含むフロンは、大気中に放出されることによりオゾン

層の破壊を引き起こすとして、1987年のモントリオール議

定書により生産・消費量の規制と段階的削減が決定され 

た。

閉鎖性水域

　湖沼や内湾のように水の滞留時間が比較的長く、水の交

換が行われにくい水域をいう。汚濁物質が蓄積しやすいた

め、水質汚濁が進行しやすく、また、その回復が容易でな

いという特徴がある。

ベクレル(Ｂｑ)

　放射能の強さを表す単位で､単位時間(１秒間)内に原 

子核が壊変する数を表す。

ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)

　（ベンゼンの２量体であるビフェニルに１個以上の塩 

素が置換した化合物。一般式C12H10-nCln）
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　化学的に安定な主に油状の物質で、絶縁性に優れ、絶縁 

油、熱媒体、可塑剤などに広く使用されたが、毒性、化学

的安定性による人体への蓄積等のため、昭和47年以降、 

その製造が行われていない。

【ま】

マニフェス卜制度

　産業廃棄物の不適正処理や不法投棄を防ぐため、排出事

業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、処理を受託した

業者に種類や数量を明記した｢管理票｣を交付し、受託者が

廃棄物の処理を終了した旨を排出事業者に報告することを

義務付けた制度である。平成２年３月に導入され、平成９

年６月の廃棄物処理法改正に伴い、平成10年12月から全て

の産業廃棄物について交付が義務化されている。

　なお、マニフェスト制度を電子化した電子マニフェスト

システムも運用されている。

面 的 評 価

　平成10年９月に騒音に係る環境基準が改正され、騒音 

レベルの指標が等価騒音レベルに変更されるとともに、道

路に面する地域の環境基準達成状況の評価方法は、当該地

域内のすべての住居等のうち環境基準の基準値を超過す 

る戸数及び割合を把握することにより評価する、いわゆる

｢面的｣な評価へと変更になっている。

木質バイオマス

　｢バイオマス｣とは、生物資源(bio)の量(mass)を表し、

化石燃料を除く再生可能な生物由来の有機性資源をいう。

その中で、木材からなるバイオマスを｢木質バイオマス｣ 

と呼ぶ。

　木質バイオマスには、主に樹木の伐採や造材のときに発

生した枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する

端材やおが屑などのほか、街路樹の剪定枝や住宅の解体材

などの種類がある。

【や】

溶存酸素量(ＤＯ)

　水中に溶けている酸素量のことをいい、単位はmg/Lで表

示される。溶存酸素は水の自浄作用や水中の生物にとって

必要不可欠なものである。溶解量を左右するのは水温、気

圧、塩分などで、汚染度の高い水中では消費される酸素の

量が多いので溶存する酸素量は少なくなる。きれいな水ほ

ど酸素は多く含まれ、水温が急激に上昇したり、藻類が著

しく繁殖するときには過飽和の状態となる。

横出し規制

　国の公害関係法により規制対象となっている工場もし 

くは事業場又は項目以外の工場もしくは事業場又は項目 

について地方公共団体が条例により規制を行うことをい 

う。

【ら】

ライフサイクルアセスメント(ＬＣＡ)

　製品の環境負荷を、原料調達段階から生産・消費・使用・ 

廃棄に至る各段階ごとに分析し、評価する方法である。製

品が環境に与える負荷の改善を目的とする。

硫酸ミス卜

　亜硫酸ガス(ＳＯ２)が空気中の水分に溶けると亜硫酸

になるが、大気中にオキシダントがあると酸化されて硫酸

になる。これが大気中で霧状に存在するものを硫酸ミスト

という。

類 型 指 定

　水質汚濁及び騒音の環境基準については、国において類

型別に基準値が示されている。

　これに基づき、都道府県において、水質汚濁に関しては

現状水質等、騒音に関しては都市計画区域等を勘案し、具

体的な地域を当てはめ、指定することをいう。

レッドデ一タブック

　絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、そ

の生息状況を解説した資料集である。

　1966年にＩＵＣＮ(国際自然保護連合)が刊行したの 

が最初であり、わが国では、当時の環境庁が｢日本の絶滅

のおそれのある野生生物｣を刊行し、近年は各地方自治体

においても作成されてきている。

【アルファベット】

Ｊ－クレジット

　Ｊ－クレジット制度に基づき国が認証した、省エネルギ 

ー設備の導入や森林経営などの取組による二酸化炭素な 

どの温室効果ガスの排出削減・吸収量のこと。

　Ｊ－クレジット制度は、「国内クレジット制度」と「オ

フセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度」が発展的に統

合した制度で、国（経済産業省、環境省、農林水産省）に

より運営されている。Ｊ－クレジットは、日本経済団体連

合会の低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフ

セットなど、様々な用途に活用できる。

Ｋ値(規制)

　施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物の排出許容 

量を求める際に使用する大気汚染防止法で定められた定

数である。Ｋ値は地域ごとに定められており、施設が集合 

して設置される地域ほど規則が厳しく、その値も小さい。



226

ＭＰＮ(Most Probable Number)

　｢最確数｣の意味。環境基準に設定されている大腸菌群

数の測定方法として定められている最確数法を行う際に用 

いられる。この方法を用いて測定した大腸菌群数について

は、ＭＰＮ/100mLと表記する。

ＮＤ(Not Detected)

　｢検出されず｣の意味。ＪＩＳ規格の方法により測定を行 

った場合に、その結果が当該方法の定量下限を下回ること

をいう。

pg-TEQ

　pg(ピコグラム)は１兆分の１グラム(10-12ｇ)を表す

単位。ＴＥＱ(毒性等量)は、毒性の強さが異なるダイオ 

キシン類の毒性の強さを表す方法として、濃度に毒性等価

係数(ＴＥＦ)を乗じて換算した数値。

ppm(parts per million)

　百万分の一という意味の濃度を表す単位で、亜硫酸ガス 

１ppmとは、１ｍ3の空気中に亜硫酸ガスが１cｍ3混入し

ている状態をいう。

ＰＲＴＲ制度

　化学物質の管理システム。ＰＲＴＲ(Pollutant Release 

and Transfer Register)とは、人の健康や生態系に有害な

おそれのある化学物質が、どのような発生源からどれくら

い環境中へ排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業

所の外へ運び出されたかというデータを事業者自らが把握

し、届け出たものを集計して公表・開示する仕組み。

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）

　「持続可能な開発目標」の意味。2015年９月に国連で 

採択された、先進国を含む国際社会全体の2030年までの 

開発目標のことをいう。



八甲田ロープウェー（青森市）
－表紙の写真－

　大自然の絶景美。雄大な山々の眺望は迫力満点
　八甲田（八甲田連峰）の雄大な自然を楽しめる八甲田ロープウェーは、春の新緑、夏の高山植物、秋の紅葉、
冬の樹氷など、季節ごとに移りゆく絶景を楽しめます。天候に恵まれれば、青森市街地や陸奥湾、津軽半島、 
下北半島、岩木山などを見渡すこともできます。
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令和 7年 11 月発行

編集・発行　青森県環境エネルギー部環境政策課

〒030-8570 青森市長島一丁目１番１号

ＴＥＬ　（代表）　017－722－1111

　（直通）　017－734－9205
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リサイクル適性       この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。           （マーク）植物性インキを使用 

この印刷物は 450 部作成し、印刷経費は１部当たり 460.9円です。 

Ａ

青 森 県
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